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研
究
開
発
推
進
機
構
十
周
年

　
平
成
二
十
九
年
は
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
が
平
成
十
九
年
に
発
足
し
て
か
ら
十
年
に
当
た
る
。
そ
の
た
め
本
年
度
の
研
究

開
発
推
進
機
構
に
お
い
て
は
様
々
な
記
念
催
事
が
行
わ
れ
た
。
記
念
催
事
の
一
つ
は
第
四
十
三
回
の
「
日
本
文
化
を
知
る
講
座
」
で
あ
る
。

本
講
座
は
旧
日
本
文
化
研
究
所
の
研
究
成
果
の
一
般
公
開
を
目
的
と
し
て
、
平
成
二
年
に
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
九
年
度
以

降
は
機
構
が
「
知
る
講
座
」
を
引
き
継
ぎ
、
例
年
全
四
回
に
わ
た
る
講
演
会
を
開
催
し
て
き
た
が
、
本
年
度
は
十
周
年
を
記
念
し
、
機
構

内
か
ら
選
ば
れ
た
八
名
の
講
師
が
講
演
を
行
っ
た
。
各
回
の
テ
ー
マ
と
講
師
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
回

　
六
月
三
日

　「
古
典
か
ら
み
る
日
本
文
化
」（
講
師
：
針
本
正
行
、
渡
邉
卓
）

　
第
二
回

　
六
月
十
日

　「
國
學
院
大
學
の
考
古
学
」（
講
師
：
笹
生
衛
、
内
川
隆
志
）

　
第
三
回

　
六
月
十
七
日

　「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
日
本
文
化
」（
講
師
：
井
上
順
孝
、
星
野
靖
二
）

　
第
四
回

　
六
月
二
十
四
日

　「
祭
り
と
日
本
文
化
」（
講
師
：
加
瀬
直
弥
、
大
東
敬
明
）

　
ま
た
機
構
十
周
年
を
記
念
し
、
例
年
の
催
事
で
あ
る
公
開
学
術
講
演
会
も
拡
充
し
て
開
催
さ
れ
た
。
公
開
学
術
講
演
会
は
昭
和
三
十
一

年
に
行
わ
れ
た
旧
日
本
文
化
研
究
所
の
「
開
設
記
念
会
」
に
始
ま
り
、
機
構
設
立
後
も
毎
年
一
人
の
講
師
を
招
い
て
開
催
さ
れ
て
き
た

が
、
本
年
度
は
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
氏
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
）
と
小
林
達
雄
氏
（
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
）
に
よ
る
講
演
が
十
一
月

二
十
五
日
に
行
わ
れ
た
。

　
今
号
の
『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
は
機
構
十
周
年
を
記
念
し
、「
日
本
文
化
を
知
る
講
座
」
の
要
旨
と
公
開
学
術
講

演
会
の
講
演
録
を
掲
載
す
る
。
ぜ
ひ
機
構
の
十
年
を
象
徴
す
る
こ
れ
ら
の
充
実
し
た
内
容
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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公
開
学
術
講
演
会
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
）

　
　
縄
文
の
哲
学
思
想

小　

林　

達　

雄　
　
　

　

た
だ
今
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
小
林
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
縄
文
人
の
哲
学
思
想
」
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
構
え
た
タ
イ
ト
ル

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
言
う
な
れ
ば
、
縄
文
人
の
心
と
か
、
心
構
え
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た

い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
列
島
を
舞
台
と
す
る
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
三
万
五
千
年
前
ぐ
ら
い
ま
で
た
ど
り
着
き

ま
す
。
こ
れ
は
、
氷
河
時
代
の
旧
石
器
文
化
で
あ
り
ま
す
。
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
な
ど
の
大
型
の
動
物
、
今
で
は
絶
滅
し
て

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
大
型
動
物
が
群
れ
を
な
し
て
い
た
時
代
の
話
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

や
が
て
、
一
万
五
千
年
前
ぐ
ら
い
に
、
実
は
、
大
き
な
、
画
期
的
な
大
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
を
縄
文
革
命
と
呼
ん
で
お
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
の
旧
石
器
時
代
に
お
け
る
遊
動
的
な
生
活
様
式
、
つ
ま
り
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
食
べ
物
を
求
め
て
動
き
回
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
か
っ
た
よ
う
な
生
活
、
そ
う
い
う
生
活
様
式
か
ら
、
定
住
的
な
村
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
大
き
な
画
期
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

一
万
五
千
年
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
有
力
な
証
拠
と
し
ま
し
て
、
土
器
を
製
作
し
、
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
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が
見
ら
れ
ま
す
。
土
器
は
粘
土
を
確
保
し
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
こ
ね
て
、
形
を
作
り
上
げ
、
乾
燥
さ
せ
て
、
そ
し
て
、
た
き
火
で
焼
き

上
げ
る
わ
け
で
す
。
一
言
で
さ
っ
と
流
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
か
か
る
日
数
と
い
う
も
の
は
相
当
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
定
住
的
な
生
活
が
始
ま
り
、
軌
道
に
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
縄
文
革
命
の
標

識
と
し
て
、
こ
の
土
器
を
使
い
始
め
た
と
い
う
こ
と
を
表
看
板
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
旧
石
器
時
代
の
旧

石
器
人
と
い
う
の
は
、
自
然
の
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
一
要
素
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
縄
文
革
命
を
契
機

に
し
て
、
そ
の
自
然
の
秩
序
か
ら
一
人
抜
け
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
人
と
し
て
の
歩
み
を
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
さ
に
、そ
れ
ま
で
所
属
し
て
い
た
所
か
ら
離
れ
て
、い
わ
ば
無
所
属
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
人
間
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
無
所
属
に
な
っ

た
人
間
は
、
そ
の
生
活
の
本
拠
を
ム
ラ
に
持
ち
ま
す
。
ム
ラ
と
い
う
の
は
、
自
然
の
中
の
一
角
を
自
分
の
好
み
の
広
さ
を
切
り
取
っ
て
、

そ
し
て
、
そ
こ
を
自
分
た
ち
が
住
み
よ
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
必
要
な
施
設
を
整
え
た
り
、
そ
う
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
、

そ
れ
ま
で
の
自
然
の
中
に
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
全
く
新
し
い
空
間
を
人
間
は
独
占
す
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
空
間
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
人
間
的
な
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
も
は
や
動
物
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
人
間
自
身
と
い
う
意
識
が
こ
の

と
き
芽
生
え
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ム
ラ
の
生
活
が
始
ま
る
と
い
う
こ

と
は
と
て
も
重
要
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
自
然
か
ら
脱
却
し
、
独
立
し
た
人
間
は
、
そ
の
ム
ラ
に
本
拠
地
を
置
い
て
、
周
り
の
自
然
を
眺

め
る
と
い
う
、
新
し
い
展
開
を
経
験
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
重
要
な
点
は
定
点
観
測
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
自
然
の
中
で
グ
ル
グ
ル
グ
ル
グ
ル
這
い
ず
り
回
っ
て
い
た
そ
う
い
う
生
活
か
ら
、
本
拠
地
を
定
め
て
、

そ
し
て
、
定
点
観
測
を
し
て
自
然
と
の
対
話
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
、
そ
れ
ま
で
自
然
の
中
に
身
を
置
い
た
縄
文
人
は
自
然
か

ら
離
れ
る
と
と
も
に
、
自
然
と
新
し
い
関
係
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
然
を
対
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

対
象
化
す
る
と
い
う
の
は
、そ
の
自
然
を
観
察
し
、観
測
す
る
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
観
測
、あ
る
い
は
、
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観
察
、
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
縄
文
人
を
取
り
巻
く
自
然
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
つ
い
て
、
動
物
、
植
物
、
山
や
川
、
木
々
、
そ
う

い
う
も
の
の
位
置
を
そ
の
定
点
か
ら
捉
え
、
そ
し
て
、
季
節
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
そ
れ
を
ず
っ
と
同
じ
視
点
か
ら
眺
め
る
と
い
う
こ
と

が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
縄
文
人
的
な
心
と
い
う
も
の
の
芽
生
え
が
、
あ
る
い
は
、
縄
文
人
の
心
に
刺
激
が
新
た
に
加
わ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

村
の
周
り
に
は
ハ
ラ
が
展
開
し
て
お
り
ま
し
た
。
ハ
ラ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
身
を
置
い
て
い
た
自
然
的
秩
序
が
保
存
さ
れ
、
維
持
さ

れ
て
い
る
空
間
で
あ
り
ま
す
。
ム
ラ
を
取
り
巻
く
ハ
ラ
、
そ
し
て
、
取
り
巻
か
れ
て
い
る
ム
ラ
は
、
ま
す
ま
す
自
ら
の
空
間
の
整
備
を
進
め

て
お
り
ま
す
。家
を
建
て
ま
す
。ご
み
捨
て
場
を
配
置
し
ま
す
。食
べ
物
を
蓄
え
る
施
設
、穴
蔵
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
ま
す
。広
場
を
造
り
、

社
会
的
な
共
同
作
業
を
そ
こ
で
や
っ
た
り
、
祭
り
を
展
開
し
た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
家
の
つ
な
が
り
の
輪
の
中
に
共
同
墓
地
が
設
け
ら
れ

ま
す
。
ま
さ
に
、
縄
文
人
の
ム
ラ
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
縄
文
人
、
生
者
と
死
者
と
の
共
同
経
営
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に

縄
文
人
の
祖
霊
信
仰
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
芽
生
え
が
促
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
縄
文
人
は
そ
の
ム
ラ
の
人
工
的
な
空
間
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
ハ
ラ
が
、
さ
ら
に
、
ヤ
マ
、
そ
し
て
、
ソ
ラ

へ
と
視
線
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。
近
景
か
ら
中
景
、
遠
景
、
そ
し
て
、
背
景
ま
で
目
が
届
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
浮
世
絵
的
な
遠

近
観
察
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
ハ
ラ
の
向
こ
う
に
は
ヤ
マ
が
あ
っ
て
、ヤ
マ
の
向
こ
う
に
は
背
景
と
し
て
の
ソ
ラ
が
あ
っ
て
、

そ
し
て
、
ヤ
マ
と
ソ
ラ
と
の
間
に
は
、
飛
び
上
が
っ
て
ジ
ャ
ン
プ
し
て
も
届
か
な
い
も
う
一
つ
の
世
界
、
ア
ナ
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド
と
、
そ
こ

で
結
ぶ
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
と
の
関
係
を
求
め
た
、
そ
う
い
う
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
ま
す
。

　

縄
文
人
は
、
そ
う
し
た
中
で
、
興
味
深
い
こ
と
に
興
味
を
持
ち
始
め
ま
す
。
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
そ
の
ハ
ラ
と
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
広

が
っ
て
い
る
ヤ
マ
の
風
景
の
中
に
、
好
み
の
自
然
物
を
抽
出
し
て
い
き
ま
す
。
典
型
的
な
も
の
は
富
士
山
の
よ
う
な
左
右
対
称
の
ヤ
マ
で

あ
り
ま
す
。
結
構
小
規
模
な
、
そ
れ
ほ
ど
標
高
の
高
く
な
い
そ
の
ヤ
マ
で
も
三
角
山
を
自
分
の
風
景
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
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の
取
り
込
み
方
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
ヤ
マ
か
ら
日
が
昇
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ヤ
マ 

に
日
が
沈
む
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
視
線
を
探
し
当
て
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
定
点
観
測
の
効
用
が
ま
さ
に
そ
れ
に
発
揮
さ
れ
ま
す
。

　

太
陽
は
春
分
、
秋
分
の
と
き
、
真
東
か
ら
昇
っ
て
真
西
に
落
ち
ま
す
。
秋
分
が
過
ぎ
て
、
今
、
冬
至
に
向
か
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
秋

分
が
過
ぎ
ま
す
と
だ
ん
だ
ん
南
よ
り
か
ら
昇
っ
て
、
南
よ
り
に
沈
む
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
限
界
ぎ
り
ぎ
り
が
冬
至
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
一
番
北
の
限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
所
か
ら
昇
っ
て
、
北
の
ぎ
り
ぎ
り
の
西
に
落
ち
る
わ
け
で
す
。
秋
か
ら
冬
至
に
か
け
て
の
自
然
の

動
き
、
日
照
時
間
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
夜
が
長
く
な
り
ま
す
。
秋
の
つ
る
べ
落
と
し
の
そ
れ
を
経
験
し
な
が
ら
、
寒
さ
が
次

第
に
厳
し
く
な
り
ま
す
。
木
枯
ら
し
が
吹
き
ま
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
太
陽
は
限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
南
の
端
か
ら
昇
っ
て
、
南
の

端
に
落
ち
、
そ
の
観
測
は
定
点
観
測
だ
か
ら
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
位
置
は
、
村
の
定
点
か
ら
観
測
し
て
い
た
太
陽
が
ど
の

山
か
ら
昇
る
の
か
、
ど
の
山
に
落
ち
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
が
つ
い
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

あ
の
富
士
山
は
、
も
ち
ろ
ん
縄
文
人
に
と
っ
て
は
特
別
な
山
で
し
た
。
東
京
の
西
の
地
理
に
、
八
王
子
の
周
辺
で
は
、
縄
文
時
代
の
大

き
な
安
定
的
な
集
落
が
ず
っ
と
一
直
線
に
並
ん
で
い
ま
す
。
不
思
議
な
現
象
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
こ
こ
に
は
か
ら
く
り
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
の
直
線
的
に
並
ん
で
い
る
先
に
ず
っ
と
視
線
を
伸
ば
し
て
い
く
と
、
そ
の
向
こ
う
に
は
富
士
山
が
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、

冬
至
の
と
き
、
そ
こ
に
日
が
沈
む
ん
で
す
。
こ
う
や
っ
て
、
そ
れ
に
ち
ゃ
ん
と
軸
が
合
う
よ
う
な
所
に
ム
ラ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
や
り
ま
す
。
や
が
て
そ
の
う
ち
に
縄
文
人
は
単
に
自
ら
の
ム
ラ
を
そ
う
い
う
春
分
、
秋
分
、
夏
至
、
冬
至
と
い
う
軸
を
超

え
て
、
ま
た
新
し
い
営
み
を
始
め
ま
す
。

　

ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
、
環
状
列
石
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
実
は
、
そ
の
ム
ラ
か
ら
離
れ
て
、
つ
ま
り
、
ム
ラ
の
格
好
な
立
地
と
い
う

の
は
、
そ
う
や
た
ら
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
住
み
や
す
い
所
を
選
ん
だ
そ
の
場
所
は
富
士
山
は
望
め
る
け
れ
ど
も
、
日
が
沈
む

太
陽
を
望
む
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
場
所
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
縄
文
人
は
別
の
地
点
を
選
ん
で
、
そ
し
て
、
ま



5 縄文の哲学思想

さ
に
冬
至
の
日
の
入
り
を
望
め
る
よ
う
な
、
そ
の
場
所
を
探
し
だ
し
て
き
て
、
あ
る
い
は
、
う
ま
く
そ
れ
を
探
し
当
て
て
、
そ
し
て
、
そ

こ
に
特
別
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
造
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
ド
ー
ナ
ツ
状
の
土
手
を
巡
ら
せ
た
り

し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
三
内
丸
山
の
六
本
柱
の
よ
う
に
、
柱
を
建
て
ま
す
。
そ
の
柱
と
柱
の
間
か
ら
、
三
本
ず
つ
が
向
き
合
っ
て
い
る
そ

の
間
か
ら
、
夏
至
の
と
き
に
は
日
が
昇
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
冬
至
の
と
き
に
は
そ
の
間
に
日
が
沈
み
ま
す
。
そ
れ
が
、
三
内
丸
山
の
あ

の
巨
木
柱
の
絵
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
記
念
物
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
何
の
た
め
に
造
っ
た
の
か
。
と
に
か
く
大
変
な
労
力
で
す
。
日
常
的
な
労
働
の
時
間
を
ち
ょ
っ
と
頑
張
っ
て
造
っ

た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
た
労
働
力
と
人
員
が
投
入
さ
れ
ま
す
。
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
を
造
る

の
は
一
人
で
は
も
ち
ろ
ん
、
二
人
、
三
人
か
か
っ
て
も
、
五
、六
人
か
か
っ
て
も
動
か
せ
な
い
よ
う
な
大
き
な
石
を
実
は
運
ん
で
お
り
ま

す
。
超
絶
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
日
常
的
な
労
働
、
技
術
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
え
た
も
の
す
ご
い
執
念
が
そ
こ
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う

や
っ
て
ま
で
造
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
全
く
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
ど
う
頑
張
っ
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
意
味
は
。
彼
ら
に
と
っ
て
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
腹
が
す
く
だ
け
で
、
な
ん
の
腹
の
足
し
に
も
な
ら
な

い
も
の
を
そ
ん
な
に
一
生
懸
命
造
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
縄
文
の
縄
文
ら
し
さ
な
ん
で
す
ね
。
腹
の
足
し
に
な
ら
な
い
も
の
を
一
生
懸
命

造
り
な
が
ら
、
実
は
、
心
の
足
し
に
な
る
も
の
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
記
念
物
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
世
界
遺
産
の
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
後
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
か
、
あ
る
い
は
、
私
は
万
里
の
長
城
も
単
に
外
敵
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
わ
れ
わ

れ
は
、歴
史
を
学
ぶ
と
き
に
北
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
あ
れ
を
延
々
と
築
き
上
げ
た
と
い
う
ふ
う
に
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

と
ん
で
も
な
い
話
。
あ
れ
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
を
そ
こ
に
確
認
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
た
と
い
う

の
が
万
里
の
長
城
で
あ
り
ま
す
。



6

　

そ
の
後
、縄
文
時
代
に
は
そ
う
い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
あ
ち
こ
ち
で
造
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、弥
生
時
代
に
な
る
と
一
切
ス
ト
ー
ン
サ
ー

ク
ル
も
巨
木
柱
立
も
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
弥
生
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、
環
濠
集
落
が
で
き
て
き
ま
す
。
環
濠
集
落
と

い
う
の
は
、
ム
ラ
を
溝
で
囲
む
、
そ
う
い
う
施
設
で
す
。
深
さ
二
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
、
そ
し
て
、
幅
が
二
メ
ー
ト
ル
あ
る
ぐ
ら
い
、
こ
ん

な
に
深
い
溝
を
掘
り
巡
ら
す
ん
で
す
。
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
は
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
ま
す
。
そ
れ
を
ず
っ
と
巡
ら
せ
て
い
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
弥
生
時
代
の
研
究
者
、
あ
る
い
は
、
多
く
の
そ
の
他
の
研
究
者
も
あ
れ
を
防
御
用
の
溝
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お

る
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大
間
違
い
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
ん
な
ら
ム
ラ
か
ら
出
て
い
っ
て
ポ
ン
ポ
ン
み

ん
な
や
っ
つ
け
れ
ば
済
む
話
で
す
。

　

し
か
も
、
面
白
い
こ
と
に
、
環
濠
の
外
に
倉
庫
が
あ
る
ん
で
す
。
収
穫
し
た
倉
庫
が
外
に
並
ん
で
い
る
ん
で
す
。
戦
い
と
な
っ
た
ら
、

ま
ず
倉
庫
を
押
さ
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
最
も
重
要
な
食
糧
庫
を
環
濠
が
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

実
は
、
こ
ん
な
に
深
い
溝
を
掘
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
土
の
量
を
排
出
す
る
こ
と
で
す
。
実
は
、
そ
の
土
が
欲
し
か
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
溝
を
掘
っ
た
土
を
ず
っ
と
積
み
重
ね
て
、
ず
っ
と
連
ね
て
い
く
わ
け
で
す
。
土
手
を
造
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
新
幹
線
で
も
高

速
道
路
で
も
、
埋
め
立
て
の
た
め
に
あ
ち
こ
ち
で
幾
つ
も
の
山
が
崩
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぐ
ら
い
土
と
い
う
の
は
必
要
と
さ
れ
る
の

で
す
。
そ
の
土
を
弥
生
人
が
土
手
を
造
る
た
め
に
運
ん
で
こ
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
変
な
日
数
と
労
力
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
。
溝
を
ど
ん
ど
ん
掘
っ
て
、
そ
の
土
を
盛
り
上
げ
る
と
ず
っ
と
土
手
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
弥
生
時
代
の
環
濠
集
落
と
い
う
の

は
防
御
用
で
も
何
で
も
な
い
ん
で
す
。
俺
た
ち
は
こ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
ぞ
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
そ
う
い
う
施
設
だ
っ
た
ん
で
す
。
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ん
で
す
。

　

そ
の
後
、
ち
ょ
っ
と
し
た
お
金
持
ち
が
粋
な
黒
塀
を
巡
ら
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
土
手
を
造
っ
て
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち

の
存
在
を
確
認
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
を
そ
こ
で
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
弥
生
時
代
と
い
う
と
、
新
し
い
時
代
で
戦
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争
の
時
代
に
入
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
環
濠
も
戦
争
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
き
た
こ
と
は
大
間
違
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
上
げ
た
溝
の
中
か
ら
ゴ
ロ
ゴ
ロ
土
器
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
要
ら
な
く
な
っ
た
も
の
を
み

ん
な
捨
て
て
い
る
ん
で
す
。
溝
が
必
要
な
ら
、
ち
ゃ
ん
と
さ
ら
っ
て
、
溝
を
い
つ
も
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
土
器
は

腐
ら
な
い
か
ら
い
く
ら
で
も
残
っ
て
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
一
緒
に
腐
る
有
機
質
の
ご
み
を
い
っ
ぱ
い
捨
て
て
い
た
ん
で

す
。
そ
れ
は
腐
っ
て
残
っ
て
な
い
か
ら
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
矛
盾
し
た
話
は
な
い
わ
け
で
す
。
堀
が
必
要
な
ら
、
ち
ゃ
ん
と
そ

れ
を
さ
ら
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
せ
っ
か
く
溝
を
掘
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
る
と
い
う
の
は
大
き
な
矛
盾
で
す
。

大
体
、
わ
れ
わ
れ
は
、
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
を
研
究
す
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
矛
盾
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
と
相

当
い
い
と
こ
ろ
に
近
づ
け
ま
す
。

　

も
っ
と
決
定
的
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
掘
り
上
げ
た
泥
を
ど
ち
ら
側
に
、
堀
の
溝
の
外
側
か
内
側
か
、
ど
っ
ち
に
盛
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
、
実
は
土
は
全
部
掘
り
の
外
側
に
盛
っ
て
い
る
ん
で
す
。
防
御
用
だ
と
し
た
ら
お
か
し
な
こ
と
で
す
。
攻
め
る
の
も
た
や
す
く
て
守

る
の
も
難
し
く
な
る
ん
で
す
。
利
敵
行
為
を
も
の
す
ご
い
労
力
を
か
け
て
造
る
ん
で
す
。
大
き
な
矛
盾
で
す
。
い
ま
だ
に
、
し
か
し
、
大

部
分
の
弥
生
研
究
者
は
あ
れ
を
防
御
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
訂
正
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
の
後
、
実
は
、
古
墳
時
代
の
前
方
後
円
墳
、
前
方
後
方
墳
の
築
造
に
移
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
古
代
寺
院
に
移
っ

て
い
き
ま
す
。
仏
教
の
信
者
が
多
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
仏
教
の
信
仰
の
た
め
に
寺
院
が
ず
っ
と
北
の
果
て
ま
で
、
福
島
県
の
北
の
ほ
う

ま
で
あ
っ
と
い
う
間
に
白
鳳
期
の
寺
院
が
造
ら
れ
る
の
は
仏
教
の
信
者
と
か
、
あ
る
い
は
、
仏
教
を
布
教
す
る
た
め
と
か
い
う
こ
と
で
は

な
い
ん
で
す
。
あ
れ
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
続
き
で
す
。
そ
の
後
、
信
長
の
安
土
城
か
ら
始
ま
っ
て
、
平
城
が
で
き
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。

　

そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
バ
ベ
ル
の
塔
で
す
。
あ
れ
も
、
実
は
、
人
が
記
念
物
を
造
る
た
め
の
世
界
的
な
遺
産
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
間
、
バ
ベ
ル
の
塔
が
上
野
の
東
京
都
美
術
館
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
早
速
見
に
い
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
感
動
的
な
出
会
い
を
経
験

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
バ
ベ
ル
の
塔
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。
そ
し
て
、縄
文
人
の
単
な
る
縄
文
人
だ
け
の
思
い
が
環
状
列
石
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
に
表
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
世
界
的
に
見
て
も
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
同
様
な
意
図
か
ら
、
意
識
か
ら
、
心
か
ら
、

記
念
物
を
造
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

面
白
い
こ
と
に
、
歌
川
国
芳
の
浮
世
絵
の
中
に
、
隅
田
川
を
見
通
し
て
描
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
既

に
あ
る
ん
で
す
。
実
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
造
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
造
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
っ
て
い
う
で
し
ょ
う
か
、
そ

う
い
う
存
在
を
許
す
、
あ
る
い
は
、
必
要
と
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
も
そ
う
で
し
た
。
東

京
タ
ワ
ー
も
。
そ
し
て
、
次
に
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ま
で
来
て
い
る
、
そ
の
心
と
い
う
の
は
、
縄
文
時
代
か
ら
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
面
白
い
こ
と
に
、
そ
の
縄
文
人
の
記
念
物
と
い
う
の
は
、
造
ろ
う
と
思
っ
て
始
め
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
を
仕
上
げ
る
こ
と
に

目
的
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
ま
し
た
。
丸
く
石
を
並
べ
て
い
く
ん
で
す
。
あ
ち
こ
ち
が
膨
ら
ん
だ
り
、

痩
せ
た
り
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
箇
所
が
一
つ
の
サ
ー
ク
ル
の
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
丸
く
し
よ
う
と
思
え
ば
丸
く
で
き
る
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
が
あ
る
ん
で
す
。
あ
れ
は
、
工
期
が
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
あ
れ
を
造
る
の
は
、
複
数
の
ム
ラ
の
人
た
ち

が
寄
っ
て
た
か
っ
て
あ
れ
を
造
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
の
ム
ラ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
の
石
を
並
べ
る
箇
所
は
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま

で
、
隣
は
、
ま
た
そ
の
隣
の
ム
ラ
の
人
た
ち
が
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
と
い
う
も
の
を
分
担
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

ム
ラ
の
働
き
手
は
そ
れ
ぞ
れ
多
い
少
な
い
が
あ
り
ま
す
。
働
き
手
の
多
い
所
は
石
を
た
く
さ
ん
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

そ
こ
は
節
く
れ
だ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
働
き
手
の
少
な
い
ム
ラ
の
多
く
は
貧
弱
に
、
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
と
並
ん
で
い
る
だ
け

で
す
。
し
か
し
、
工
区
を
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
石
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
た
ム
ラ
の
人
た
ち
は
、
少
し
し
か
運
べ
な
い
、
そ
う
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い
う
ム
ラ
に
手
助
け
、
協
力
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
た
ち
の
工
区
は
自
分
た
ち
の
工
区
。
そ
し
て
、
働
き
手
の
少
な
い
所
は
、
そ
れ

な
り
に
参
加
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
で
す
。

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
例
え
ば
、
栃
木
県
小
山
市
に
寺
野
東
遺
跡
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
ま
た
面
白
い
で
す
。
差
し
渡
し
が

一
六
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
ド
ー
ナ
ツ
状
の
土
手
を
築
く
ん
で
す
。
一
六
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
と
、
古
墳
時
代
の
前
方
後
円
墳
の
中
で
も
大
き 

い
ほ
う
で
す
。
そ
れ
な
の
に
縄
文
人
は
ま
さ
に
無
手
勝
流
で
す
。
何
に
も
工
具
が
な
い
ん
で
す
。
せ
い
ぜ
い
棒
の
先
に
石
斧
を
結
い
付
け
て
、 

そ
れ
で
土
を
ほ
ぐ
し
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
か
き
出
す
と
い
う
作
業
で
、
一
六
五
メ
ー
ト
ル
の
直
径
の
窪
地
を
造
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
土
を
外
に
ず
っ
と
、
例
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
の
環
濠
の
よ
う
に
土
手
を
ず
っ
と
築
い
て
い
き
ま
す
。
土
手
を
歩
く
と
沈
ん
だ
り
、
ま

た
、
背
が
高
く
な
っ
た
り
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
高
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
す
。
そ
れ
が
例
の
環
状
列
石
を
造
る
と
き
に

似
て
、
働
き
手
の
多
い
工
区
は
ど
ん
ど
ん
土
が
高
く
な
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
い
所
は
低
い
ま
ま
で
歯
ぎ
し
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

け
れ
ど
も
、
誰
も
助
け
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
お
ま
え
の
所
が
足
り
な
い
の
か
、
じ
ゃ
あ
、
ち
ょ
っ
と
力
を
貸
し
て
や
る
か
ら
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
と
は
別
の
し
き
た
り
が
働
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
そ
の
土
手
を
築
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
い
う
の

は
、
寺
野
東
遺
跡
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
他
に
も
例
が
あ
る
ん
で
す
。
北
海
道
千
歳
市
の
周
堤
墓
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
直

径
七
十
五
メ
ー
ト
ル
が
一
番
大
き
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
土
手
が
ず
っ
と
巡
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
土
手
を
歩
く
と
沈
ん
だ
り
、

浮
い
た
り
し
ま
せ
ん
。
ち
ゃ
ん
と
水
平
に
、
同
じ
背
の
高
さ
を
維
持
し
な
が
ら
歩
い
て
回
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
全
体
を
水

平
に
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
で
こ
ぼ
こ
に
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が
太
っ
た
り
痩
せ
た
り
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
態
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
関

心
は
全
体
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
ん
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
造
り
続
け
る
こ
と
が
目
的
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
読
み
取
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
記
念
物
を
造
る
と
き
に
、
い
つ
い
つ
ま
で
に
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
ず
っ
と
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そ
れ
に
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。

　

宮
沢
賢
治
が
完
成
と
は
永
遠
の
未
完
成
で
あ
る
と
言
う
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
宮
沢
賢
治
を
出
す
の
か
と
い
っ
た
ら
、
小
林
が
言
っ
て
い
る

の
は
信
用
で
き
な
い
。
し
か
し
、
宮
沢
賢
治
も
言
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
ま
あ
、
そ
う
な
の
か
な
と
思
っ
て
く
れ
る
人
が
、
慌
て
者
が
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
引
き
合
い
に
出
す
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
、
ち
ょ
っ
と
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
と
に
か
く
、
完
成
さ
せ
よ
う
と
目
先
の
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
役
に
立
つ
も
の
、
腹
の
足
し
に
な
る
も

の
を
造
ろ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
が
一
番
危
険
で
す
。

　

腹
の
足
し
に
な
る
も
の
、
み
ん
な
の
幸
せ
に
な
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
飛
行
場
を
造
っ
た
り
、
道
路
を
造
っ
た
り
し
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
、
一
部
の
人
が
利
権
を
行
使
し
て
い
る
ん
で
す
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
ん
な
が

み
ん
な
そ
う
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
役
に
立
つ
も
の
を
造
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
少
し
わ
れ
わ
れ
は
警
戒
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

縄
文
人
の
心
を
も
う
一
度
呼
び
起
こ
し
て
み
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
原
子
力
発
電
は
電
気
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て

一
生
懸
命
造
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
再
稼
働
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
に
使
用
済
み
の
核
燃
料
の
行
き
場
が

な
い
。
電
気
が
足
り
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
で
消
灯
す
る
。
役
所
の
中
で
も
。
廊
下
の
電
気
を
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん

と
消
し
て
い
き
ま
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
三
台
あ
る
と
二
台
休
ま
せ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
く
せ
、
あ
ち
こ
ち
で
、
今
、
夜
間
照
明
が
。
そ

れ
と
、
こ
れ
か
ら
な
お
の
こ
と
ク
リ
ス
マ
ス
が
始
ま
り
ま
す
と
、
あ
ち
こ
ち
で
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
輝
き
始
め
ま
す
。
余
っ
て
余
っ
て

し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
。
さ
ら
に
電
力
を
確
保
し
て
、
そ
れ
を
売
り
付
け
て
、
そ
し
て
、
そ
こ
ま
で
言
う
と
あ
れ
で
す
の
で
、
や
め
ま
す

け
れ
ど
も
、
つ
い
私
は
古
い
ほ
う
を
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
古
い
ほ
う
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い
ん
で
す
。
ど
う
し
て
も
、
自
分

が
身
を
置
い
て
い
る
そ
う
い
う
今
を
見
な
が
ら
、
重
ね
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
癖
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
過
激
な
話
が
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た
ま
に
混
じ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
、
お
か
げ
さ
ま
で
温
和
な
顔
し
て
い
ま
す
の
で
、
み
ん
な
が
許
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
人
工
的
な
空
間
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ム
ラ
を
取
り
巻
く
ハ
ラ
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ラ
は
、

か
つ
て
身
を
置
い
た
自
然
的
秩
序
が
ち
ゃ
ん
と
維
持
さ
れ
て
い
る
所
で
す
。
ム
ラ
の
生
活
の
中
で
、
文
化
的
、
社
会
的
な
活
動
が
繰
り
広

げ
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
ム
ラ
を
取
り
巻
く
ハ
ラ
で
あ
り
ま
す
。
ム
ラ
か
ら
出
て
、
ハ
ラ
に
あ
る
資
源
を
獲
得
し
、

ハ
ラ
に
あ
る
食
料
を
獲
得
し
、
必
要
な
道
具
の
資
材
を
獲
得
し
、
そ
し
て
、
ム
ラ
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
ハ
ラ
と
ム
ラ
と
の
関
係
で
す
。

　

縄
文
時
代
に
は
こ
の
ハ
ラ
と
ム
ラ
と
の
関
係
が
ず
っ
と
続
く
ん
で
す
。
一
万
年
以
上
。
こ
れ
は
、
大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日
常
的

な
縄
文
人
の
ム
ラ
の
周
り
は
ハ
ラ
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
ハ
ラ
に
は
自
然
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
自
然
の
資
源
と
共
存
共
生
し
て
い
る
と
い

う
の
が
縄
文
の
有
り
よ
う
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
大
陸
側
の
村
の
始
ま
り
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
大
陸
側
の
ム
ラ
の
始
ま
り
は
、

農
耕
、
農
業
、
そ
う
い
う
も
の
と
連
動
し
て
い
る
ん
で
す
。
農
耕
が
始
ま
っ
て
ム
ラ
が
造
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
西
洋
的
文
明
へ
の

足
取
り
が
高
ら
か
に
鳴
り
渡
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

大
陸
側
の
ム
ラ
の
周
り
は
ハ
ラ
が
な
い
ん
で
す
。
ハ
ラ
が
あ
る
と
、
そ
れ
は
目
の
敵
に
し
て
、
競
っ
て
開
墾
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
原
を
全
部
人
工
的
な
空
間
に
塗
り
替
え
て
い
き
ま
す
。
ハ
ラ
の
ま
ま
で
は
許
さ
な
い
。
ハ
ラ
の
ま
ま
は
、
そ
れ
は
、
遊
休
地
で

あ
る
と
見
な
す
ん
で
す
。
あ
る
い
は
、
経
済
的
な
効
率
が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
の
に
役
立
て
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
で
、
徹
底
的

に
ハ
ラ
を
い
じ
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
少
し
で
も
農
耕
地
を
増
や
そ
う
と
す
る
活
動
が
そ
こ
に
展
開
す
る
わ
け
で
す
。

　

日
本
列
島
の
縄
文
の
ム
ラ
の
周
り
は
ハ
ラ
で
し
た
。
大
陸
側
は
ム
ラ
の
周
り
は
ノ
ラ
で
し
た
。
野
良
仕
事
の
ノ
ラ
で
す
。
そ
こ
で
、
わ

れ
わ
れ
は
本
当
に
そ
う
い
う
歴
史
を
習
っ
て
き
た
ん
で
す
。
人
類
は
自
然
と
の
厳
し
い
戦
い
を
戦
い
抜
い
て
こ
こ
ま
で
来
た
ん
だ
と
。
人

類
の
努
力
と
力
と
い
う
も
の
は
大
し
た
も
の
だ
。
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
な
と
思
っ
て
習
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ

う
か
。
一
万
年
、
自
然
と
の
共
存
共
生
が
続
く
こ
の
縄
文
と
、
大
陸
側
の
ム
ラ
の
少
し
で
も
ハ
ラ
と
い
う
空
間
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
開
墾
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し
て
、
ノ
ラ
に
変
え
よ
う
と
す
る
そ
の
や
り
よ
う
と
は
全
く
裏
腹
な
も
の
で
し
た
。

　

つ
ま
り
、
縄
文
人
が
ム
ラ
の
周
り
に
展
開
す
る
ハ
ラ
と
共
存
共
生
を
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
や
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う

い
う
経
験
は
大
陸
側
に
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
直
ち
に
自
然
と
対
立
し
て
い
た
り
、
自
然
と
戦
争
を
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
中
か
ら
四
大

文
明
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
西
洋
的
な
歴
史
観
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
典
型
的
な
正
し
い
人
間
の

歴
史
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
成
れ
の
果
て
が
、
わ
れ
わ
れ
が
身
を
置
い
て
い
る
現
在
で
す
。

　

も
う
後
戻
り
で
き
な
い
よ
う
な
深
刻
な
局
面
を
迎
え
て
い
な
が
ら
、わ
れ
わ
れ
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、も
っ
と
も
っ

と
原
発
を
増
や
し
た
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
。
そ
れ
は
、
縄
文
人
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
必
要
な
の

は
、金
は
ま
た
別
の
や
り
方
で
確
保
し
、経
済
活
動
は
別
の
や
り
方
で
活
発
化
し
て
い
く
、そ
れ
し
か
な
い
。
役
に
立
た
な
い
も
の
を
造
る
。

そ
こ
に
も
の
す
ご
い
労
力
と
時
間
を
投
入
し
て
い
く
。
金
も
う
け
の
こ
と
な
ん
か
考
え
な
く
て
済
む
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
。
そ
う
い

う
分
野
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
な
ら
。
け
れ
ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
核
戦
争
が
現
実
の
も
の
と
、
も
う

一
度
核
戦
争
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
状
況
を
自
ら
が
、
わ
れ
わ
れ
は
迎
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

例
の
大
恐
竜
時
代
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
あ
れ
が
滅
ん
だ
か
が
謎
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
滅

び
て
い
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
個
人
的
な
個
体
は
寿
命
が
あ
る
と
い
う
の
は
誰
も
が
分
か
る
ん
で
す
。
恐
竜
の
一
つ
一
つ
の
種
に
つ
い
て
、

あ
れ
は
、
一
頭
一
頭
の
命
は
限
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
分
か
っ
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
歴
史
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
地
球
上
に
現
れ
た

あ
の
す
ご
い
、
す
さ
ま
じ
い
あ
の
恐
竜
の
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
個
体
で
は
な
く
、
種
が
個
体
と
同
じ
よ
う
に
寿
命
が
あ
る
ん
で
す
。
人

間
と
い
う
種
に
も
寿
命
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
大
切
に
先
延
ば
し
し
よ
う
と
す
れ
ば
な
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
諦
め
て
、
そ

し
て
、
核
だ
と
か
、
何
だ
と
か
い
う
と
こ
ろ
に
走
る
。
自
ら
が
種
の
寿
命
が
そ
ろ
そ
ろ
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え

な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
局
面
に
来
て
い
る
の
に
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
考
え
が
及
び
ま
せ
ん
。
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僕
た
ち
は
縄
文
時
代
、
あ
る
い
は
、
世
界
の
先
史
時
代
の
こ
と
を
眺
め
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
度
世
界
の
、
あ
る
い
は
、
わ

れ
わ
れ
の
身
近
な
縄
文
か
ら
今
を
も
う
一
度
照
ら
し
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
縄
文
土
器
と
い
う
の
は
縄
文
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
で
す
。
縄
文
土
器
は
ウ
ツ
ワ
な
ん
で
す
。
底
が
あ
っ
て
、
胴
体
が
あ
っ

て
、
そ
し
て
、
口
が
あ
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
縄
文
土
器
は
そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
世
界
中
の
焼
き
物
は
こ
う
い
う
容
器
な
ん

で
す
。
だ
か
ら
、
大
体
サ
ラ
ダ
ボ
ウ
ル
み
た
い
な
も
の
を
原
型
に
し
て
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
大
小

が
あ
る
と
い
う
の
が
、
世
界
の
焼
き
物
で
す
。
け
れ
ど
も
、
縄
文
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
全
く
別
の
動
き
を
し
て
い
ま
す
。
ウ
ツ
ワ
な

の
に
、
ウ
ツ
ワ
を
徹
底
的
に
追
求
し
な
い
ん
で
す
。
ウ
ツ
ワ
と
し
て
の
機
能
、
役
割
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
縄
文
土
器
を
作
る
ん
で
す
。

　

物
を
出
し
入
れ
す
る
器
と
い
う
、あ
る
い
は
、蓄
え
て
お
く
。そ
う
い
う
の
が
ウ
ツ
ワ
で
す
。縄
文
土
器
も
ウ
ツ
ワ
な
ん
で
す
。け
れ
ど
も
、

世
界
中
ど
こ
を
探
し
て
も
な
い
よ
う
な
特
徴
を
縄
文
人
は
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
土
器
に
突
起
が
付
く
ん
で
す
。
口
の
部
分
に
。
後
で
用

意
し
た
図
案
と
か
、
私
の
資
料
を
興
味
あ
る
方
は
見
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、

縄
文
土
器
は
特
徴
的
で
す
。
あ
る
い
は
、
せ
っ
か
く
口
縁
ま
で
作
っ
て
き
た
の
に
、
口
縁
を
へ
こ
ま
せ
て
波
打
た
せ
る
ん
で
す
。
山
が
あ

り
、
谷
が
あ
り
と
。

　

突
起
を
作
る
と
出
し
入
れ
に
邪
魔
な
ん
で
す
よ
。
ま
さ
に
ウ
ツ
ワ
と
し
て
は
無
用
の
長
物
な
ん
で
す
。
無
用
の
長
物
で
済
め
ば
い
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
邪
魔
な
ん
で
す
。
物
を
出
し
入
れ
す
る
と
い
う
の
に
突
起
が
付
い
て
い
た
ら
邪
魔
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
突
起
を
作
る

こ
と
に
一
生
懸
命
な
ん
で
す
。
縄
文
土
器
し
か
な
い
ん
で
す
。
こ
ん
な
も
の
は
。
世
界
中
を
見
て
も
、
古
今
東
西
を
見
て
も
、
縄
文
土
器

し
か
な
い
ん
で
す
。
器
で
あ
れ
ば
単
な
る
道
具
で
す
。
道
具
と
し
て
ず
っ
と
こ
れ
を
追
求
し
て
い
く
と
ビ
ー
ル
用
の
コ
ッ
プ
の
形
に
な
っ

て
い
く
ん
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
タ
ッ
パ
ー
ウ
ェ
ア
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
タ
ッ
パ
ー
ウ
ェ
ア
と
縄
文
土
器
と
い
う
の
は
対
極
に
あ
る
ん
で
す
。
全
く
対
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極
に
あ
る
ん
で
す
。
機
能
的
に
は
、
縄
文
土
器
は
劣
等
生
で
す
。
器
と
し
て
は
。
大
き
な
土
器
を
作
る
と
す
れ
ば
貴
重
な
粘
土
を
も
っ
と

必
要
と
し
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
突
起
を
付
け
る
。
時
間
も
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
こ
だ
わ
る
ん
で
す
。
北
海
道
か
ら
、
ず
っ
と

九
州
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
沖
縄
ま
で
。
沖
縄
の
土
器
に
は
突
起
が
あ
る
ん
で
す
。
か
つ
て
、
鳥
居
龍
蔵
は
沖
縄
の
土
器

に
は
が
突
起
が
あ
る
か
ら
縄
文
だ
っ
て
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
早
い
と
き
に
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
、
研
究
者
が
ど

う
見
て
い
る
か
。
沖
縄
は
や
っ
ぱ
り
本
州
と
違
う
。
違
う
に
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
所
変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
ん
で
す
よ
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
、
別
も
の
だ
。
縄
文
文
化
は
一
枚
岩
で
は
な
い
ん
で
す
。
全
部
散
り
散
り
な
集
団
が

そ
れ
ぞ
れ
競
っ
て
い
る
ん
で
す
。
競
っ
て
や
っ
て
い
た
か
ら
活
気
の
あ
る
文
化
が
で
き
た
ん
で
す
。
特
に
、
東
の
人
口
も
高
い
、
そ
し
て
、

競
っ
て
い
る
ん
で
す
。
西
の
ほ
う
の
縄
文
人
の
世
界
と
い
う
の
は
、
人
口
が
少
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
文
化
圏
が
広
く
な
る
ん
で
す
。

東
の
ほ
う
は
、
文
化
圏
と
い
い
ま
す
の
は
、
一
つ
の
領
域
的
に
は
狭
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
突
起
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
縄
文
人
が
、
沖
縄
ま
で
丸
木
船
で
行
っ
た
ん
で
す
。
土
器
だ
け
が
行
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
。
運
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
縄
文
人
が
気
に
し
て
い
る
ヒ
ス
イ
を
持
っ
て
い
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
も
の

を
見
て
い
っ
て
も
、
縄
文
と
の
つ
な
が
り
は
極
め
て
濃
い
も
の
な
ん
で
す
。
縄
文
人
は
朝
鮮
半
島
と
九
州
と
の
間
に
あ
る
対
馬
を
占
領
し

て
い
ま
し
た
。
対
馬
は
朝
鮮
半
島
に
よ
り
近
い
ん
で
す
。
九
州
よ
り
。
だ
か
ら
、
対
馬
ま
で
行
っ
た
勢
い
を
も
っ
て
す
れ
ば
あ
っ
と
い
う

間
に
朝
鮮
半
島
に
行
け
る
の
に
行
か
な
い
ん
で
す
。
言
葉
が
違
う
ん
で
す
。
言
葉
と
い
う
の
は
文
化
な
ん
で
す
。
文
化
は
言
葉
。
そ
し
て
、

言
葉
は
文
化
。
こ
う
や
っ
て
相
互
作
用
を
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　

ド
ー
キ
ン
ス
と
い
う
遺
伝
学
者
が
お
り
ま
す
。『
利
己
的
な
遺
伝
子
』
と
い
う
国
際
的
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
有
名
で
す
。
ド
ー
キ
ン
ス

の
立
場
は
、
生
命
体
と
し
て
の
個
体
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
ず
っ
と
継
承
し
て
い
る
ん
で
す
。
伝
え
て
い
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
文
化
的
な
要
素
も

ち
ゃ
ん
と
伝
わ
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
説
明
が
あ
い
ま
い
で
す
。
私
も
ド
ー
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キ
ン
ス
の
本
を
読
む
前
か
ら
、
実
は
、
文
化
的
遺
伝
子
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
今
日
の
日
本
文
化
ま
で
つ
な
が
っ
て

い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
直
感
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
文
化
的
遺
伝
子
と
い
う
の
は
言
葉
で
あ
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
言
葉

な
ん
で
す
。

　

今
、
身
を
置
い
て
い
る
日
本
文
化
と
い
う
の
は
、
世
界
中
各
地
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
イ
ン
テ
リ
は
興
味
を
持
っ
て
見
て
く
れ
ま
す
。
た

ま
に
外
国
に
行
く
と
、
小
林
が
来
た
と
言
っ
て
く
れ
る
の
は
、
僕
が
人
柄
が
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
日
本
文
化
を
背
負
っ
て
い
る

か
ら
な
ん
で
す
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
相
手
し
て
く
れ
る
。
相
手
さ
れ
る
に
至
る
、
そ
う
い
う
も
の
を
日
本
文
化
は
持
っ

て
い
ま
す
。
非
常
に
個
性
的
で
、
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。

歴
史
的
な
背
景
を
今
日
で
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

歴
史
的
な
背
景
と
い
え
ば
、
先
ほ
ど
お
話
を
し
た
と
こ
ろ
に
戻
り
ま
す
が
、
縄
文
人
が
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
ム
ラ
と
ハ
ラ
と
の

自
然
と
の
共
存
共
生
を
経
験
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
大
陸
側
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
す
ぐ
自
然
と
対
立
し
て
、
そ
し
て
、
征

服
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
の
技
術
を
磨
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
技
術
が
文
明
な
ん
で
す
。

　

文
化
的
遺
伝
子
は
言
葉
で
あ
り
、日
本
語
は
相
当
変
わ
っ
て
い
ま
す
。日
本
語
は
独
特
の
個
性
を
持
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、こ
れ
は
、

歴
史
が
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
何
よ
り
の
証
拠
で
す
。
そ
の
言
葉
は
縄
文
時
代
ま
で
、
軽
く
、
さ
っ
と
な
ん
の
障
害
も
な
く
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。『
万
葉
集
』
は
八
世
紀
に
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
あ
そ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
万
葉
集
の
あ
の
歌
は
、

決
し
て
昨
日
き
ょ
う
の
、
あ
る
い
は
、
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
の
ま
た
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
、
そ
の
ま
た
ひ
い
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
の
頃
に
出
来
上

が
っ
た
日
本
語
、
大
和
言
葉
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
歌
で
は
な
い
ん
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
。

　

大
野
晋
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
の
国
語
学
者
は
、
大
体
、
日
本
語
な
ん
て
い
う
の
は
、
せ
い
ぜ
い
弥
生
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
っ

た
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
大
間
違
い
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
ち
ゃ
ん
と
発
見
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
言
語
学
の
革
命
的
な
経
験
で
し
た
。
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人
間
は
基
本
的
文
法
を
ち
ゃ
ん
と
遺
伝
的
に
持
っ
て
い
た
と
。
だ
か
ら
、
言
葉
が
来
る
前
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
前
史
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
身
ぶ
り
手
ぶ
り
に
大
い
に
頼
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
彼
ら
は
、
も
と
も
と
言
葉
を
持
っ
て

い
る
ん
で
す
。
下
北
の
サ
ル
、
一
番
北
限
の
サ
ル
で
す
。
丹
波
篠
山
の
サ
ル
と
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
で
、
語
彙

は
人
類
と
比
べ
た
ら
本
当
に
少
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
一
つ
の
有
り
よ
う
を
考
え
て
い
く
の
は
有
効
で
す
。

　

出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
サ
ル
集
団
が
あ
っ
ち
で
も
サ
ル
こ
と
ば
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
、
も
っ
と
言
語
中
枢
が
発
達
し
て
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
直
立
で
動
き
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
の
喉
の
所
の
空
間
が
広
が
っ
て
き
て
、
発
声
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
も
の
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
能
力
を
備
え
た
人
類
は
、
ど
っ
か
か
ら
言
葉
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
な
ん
て
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
滑
ら

か
に
お
話
を
し
て
、
そ
し
て
、
愛
を
語
ら
い
、
け
ん
か
も
し
た
。
そ
れ
が
言
葉
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
今
は
い
ろ
い
ろ

欠
点
も
あ
ら
探
し
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
そ
の
発
見
は
大
変
な
言
語
学
の
革
命
的
な
成
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
語
は
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
ん
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
日
本
語
は
日
本
列
島
を
舞
台
に
し
て
日
本
語
が
生
ま
れ
た
ん
で
す
。
縄
文

大
和
言
葉
は
縄
文
時
代
か
ら
既
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
。
そ
し
て
、
言
葉
と
い
う
の
は
文
化
で
す
。
文
化
が
言

葉
を
生
ん
で
、言
葉
が
ま
た
文
化
を
彩
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、縄
文
大
和
言
葉
は
次
の
万
葉
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
素
地
が
出
来
上
が
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
語
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
興
味
深
い
特
徴
を
持
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
一
つ
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
オ
ノ

マ
ト
ペ
で
す
。
擬
音
語
、擬
声
語
、擬
態
語
で
す
。
じ
ー
っ
と
う
つ
む
い
て
い
る
。
川
が
サ
ラ
サ
ラ
流
れ
る
ん
で
す
よ
。
風
は
ソ
ヨ
ソ
ヨ
と
。

そ
れ
は
み
ん
な
擬
音
語
で
す
。
擬
声
語
と
い
う
の
は
、
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
な
ん
で
す
よ
ね
。
ツ
ク
ツ
ク
ホ
ウ
シ
と
か
、
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ

と
鳴
く
鳥
と
か
。
こ
れ
は
、
人
の
言
葉
を
つ
な
げ
て
い
る
ん
で
す
。
擬
態
語
と
い
う
の
は
、
じ
ー
っ
と
見
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
言
葉
の
中
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
言
う
。
こ
れ
は
、
世
界
に
七
千
以
上
の
言
葉
が
あ
る
と
。
も
っ
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
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ほ
と
ん
ど
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
絶
滅
寸
前
の
も
の
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
言
葉
。
ど
こ
を

見
て
も
、
日
本
列
島
ほ
ど
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
達
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
ン
ガ
の
話
が
先
ほ
ど
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
マ
ン
ガ

の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
ピ
ス
ト
ル
も
も
の
を
言
う
ん
で
す
よ
。
バ
キ
ュ
ー
ン
と
か
、
ズ
ド
ン
。
大
変
で
す
よ
。
い
く
ら
で
も
マ
ン
ガ
の

中
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
実
は
縄
文
人
が
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
自
然
と
共
存
共
生
し
て
き
た
こ
と
の
大
き
な
証
拠
の
一
つ
で
す
。
そ
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
と
い
う
の
は
、
縄
文
人
同
士
の
言
語
活
動
の
中
か
ら
だ
け
で
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
風
が
そ
よ
ぐ
、
そ
よ
そ
よ
吹
く
ん
で
す
よ
。

あ
れ
は
、
風
が
吹
い
て
音
を
立
て
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
さ
さ
や
い
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

音
を
耳
を
そ
ば
だ
て
て
、
そ
し
て
、
音
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
自
然
が
発
す
る
声
を
聞
い
て
い
る
ん
で
す
。
音

じ
ゃ
な
く
、
声
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
縄
文
人
は
縄
文
人
同
士
の
言
語
活
動
と
は
別
に
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
、
あ
る
い
は
、
近
い
レ
ベ

ル
で
自
然
と
向
き
合
い
、
自
然
と
言
語
活
動
を
活
発
に
展
開
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
成
果
で
す
。

　

こ
の
自
然
と
の
付
き
合
い
の
中
で
、
共
存
共
生
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
説
明
し
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
共
存
共
生
と
い
う
と
、

い
か
に
も
生
態
学
的
な
意
味
合
い
が
強
く
聞
こ
え
て
い
や
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
い
よ
い
よ
、
自
然
と
の
共
感
、
共
鳴
と
い
っ
た
ほ
う
へ
。

共
鳴
、
共
鳴
と
い
う
ほ
ど
に
自
然
と
の
関
係
は
深
い
ん
で
す
。
そ
し
て
、
自
然
の
移
ろ
い
の
中
、
自
然
の
表
情
の
中
で
、
そ
の
表
情
を
ま

た
読
み
取
っ
て
、
そ
し
て
、
自
分
の
心
と
関
わ
り
を
持
た
せ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
日
本
的
自
然
観
で
す
。

　

や
が
て
俳
句
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
冬
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
、
今
、
ま
だ
紅
葉
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ 

も
終
わ
り
、
す
る
と
山
が
眠
り
に
入
る
ん
で
す
。
長
ら
く
眠
っ
て
い
た
春
に
な
る
と
山
が
笑
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
話
は
ど
こ
に
も
な
い
。

他
の
言
語
に
。
だ
か
ら
、
実
は
、
日
本
語
の
そ
の
中
に
縄
文
的
な
文
化
的
遺
伝
子
が
息
づ
い
て
い
て
、
そ
し
て
、
今
の
日
本
文
化
と
い
う

の
は
、
全
く
縄
文
文
化
と
い
う
の
は
ず
っ
と
遠
い
話
か
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
ず
っ
と
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続
い
て
き
て
い
た
。
そ
の
先
端
に
わ
れ
わ
れ
は
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
語
っ
て
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、
向
こ
う
の
外
国
に
行

く
と
、
例
え
ば
、
懐
か
し
い
と
い
う
言
葉
は
な
い
ん
で
す
。
英
語
に
。
聞
い
て
み
る
と
、
い
や
、
な
い
な
、
適
当
な
の
は
と
い
う
ん
で
す

ね
。
懐
か
し
い
と
い
う
言
葉
も
な
い
と
懐
か
し
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
言
葉
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
な
ん
で
す
。
懐
か
し
い
。
ほ
ろ

苦
い
な
ん
て
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
す
か
。
本
当
に
も
の
す
ご
い
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
、
変
化
に
も
富
ん
で
、
い
く
ら
で
も
そ
れ
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
よ
。
物
悲
し
い
、
う
ら
寂
し
い
、
み
ん
な
違
う
。
そ
れ
が
分
か
る
ん
で
す
よ
。

　

そ
れ
は
、
自
然
と
の
共
感
、
共
鳴
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
な
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
今
、
俳
句
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
の
会
場
に
も
恐
ら
く
、あ
ま
り
上
手
で
は
な
い
俳
句
を
作
っ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

あ
れ
が
あ
る
限
り
日
本
人
に
日
本
文
化
が
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
ど
ん
な
に
化
粧
だ
と
か
、
そ
う
い
う
服
装
だ
と
か
変
わ
っ
て
も
、
多

分
、
日
本
文
化
は
こ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
は
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
日
本
文
化
こ
そ
が
世
界
に
い
ろ
い
ろ
こ
れ
か
ら
行
く
末
を
考
え
る
と
き
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
と
き
の
重

要
な
要
素
の
一
つ
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
も
う
時
間
が
来
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
。
実
は
、
私
は
、
今
、

二
〇
二
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
台
に
火
焔
土
器
と
い
う
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
具
体
的
な
進
展
が
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
今
年
中
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
決
ま
る
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
い

ま
す
。
今
年
中
に
駄
目
な
ら
、
少
な
く
と
も
今
年
度
中
、
来
年
の
三
月
ま
で
の
間
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
決
ま
っ
て
き
ま
す
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
一
働
き
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。
皆
さ
ん
、
ま
だ
ま
だ
で
す
。

　

み
ん
な
が
、
火
焔
土
器
と
い
う
と
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と
言
う
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
も
し
こ
れ
が
駄
目
に
な
っ
た
ら
、
縄
文
土
器
の
話

で
は
な
く
、
縄
文
が
発
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
全
く
鈍
感
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
わ
け
で
、
こ
れ
は
、
日
本
の
文
化
と
し
て

は
た
ま
ら
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
ど
う
か
、
皆
さ
ん
、
応
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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皇
典
講
究
所
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國
學
院
と
『
古
事
記
』

渡　

邉　
　
　

卓　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

研
究
開
発
推
進
機
構
は
本
年
を
も
っ
て
発
足
十
周
年
を
迎
え
た
。
本
機
構
は
、
本
学
の
建
学
の
精
神
を
闡
明
・
具
現
化
し
、
そ
れ
を
将

来
に
わ
た
っ
て
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
に
策
定
さ
れ
た
「
國
學
院
大
學
二
十
一
世
紀
研
究
教
育
計
画
」
に
基
づ
き
、
本
学
に
お
け
る
研

究
教
育
活
動
の
重
点
的
推
進
と
そ
の
成
果
発
信
の
拠
点
と
な
る
べ
く
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
四
月
に
発
足
し
た
研
究
教
育
機
関
で

あ
る
。
本
機
構
に
は
機
構
長
が
置
か
れ
、機
構
長
の
直
轄
組
織
と
し
て
あ
る
の
が
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、

外
部
組
織
と
の
連
携
や
大
型
助
成
金
の
申
請
な
ど
対
外
的
に
も
二
十
一
世
紀
研
究
教
育
計
画
に
則
っ
て
事
業
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

研
究
開
発
推
進
機
構
内
に
は
、
日
本
文
化
研
究
所
、
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
（
考
古
学
資
料
館
部
門
・
神
道
資
料
館
部
門
）、
校
史
・
学
術

資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
、
國
學
院
大
學
博
物
館
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
び
平
成
二
十
九
年
三
月
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
の
が
古
事
記
学
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セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
機
構
内
の
研
究
機
関
は
、
機
構
長
の
元
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
は
機
構
内
に
置
か
れ

な
が
ら
も
、
二
十
一
世
紀
研
究
教
育
実
施
委
員
会
や
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
事
業
を
推
進
す
る
研
究
機
関
で
あ
る
。
私
は
機
構

内
に
お
い
て
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
、
校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
、
博
物
館
、
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
を
兼
務
し
、
研
究
・
教

育
活
動
に
従
事
し
て
い
る
た
め
、
本
講
座
で
は
、
各
機
関
が
関
わ
る
研
究
事
業
に
基
づ
き
な
が
ら
、
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
と
い
っ
た
学

校
史
や
、
本
学
が
所
持
す
る
学
術
資
産
、
お
よ
び
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
の
働
き
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
一
、
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　

古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
理
由
は
、
本
学
が
平
成
二
十
八
年
度
文
部
科
学
省
私
立
大
学
研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
に
選
定

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
と
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
公
募
が
開
始
さ
れ
た
。
学
長

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
優
先
課
題
と
し
て
全
学
的
な
独
自
色
を
大
き
く
打
ち
出
す
研
究
に
取
り
組
む
私
立
大
学
等
に
対
し
、
経
常
費

等
を
重
点
的
に
支
援
す
る
取
り
組
み
で
、
初
年
度
の
平
成
二
十
八
年
度
は
全
国
の
私
立
大
学
か
ら
一
九
八
件
の
申
請
が
あ
り
、
四
〇
校

（
タ
イ
プ
Ａ
「
社
会
展
開
型
」：
一
七
件
、
タ
イ
プ
Ｂ
「
世
界
展
開
型
」：
二
三
件
）
の
う
ち
の
一
校
と
し
て
國
學
院
大
學
の
「「
古
事
記
学
」

の
推
進
拠
点
形
成
―
世
界
と
次
世
代
に
語
り
継
ぐ
『
古
事
記
』
の
先
端
的
研
究
・
教
育
・
発
信
―
」
が
採
択
さ
れ
た
。
本
学
は
タ
イ
プ
Ｂ

で
の
選
定
で
あ
り
、「
古
事
記
学
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
先
端
的
研
究
成
果
を
世
界
的
に
発
信

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
学
は
、
こ
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
へ
の
応
募
に
際
し
て
、
唐
突
に
『
古
事
記
』
を
研
究
し
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
。「
古
事
記
学
」

事
業
は
、
二
十
一
世
紀
研
究
教
育
計
画
で
提
起
さ
れ
た
、「
日
本
文
化
の
国
際
的
理
解
に
向
け
た
研
究
（
国
際
日
本
学
）
の
推
進
」
を
具
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現
化
す
る
研
究
事
業
と
し
て
、
平
成
二
十
五
年
度
の
後
期
よ
り
「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
」
と
し
て
開
始
さ
れ
、
平
成

二
十
七
年
度
か
ら
は
「「
古
事
記
学
」
の
構
築
」
と
し
て
事
業
展
開
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、日
本
文
化
の
根
本
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
『
古

事
記
』
に
つ
い
て
、
國
學
院
に
お
け
る
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
学
際
的
・
国
際
的
視
点
か
ら
理
解
し
、
本
学
独
自
の
「
古

事
記
学
」
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。「
古
事
記
学
」
の
推
進
に
よ
っ
て
、『
古
事
記
』
を
人
類
共
通
の
遺
産
と
し
て
位
置
づ
け
、
日

本
文
化
の
独
自
性
と
普
遍
性
を
示
す
と
と
も
に
、
伝
統
文
化

継
承
の
担
い
手
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て

本
学
が
世
界
と
次
世
代
に
『
古
事
記
』
を
語
り
継
ぐ
独
自
の

拠
点
と
な
る
こ
と
で
、
日
本
文
化
の
新
た
な
る
創
造
と
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
部
科
学
省

へ
の
申
請
業
務
は
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な

っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
た
び
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
へ
と
つ
な

が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
古
事
記
学
事
業
は
、
本
学
が
こ
れ
ま
で
に
培
っ

て
き
た
『
古
事
記
』
研
究
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
発
展
・
継
承
す

る
も
の
で
あ
る
。
事
業
に
お
け
る
取
り
組
み
と
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
図
に
よ
っ
て
説
明
し
た
い
。

　

イ
メ
ー
ジ
図
の
よ
う
に
、
根
底
に
日
本
文
化
の
根
幹
と
し

て
『
古
事
記
』
が
あ
り
、
近
世
国
学
の
学
問
を
継
承
す
る
本

日本文化の新たなる創造と発展

近世国学を継承する國學院大學の『古事記』研究の蓄積

日本文化の根幹としての『古事記』

➡
➡

伝統文化継承の担い手育成 豊かな教養と人間性を持ち
社会の発展に寄与できる人材の創出 国際的な研究交流と発信

教育 発信

➡

21 世紀の
『古事記伝』編纂

研究

『古事記』入門書
『こども古事記』の編纂

『古事記』総合
データーベースの作成

外部機関と
連携した
イベント

学外博物館
との連携

〈  文化の継承と創造としての『古事記』の研究  〉

『古事記』
講義の開講

保育士・
教員等の養成

幼児・児童
向け神話教育
の実践

日本文化の
再発見

国際
シンポジウム
の開催

英訳
『古事記』

HPの
多言語化

コンテンツ
ビジネスの提案

「古事記学」の推進
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学
の
学
問
的
蓄
積
を
も
っ
て
、
二
十
一
世
紀
の
『
古
事
記
伝
』
と
な
る
註
釈
書
を
編
纂
し
、
そ
れ
を
教
育
に
還
元
す
る
と
と
も
に
、
研
究

を
国
際
的
に
発
信
す
る
。
文
化
の
継
承
と
創
造
と
し
て
の
『
古
事
記
』
研
究
と
し
て
、
人
材
の
輩
出
や
国
際
的
な
発
信
を
行
い
、
加
え
て
、

こ
の
事
業
が
日
本
文
化
の
新
た
な
る
創
造
と
発
展
と
な
る
べ
き
礎
と
な
る
、そ
う
い
っ
た
大
き
な
構
想
の
も
と
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
古
事
記
』
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
を
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
学
問
や
『
古
事
記
』
に

立
脚
し
た
学
問
を
研
究
し
て
い
く
の
が
本
事
業
の
中
心
に
あ
る
。

　
　
二
、
国
学
者
と
『
古
事
記
』

　

な
ぜ
、『
古
事
記
』
を
研
究
す
る
こ
と
が
國
學
院
の
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
な
が
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
近
世
国
学
ま
で
遡
っ
て
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
。
國
學
院
に
は
近
世
国
学
以
来
継
承
さ
れ
て
き
た
、
古
典
研
究
の
学
問
蓄
積
が
あ
る
。
国
学
と
い
う
学
問
概
念
に
つ
い
て
は
諸

説
あ
り
、
辞
書
や
研
究
者
に
よ
っ
て
も
説
が
異
な
る
。
私
の
考
え
る
国
学
と
は
、
日
本
の
古
典
籍
や
古
器
・
古
物
等
を
学
問
対
象
に
、
文

化
的
諸
事
象
・
事
物
の
成
り
立
ち
を
実
証
的
に
考
究
し
て
、
神
道
・
伝
統
文
化
に
基
づ
く
心
を
究
明
す
る
総
合
的
な
日
本
文
化
学
で
あ
る

と
い
え
る
。
日
本
の
伝
統
文
化
研
究
の
学
問
的
営
為
そ
の
も
の
を
指
し
て
国
学
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

日
本
の
国
柄
や
民
族
意
識
を
考
究
す
る 

≪
日
本
の
心
を
み
つ
め
る
学
問
≫  

と
し
て
考
え
た
い
。

　

江
戸
時
代
に
国
学
を
担
っ
て
い
た
研
究
者
を
国
学
者
と
称
す
る
が
、
代
表
的
な
四
名
と
し
て
は
、
荷
田
春
満
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
、 

平
田
篤
胤
が
い
る
。
こ
の
四
名
は
「
国
学
の
四
大
人
」
と
い
わ
れ
る
。
な
か
で
も
本
居
宣
長
は
国
学
の
大
成
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。 

『
古
事
記
』
が
盛
ん
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
宣
長
の
活
躍
に
よ
る
。『
古
事
記
』
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
で
き
た
と
さ
れ

る
が
、
そ
の
研
究
史
を
眺
め
る
と
、
奈
良
時
代
以
降
に
連
綿
と
し
て
研
究
が
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
く
、
近
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く 
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研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
中
世
に
も
研
究
は
あ
る
が
、
そ

の
量
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
近
世
ま
で
は
『
古
事
記
』
よ
り
も
『
日
本

書
紀
』
が
中
心
的
に
研
究
さ
れ
て
い
た
。

　

近
世
に
な
る
と
出
版
文
化
の
隆
盛
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
『
古
事

記
』
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
本
文
を
読
み
、
校
訂
や

註
釈
を
施
す
な
ど
の
研
究
が
広
が
っ
た
。
現
代
の
我
々
も
そ
う
で
あ

る
が
、
学
説
は
師
か
ら
弟
子
へ
継
承
さ
れ
展
開
し
て
い
く
。
国
学
者

の
研
究
と
し
て
、
荷
田
春
満
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

　

本
学
図
書
館
に
は
学
術
資
産
と
し
て
、
荷
田
春
満
訓
点
書
き
入

れ
本
の
『
古
事
記
』
が
所
蔵
さ
れ
る
。
こ
れ
は
春
満
自
身
が
書
き

入
れ
を
し
た
も
の
で
は
な
く
、
春
満
の
学
説
を
弟
子
が
書
き
入
れ

た
も
の
で
あ
る
。
書
き
入
れ
は
『
古
事
記
』
の
寛
永
版
本
（
寛
永

二
十
一
年
〈
一
六
四
四
〉
刊
）
に
行
わ
れ
て
い
る
。
書
き
入
れ
を

み
る
と
、
版
本
に
あ
る
『
古
事
記
』
の
文
字
遣
い
を
正
し
た
り
、

語
彙
に
簡
単
な
註
釈
を
施
し
て
い
る
。

　

こ
の
本
学
所
蔵
の
荷
田
春
満
書
き
入
れ
本
は
、
本
学
の
一
二
〇

周
年
行
事
の
一
環
と
し
て
刊
行
さ
れ
た（

（
（

『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』

の
第
一
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
編
全
集
』
刊
行
に
伴

荷田春満訓点書き入れ本
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う
本
学
の
調
査
に
よ
っ
て
、
春
満
の
学
説
を
書
き
入
れ
た
版
本
は
、
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る（

（
（

。
本
学
の
周
年
事
業

と
し
て
荷
田
春
満
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
四
大
人
の
一
人
目
で
あ
り
、
国
学
の
鼻
祖
・
始
祖
と
も
称
さ
れ
る
春
満
が
、
四
大
人
の
な
か
で
、

唯
一
、
十
全
な
全
集
が
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
学
の
学
問
形
成
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
版
本
へ
の
書
き
入
れ
と
し
て
は
、
春
満
の
弟
子
で
あ
る
真
淵
も
自
説
を
書
き
入
れ
て
い
る
本
が
あ
り（

（
（

、
ま
た
真
淵
の
弟
子

で
あ
る
宣
長
も
自
身
の
研
究
成
果
を
版
本
に
書
き
入
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
に
国
学
者
の
学
説
は
、
口
承
の
ほ
か
に
版
本
（
テ
キ
ス
ト
）

へ
の
書
き
入
れ
な
ど
に
よ
っ
て
、
次
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
春
満
や
真
淵
の
時
代
は
、
ま
だ
『
日
本
書
紀
』

を
中
心
と
す
る
時
代
で
あ
り
、『
古
事
記
』
が
第
一
の
古
典
と
な
る
た
め
に
は
宣
長
の
登
場
ま
で
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
三
、
宣
長
の
『
古
事
記
』
研
究

　

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
五
月
、
宣
長
は
松
阪
で
師
と
な
る
賀
茂
真
淵
に
謁
見
し
、
そ
の
際
に
『
古
事
記
』
を
研
究
す
る
こ
と
を
勧

め
ら
れ
、『
古
事
記
』
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
る
。
有
名
な
松
阪
の
一
夜
の
出
来
事
で
あ
る
。
真
淵
も
『
古
事
記
』
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
、
そ
の
著
書
『
延
喜
式
祝
詞
解
』
の
な
か
で（

（
（

、

　
　

 

一
古
史
ヲ
引
ニ
古
事
記
ヲ
先
ト
シ
日
本
紀
ヲ
次
ト
ス
。（
中
略
）
古
事
記
ハ
上
古
質
直
ノ
国
史
也
。
且
国
語
ヲ
専
ト
シ
タ
レ
ハ
上
古

ノ
風
ヲ
見
、
古
語
ヲ
知
、
古
文
ヲ
察
ス
ル
ニ
及
モ
ノ
無
レ
ハ
也
。

と
述
べ
て
い
る
。
宣
長
が
真
淵
と
謁
見
し
た
の
は
こ
の
一
回
限
り
で
あ
っ
た
が
、そ
の
の
ち
も
書
翰
な
ど
を
通
し
て
教
え
を
受
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
宣
長
は
『
古
事
記
』
の
註
釈
活
動
に
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
り
『
古
事
記
伝
』
を
上
梓
す
る
の
で
あ
っ
た
。
本
学
の
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
が
二
十
一
世
紀
の
『
古
事
記
伝
』
を
編
纂
し
よ
う
と
い
う
の
も
、こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。
宣
長
は
僅
か
三
巻
の
『
古
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事
記
』
を
三
十
五
年
の
月
日
を
費
や
し
て
研
究
し
、
全
四
十
四
冊
の
注
釈
書
を
執
筆
し
た
。
こ
れ
は
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
人

だ
け
で
は
な
く
広
く
流
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
古
事
記
伝
』
完
成
後
、
宣
長
は
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
と
い
う
初
学
者
む
け
の
随
筆
を
著

し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

（
（

。

　
　

 

道
を
し
ら
ん
た
め
に
は
、
殊
に
古
事
記
を
先
と
す
べ
し
。
ま
づ
神
典
は
、
舊
事
紀
古
事
記
日
本
紀
を
、
昔
よ
り
、
三
部
の
本
書
と
い

ひ
て
、
其
中
に
世
の
學
者
學
ぶ
と
こ
ろ
、
日
本
紀
を
む
ね
と
し
、
次
に
舊
事
紀
は
、
聖
徳
太
子
の
御
撰
と
し
て
、
こ
れ
を
用
ひ
て
、

古
事
記
を
ば
、
さ
の
み
た
ふ
と
ま
ず
、
深
く
心
を
用
る
人
も
な
か
り
し
也
、
然
る
に
近
き
世
に
至
り
て
や
う
〳
〵
、
舊
事
紀
は
眞
の

書
に
あ
ら
ず
、
後
の
人
の
撰
び
成
せ
る
物
な
る
こ
と
を
し
り
そ
め
て
、
今
は
を
さ
〳
〵
こ
れ
を
用
る
人
は
な
き
や
う
に
な
り
て
、
古

事
記
の
た
ふ
と
き
こ
と
を
し
れ
る
人
多
く
な
れ
る
、
こ
れ
全
く
吾
師ノ

大
人
の
教ヘ

に
よ
り
て
、
學
問
の
道
大
に
ひ
ら
け
た
る
が
故
也
、

ま
こ
と
に
古
事
記
は
、
漢
文
の
か
ざ
り
を
ま
じ
へ
た
る
こ
と
な
ど
な
く
、
た
ゞ
古ヘ

よ
り
の
傳
説
の
ま
ゝ
に
て
、
記
し
ざ
ま
い
と
〳
〵

め
で
た
く
、
上
代
の
有
さ
ま
を
し
る
に
、
こ
れ
に
し
く
物
な
く
、
そ
の
う
へ
神
代
の
事
も
、
書
紀
よ
り
は
、
つ
ぶ
さ
に
多
く
し
る
さ

れ
た
れ
ば
、
道
を
し
る
第
一
の
古
典
に
し
て
、
古
學
の
と
も
が
ら
の
、
尤
尊
み
學
ぶ
べ
き
は
此
書
也
。
然
る
ゆ
ゑ
に
、
己レ

壯
年
よ
り

數
十
年
の
間
、
心
力
を
つ
く
し
て
、
此
記
の
傳
四
十
四
巻
を
あ
ら
は
し
て
、
い
に
し
へ
學ビ

の
し
る
べ
と
せ
り
、

　

宣
長
以
前
は
中
世
以
来
の
考
え
方
と
し
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
「
三
部
の
本
書
」
と
し
て
重
要
視
し
て
い

た
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
比
べ
る
と
『
古
事
記
』
は
あ
ま
り
重
ん
じ
ら
れ
て
は
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
う
ひ
山
ぶ
み
』
で
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
宣
長
の
研
究
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
が
第
一
の
古
典
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
影
響
は
大
き
く
、『
古
事
記
』
を
読
ん
で
『
古
事
記
』
を
学
ぶ
と
い
う
よ
り
も
、『
古
事
記
伝
』
を
読
ん
で
『
古
事
記
』

を
学
ぶ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
に
な
っ
た
。『
古
事
記
伝
』
は
、寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
巻
十
七
（
上
巻
分
）
ま
で
公
刊
さ
れ
、

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
巻
十
八
以
下
（
中
下
巻
分
）
が
公
刊
さ
れ
た
。『
古
事
記
伝
』
は
宣
長
校
訂
の
本
文
・
註
釈
に
て
構
成
さ
れ
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て
い
る
。
し
か
し
、冊
数
と
し
て
は
大
部
で
あ
り
、そ
こ
で
門
人
の
長
瀬
真
幸
な
ど
は
、『
古
事
記
伝
』
に
基
づ
い
た
宣
長
校
訂
に
よ
る
『
古

事
記
』
を
出
版
し
た
い
と
申
し
出
た
。
そ
し
て
、
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
で
あ
る
。『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
に
付
さ
れ

て
い
る
宣
長
の
跋
文
に
よ
る
と
、
既
刊
の
寛
永
版
本
や
『
鼇
頭
古
事
記
』
を
批
判
し
、
自
身
の
知
見
に
よ
る
本
文
を
作
成
し
た
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。『
訂
正
古
訓
古
事
記
』 

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
十
月
に
公
刊
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
宣
長
没
後
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
上
巻
の
校
訂
に
は
宣
長
説
が
反
映
さ
れ
る
が
、
中
下
巻
は
宣
長
没
後
の
作
業
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
刊
行
を
急
ぐ
あ
ま
り
中

下
巻
は
必
ず
し
も
『
古
事
記
伝
』
が
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
先
行
す
る
『
鼇
頭
古
事
記
』
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
を
著
す
に
あ
た
り
、
校
訂
本
文
作
成
の
た
め
に
版
本
の
他
、
村
井
古
巌（

（
（

本
と
真
福
寺
本
の
転
写
本
、
そ
の
他

一
、二
本
を
見
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
、
現
存
最
古
の
完
本
で
あ
る
真
福
寺
本
が
含
ま
れ
る（

（
（

が
、
宣
長
が
見
て
い
た
の
は
転
写
本
で
あ
り
、

現
物
で
は
な
か
っ
た
。
現
代
で
は
真
福
寺
本
に
対
校
す
る
諸
本
と
し
て
卜
部
家
の
兼
永
本
な
ど
が
あ
る
が
、
宣
長
は
卜
部
系
諸
本
は
実
見

本居宣長『訂正古訓古事記』

村上忠順『古事記標註』
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上
哲
次
郎
ま
で
も
が
参
加
し
て
い
た（

（1
（

。

　

ま
た
、
拡
張
委
員
会
で
は
、
第
一
期
拡
張
事
業
と
し
て
道
義
学
科
の
設
置
、
典
故
文
献
の
講
究
、
研
究
科
改
良
拡
張
な
ど
が
、
第
二
期

拡
張
事
業
と
し
て
は
国
法
科
の
設
置
が
決
定
し
た
。
第
一
義
に
掲
げ
ら
れ
た
道
義
学
科
は
「
本
大
学
設
立
の
主
旨
と
す
る
国
体
・
国
礼
の

講
明
、
国
民
道
徳
を
研
修
す
る
場
で
あ
り
、
殊
に
堅
実
な
る
思
想
家
を
養
成
す
る
施
設
」
と
し
て
の
設
置
が
決
定
さ
れ（

（2
（

、
大
学
令
大
学
認

可
に
臨
ん
で
同
八
年
七
月
十
一
日
に
学
則
を
変
更
し
、
大
学
部
を
道
義
・
国
史
・
国
文
の
三
学
科
と
し
て
、
こ
こ
に
道
義
学
科
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
っ
た（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
臨
時
教
育
会
議
に
代
表
さ
れ
る
政
策
的
議
論
や
国
民
道
徳
論
の
展
開
は
、「
国
体
ノ
本
義
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道
義
ノ
精
神

ヲ
徹
底
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
拡
張
事
業
と
内
容
的
に
も
人
的
に
も
交
錯
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
道
義

学
科
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
次
拡
張
事
業
に
お
い
て
国
法
科
の
設
置

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
道
義
学
科
設
置
を
も
っ
て
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
国
体
の
講
明
が
同
学
科
の
み
に

任
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
役
割
の
一
つ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ば
「
國
學
院
設
立
趣
意
書
」
に
示
さ
れ
た

「
国
史
・
国
文
・
国
法
」
に
「
道
義
」
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
正
確
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　

三
、
道
義
学
科
と
道
義
学
会

　

設
置
当
初
の
道
義
学
科
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
は
、
第
一
学
年
に
お
い
て
道
義
（
国
民
道
徳
、
神
道
倫
理
学
）、
国
史
（
国
史
、
神
祇
史
、

古
典
）、
国
語
・
国
文
（
講
読
、
作
文
）、
漢
文
（
講
読
）、
教
育
・
哲
学
（
哲
学
概
論
）、
法
制
・
経
済
（
憲
法
、
皇
室
典
範
）、
英
語 

（
講
読
）、
礼
典
（
礼
法
）、
第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
道
義
（
国
民
道
徳
史
、
神
道
史
、
西
洋
倫
理
学
史
）、
国
史
（
国
史
、
有
職
故
実
、 

し
て
お
ら
ず
、
諸
本
校
合
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
点
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
が
著
し
た
『
古
事
記
伝
』
と

『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
の
影
響
は
大
き
く
、
こ
の
二
つ
は
明
治
期
に
な
っ
て
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
需
要
の
高
さ
か
ら
も
『
古
事
記
』

研
究
に
お
け
る
宣
長
の
存
在
の
大
き
さ
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
期
に
入
っ
て
最
初
の
註
釈
で
あ
る
村
上
忠
順（

（
（

の
『
古
事

記
標
註
』（
明
治
七
年
〈
一
八
七
四
〉
刊
）
も
宣
長
影
響
下
に
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。『
古
事
記
標
註
』
の
本
文
は
、『
訂
正
古
訓
古
事
記
』

そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
忠
順
は
そ
れ
に
注
釈
を
加
え
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
も
、
刊
行
さ
れ
る
テ

キ
ス
ト
の
多
く
は
『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
を
底
本
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

　
　
四
、
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
と
『
古
事
記
』

　

こ
う
い
っ
た
国
学
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
國
學
院
は
明
治
十
五
年
に
設
立
し
た
皇
典
講
究
所
を
母
胎
と
し
て
い
る
。
皇
典
講
究
所
で
は
、

神
道
と
国
学
、
い
わ
ば
神
職
養
成
と
古
典
研
究
の
学
校
で
あ
る
。
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
の
教
壇
に
は
、
国
学
四
大
人
の
学
統
に
連
な
る

国
学
者
た
ち
が
立
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
学
統
は
近
代
人
文
学
の
礎
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
学
の
学
問
は
人

物
的
に
見
て
も
、
国
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

皇
典
講
究
所
は
神
職
養
成
の
機
関
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
の
教
科
書
と
し
て
皇
典
講
究
所
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に

『
古
事
記
講
義
』（
明
治
二
十
四
年
〈
一
八
九
一
〉
刊
）
な
ど（

（2
（

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
勢
神
宮
大
宮
司
や
神
道
事
務
局
副
管
長
な
ど
を
歴
任

し
、
本
学
と
も
ゆ
か
り
の
あ
る
田
中
頼
庸
が
著
し
た
『
校
訂
古
事
記
』（
明
治
二
十
年
〈
一
八
八
七
〉
刊
）
な
ど
は
、
本
文
校
訂
に
力
を

入
れ
て
お
り
、宣
長
が
見
た
諸
本
の
数
を
大
き
く
上
回
る
諸
本
を
校
訂
に
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
以
外
の
『
日

本
書
紀
』や「
風
土
記
」と
い
っ
た
文
献
と
も
広
く
校
合
し
、註
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
頼
庸
の
校
訂
作
業
に
携
わ
っ
た
人
物
と
し
て
、
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皇
典
講
究
所
創
立
に
関
わ
っ
た
飯
田
武
郷
や
井
上
頼
囶
が
知
ら
れ
て
い
る
。
武
郷
は
皇
典
講
究
所
講
師
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
註
釈

で
あ
る
『
日
本
書
紀
通
釈
』（
明
治
三
十
五
年
〈
一
九
〇
二
〉～
明
治
三
十
六
年
〈
一
九
〇
三
〉
刊
）
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
頼
囶

は
『
古
事
記
考
』（
明
治
四
十
二
年
〈
一
九
〇
九
〉
刊
、明
治
書
院
）
と
い
う
註
釈
を
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、皇
典
講
究
所
で
は
本
居
豊
穎
・

井
上
頼
囶
・
上
田
萬
年
ら
が
中
心
と
し
て
校
訂
作
業
を
行
っ
た
皇
典
講
究
所
蔵
版
『
校
定
古
事
記
』（
明
治
四
十
五
年
〈
一
九
一
二
〉
刊
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
四
十
四
年
三
月
に
靖
国
神
社
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
「『
古
事
記
』
撰
上
千
二
百
年
記
念
祭
」
に
際
し
て
出
版
さ

れ
た
校
本
で
あ
る
。
校
定
本
・
皇
典
講
究
所
本
・
皇
典
講
究
所
校
定
本
と
も
称
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、『
古
事
記
』
の
明
治
期
以
降

に
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
見
て
み
る
と
、
多
く
が
国
学
者
や
本
学
と
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
が
占
め
、
テ
キ
ス
ト
の
他

に
研
究
論
文
な
ど
を
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
更
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
本
学
で
『
古
事
記
』
研
究
は
継
承
・
発

展
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
近
代
の
『
古
事
記
』
研
究
に
あ
っ
て
、
本
学
の
歴
史
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
國
學
院
の
一
期
生
で
あ
り
、

の
ち
に
本
学
教
授
と
な
っ
た
三
矢
重
松（

（（
（

で
あ
る
。
三
矢
は
折
口
信
夫
の
師
と
し
て
も
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
三
矢
も
『
古
事
記
』
の

研
究
を
行
っ
て
い
た
。
三
谷
は
大
正
十
二
年
に
学
位
請
求
論
文
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』
を
提
出
し
、
本
学
の
博
士

号
第
一
号
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
現
在
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
国
語
学
的
観
点
や
用
字
法
か
ら
『
古
事
記
』
本
文

研
究
を
行
っ
て
い
る
。
も
う
一
人
、
注
目
す
べ
き
は
三
矢
の
次
の
世
代
の
研
究
者
で
あ
る
武
田
祐
吉（

（（
（

で
あ
る
。
武
田
は
、
折
口
信
夫
の
盟

友
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
武
田
は
、
そ
れ
ま
で
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
が
優
勢
で
あ
っ
た
な
か
で
、『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
を
用
い
ず
、
真
福

寺
本
を
底
本
と
し
て
『
古
事
記
』
を
読
む
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
武
田
が
作
っ
た
『
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
角
川

文
庫
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
角
川
文
庫
は
版
を
重
ね
、
武
田
の
弟
子
で
、
現
在
は
本
学
名
誉
教
授
で
あ
る
中
村
啓
信

が
解
説
に
加
わ
る
こ
と
で
改
訂
さ
れ
、
現
在
は
、
中
村
啓
信
解
説
の
『
新
版
古
事
記
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
。
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五
、
『
古
事
記
』
上
巻
冒
頭
部
の
訓
読

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
学
か
ら
の
学
問
が
國
學
院
に
は
流
れ
て
お
り
、
宣
長
を
始
め
数
多
く
の
研
究
者
が
行
っ
て
き
た
『
古
事
記
』

研
究
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。『
古
事
記
』
序
文
に
よ
る
と
、『
古
事
記
』
は
太
安
万
侶
に
よ
っ
て
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
歴

史
を
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
古
事
記
』
研
究
と
は
、
文
字
化
さ
れ
た
資
料
か
ら
稗
田
阿
礼
の
誦
習
ま
で
遡
ろ
う
と
す
る

行
為
と
も
い
え
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
、『
古
事
記
』
の
訓
読
文
の
作
成
で
あ
る
。
宣
長
も
『
古
事
記
』
を
訓
読
す
る
に
あ
た
り
敬
語
を 

補
読
し
た
り
古
語
を
尊
重
し
た
り
す
る
な
ど
、
研
究
に
基
づ
く
訓
読
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
宣
長
は
『
古
事
記
』
の
な
か
に
古
学
を
求

め
研
究
を
進
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
の
古
典
と
し
て
の
地
位
が
確
立
し
、「
神
典
」
の
よ
う
な
存
在
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
え
る
。
そ
う
し
て
、『
古
事
記
』
は
『
日
本
書
紀
』
と
位
置
関
係
が
交
替
し
、
第
一
の
古
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
訓
読
に
対
す
る
努
力
は
、
今
も
昔
も
か
わ
ら
な
い
。
例
え
ば
、『
古
事
記
』
上
巻
冒
頭
部
の
「
天
地
初
発
之
時
」
に
も
、

い
く
つ
か
の
訓
み
が
提
示
さ
れ
て（

（1
（

お
り
、
い
ま
現
在
、
正
解
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
写
本
に
よ
る
と
『
古
事
記
』
冒
頭

部
は
、「
ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ヒ
ラ
ク
ル
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
、
宣
長
は
、「
ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
ノ
ト
キ
」
と
訓
読
し
た
。
宣
長
訓
は
、

そ
の
後
の
訓
読
文
の
指
針
と
な
り
、
多
く
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
だ
が
、
国
学
を
継
承
す
る
本
学
の
研
究
者
た
ち
も
、
宣
長
同
様
に 

『
古
事
記
』
の
訓
読
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
同
様
の
箇
所
を
、
三
矢
重
松
は
、
宣
長
訓
に
賛
同
し
つ
つ
も
「
之
テ
ン
チ
シ
ヨ
ホ
ツ
と
音
讀
し
て
、

意
義
は
通
ず
べ
し
。
さ
て
は
惡
し
か
る
べ
き
か（

（1
（

。」
と
述
べ
、
音
読
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
三
矢
の
薫
陶
を
受
け
た
折
口
信
夫
は 

『
古
事
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

　
　

 

古
事
記
な
ん
か
御
覧
に
な
り
ま
し
て
も
、
漢
字
の
表
現
、
漢
文
表
現
と
、
日
本
の
国
語
の
表
現
法
と
が
、
ど
こ
ま
で
調
和
さ
せ
て
い
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け
る
か
と
言
ふ
工
夫
な
の
で
せ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
全
部
、
日
本
語
で
読
ん
で
し
ま
ふ
の
も
考
へ
も
の
で
す
。
さ
う
し
て
、
自

然
ど
う
し
て
も
読
め
な
い
処
も
出
て
来
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
本
居
宣
長
先
生
は
、
勝
れ
た
人
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
な
り
か

う
な
り
読
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、
万
葉
集
な
ん
か
形
式
の
上
か
ら
み
ま
す
と
、
や
は
り
こ
れ
は
漢
文
の
形
式
の
上
に
、
ど
れ
だ
け
国

語
が
盛
れ
る
か
と
言
ふ
事
を
や
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

　

折
口
は
、『
古
事
記
』
を
す
べ
て
日
本
語
と
し
て
訓
ま
ず
、
漢
文
体
の
『
古
事
記
』
の
文
体
を
尊
重
し
て
い
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
冒
頭

部
の
訓
読
に
つ
い
て
、中
村
啓
信
は
「
ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ヒ
ラ
ク
ル
ト
キ
ニ
と
認
定
し
た
い（

（1
（

。」
と
述
べ
、宣
長
以
前
の
訓
読
を
尊
重
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
学
か
ら
の
流
れ
を
く
む
國
學
院
の
学
問
に
あ
っ
て
も
、
全
員
が
一
致
し
た
見
解
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の

立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
近
年
の
本
学
に
あ
っ
て
は
、
古
事
記
学
事
業
の
成
果
刊
行
物
と
し
て
『
古
事
記
學
』
を
刊
行

し
て
い
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
学
が
取
り
組
む
二
十
一
世
紀
の
『
古
事
記
伝
』
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
、
谷
口
雅
博
に
よ
る
訓
読
で
は
、「
ハ
ジ
メ
テ
オ
コ
リ
シ
ト
キ
ニ
」
と
訓
ん
で
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
代
文
献
で
あ
る
『
古
事
記
』
の
訓
読
は
、
近
世
に
研
究
が
盛
ん
に
な
る
も
、
い
ま
な
お
不
明
な
点
が
多
く
、
研
究
が

続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宣
長
に
よ
る
研
究
の
価
値
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
が
現
在
で
あ
る
。
宣
長
説
を
た
だ
盲
信
す
る
の
で
は

な
く
、『
古
事
記
』
を
読
み
直
す
こ
と
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

國
學
院
大
學
が
『
古
事
記
』
研
究
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
本
学
の
歴
史
や
、『
古
事
記
』
研
究
史
か
ら

も
わ
か
ろ
う
。
ま
さ
に
本
学
に
お
け
る
『
古
事
記
』
研
究
と
は
、『
古
事
記
』
の
序
文
に
あ
る
、
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歩あ
ゆ

む
と
驟う

ぐ
つ

く
と
各

お
の
お
の

異こ
と

に
し
て
、
文か

ざ

れ
る
と
質す

な
ほ

な
る
と
同お

な

じ
く
あ
ら
ね
ど
も
、
古

い
に
し
へ

を
稽か

む
が

へ
て
風を

し
へ猷

を
既す

で

に
頽お

と
ろ

へ
た
る
に
縄た

だ

し

た
ま
ひ
、
今
を
照て

ら

し
て
典の

り教
を
絶た

え
む
と
欲す

る
に
補お

き
ぬ

ひ
た
ま
は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
。

に
顕
れ
る
、「
稽
古
照
今
」
の
考
え
に
通
じ
る
。
古
典
研
究
は
現
在
を
考
え
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
古
典
研
究
を
通
じ
て
、

古
典
の
英
知
を
現
代
の
生
活
に
還
元
し
、
日
本
人
と
し
て
ど
う
日
本
文
化
を
発
信
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

こ
の
「
稽
古
照
今
」
の
思
想
を
大
切
に
し
て
い
た
の
が
武
田
祐

吉
で
あ
る
。
本
学
が
取
り
組
む
「
古
事
記
学
」
と
い
う
用
語
も
、

造
語
で
は
な
く
武
田
祐
吉
が
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
武
田
祐

吉
の
講
義
メ
モ
の
中
で
『
古
事
記
』
研
究
は
「
古
事
記
学
」
で
あ

る
と
す
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
メ
モ
に
「
古
事
記
学
」
を
見
出
し

た
の
は
、
本
学
教
授
で
あ
っ
た
青
木
周
平
で
あ
る（

（1
（

。
本
学
が
取
り

組
む
事
業
の
方
向
性
を
、
示
唆
す
る
メ
モ
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
本
学
の
学
則
第
一
条
に
は
、

　
　

 

本
学
は
、
神
道
精
神
に
基
づ
き
人
格
を
陶
冶
し
、
諸
学
の
理

論
並
び
に
応
用
を
攻
究
教
授
し
、
有
用
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

と
あ
る
。
神
道
精
神
を
支
え
る
も
の
と
し
て
神
道
古
典
が
あ
り
、
宣
長
が
言
う
よ
う
に
道
を
知
る
た
め
の
第
一
の
古
典
は
『
古
事
記
』
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
学
の
『
古
事
記
』
研
究
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
本
学
が
取
り
組
む
研
究
に
は
、
国
学
か
ら
連
綿
と
し
た
学
問 武田祐吉講義メモ
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の
系
譜
が
あ
り
、
そ
の
学
問
を
支
え
る
学
術
資
産
や
資
料
を
本
学
は
有
し
て
い
る
。
本
機
構
は
、
そ
う
い
っ
た
背
景
に
基
づ
き
様
々
な
研

究
事
業
に
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
『
古
事
記
』
研
究
は
、
そ
の
可
能
性
の
ほ
ん
の
一
端
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　

註

　
（
（ 

）『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』
全
十
二
巻
（
新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編
、
平
成
十
五
年
～
二
十
二
年
、
お
う
ふ
う
）。

　
（
（ 

）
本
学
の
東
丸
神
社
の
調
査
に
よ
っ
て
、
春
満
門
人
で
あ
る
大
西
親
盛
に
よ
る
書
入
本
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（ 

）
賀
茂
真
淵
書
入
本
は
多
和
文
庫
所
蔵
。

　
（
（ 

）
本
居
宣
長
の
手
沢
本
は
本
居
宣
長
記
念
館
所
蔵
で
あ
り
、
寛
永
版
本
の
ほ
か
、『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
刊
行
の
た
め
の
書
き
入
れ

が
さ
れ
た
『
鼇
頭
古
事
記
』
も
伝
わ
る
。

　
（
（ 

）
引
用
は
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
七
巻
（
昭
和
五
十
九
年
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
）
に
拠
る
。

　
（
（ 

）
引
用
は
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
（
昭
和
四
十
三
年
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

　
（
（ 

）
江
戸
中
期
の
国
学
者
で
京
都
の
書
籍
商
。
蔵
書
数
千
部
を
伊
勢
の
林
崎
文
庫
に
奉
納
し
た
。
天
明
三
年（
一
七
八
三
）に
、
宣
長
は 

校
合
を
行
っ
た
。

　
（
（ 

）
宣
長
は
天
保
七
年
（
一
七
八
七
）
に
校
合
を
行
っ
て
い
る
。

　
（
（ 

）
江
戸
後
期
―
明
治
期
の
国
学
者
。
本
居
内
遠
の
門
人
。
維
新
後
は
神
道
教
化
に
尽
く
し
た
。

　
（
（0 

）
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
刊
。
皇
典
講
究
所
水
穂
会
。
本
居
豊
頴
閲
・
佐
伯
有
義
述
。
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本
書
は
、
神
官
資
格
試
験
の
た
め
の
教
科
書
で
あ
る
『
学
階
試
験
科
目
全
書
』
の
第
三
巻
に
あ
た
る
。『
古
事
記
上
巻
講
義
』

と
『
古
事
記
中
巻
下
巻
講
義
』（
明
治
二
十
五
年
）
の
二
分
冊
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、『
日
本
紀
講
義
』『
職
原
抄
講
義
』 

『
古
語
拾
遺
講
義
』
な
ど
が
あ
る
。

　
（
（（ 

）
国
文
学
者
。
明
治
二
十
三
年（
一
八
九
〇
）九
月
國
學
院
に
第
一
期
生
と
し
て
卒
業
。
は
じ
め
文
部
省
官
房
図
書
課
に
入
っ
た
が
、

時
の
文
部
大
臣
を
批
判
し
て
自
ら
辞
職
し
、
教
育
者
の
道
に
入
る
。

　
（
（（ 

）
国
文
学
者
。
國
學
院
大
學
卒
業
後
、
神
奈
川
県
立
小
田
原
中
学
校
教
諭
と
な
る
も
依
願
退
職
し
、
東
京
帝
国
大
学
の
万
葉
集
校

訂
嘱
託
と
な
る
。
三
十
五
歳
の
と
き
に
國
學
院
大
學
講
師
、
後
に
國
學
院
大
學
教
授
と
な
り
、
國
學
院
の
学
問
に
貢
献
す
る
。

　
（
（（ 

）「
天
地
初
発
之
時
」
の
訓
み
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

①
ヒ
ラ
ク
型

　
　
　
　

ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ヒ
ラ
ク
ル
（
ヒ
ラ
ケ
シ
）
ト
キ

　
　
　

②
ハ
ジ
メ
型

　
　
　
　

ア
メ
ツ
チ
（
ノ
）
ハ
ジ
メ
ノ
ト
キ

　
　
　

③
オ
コ
ル
系

　
　
　
　

ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
オ
コ
リ
シ
ト
キ

　
　
　

④
ア
ラ
ハ
ル
系

　
　
　
　

ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ア
ラ
ハ
レ
シ
ト
キ

　
（
（（ 

）
三
矢
重
松
『
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
』（
大
正
十
四
年
、
文
学
社
）
に
拠
る
。

　
（
（（ 

）
折
口
信
夫
「
国
語
と
民
俗
学
」（
初
出
「
愛
知
県
教
育
会
・
民
間
伝
承
の
会
共
催
民
俗
学
講
習
会
講
演
筆
記
」、
昭
和
十
二
年 
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三
月
）。
引
用
は
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
九
巻
（
平
成
八
年
、
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。

　
（
（（ 

）
中
村
啓
信
「「
天
地
初
発
之
時
」
の
訓
み
」（『
國
學
院
雜
誌
』
七
六
―
一
一
、
昭
和
五
十
年
十
一
月
）。

　
（
（（ 
）
谷
口
雅
博
「
補
注
解
説
「
天
地
初
発
」
の
訓
義
」（『
古
事
記
學
』
第
一
号
、
平
成
二
十
七
年
三
月
）
参
照
。

　
（
（（ 
）
青
木
周
平
「
武
田
祐
吉
の
〈
古
事
記
学
〉―
講
義
ノ
ー
ト
を
通
し
て
―
」（
國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要 

一
、
平
成
二
十
一
年
三
月
）。
後
に
『
青
木
周
平
著
作
集
』
下
巻
（
平
成
二
十
八
年
、
お
う
ふ
う
）
所
収
。



35 國學院大學研究開発推進機構紀要　第 10 号　平成 30 年 3 月

　
　
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
を
読
む

針　

本　

正　

行　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　
「
古
典
か
ら
み
る
日
本
文
化
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
と
く
に
國
學
院
大
學
が
所
蔵

す
る
『
住
吉
物
語
』
を
素
材
と
し
て
述
べ
た
い
。

　

日
本
文
化
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
物
語
が
絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
場
面
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　
　

�　
「
物
語
絵
こ
そ
、
心
ば
へ
見
え
て
見
所
あ
る
も
の
な
れ
」
と
て
、
お
も
し
ろ
く
心
ば
へ
あ
る
限
り
を
選
り
つ
つ
描か

か
せ
た
ま
ふ
。

例
の
月
次な

み

の
絵
も
、
見
馴
れ
ぬ
さ
ま
に
言
の
葉
を
書
き
続
け
て
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
わ
ざ
と
を
か
し
う
し
た
れ
ば
、
ま
た
、
こ
な
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た
に
て
も
こ
れ
を
御
覧
ず
る
に
、
心
や
す
く
も
取
り
出
で
た
ま
は
ず
、
い
と
い
た
く
秘
め
て
、
こ
の
御
方
へ
持
て
渡
ら
せ
た
ま
ふ
を

惜
し
み
領ら

う

じ
た
ま
へ
ば
、
大お

と
ど臣

聞
き
た
ま
ひ
て
、「
な
ほ
、
権
中
納
言
の
御み

心
ば
へ
の
若
々
し
さ
こ
そ
改
ま
り
が
た
か
め
れ
」
な
ど

笑
ひ
た
ま
ふ
。

　
　

�　
「
あ
な
が
ち
に
隠
し
て
、
心
や
す
く
も
御
覧
ぜ
さ
せ
ず
悩
ま
し
き
こ
ゆ
る
、
い
と
め
ざ
ま
し
や
。
古
体
の
御
絵
ど
も
の
侍
る
、
参

ら
せ
む
」
と
奏
し
た
ま
ひ
て
、
殿
に
古
き
も
新
し
き
も
絵
ど
も
入
り
た
る
御
厨
子
ど
も
開
か
せ
た
ま
ひ
て
、
女
君
と
も
ろ
と
も
に
、

今
め
か
し
き
は
そ
れ
そ
れ
と
選え

り
調
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
事

の
忌
み
あ
る
は
、
こ
た
み
は
奉
ら
じ
と
選
り
と
ど
め
た
ま
ふ
。

　

右
は
、
帝
（
冷
泉
帝
）
が
絵
を
嗜
好
す
る
の
で
、
光
源
氏
（
大
臣
）
と
、
政
敵
で
あ
る
権
中
納
言
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
絵
を
整
え
る
場
面

で
あ
る
。
権
中
納
言
は
、「
物
語
絵
」（
物
語
の
展
開
を
も
と
に
し
た
場
面
・
人
物
を
絵
に
し
た
も
の
）
を
は
じ
め
と
し
て
、「
月
次
の
絵
」�

（
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
々
の
行
事
や
風
物
を
絵
と
し
た
も
の
）
を
新
た
に
制
作
さ
せ
る
。
光
源
氏
側
の
斎
宮
の
女
御
の
方
で
見
た

い
と
願
っ
て
い
る
の
に
、
権
中
納
言
は
な
か
な
か
手
放
そ
う
と
し
な
い
の
で
、
彼
の
大
人
げ
な
い
性
格
が
露
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

光
源
氏
は
、「
女
君
」（
紫
の
上
）
と
と
も
に
、厨
子
に
所
蔵
し
て
い
た
「
古
体
の
絵
」（
代
々
収
蔵
さ
れ
て
き
た
古
い
名
画
）
の
中
か
ら
、「
長

恨
歌
」（
唐
の
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
と
の
恋
物
語
を
絵
画
化
し
た
も
の
）
や
「
王
昭
君
」（
漢
の
元
帝
に
仕
え
て
い
た
官
女
が
胡
国
に
遣
わ

さ
れ
た
物
語
を
絵
画
化
し
た
も
の
）
な
ど
の
帝
と
悲
し
く
離
別
す
る
物
語
以
外
を
選
び
出
し
、
帝
に
献
上
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
光
源
氏

の
「
古
体
」
な
る
嗜
好
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
、
宮
中
の
儀
式
、
日

本
の
物
語
文
学
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
物
語
な
ど
を
絵
画
化
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
物
語
文
学
が
絵
画
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
な
文
化
創
造
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絵
画
と
出
会
っ
た
物
語
は
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
が
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、現
在
、平
安
時
代
に
制
作
さ
れ
た
物
語
は
な
か
な
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、時
代
が
下
り
、江
戸
時
代
前
期
、
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特
に
寛
文
・
延
宝
期
に
、
そ
の
時
代
の
文
化
の
所
産
と
し
て
、
多
く
の
絵
入
り
の
物
語
絵
巻
や
、
絵
草
紙
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
平
安
時
代
の
物
語
文
学
を
素
材
と
し
た
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
や
、
御
伽
草
子
を
元
に
し
た
奈
良
絵
本
や
奈
良
絵
巻
な
ど
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
國
學
院
大
學
に
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、『
竹
取
物
語
絵
巻
』
を
は
じ
め
、『
住
吉
物
語
』、『
呉
越

絵
』、『
舟
の
ゐ
と
く
』
な
ど
の
多
数
の
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
日
は
そ
の
中
か
ら
、『
住
吉
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
、

日
本
文
化
の
所
産
と
し
て
の
「
物
語
絵
・
絵
草
紙
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
は
ご
存
じ
の
方
も
い

る
と
思
う
が
、
い
わ
ゆ
る
継
子
譚
、
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
。
宮
腹
の
母
を
持
つ
「
住
吉
の
姫
君
」
が
、
七
歳
の
頃
に
母
宮
と
死
別

し
、
継
母
の
い
じ
め
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
姫
君
を
恋
い
慕
う
男
君
が
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乳
母
が
出
家
生
活
を
し
て
い
た
住
吉

ま
で
逃
れ
て
い
っ
た
。
最
後
は
、
長
谷
寺
の
霊
験
に
よ
っ
て
、
姫
君
と
男
君
と
は
結
ば
れ
て
都
に
戻
っ
て
き
て
、
子
孫
が
繫
栄
を
極
め
る

と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　
　
一
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』

　

現
在
、『
住
吉
物
語
』
は
、物
語
と
し
て
の
生
成
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
本
文
を
持
つ
『
住
吉
物
語
』
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

特
に
和
歌
な
ど
は
数
多
く
改
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
『
住
吉
物
語
』
の
中
で
も
、和
歌
が
二
十
首
く
ら
い
し
か
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、百
首�

以
上
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
皆
さ
ん
が
よ
く
手
に
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
）
で
は
大
東
急
文
庫
本

を
用
い
て
い
て
、
そ
の
『
住
吉
物
語
』
に
は
七
十
数
首
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。
一
方
、
慶
長
古
活
字
本
を
底
本
に
持
つ
新
日
本
古
典
文
学

大
系
本
（
岩
波
書
店
）
の
『
住
吉
物
語
』
に
は
歌
が
四
十
首
余
り
し
か
な
い
。
同
じ
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
成

過
程
を
経
た
『
住
吉
物
語
』
に
お
い
て
、
歌
の
言
葉
の
力
が
あ
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
物
語
の
力
が
あ
る
か
ら
か
、
多
く
の
『
住
吉
物
語
』
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が
生
ま
れ
た
。

　

そ
の
中
で
、
國
學
院
大
學
に
は
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
簡
単
に
書
誌
を
示
し
て
、
紹
介
す
る
。

　

一
点
目
は
、
一
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
一
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、
縦
一
六
・
四
糎
、
横
二
五
・
九
糎
の
横
型
の
体
裁
で
、
そ
の

中
に
挿
絵
が
二
八
図
あ
る
。
歌
数
は
四
三
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、慶
長
十
行
古
活
字
本
を
も
と
と
し
た
流
布
本
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

二
点
目
は
、
上
、
下
、
二
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
二
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、
縦
一
七
・
九
糎
、
横
二
六
・
四
糎
の
横
型
の
体
裁
で
、

挿
絵
は
上
冊
に
十
四
図
、
下
冊
に
十
三
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
歌
数
は
四
二
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、「
一
冊
本
」
と
同
じ
く
流

布
本
で
あ
る
。

　

三
点
目
は
、上
、中
、下
、三
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
三
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、縦
三
一
・
四
糎
、横
二
四
・
二
糎
の
縦
型
の
体
裁
で
、

い
わ
ゆ
る
大
型
の
絵
草
紙
（
冊
子
本
）
で
あ
る
。
料
紙
も
雲
英
紙
と
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
挿
絵
は
、
上
冊
に
四
図
、
中
冊
に
四
図
、
下

冊
に
四
図
が
あ
る
。
歌
数
は
二
二
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、
流
布
本
で
あ
る
が
、
尾
州
徳
川
家
本
に
近
い
も
の
の
独
自
異
文
が
多
く
、

特
に
末
尾
は
諸
本
と
異
な
る
。

　

四
点
目
は
、
上
、
中
、
下
、
三
巻
の
巻
物
（
略
号
「
絵
巻
」）
で
あ
る
。
紙
高
は
、
縦
三
二
・
五
糎
で
、
長
さ
は
、
上
巻
は
一
四
・
七
二
米
、

中
巻
は
一
五
・
〇
四
米
、
下
巻
は
一
四
・
六
五
米
で
あ
る
。
挿
絵
は
、
上
巻
に
七
図
、
中
巻
に
七
図
、
下
巻
に
六
図
あ
る
。
歌
数
は
二
四

首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、
流
布
本
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
の
特
徴
に
つ
い
て
末
尾
本
文
の
相
違
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
一
冊
本
」
と
「
二
冊
本
」
の
巻
末
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�　

さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ
た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮
ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の

こ
と
は
な
し
年
月
ふ
る
ま
ま
に
衰
へ
て
つ
ゐ
に
は
は
か
な
く
な
り
に
け
り
む
く
つ
け
き
女
あ
さ
ま
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
惑
ひ
あ
り
き
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け
る
と
か
や
人
に
も
の
を
思
は
せ
う
し
ろ
め
た
か
り
し
報
ひ
な
れ
は
む
す
め
た
ち
の
た
め
我
が
た
め
心
憂
き
の
み
に
て
年
月
送
り
ぬ

る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
情
け
な
き
者
は
栄
へ
短
く
情
け
あ
る
人
は
は
る
〳
〵
と
栄
へ
は
ん
へ
り
こ
れ
を
見
聞
か
ん
人
々
は
か
ま
ひ
て

人
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
（
原
文
に
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
）

　

継
子
物
語
の
終
焉
と
し
て
、「
さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ
た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮

ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
」
と
、
継
母
の
後
日
譚
が
語
ら
れ
て
い
る
。
継
母
は
、
夫
君
の
中
納
言
の
縁
者
か
ら
疎
外
さ
れ
、

旧
邸
に
破
れ
た
家
に
暮
ら
し
て
一
人
寂
し
く
死
ん
で
い
く
と
い
う
。「
む
つ
け
き
女
」
の
侍
女
も
離
散
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
継
母

に
つ
い
て
、
物
語
は
「
う
し
ろ
め
た
か
り
し
報
」
で
あ
る
と
断
じ
る
。
そ
れ
故
に
、「
情
け
な
き
者
は
栄
え
短
く
情
け
あ
る
人
は
は
る�

〳
〵
と
栄
へ
は
ん
へ
り
」
と
、
人
は
「
情
け
」
が
あ
る
こ
と
が
か
け
が
え
な
い
も
の
と
し
、『
住
吉
物
語
』
の
継
子
物
語
を
見
聞
く
人
は
、

「
か
ま
ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
」
と
終
わ
る
。
こ
の
物
語
の
「
と
そ
」
と
の
語
り
お
さ
め
は
、『
住
吉
物
語
』
が
、
い
わ
ゆ
る
嫁

入
り
本
と
し
て
、
子
女
の
教
訓
話
の
体
裁
を
志
向
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
三
冊
本
」
の
巻
末
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�　

継
母
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
〳
〵
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
葉
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
り
む
す

め
の
き
ん
た
ち
も
あ
さ
ま
し
き
継
母
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
ま
こ
と
の
お
や
と
い
ひ
な
か
ら
む
つ
ひ
給
ふ
こ
と
も
な
く
人
聞
き
よ

ろ
つ
に
つ
け
て
は
つ
か
し
く
く
ち
を
し
う
お
ほ
え
給
ふ
む
く
つ
け
女
た
ち
た
ゝ
一
人
な
り
た
ゝ
た
な
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
さ

す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の
中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り
ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を

あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し
と
な
か
〳
〵
に
申
も
を
ろ
か
な
り
是
を
見
聞
く
人
い
か
に
も
心
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け

を
も
つ
は
ら
と
し
て
し
ん
〳
〵
あ
る
へ
き
も
の
な
り

　

物
語
は
、「
継
母
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
〳
〵
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
葉
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
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り
」
と
、
晩
年
の
継
母
が
一
人
寂
し
く
死
に
ゆ
く
様
や
、
邸
の
荒
廃
の
様
を
比
喩
的
な
表
現
で
語
る
。
続
い
て
、
実
の
姫
君
た
ち
が
継
母

か
ら
離
反
し
た
の
は
、「
あ
さ
ま
し
き
継
母
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
」
と
、
住
吉
の
姫
君
へ
の
仕
打
ち
を
し
た
、
継
母
の
「
つ
ら
き
」

性
格
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
さ
す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の
中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り

ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を
あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し
と
な
か
〳
〵
に
申
も
を
ろ
か
な
り
」
と
、「
嵐
」
と
「
あ
ら
じ
」
と
和

歌
的
修
辞
法
を
用
い
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
、「
あ
さ
ま
し
」
き
継
母
の
本
性
が
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」
の
語
り
お
さ
め
は
、「
是

を
見
聞
く
人
い
か
に
も
心
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け
を
も
つ
は
ら
と
し
て
し
ん
〳
〵
あ
る
へ
き
も
の
な
り
」（
慈
悲
を

先
と
し
て
、
情
を
専
ら
と
し
て
信
心
あ
る
べ
き
も
の
な
り
）
と
、
観
音
信
仰
に
お
け
る
「
慈
悲
」
を
大
事
に
す
る
こ
と
を
、
人
々
に
す
す

め
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
三
冊
本
」
と
同
一
本
文
を
持
つ
『
住
吉
物
語
』
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
ダ
ブ
リ
ン
市
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
（CBL

）
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。CBL

所
蔵
の
『
住
吉
物
語
』
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
「
三
冊
本
」
と
同
じ
時
期�

（
江
戸
時
代
前
期
）
に
、
同
じ
絵
草
紙
屋
の
手
で
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

　
　

参
考　

CBL

所
蔵
『
住
吉
物
語
』
の
巻
末
の
本
文

　
　

�　

ま
ゝ
は
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
〳
〵
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
は
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
り
む

す
め
の
き
ん
た
ち
も
あ
さ
ま
し
き
は
ゝ
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
か
ゝ
る
そ
と
て
む
つ
ひ
給
ふ
こ
と
も
な
し
人
聞
ゝ
よ
ろ
つ
に
つ
け

て
は
つ
か
し
く
く
ち
お
し
う
お
ほ
え
給
ふ
む
く
つ
け
女
た
ゝ
一
人
な
り
た
ゝ
な
く
よ
り
外
の
こ
と
も
な
し
さ
す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の

中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り
ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を
あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し

と
も
な
か
〳
〵
に
申
は
お
ろ
か
な
り
け
り
こ
れ
を
み
き
く
人
は
い
か
に
も
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け
を
も

つ
は
ら
と
し
て
し
ん
〳
〵
あ
る
へ
し
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最
後
に
、
四
点
目
の
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
の
巻
末
の
本
文
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
　

�　

さ
て
継
母
見
聞
人
々
に
疎
ま
れ
朝
夕
は
音
を
の
み
泣
き
給
て
世
の
中
衰
へ
終
に
は
か
な
く
な
り
給
ふ
む
く
つ
け
き
女
は
あ
さ
ま
し

き
あ
り
さ
ま
に
て
惑
ひ
あ
り
き
け
る
と
か
や
昔
も
今
も
人
に
は
ら
く
ろ
な
る
人
は
か
ゝ
る
こ
と
な
り
こ
れ
を
見
聞
か
ん
人
々
は
か
ま

ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
べ
き
な
り
と
そ

　
「
絵
巻
」
の
巻
末
に
も
、
継
母
の
後
日
譚
が
、「
さ
て
継
母
見
聞
く
人
々
に
…
…
惑
ひ
あ
り
き
け
る
と
か
や
」
と
あ
る
。
と
く
に
、「
は

ら
く
ろ
な
る
人
は
…
…
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
」
は
注
目
さ
れ
る
。「
は
ら
く
ろ
」
な
る
言
葉
は
、
古
典
語
と
し
て
は
、
す
で
に
、
平

安
時
代
の
『
蜻
蛉
日
記
』、『
金
葉
和
歌
集
』
な
ど
に
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』（
下
巻
の
天
延
二
年
四
月
条
）
で
は
、
兼
家
の
弟
（
遠
度
）
が

道
綱
母
の
養
女
へ
求
婚
を
す
る
た
め
に
来
訪
し
た
際
に
、
簀
子
の
灯
火
が
消
え
て
い
た
の
で
、
道
綱
母
が
、
そ
れ
を
知
ら
せ
な
い
遠
度
の

姿
勢
に
対
し
て
咎
め
た
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
金
葉
和
歌
集
』（
恋
下
・
五
〇
七
）
で
は
、「
は
な
う
る
し
こ
や
ぬ
る

人
の
な
か
り
け
る
あ
な
腹
黒
の
君
が
心
や
」
と
あ
り
、恋
人
の
不
実
な
性
格
を
非
難
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
は
ら
く
ろ
」
は
、
古
典
語
と
し
て
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
性
格
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
人
の
こ
と
を
言
う
よ
う
で
あ
る
。「
絵
巻
」
で

も
、
姫
君
を
い
じ
め
る
継
母
の
性
格
を
示
す
表
現
と
し
て
、「
は
ろ
く
ろ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
の
巻
末
は
、
嫁
入
り
本
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
訓
的
な
文
言
を
語
る
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
読
者

に
対
し
て
、
継
母
の
よ
う
な
「
情
け
な
き
」、「
は
ら
く
ろ
」
な
る
本
性
を
糾
弾
し
、「
慈
悲
」
の
心
を
持
ち
、「
情
け
」
あ
る
精
神
を
も
っ

て
生
き
る
よ
う
に
と
語
る
の
で
あ
る
。『
住
吉
物
語
』に
内
在
す
る
物
語
力
が
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末
表
現
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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二
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』
の
挿
絵
の
構
図

　

そ
れ
で
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
か
ら
四
場
面
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
絵
の
構
図
の

特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
　
（
一
）
「
住
吉
の
姫
君
、
母
宮
と
死
別
す
る
」
場
面
の
挿
絵
の
構
図

　

最
初
は
、
住
吉
の
姫
君
が
母
宮
と
死
別
す
る
場
面
で
あ
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
か
く
て
と
し
月
を
ふ
る
ほ
と
に
ひ
め

君
七
さ
い
と
い
ふ
に
は
ゝ
み
や
れ
い
な
ら
て
な
や
み
給
ふ
日
を
へ
て
お
も
く
の
み
み
え
た
ま
ひ
け
れ
は
は
ゝ
み
や
申
さ
れ
け
る
は
わ
れ
な

か
ら
ん
あ
と
ま
て
も
此
お
さ
な
い
も
の
人
な
み
〳
〵
な
ら
ん
ふ
る
ま
ひ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
こ
と
き
ん
た
ち
に
お
ほ
し
お
と
す
な
と
申
さ
れ

た
れ
は
」
に
相
当
す
る
。
重
い
病
に
な
っ
た
宮
腹
の
母
宮
は
、
死
を
覚
悟
し
て
、
夫
の
中
納
言
に
、
住
吉
の
姫
君
を
「
他
の
女
君
と
同
じ

よ
う
な
扱
い
は
す
る
な
、大
臣
家
の
男
君
を
婿
と
し
て
迎
え
る
よ
う
に
」
と
遺
言
を
残
す
。「
三
冊
本
」、「
絵
巻
」
に
は
、当
該
構
図
は
な
い
。

「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
は
、
画
面
中
央
で
、
母
宮
の
枕
元
の
そ
ば
で
泣
い
て
い
る
住
吉
の
姫
君
を
描
い
て
い
る
。
母
宮
の
遺
言
と
、
一

人
、
こ
の
世
に
取
り
残
さ
れ
る
姫
君
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
住
吉
物
語
』
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
遺
言

の
物
語
と
し
て
も
始
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。『
源
氏
物
語
』
に
も
、
朱
雀
帝
に
光
源
氏
の
こ
と
を
依
頼
す
る
桐
壺
院
の
遺
言
、
光
源
氏�

に
対
し
て
絶
対
に
娘
（
秋
好
中
宮
）
に
は
男
女
関
係
で
の
苦
悩
を
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
厳
し
く
訴
え
る
六
条
御
息
所
の
遺
言
、
大
君
、

中
君
の
結
婚
に
関
わ
る
宇
治
八
の
宮
の
遺
言
な
ど
が
あ
る
。
遺
言
は
、
死
に
行
く
者
が
生
き
て
い
る
者
に
対
し
て
呪
縛
を
す
る
言
葉
で
あ

り
、
物
語
の
遺
言
は
、
残
さ
れ
た
者
の
生
き
方
の
運
命
を
予
言
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
遺
言
が
物
語
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
住
吉
の
姫
君
の
「
宿
世
」
が
前
も
っ
て
指
示
さ
れ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）
「
住
吉
の
姫
君
、
住
吉
で
念
仏
三
昧
の
日
々
を
送
る
」
場
面
の
挿
絵
の
構
図

　

住
吉
の
姫
君
が
、
住
吉
で
乳
母
と
と
も
に
念
仏
三
昧
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
す
み

よ
し
に
ゆ
き
た
れ
は
す
み
の
え
と
て
と
こ
ろ
に
す
み
あ
ら
し
た
る
に
う
み
さ
し
入
た
る
に
つ
く
り
か
け
た
れ
は
す
の
こ
の
し
た
に
う
を
な

と
の
あ
そ
ふ
も
み
え
て
（
略
）
松
の
木
の
ま
よ
り
ほ
か
け
た
る
ふ
ね
と
も
あ
は
ち
し
ま
を
ゆ
き
か
ふ
さ
ま
な
み
に
た
ゝ
よ
ふ
あ
ま
を
ふ
ね

は
か
な
く
み
え
わ
た
り
て
（
略
）
ち
ふ
つ
た
う
ち
い
さ
や
か
に
つ
く
り
て
あ
み
た
の
三
そ
ん
う
つ
し
な
ら
へ
て
月
日
の
い
つ
る
は
か
り
は

あ
ま
君
に
し
に
む
か
ひ
て
な
む
さ
い
は
う
こ
く
ら
く
け
う
し
ゆ
あ
み
た
に
よ
ら
い
こ
し
や
う
た
す
た
す
け
た
ま
へ
と
申
」
に
相
当
す
る
。

「
一
冊
本
」
の
絵
は
見
開
き
一
丁
分
の
長
大
図
で
、
構
図
は
、
左
画
面
に
淡
路
島
、
右
画
面
に
は
、
浜
辺
に
松
、
右
端
に
尼
と
な
っ
た
乳

母
と
姫
君
と
侍
女
が
仏
画
を
拝
ん
で
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
二
冊
本
」
の
絵
も
見
開
き
一
丁
分
の
長
大
図
で
、
左
画
面
に
阿
弥
陀

三
尊
を
拝
ん
で
い
る
姫
君
、
尼
君
、
侍
女
ら
の
様
が
、
右
画
面
に
は
住
之
江
に
二
艘
の
舟
、
浜
辺
に
松
が
描
か
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」

も
見
開
き
の
長
大
図
で
、
櫓
の
上
で
、
尼
、
姫
君
、
侍
女
た
ち
が
遠
く
淡
路
島
を
眺
め
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
絵
巻
」
で
は
、
右
の

上
の
方
に
山
、
そ
の
山
の
間
に
住
吉
大
社
が
、
住
吉
信
仰
の
賜
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
左
に
、
姫
君
、
侍
女
、
尼
、
床
の
間
に
仏
画
、

仏
具
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
住
吉
物
語
』「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」、「
三
冊
本
」、「
絵
巻
」
の
構
図
を
比
較
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
絵
師
の
意
図
に
よ
り
構
図
が
違
う

よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、
住
吉
大
社
を
構
図
に
配
し
た
「
絵
巻
」
は
住
吉
信
仰
を
非
常
に
意
識
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
三
）
「
住
吉
の
姫
君
、
初
瀬
に
詣
で
た
中
将
の
君
の
夢
に
現
れ
る
」
場
面
の
挿
絵
の
構
図

　

次
は
、
長
谷
寺
で
参
籠
し
て
い
る
男
君
が
、
夢
に
住
吉
の
姫
君
と
出
会
う
場
面
で
あ
る
。
す
で
に
男
君
は
継
母
の
子
と
騙
さ
れ
て
結
婚

を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
継
母
の
策
略
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
都
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い
た
姫
君
を
探
す
た
め
に
、
男
君
は
長
谷
寺
に
参
籠

を
す
る
。
参
籠
し
て
七
日
目
の
朝
、
男
君
の
夢
に
姫
君
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。「
一
冊
本
」
で
は
、
画
面
左
に
顕
現
し
た
姫
君
が
立
ち
、
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そ
の
前
に
眠
っ
て
い
る
男
君
、
左
手
前
に
眠
っ
て
い
る
二
人
の
従
者
た
ち
、
画
面
右
手
前
に
は
、
長
谷
寺
を
象
徴
す
る
鐘
楼
が
描
か
れ
て

い
る
。「
二
冊
本
」
は
、
画
面
左
に
顕
現
し
た
姫
君
、
画
面
中
央
に
眠
る
男
君
、
画
面
右
に
居
眠
り
す
る
一
人
の
従
者
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
の
夢
の
中
の
対
話
を
、「
二
冊
本
」
の
原
文
で
確
認
す
る
。
姫
君
が
、「
か
く
ま
て
と
は
お
も
は
さ
り
し
を
い
と
あ
は
れ
に
そ
と

い
ひ
て
い
ま
は
か
へ
り
な
む
」（
こ
ん
な
に
も
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
な
ん
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
、
で
も
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）
と
言
っ
て
お
立
ち
に
な
る
。
そ
こ
で
、
男
君
が
、「
袖
を
ひ
か
へ
て
」（
女

君
の
袖
を
と
ら
え
て
、
是
非
と
も
あ
な
た
様
が
今
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。）
と
お
願
い
し
た
。
女
君
は
、「
わ
た
つ

み
の
そ
こ
と
も
し
ら
す
わ
ひ
ぬ
れ
は
す
み
よ
し
と
こ
そ
あ
ま
は
い
ひ
け
れ
」（
私
は
今
住
吉
と
海
人
が
言
っ
て
い
る
場
所
に
い
ま
す
よ
）

と
和
歌
で
答
え
て
か
き
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
霊
夢
に
よ
り
、
男
君
は
、
姫
君
が
住
吉
に
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
長
谷

寺
の
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
二
人
の
再
会
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
こ
の
挿
絵
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
三
冊
本
」
に
は
、
当
該
の
図
は

剥
ぎ
取
ら
れ
た
の
か
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。「
絵
巻
」
で
は
、
回
廊
で
馬
に
乗
っ
た
誰
か
が
い
る
も
の
の
、
誰
一
人
と
し
て
寝
て
い

る
人
は
い
な
い
な
ど
、
不
思
議
な
画
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
。『
住
吉
物
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
絵
本
、
絵
巻
が
夢
の
場
面
を
ど
の

よ
う
に
絵
画
化
し
て
い
る
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
（
四
）
「
住
吉
の
姫
君
と
中
将
の
君
、
結
婚
し
、
一
族
が
繫
栄
す
る
」
場
面
の
挿
絵
の
構
図

　

最
後
の
場
面
と
な
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
と
し
月
ゆ
く
ほ
と
に
大
し
ゃ
う
殿
に
は
く
は
ん
は
く
ゆ
つ
り
給
ひ
め
い
よ

〳
〵
す
ゑ
の
世
た
の
も
し
く
そ
は
ん
へ
り
け
る
わ
か
君
は
け
ん
ふ
く
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
三
み
の
ち
う
し
や
う
に
と
そ
申
け
る
ひ
め
君
は

十
八
に
て
女
御
に
ま
い
り
給
ひ
け
る
し
ゝ
う
は
お
と
な
女
に
て
よ
ろ
つ
に
大
事
の
ひ
と
に
そ
お
も
は
れ
て
な
い
し
に
な
り
ぬ
み
き
く
人
う

ら
や
み
あ
へ
り
大
し
や
う
ひ
め
君
す
ゑ
ま
て
は
ん
し
や
う
め
て
た
く
そ
お
は
し
け
る
」
に
相
当
す
る
。
大
将
（
男
主
人
公
の
中
将
の
君
）
は

父
君
の
後
を
継
い
で
関
白
と
な
り
、
住
吉
の
姫
君
と
の
間
に
は
若
君
と
女
子
が
生
ま
れ
て
、
女
子
は
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
若
君
は
元
服
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し
て
三
位
の
中
将
に
就
く
と
い
う
大
団
円
で
終
わ
っ
て
い
る
。「
一
冊
本
」
で
は
、
主
人
公
の
住
吉
の
姫
君
と
大
将
は
画
面
上
部
に
、
画
面

右
上
に
は
小
さ
く
描
か
れ
た
若
君
、
画
面
左
に
も
女
君
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
若
君
の
元
服
の
儀
の
図
だ
ろ
う
か
。「
二
冊
本
」
は
、

大
将
が
画
面
中
央
に
、住
吉
の
姫
君
が
画
面
右
に
、そ
の
両
隣
に
若
君
と
女
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」
で
は
、画
面
中
央
に
大
将
、

そ
の
右
に
住
吉
の
姫
君
、
男
子
と
女
子
は
、
す
こ
し
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
左
手
前
の
小
さ
な
若
君
、
右
手
前
の
小
さ
な
女
子
と
推
測

さ
れ
る
。「
絵
巻
」に
お
い
て
も
、中
央
画
面
右
上
に
大
将
、そ
の
左
に
住
吉
の
姫
君
、手
前
上
に
若
君
と
女
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

女
御
と
し
て
入
内
し
て
い
る
女
子
、
三
位
の
中
将
に
就
い
て
い
る
若
君
が
、
極
端
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
、

物
語
の
展
開
上
は
関
係
の
な
い
松
の
木
が
画
面
左
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
嫁
入
り
本
の
伝
統
と
し
て
、
松
は
永
遠
な
る
祝

儀
性
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

な
お
、
祝
儀
牲
に
は
相
応
し
く
な
い
、
物
語
末
尾
の
「
さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ

た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮
ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
年
月
ふ
る
ま
ゝ
に
衰
へ
て
つ
ゐ
に
は
は
か
な
く
な
り
に
け
り
」（「
一
冊

本
」・「
二
冊
本
」）
の
内
容
は
絵
画
化
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
三
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
印
記

　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
上
冊
・
中
冊
・
下
冊
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
印
記
を
持
つ
奈
良
絵
本
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
『
天
狗
の
内
裏
』
二
軸
、
フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
『
玉
藻
の
草
紙
』
二

軸
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
『
友
長
』
二
軸
、
富
美
文
庫
所
蔵
『
大
職
冠
絵
巻
』
な
ど
、
全
世
界
で
十
点
余
り
が
確
認
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
図
書
館
に
は
、『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
以
外
に
、
印
記
を
持
つ
古
典
籍
と
し
て
、『
か
く
れ
里
』
二
軸
、『
判
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官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
が
あ
る
。

　

で
は
、「
三
冊
本
」
の
『
住
吉
物
語
』
の
上
、
中
、
下
の
最
末
尾
に
あ
る
印
記
か
ら
確
認
す
る
（
論
文
末
の
図
を
参
照
）。

　

上
下
に
印
が
捺
し
て
あ
り
、
上
部
に
、
陰
刻
二
行
「
源
小
泉　

大
和
大
極
」、
下
部
に
陽
刻
三
行
「
烏
丸
通
櫻
馬
場
町　

御
繪
雙
紙
屋�

大
和
大
極
」
と
あ
る
。
こ
の
印
記
は
、
京
都
の
烏
丸
通
に
構
え
て
い
た
絵
草
紙
屋
、
屋
号
は
「
大
和
大
極
」
で
あ
り
、「
大
和
」
は
、
も
と�

も
と
奈
良
の
大
和
国
出
身
で
京
都
に
出
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
か
く
れ
里
』
に
は
、
各
巻
末
左
下
隅
に
、
陰
刻
「
源
小
泉
／
大
和
大
極
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」

の
印
記
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
に
は
、
巻
末
に
、
上
下
に
印
が
捺
し
て
あ
り
、
上
部
に
朱
円
印
で
「
小
泉
」、
下
部
に
朱
方
印
で
「
蔵
寶
蔵　

七
左
衛
門
尉　

安
信
」
と
あ
る
。
こ
れ
と
同
一
の
も
の
が
『
古
畫
備
考
』（
江
戸
時
代
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
画
人
伝
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
安
信
」
は
狩
野
安
信
と
い
う
狩
野
派
の
絵
師
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
狩
野
安
信
は
一
六
一
四
年
か
ら
一
六
八
五
年
に
活
躍
し
た
絵
師
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
「
安
信
」
が
あ
り
、
上
部
に
方
印
で
「
小
泉
」
と
あ
り
、
下
部
に
壺
型
印
が
あ
り
、
そ
の
左
隣
に
、「
七
左
衛
門
尉　

安
信
」

と
な
っ
て
い
て
、
上
部
の
中
央
は
「
寶
」、
右
側
は
蔵
書
印
を
示
す
「
蔵
」、
左
側
も
「
蔵
」
で
、「
蔵
寶
蔵
」
と
捺
し
て
い
る
。
今
日
は�

『
か
く
れ
里
』
と
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
は
展
示
し
て
い
な
い
が
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
か
く
れ
里
』
二
軸
と
國
學
院
大
學

図
書
館
所
蔵
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
は
、
料
紙
が
金
泥
草
花
紋
様
下
絵
入
斐
紙
、
上
下
に
金
箔
砂
子
、
一
紙
の
寸
法
が
縦
凡
そ

三
十
二
糎
、
横
凡
そ
四
十
八
糎
、
一
行
の
字
数
は
十
二
字
前
後
と
、
江
戸
時
代
前
期
（
寛
文
・
延
宝
期
頃
）
の
大
型
物
語
絵
巻
の
体
裁
を

有
し
て
い
る
。
同
一
の
印
記
、
同
一
の
体
裁
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
は
、
國
學
院
大

學
図
書
館
所
蔵
『
か
く
れ
里
』
二
軸
・
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
と
は
、
同
じ
繪
雙
紙
屋
で
制
作
さ
れ
た

も
の
と
思
量
さ
れ
る
。
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國
學
院
大
學
の
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
各
冊
末
尾
の
印
記
は
、
当
該
古
典
の
制
作
集
団
、
制
作
時
期
、
挿
絵
の
絵
師
を
解
き
明

か
す
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

本
日
は
、「
古
典
か
ら
み
る
日
本
文
化
」
と
の
課
題
の
も
と
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
を

対
象
と
し
て
、
江
戸
時
代
前
期
頃
に
、
日
本
文
化
の
所
産
と
し
て
古
代
の
物
語
で
あ
る
『
住
吉
物
語
』
が
、
ど
の
よ
う
な
本
文
を
展
開
し
、

ど
の
よ
う
に
絵
画
化
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
繪
雙
紙
屋
で
制
作
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
た
。
古
典
籍
、
日
本
文
化
に
対
峙
し
た
と
き
、
皆
さ
ん
、
お
一
人
お
一
人
の
思
考
、
読
み
取
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
、
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
古
典
籍
を
実
見
し
、
実
感
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



48

　
　
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』
の
最
終
場
面
の
挿
絵
の
構
図

「
二
冊
本
」
の
最
終
図

「
三
冊
本
」
の
最
終
図

「
絵
巻
」
の
最
終
図

刊
本

　
最
終
図
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國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
印
記

（
一
）
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
印
記

（
二
）
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
隠
れ
里
』
の
印
記

（
三
）
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
の
印
記

（
四
）『
古
畫
備
考
』
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國
學
院
大
學
の
考
古
学
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成

内　

川　

隆　

志　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
の
考
古
学
研
究
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、
樋
口
清
之
（
一
九
〇
九
―
一
九
九
七
）
が
創
設
し
た
考
古
学
陳
列
室

と
密
接
な
関
係
性
を
も
っ
て
歩
ん
で
き
た
。
今
回
の
講
座
は
、
本
機
構
の
開
設
か
ら
十
周
年
の
記
念
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
博
物
館
は
、
来
年
度
、
開
館
か
ら
九
十
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
る
。
九
十
年
前
、
樋
口
は
、
学
生
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

な
考
え
を
め
ぐ
ら
し
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
自
身
の
構
想
を
実
現
で
き
た
の
か
、
そ
の
詳
細
を
今
日
に
伝
え
る
資
料
は
な
い
。
た
だ
し
、

樋
口
が
開
室
に
向
け
て
寄
贈
し
た
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
開
室
へ
の
熱
意
が
、
当
時
の
指
導
者
で
あ
っ
た
鳥
居
龍
蔵
（
一
八
七
〇
―

一
九
五
三
）
を
は
じ
め
と
し
た
教
授
陣
に
十
分
評
価
さ
れ
、共
働
に
至
れ
ば
こ
そ
の
偉
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

考
古
学
陳
列
室
が
開
室
し
て
以
来
、
こ
の
一
室
が
ま
さ
に
國
大
考
古
学
徒
の
牙
城
と
し
て
、
連
綿
と
息
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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本
講
で
は
、
本
学
に
考
古
学
陳
列
室
が
誕
生
に
至
る
ま
で
の
社
会
的
状
況
を
俯
瞰
し
た
上
で
、
今
一
度
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
考
古

学
研
究
の
歩
み
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
記
録
と
し
て
ま
と
め
る
事
を
眼
目
と
し
た
。

　
　
文
化
財
保
護
政
策
史
の
中
で
の
博
物
館
の
位
置
づ
け

　

文
化
財
保
護
制
度
の
確
立
は
、明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
発
生
し
た
廃
仏
毀
釈
の
下
で
壊
さ
れ
た
仏
教
美
術
、

廃
藩
置
県
や
欧
化
政
策
の
中
で
価
値
が
低
下
し
た
日
本
の
伝
統
的
な
美
術
品
が
多
数
壊
さ
れ
、
ま
た
、
お
雇
い
外
国
人
な
ど
を
通
じ
て
海

外
へ
流
出
す
る
と
い
う
状
況
が
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
あ
っ
て
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
、
大
学
南
校
物
産
局
勤
務

の
町
田
久
成
（
一
八
三
八
―
一
八
九
七
）、
田
中
芳
男
（
一
八
三
八
―
一
九
一
六
）
ら
に
よ
っ
て
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
「
集
古
館
設
立

の
献
言
」
を
受
け
て
政
府
が
同
年
制
定
し
た
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
は
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
の
文
化
財
保
護
政
策
で
あ
り
、
三
一
部
門

の
具
体
的
な
文
化
財
が
政
府
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
町
田
ら
は
同
年
、
東
京
九
段
坂
上
の
招
魂
社
で
物
産

会
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
年
文
部
省
が
発
足
、
湯
島
聖
堂
（
旧
幕
府
昌
平
黌
）
が
、
文
部
省
所
轄
と
な
り
、
文
部
省
博
物
館
と
し
て
改

組
さ
れ
た
。
こ
の
物
産
会
の
最
も
重
要
な
点
は
、
明
治
政
府
の
最
高
学
府
が
主
導
し
、
広
く
国
民
に
物
産
会
の
持
つ
有
用
性
を
謳
い
、
一

般
の
出
品
を
求
め
「
最
寄
ノ
物
品
」
の
品
に
は
賞
を
出
す
な
ど
古
物
へ
の
注
意
を
喚
起
し
た
こ
と
に
あ
る
。
出
品
物
の
売
買
を
認
め
て
い

る
点
は
古
い
物
に
も
金
銭
的
価
値
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
散
逸
、
廃
棄
な
ど
を
回
避
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
東
京
国

立
博
物
館
蔵
の
『
明
治
辛
未
物
産
会
目
録
』
に
は
、
部
門
別
、
出
品
者
別
に
全
て
の
品
目
が
記
さ
れ
、
主
催
者
の
町
田
久
成
、
田
中
芳
男
、

町
田
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
た
蜷
川
式
胤（
一
八
五
三
―
一
八
八
二
）、松
浦
武
四
郎（
一
八
一
八
―
一
八
八
八
）、柏
木
貨
一
郎（
一
八
四
一

―
一
八
九
一
）
な
ど
、
当
時
を
代
表
す
る
好
古
家
達
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
畿
内
の
社
寺
を
調
査
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し
た
壬
申
調
査
や
、
同
年
実
施
さ
れ
た
文
部
省
博
覧
会（

（
（

、
京
都
、
和
歌
山
な
ど
で
開
催
さ
れ
た
地
方
博
覧
会
等
で
広
く
価
値
あ
る
古
い
も

の
の
存
在
を
社
会
に
周
知
さ
せ
る
催
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、日
本
美
術
の
再
評
価
と
い
う
教
育
的
効
果
も
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。

東
京
国
立
博
物
館
は
、
こ
の
文
部
省
博
覧
会
を
濫
觴
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
頃
、新
し
い
学
問
と
し
て
「
古
物
学
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
に
か
け
て
、

文
部
省
で
は
、
海
外
の
諸
科
学
に
つ
い
て
、
天
文
学
・
地
質
学
・
地
文
学
・
化
学
・
建
築
学
・
医
学
・
磺
物
学
・
物
理
学
そ
の
他
、
九
二

分
野
に
つ
い
て
紹
介
し
た
「
百
科
全
書
」
の
一
つ
で
あ
る
柴
田
承
桂
（
一
八
五
〇
―
一
九
一
〇
）
に
よ
る
“Cham

bers ’s Inform
ation 

for the People

”
所
載 A

rchaeology

の
訳
本
『
古
物
学
』
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
往
時
ノ
遺
蹟
遺
物
ニ
憑
拠
シ
テ
、
上
古
ノ

沿
革
演
繹
ス
ル
所
ノ
学
科
ヲ
総
称
シ
テ
、
古
物
学
ト
呼
倣
ス
ニ
至
レ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
遺
跡
・
遺
物
か
ら
歴
史
を
考
察
す
る

学
問
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た（

（
（

。
無
論
、
藤
貞
幹
（
一
七
三
二
―
一
七
九
八
）
や
木
内
石
亭
（
一
七
二
四
―
一
八
〇
八
）
と
い
っ
た
近

世
の
国
学
者
た
ち
が
築
い
た
学
問
の
延
長
上
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
継
承
し
た
当
時
の
文
化
財
行
政
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
好
古
家
た
ち
が
、

こ
の
新
た
な
枠
組
み
と
対
峙
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
転
換
点
と
な
っ
た
事
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。『
古
物
学
』
出
版
前
後
に
明
治

九
（
一
八
七
六
）
年
、
横
山
由
清
（
一
八
二
六
―
一
八
九
七
）『
尚
古
図
説
』、
蜷
川
式
胤
『
観
古
図
説 

陶
器
之
部
』、
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
、
松
浦
武
四
郎
『
撥
雲
餘
興
』
な
ど
図
譜
の
刊
行
が
相
次
い
だ
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
新
し
い
『
古
物
学
』
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
刊
行
物
が
、
古
物
の
価
値
認
識
と
保
存
に
一
役
か
っ
た
こ
と
は
文
化
財
保
護
史
上
再
評
価
さ
れ

る
べ
き
点
で
あ
る
。
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
、黒
川
真
頼
（
一
八
二
九
―
一
九
〇
六
）
が
著
し
た
『
工
芸
志
料
』
上
下
（
博
物
局
）

は
、
古
器
物
を
含
む
日
本
の
工
芸
を
大
き
く
九
部
門
（
織
工
・
石
工
・
陶
工
・
木
工
・
仏
工
・
彫
工
・
革
工
・
金
工
・
漆
工
）
に
分
類
し
、

個
々
の
工
芸
の
来
歴
等
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
わ
が
国
最
初
の｢

日
本
工
芸
史｣
で
あ
り
、
工
芸
の
み
な
ら
ず
建
築
、
造
園
、
土
木
な
ど

を
含
み
、
日
本
の
工
芸
史
を
総
合
的
に
国
内
外
に
知
ら
し
め
、
そ
の
歴
史
と
技
術
に
つ
い
て
殖
産
興
業
を
担
う
工
人
に
自
覚
さ
せ
る
意
図
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を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

一
方
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
九
月
に
、
Ｅ
．
Ｓ
．
モ
ー
ス
（
一
八
三
八
―
一
九
二
五
）
が
行
っ
た
大
森
貝
塚
の
発
掘
調
査
や
ハ
ン

ガ
リ
ー
帝
国
公
使
館
通
訳
と
な
っ
て
い
た
Ｈ
．
Ｖ
．
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
八
五
二
―
一
九
〇
八
）
の
業
績
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
考
古

学
の
幕
開
け
と
し
て
学
史
に
刻
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
の
坪
井
正
五
郎
（
一
八
六
三
―
一
九
一
三
）
に
よ
っ
て
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）

年
に
結
成
さ
れ
た｢

東
京
人
類
学
会｣

、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
、
三
宅
米
吉
（
一
八
六
〇
―
一
九
二
九
）
ら
が
帝
室
博
物
館
を
中

心
に
結
成
し
た｢
考
古
学
会｣

に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
が
、
大
学
を
中
心
と
し
た
本
格
的
な
考
古
学
研
究
が
行
わ
れ
る
の
は
、
浜
田
耕
作

（
一
八
八
一
―
一
九
三
二
）
に
よ
っ
て
京
都
大
学
に
考
古
学
講
座
が
お
か
れ
た
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
か
ら
で
あ
る
。

　

社
寺
を
中
心
と
し
た
文
化
財
保
護
に
関
し
て
は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
大
蔵
省
戸
籍
寮
に
社
寺
課
が
設
置
さ
れ
、
同
年
社
寺
事
務

を
大
蔵
省
か
ら
教
部
省
へ
移
管
し
、
社
寺
所
有
の
器
物
調
査
が
開
始
さ
れ
、｢

寺
院
付
属
ノ
仏
什
物
ハ
帳
簿
ニ
記
載
備
置
セ
シ
ム｣

（
明

治
五
年
八
月
三
日
教
部
省
達
第
一
二
号
）、｢
社
寺
ノ
什
物
祠
堂
ノ
類
ハ
神
官
僧
侶
氏
子
檀
家
等
私
檀
ニ
処
分
ス
ル
ヲ
許
サ
ス｣

（
布
告
第

二
四
九
号 

明
治
六
年
七
月
一
七
日
）、｢

官
国
弊
社
所
蔵
ノ
古
書
宝
器
雛
形
ニ
因
テ
査
核
シ
教
務
省
ニ
差
出
サ
シ
ム｣

（
教
部
省
達
第
三
一

号 

明
治
六
年
十
月
三
一
日
）
な
ど
の
通
達
に
よ
っ
て
社
寺
の
器
物
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
は
、 

「
古
社
寺
保
存
金
の
交
付
」
が
開
始
さ
れ
、
明
治
十
年
に
は
、
教
部
省
が
廃
止
。
社
寺
の
事
務
は
内
務
省
社
寺
局
に
移
管
社
寺
局
の
設
置

に
よ
っ
て
、
全
国
の
社
寺
の
実
態
把
握
が
本
格
化
、｢

社
寺
ノ
宝
物
古
文
書
等
保
護
ノ
為
メ
其
品
目
ヲ
録
上
セ
シ
ム｣

（
内
務
省
達
乙
第

二
二
号　

明
治
一
二
年
五
月
一
九
日
）
に
よ
っ
て｢

社
寺
明
細
帳｣
の
作
成
が
府
県
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
五
月
に
は
、
町

田
久
成
ら
に
よ
っ
て｢

社
寺
什
宝
永
世
保
存
之
儀
ニ
付
発
議｣

、
大
隈
重
信
（
一
八
三
八
―
一
九
二
二
）、
伊
藤
博
文
（
一
八
四
一
―

一
九
〇
九
）
に
よ
っ
て｢

古
社
寺
保
存
方
ニ
付
府
県
営
繕
費
増
額
ノ
件｣
が
出
さ
れ
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
、｢

古
社
寺
維
持
方

法
ノ
件｣

古
社
寺
保
存
内
規
（
内
務
省　

明
治
一
三
年
五
月
一
三
日
）
が
定
め
ら
れ
、古
社
寺
保
存
金
の
交
付
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
、
九
鬼
隆
一
（
一
八
五
二
―
一
九
三
一
）、
岡
倉
天
心
（
一
八
六
三
―
一
九
一
三
）
が
「
古
社
寺
保
存
会
」

を
設
置
、明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
に
は 「
古
社
寺
保
存
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
保
存
対
象
と
な
っ
た
の
は
、そ
の
名
称
が
示
す
と
お
り
、

社
寺
等
の
建
築
物
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
は
、
黒
板
勝
美
（
一
八
七
六
―
一
九
四
六
）
ら
に
よ
っ
て
「
史
蹟
老
樹
調
査
保
存
会
」
が
組
織
さ
れ
、

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
「
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
協
会
」
を
設
立
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
年
に
は
、「
史
蹟
名
勝
天
然

紀
年
物
保
存
法
」（
大
正
八
年
法
律
第
四
四
号
）が
制
定
さ
れ
、保
護
の
範
囲
は
史
跡
や
天
然
記
念
物
に
も
広
が
り
、大
正
十
年（
一
九
二
一
）

か
ら
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
二
四
年
間
に
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
た
総
数
は
五
七
九
件
に
及
ぶ（

（
（

。
法
制
定
時
に
内
務
省
嘱
託
と

な
り
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
会
の
考
査
員
と
い
う
肩
書
き
で
当
時
の
史
跡
指
定
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
柴
田
常
恵
（
一
八
七
七
―

一
九
五
四
）
が
遺
し
た
多
数
の
関
連
資
料
は
、柴
田
を
師
と
仰
ぎ
自
ら
を
「
外
弟
子
」
と
称
す
る
大
場
磐
雄
の
手
に
よ
っ
て
柴
田
の
死
後
、

國
學
院
大
學
に
移
管
さ
れ
、
五
八
一
七
枚
の
写
真
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
八
三
冊
、
五
八
三
七
枚
の
拓
本
、
自
筆
原
稿
類
一
〇
八
冊
、
ガ

ラ
ス
乾
板
一
七
七
枚
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
年
に
は
、「
国
宝
保
存
法
」（
昭
和
四
年
三
月
二
八
日
法
律
第
一
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、「
古
社
寺
保
存
法
」
は 

廃
止
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
「
文
化
財
保
護
法
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
国
宝
七
四
五
一
件
を
指
定
、
帝
室
、
官
立
、
公
立
博
物

館
・
美
術
館
へ
の
出
陳
義
務
を
定
め
、
社
寺
以
外
に
姫
路
城
、
名
古
屋
城
な
ど
城
郭
建
築
が
指
定
対
象
と
な
り
、
個
人
・
地
方
公
共
団
体

の
所
有
物
な
ど
の
工
芸
品
の
指
定
も
行
わ
れ
た
。

　

埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
五
月
、
陵
墓
治
定
に
際
し
「
古
墳
発
見
ノ
節
届
出
方
」（
太
政
官
達
第
五
九
号
）
が

各
府
県
宛
て
に
通
達
さ
れ
、
荒
蕪
地
開
墾
時
に
古
墳
な
ど
が
あ
れ
ば
絵
図
面
を
添
え
て
教
部
省
に
伺
い
を
提
出
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
た
。
明

治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
「
遺
失
物
取
扱
規
則
」（
太
政
官
布
告
五
六
号
）
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
第
六
条
に
「
凡
官
私
ノ
地
内
ニ
於
テ
埋
蔵
ノ
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物
品
ヲ
堀
リ
得
ル
者
ハ
並
ニ
官
ニ
送
リ
地
主
ト
中
分
セ
シ
ム
」
と
規
定
し
た
。
埋
蔵
物
の
発
掘
者
は
官
私
の
別
な
く
発
見
し
た
埋
蔵
物
を
太

政
官
に
送
り
、
発
見
者
と
地
主
で
折
半
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
二
月
、
陵
墓
行
政
が
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
る

と
一
一
月
に
は
、｢

人
民
私
有
地
内
古
墳
等
発
見
ノ
節
届
出
方｣

（
宮
内
省
達
乙
第
三
号　

明
治
一
三
年
一
一
月
一
五
日
）
が
各
府
県
宛
て
に
通

達
さ
れ
、
私
有
地
に
お
け
る
古
墳
発
掘
の
禁
止
な
ら
び
に
不
時
発
見
時
に
お
け
る
宮
内
省
へ
の
上
申
手
続
き
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

　

明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
の 

「
古
社
寺
保
存
法
」
で
は
、
第
一
九
条
に
お
い
て｢

名
所
旧
蹟
ニ
關
シ
テ
ハ
社
寺
に
屬
セ
サ
ル
モ
ノ
ト

雖
仍
本
法
ヲ
準
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得｣

と
し
社
寺
以
外
の
旧
跡
に
も
保
護
を
う
た
っ
て
い
る
。「
学
術
技
芸
若
ハ
考
古
ノ
資
料
ト
ナ
ル
ヘ
キ

埋
蔵
物
扱
ニ
関
ス
ル
件
」（
明
治
三
二
年  

内
務
省
訓
令
第
九
八
五
号
）
が
道
庁
・
府
県
宛
に
発
せ
ら
れ
た
。｢

遺
失
物
法
第
十
三
条
ニ
依

リ
学
術
技
芸
若
ハ
考
古
ノ
資
料
卜
為
ル
ヘ
キ
埋
蔵
物
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
品
質
形
状
発
瀬
ノ
年
月
日
場
所
及
口
碑
等
徴
証
ト
ナ
ル

ヘ
キ
事
項
ヲ
詳
記
シ
模
写
図
ヲ
添
へ
左
ノ
区
別
二
従
ヒ
之
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ
。
一
、
古
墳
関
係
品
其
ノ
他
学
術
技
芸
若
ハ
考
古
ノ
資
料
ト
ナ

ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
宮
内
省 

一
、
石
器
時
代
の
遺
物
ハ
東
京
帝
国
大
学｣

と
し
、
古
墳
関
係
の
も
の
は
宮
内
省
（
博
物
館
）
へ
、
石
器
時
代

の
も
の
は
東
京
帝
国
大
学
へ
通
知
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
五
月
に
は｢

古
墳
発
掘
手
続
ノ
件
依
命
通
牒
」
が

出
さ
れ
、
官
民
有
地
に
関
わ
り
な
く
、
宮
内
省
へ
の
発
掘
手
続
き
を
履
行
す
る
よ
う
各
地
方
庁
に
対
し
て
通
牒
さ
れ
、「
埋
蔵
物
中
参
考

ト
シ
テ
庁
府
県
ニ
保
存
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
そ
の
処
遇
が
定
め
ら
れ
た
。
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
二
月

に
は
、｢

古
墳
及
埋
蔵
物
ノ
発
掘
ニ
関
ス
ル
件｣

（
内
務
省
五
衆
警
第
二
号
）
と
し
て
通
達
さ
れ
、「
史
蹟
名
勝
天
然
紀
年
物
保
存
法
」
制

定
に
向
け
て｢

史
蹟｣

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
古
墳
を
保
存
す
る
意
図
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
の
海
外
流
出
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）
を
機
に
、国
指
定
の
国
宝
の
海
外
へ
の
輸
出
、

本
土
以
外
へ
の
移
出
を
禁
じ
た
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
昭
和
八
年
四
月
一
日
法
律
第
四
三
号
）
を
経
て
、
終
戦
か
ら

五
年
後
の
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
「
文
化
財
保
護
法
」（
昭
和
二
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
一
四
号
）
へ
継
投
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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大
学
博
物
館
の
創
設

　

大
学
博
物
館
は
、
各
大
学
が
学
問
の
体
系
に
則
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
恒
久
的
に
保
存
・
管
理
す
る
施
設
で
あ
る
と
同
時

に
、
学
内
の
教
育
研
究
を
支
援
す
る
研
究
基
盤
施
設
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
先
端
的
な
知
と
情
報
を
創
出
し
、
社
会
に
発
信
す
る
た
め
の
啓

蒙
施
設
で
も
あ
る
。
そ
の
要
件
と
し
て
大
学
内
で
行
わ
れ
る
研
究
の
過
程
で
蒐
集
さ
れ
た
学
術
標
本
類
と
調
査
研
究
の
成
果
が
充
実
し
、

資
料
そ
の
も
の
と
資
料
に
内
在
す
る
情
報
の
ま
と
ま
り
自
体
が
体
系
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

世
界
に
お
け
る
大
学
博
物
館
の
創
設
は
、
一
五
四
三
年
の
イ
タ
リ
ア
・
ピ
サ
大
学
植
物
園
を
最
も
古
い
例
と
し
て
、
一
六
八
三
年
の
イ

ギ
リ
ス
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物
館
、
一
八
五
九
年
の
ア
メ
リ
カ
・
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
比
較
動
物
学
博
物
館
な

ど
が
先
駆
的
な
大
学
博
物
館
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
附
属
植
物
園
（
現

小
石
川
植
物
園
）
を
先
駆
け
と
し
て
、
戦
前
ま
で
に
概
ね
次
に
示
し
た
大
学
博
物
館
が
設
置
さ
れ
て
き
た
。
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年

に
開
館
し
た
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
博
物
場
は
、
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
教
授
で
あ
っ
た
Ｅ
．Ｓ
．モ
ー
ス
が
設
計
し
た
も
の
で
あ

る（
（
（

。
明
治
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
示
し
た
と
お
り
殖
産
興
業
と
密
接
な
実
学
に
結
び
つ
い
た
大
学
博
物
館
が
主
流
を
し
め
て
い
た
こ

と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

明
治
七 　
（
一
八
七
四
）
年　

東
京
帝
国
大
学
理
学
部
附
属
植
物
園
（
現
東
京
大
学
付
属
小
石
川
植
物
園
）

　

明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年　

札
幌
農
学
校
（
現 

北
海
道
大
学
）
付
属
植
物
園

　

明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年　

東
京
帝
国
大
学
理
学
部
博
物
場
（
〜
一
八
八
五
）

　

明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年　

札
幌
農
学
校
博
物
館

　

明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年　

東
京
農
林
学
校
（
現 

東
京
農
工
大
学
）
参
考
品
陳
列
場
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明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年　

東
京
帝
国
大
学
工
科
・
理
科
列
品
室

　

明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年　

東
京
帝
国
大
学
農
科
列
品
室

　

明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年　

東
京
帝
国
大
学
医
科
列
品
室

　

明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年　

東
京
商
船
学
校
（
現
東
京
海
洋
大
学
）
水
産
資
料
館

　

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年　

東
京
農
業
大
学
農
業
資
料
館

　

明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年　

盛
岡
農
林
学
校
（
現
岩
手
大
学
）
農
学
部
付
属
植
物
園

　

明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年　

秋
田
鉱
山
専
門
学
校
（
現
秋
田
大
学
）
鉱
山
学
部
付
属
鉱
業
博
物
館

　

同
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

共
立
薬
学
校
（
現
富
山
大
学
）
大
学
薬
草
園

　

大
正
三 　
（
一
九
一
四
）
年　

京
都
帝
国
大
学
文
学
部
陳
列
館

　

大
正
四 　
（
一
九
一
五
）
年　

広
島
文
理
大
学
（
現
広
島
大
学
）
付
属
教
育
博
物
館

　

大
正
八 　
（
一
九
一
九
）
年　

官
立
鹿
児
島
農
林
専
門
学
校
（
現
鹿
児
島
大
学
）
指
宿
植
物
試
験
場

　

大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年　

三
重
大
学
農
学
部
付
属
農
林
博
物
館

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
年　

東
京
文
理
科
大
学
（
現
筑
波
大
学
）
史
学
科
標
本
室

　

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
年　

早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館　

　

同
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
學
院
大
學
国
史
研
究
室
付
属
考
古
学
陳
列
室

　

昭
和
五 　
（
一
九
三
〇
）
年　

天
理
外
国
語
学
校
（
現
天
理
大
学
）
海
外
事
情
参
考
品
室

　

昭
和
八 　
（
一
九
三
三
）
年　

明
治
大
学
刑
事
博
物
館　

　

昭
和
九 　
（
一
九
三
四
）
年　

早
稲
田
大
学
会
津
博
士
記
念
東
洋
美
術
陳
列
室
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上
哲
次
郎
ま
で
も
が
参
加
し
て
い
た（

（1
（

。

　

ま
た
、
拡
張
委
員
会
で
は
、
第
一
期
拡
張
事
業
と
し
て
道
義
学
科
の
設
置
、
典
故
文
献
の
講
究
、
研
究
科
改
良
拡
張
な
ど
が
、
第
二
期

拡
張
事
業
と
し
て
は
国
法
科
の
設
置
が
決
定
し
た
。
第
一
義
に
掲
げ
ら
れ
た
道
義
学
科
は
「
本
大
学
設
立
の
主
旨
と
す
る
国
体
・
国
礼
の

講
明
、
国
民
道
徳
を
研
修
す
る
場
で
あ
り
、
殊
に
堅
実
な
る
思
想
家
を
養
成
す
る
施
設
」
と
し
て
の
設
置
が
決
定
さ
れ（

（2
（

、
大
学
令
大
学
認

可
に
臨
ん
で
同
八
年
七
月
十
一
日
に
学
則
を
変
更
し
、
大
学
部
を
道
義
・
国
史
・
国
文
の
三
学
科
と
し
て
、
こ
こ
に
道
義
学
科
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
っ
た（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
臨
時
教
育
会
議
に
代
表
さ
れ
る
政
策
的
議
論
や
国
民
道
徳
論
の
展
開
は
、「
国
体
ノ
本
義
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道
義
ノ
精
神

ヲ
徹
底
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
拡
張
事
業
と
内
容
的
に
も
人
的
に
も
交
錯
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
道
義

学
科
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
次
拡
張
事
業
に
お
い
て
国
法
科
の
設
置

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
道
義
学
科
設
置
を
も
っ
て
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
国
体
の
講
明
が
同
学
科
の
み
に

任
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
役
割
の
一
つ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ば
「
國
學
院
設
立
趣
意
書
」
に
示
さ
れ
た

「
国
史
・
国
文
・
国
法
」
に
「
道
義
」
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
正
確
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　

三
、
道
義
学
科
と
道
義
学
会

　

設
置
当
初
の
道
義
学
科
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
は
、
第
一
学
年
に
お
い
て
道
義
（
国
民
道
徳
、
神
道
倫
理
学
）、
国
史
（
国
史
、
神
祇
史
、

古
典
）、
国
語
・
国
文
（
講
読
、
作
文
）、
漢
文
（
講
読
）、
教
育
・
哲
学
（
哲
学
概
論
）、
法
制
・
経
済
（
憲
法
、
皇
室
典
範
）、
英
語 

（
講
読
）、
礼
典
（
礼
法
）、
第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
道
義
（
国
民
道
徳
史
、
神
道
史
、
西
洋
倫
理
学
史
）、
国
史
（
国
史
、
有
職
故
実
、 

　

大
学
博
物
館
の
設
置
を
世
論
に
訴
え
た
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
四
月
三
十
日
の
読
売
新
聞
に
は｢

大
学
付
属
博
物
館
必
要
論
の
所
見

設
置
の
目
的｣

な
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、｢

各
学
科
に
属
す
る
資
料
を
一
堂
に
あ
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
関
係
性
を
明
確
に
し
、
半
公
開
と

し
大
学
外
の
研
究
者
・
愛
好
者
の
利
用
に
供
す
る｣

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
、
郷
土
教
育
の
流
行
と
と
も
に
師

範
学
校
に
郷
土
室
を
設
置
す
る
気
運
が
た
か
ま
り
、
文
部
省
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
六
（
一
九
三
一
）
年
の
二
年
に
わ
た
っ
て
全

国
の
師
範
学
校
に
開
設
の
た
め
の
補
助
金
を
交
付
し
た
の
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
に
お
け
る
考
古
学
陳
列
室
の
開
室
は
、
ま
さ
に
、
学
校

附
属
博
物
館
が
教
育
施
設
と
し
て
の
市
民
権
を
得
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
時
勢
下
に
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
生
で
あ
り
な
が
ら
時
流
の
中

で
、
大
学
博
物
館
の
重
要
性
を
見
抜
い
て
い
た
樋
口
の
慧
眼
は
改
め
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）

年
に
社
団
法
人
日
本
博
物
館
協
会
は
、『
大
学
専
門
学
校
等
に
於
け
る
現
存
設
備
の
博
物
館
的
公
開
利
用
の
提
唱
』
を
発
し
、
一
、
大
学

専
門
学
校
等
に
於
け
る
現
存
設
備
公
開
利
用
の
急
務　

二
、
諸
外
国
大
学
専
門
学
校
等
に
於
け
る
附
設
の
博
物
館　

三
、
我
国
大
学
専
門

学
校
等
に
於
け
る
現
存
設
備
公
開
利
用
の
現
状　

四
、
大
学
専
門
学
校
等
に
於
け
る
現
存
設
備
公
開
利
用
の
方
法
に
関
し
て
具
体
的
な
検

討
と
現
状
に
関
し
て
明
確
に
し
て
い
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
戦
前
の
議
論
は
結
果
と
し
て
戦
後
の
日
本
の
大
学
設
置
基
準
と
な
る
文
部
省
令 

（
大
学
設
置
基
準　

昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）
年
十
月
二
二
日
、
文
部
省
令
第
二
八
号
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
七
日
施
行
））
に
は
、
反
映

さ
れ
ず
、
大
学
博
物
館
設
置
に
関
す
る
条
項
は
な
い
。
敢
え
て
二
条
に
規
定
さ
れ
る
育
成
を
と
も
な
う
植
物
園
の
設
置
が
、
大
学
設
置
基

準
第
三
九
条
に
お
け
る
薬
学
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科
の
設
置
基
準
で
あ
る
薬
用
植
物
園
（
薬
草
園
）
が
相
当
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
が

唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
な
が
ら
く
わ
が
国
の
大
学
に
は
、
博
物
館
を
併
設
す
る
大
学
が
少
な
い
状
況
が
続
い
た
が
、
よ
う
や
く
平
成

八
（
一
九
九
六
）
年
、文
部
科
学
省
学
術
審
議
会
学
術
情
報
資
料
分
科
会
に
お
い
て
『
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
設
置
に
つ
い

て
―
学
術
標
本
の
収
集
・
保
存
・
活
用
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
―
』
が
提
言
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
学
博
物
館
の
有
す
る
学
術 
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標
本
の
現
状
、
学
術
標
本
の
保
護
・
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
大
学
博
物
館
の
必
要
性
と
整
備
の
基
本
的
な
在
り
方
に
つ
い

て
の
方
向
性
が
決
定
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
学
術
情
報
を
積
極
的
に
社
会
に
向
け
て
発
信
し
、
研
究
成
果
を
社
会
に
還

元
す
る
施
設
と
し
て
の
大
学
博
物
館
の
重
要
性
も
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
五
月
、
東
京
大
学

総
合
研
究
資
料
館
を
改
組
し
た
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
の
開
館
を
皮
切
り
に
、
全
国
の
旧
帝
大
を
中
心
と
す
る
主
要
な
国
立
大
学
に

次
々
と
大
学
博
物
館
が
設
置
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
国
立
大
学
の
動
向
に
連
動
し
て
私
立
大
学
に
お
い
て
も

博
物
館
設
置
の
気
運
が
た
か
ま
り
、
総
数
三
〇
〇
館
に
せ
ま
る
大
学
博
物
館
が
誕
生
す
る
と
い
う
結
果
を
産
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
実
施
さ
れ
た
九
州
産
業
大
学
の
緒
方
泉
の
調
査
に
よ
る
と（

（
（

、
一
〇
〇
館
の
大
学
博
物
館
か
ら
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、
概
ね
日
本
の
大
学
博
物
館
は
、
一
般
の
博
物
館
に
比
べ
活
動
そ
の
も
の
が
低
調
で
あ
る
と
い
う
現
状
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
て
い
る
。
特
に
博
物
館
の
屋
台
骨
で
あ
る
収
蔵
品
の
整
理
が
追
い
つ
い
て
お
ら
ず
、
研
究
紀
要
な
ど
の
出
版
物
の
少
な
さ
は
社
会
に

還
元
す
べ
き
研
究
成
果
そ
の
も
の
が
危
う
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
外
部
資
金
の
導
入
の
低
さ
は
、
よ
り
積
極
的
な
博
物

館
運
営
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
の
現
れ
で
も
あ
る
と
も
言
え
る
。
加
え
て
、
学
芸
員
養
成
に
か
か
る
実
習
生
の
受
け
入
れ
実
態
の
少
な
さ

は
、
博
物
館
法
施
行
規
則
第
一
条
に
基
づ
く
文
部
科
学
省
の
指
導
と
解
離
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
勿
論
、
学
内
外
に
十
分
な
博
物
館
活
動

を
行
っ
て
い
る
大
学
博
物
館
も
存
在
す
る
が
、
極
論
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
日
本
の
大
学
博
物
館
の
姿
は
、
公
開
は
し
て
い

る
が
積
極
的
な
博
物
館
活
動
が
低
調
で
あ
る
と
い
う
実
態
が
垣
間
見
え
、
平
成
八
年
当
初
に
掲
げ
た
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
設
置
目
標
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
露
呈
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
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國
學
院
大
學
に
お
け
る
考
古
学
研
究
の
歴
史
と
変
遷

　

國
學
院
大
學
で
考
古
学
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
高
橋
健
自
（
一
八
七
一
―
一
九
二
九
）
が
講
師
に
着
任
し
た
明
治
四
四

（
一
九
一
一
）
年
に
遡
る
。
一
方
、明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
坪
井
正
五
郎
（
一
八
六
三
―
一
九
一
三
）
が

担
当
し
て
い
た｢
人
類
学
概
論｣

の
講
義
は
、
坪
井
が
急
逝
し
た
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
以
降
、
後
任
と
し
て
松
村
瞭
（
一
八
八
〇
― 

一
九
三
六
）
が
受
け
持
っ
た
が
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
の
学
則
改
正
に
伴
い
休
講
と
な
っ
た
。

　

大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
に
は
、再
び
開
講
さ
れ
た
人
類
学
の
講
師
に
鳥
居
龍
蔵
（
一
八
七
〇
―
一
九
五
三
）
が
着
任
し
、教
授
と
な
っ

た
翌
年
か
ら
考
古
学
を
講
じ
た
。
鳥
居
の
下
に
は
、
旧
制
中
学
校
時
代
か
ら
彼
に
師
事
し
て
い
た
谷
川
（
大
場
）
磐
雄
（
一
八
九
九
― 

一
九
七
五
）
や
、樋
口
清
之
ら
が
集
ま
っ
た
。
鳥
居
と
学
生
は
、「
上
代
文
化
研
究
会
」
を
創
設
し
、神
林
淳
雄
・
森
貞
次
郎
・
江
藤
千
万
樹
・

佐
藤
民
雄
・
長
田
實
・
七
田
忠
志
な
ど
、
後
に
斯
界
で
活
躍
し
た
多
く
の
考
古
学
徒
を
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）

年
に
は
、
大
山
柏
（
一
八
八
九
―
一
九
六
九
）
公
爵
が
創
設
し
た
大
山
史
前
学
研
究
所
主
催
の
「
史
前
学
会
」
の
支
部
が
、
本
学
図
書
館

内
に
置
か
れ
、
東
京
都
下
沼
部
貝
塚
の
発
掘
調
査
を
共
同
で
す
る
な
ど
、
本
格
的
に
考
古
学
を
学
ぶ
環
境
が
整
う
と
共
に
、
同
年
内
務
省

嘱
託
と
し
て
神
社
局
考
証
課
に
勤
務
し
て
い
た
大
場
磐
雄
が
講
師
と
し
て
考
古
学
を
講
じ
、
後
に
神
道
考
古
学
を
体
系
化
し
た（

（
（

。

　
［ 

樋
口
清
之
に
よ
る
考
古
学
陳
列
室
の
開
室 

］

　

樋
口
清
之
は
、
奈
良
県
桜
井
市
に
生
ま
れ
、
旧
制
畝
傍
中
学
時
代
に
既
に
そ
の
頭
角
を
表
し
、
既
に
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
頃
に

は
、『
考
古
學
雑
誌
』『
人
類
學
雑
誌
』
な
ど
の
学
術
誌
に
十
数
篇
の
論
考
を
投
稿
し
て
お
り
、
少
壮
学
徒
と
し
て
の
鬼
才
ぶ
り
が
知
ら
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
鳥
居
龍
蔵
を
慕
っ
て
國
學
院
大
學
に
入
学
し
た
樋
口
は
、
憧
れ
の
鳥
居
教
授
の
下
、
考
古
学
、
人
類
学
の
勉
学
に
勤

し
ん
だ
の
で
あ
る
。
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、
國
學
院
大
學
博
物
館
の
淵
源
た
る
考
古
学
陳
列
室
を
開
い
た
樋
口
は
、
当
時
ま
だ
学
部
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の
学
生
で
あ
っ
た
。
中
学
時
代
を
通
じ
て
奈
良
県
各
地
で
採
集
し
た
考
古
遺
物
約
四
〇
〇
〇
点（

（2
（

に
加
え
、
大
場
磐
雄
蒐
集
の
考
古
資
料
等

も
加
え
ら
れ
、
当
時
の
専
務
理
事
で
あ
っ
た
桑
原
芳
樹
氏
に
開
室
を
訴
え
、
実
業
家
の
新
田
長
次
郎
氏
の
寄
付
を
受
け
る
と
共
に
愛
媛
県

立
大
洲
高
等
学
校
長
で
あ
っ
た
父
樋
口
清
二
氏
か
ら
不
足
額
の
充
填
を
得
て
約
三
十
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
展
示
施
設
と
し
て
公
開
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
博
物
館
施
設
の
設
立
計
画
を
俎
上
に
あ
げ
実
践
し
た
の
も
、ま
だ
う
ら
若
き
考
古
学
徒
で
あ
っ
た
樋
口
で
あ
り
、

そ
の
強
力
な
推
進
者
と
し
て
上
代
文
化
研
究
会
長
鳥
居
龍
蔵
を
は
じ
め
、
中
川
徳
治
、
丸
茂
武
茂
、
福
田
耕
次
郎
、
雨
宮
祐
、
新
倉
借
光
、

神
林
淳
雄
、
水
野
久
尚
、
三
木
文
夫
、
森
貞
次
郎
、
江
藤
千
万
樹
、
長
田
実
そ
の
他
各
方
面
か
ら
の
支
持
者
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
は
、
当
時
の
国
史
研
究
室
主
任
植
木
直
一
郎
の
助
言
に
よ
っ
て｢

考
古
学
資
料
室｣

と
改
名
し
た
。
丁
度
こ

の
年
、
樋
口
が
卒
業
し
、
同
時
に
国
史
研
究
室
の
助
手
を
拝
命
し
、
図
書
館
の
所
管
か
ら
国
史
研
究
室
の
附
属
と
な
っ
て
、
そ
の
主
任
に

任
命
さ
れ
た
時
点
を
も
っ
て
、
今
日
の
國
學
院
大
學
博
物
館
の
礎
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
、
戦
時
体
制

に
入
る
と
、
考
古
学
資
料
室
の
存
在
自
体
変
転
流
転
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
［ 

戦
中
戦
後
の
考
古
学
研
究
と
博
物
館 
］

　

昭
和
十
年
代
に
は
、
千
葉
県
木
更
津
市
で
実
施
し
た
菅
生
遺
跡
の
調
査
記
録
映
像
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
関
東
各
地
で
國
學
院
大
學 

に
よ
る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
七
（
一
九
四
三
）
年
に
は
、
東
京
帝
室
博
物
館
を
退
職
し
た
後
藤
守
一
（
一
八
八
八
―

一
九
六
〇
）
が
教
授
に
着
任
す
る
。
戦
時
下
に
お
い
て
は
、
本
学
出
身
の
考
古
学
徒
も
出
征
を
果
た
し
、
学
問
の
志
半
ば
に
し
て
戦
火
に 

散
っ
た
神
林
淳
雄
の
遺
稿
や
彼
が
蒐
集
し
た
考
古
遺
物
が
本
館
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
、
上
代
文
化
研
究
会
は
國
學
院
大
學
考
古
学
会

と
改
称
し
、
さ
ら
に
『
若
木
考
古
』
を
創
刊
し
て
再
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
研
究
室
で
は
大
場
、
樋
口
指
導
の
下
、
静
岡
県
登
呂
遺
跡
・

長
野
県
平
出
遺
跡
・
山
梨
県
花
鳥
山
遺
跡
・
秋
田
県
大
野
遺
跡
な
ど
学
史
に
名
だ
た
る
遺
跡
の
調
査
を
実
施
し
、
考
古
学
会
で
も
独
自
に

埼
玉
県
真
福
寺
貝
塚
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
、
本
学
で
開
催
し
た
日
本
考
古
学
協
会
第
九
回
総
会 
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で
は
、
縄
文
農
耕
論
の
特
別
発
表
に
対
す
る
会
場
か
ら
の
冷
め
た
反
応
に
肩
を
落
と
し
た
藤
森
栄
一
（
一
九
一
一
―
一
九
七
三
）
が
、 

『
か
も
し
か
み
ち
』
の
一
説
を
引
用
し
た
考
古
学
会
の
新
入
会
員
募
集
ポ
ス
タ
ー
で
気
力
を
回
復
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。

　

昭
和
三
十
年
代
以
降
、
文
化
財
保
護
法
下
に
お
い
て
開
発
に
先
立
つ
大
規
模
な
緊
急
調
査
が
増
加
し
、
神
奈
川
県
三
殿
台
遺
跡
や
中
央

道
八
王
子
地
区
遺
跡
群
で
は
、
多
く
の
大
学
が
合
同
で
発
掘
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
調
査
で
は
、
地
元
向
け
に
ガ
リ
版
刷
り
の
ニ
ュ
ー
ス

が
発
行
さ
れ
、
毎
年
の
若
木
祭
（
学
園
祭
）
で
も
調
査
成
果
が
展
示
さ
れ
た
。
昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
に
は
、
本
学
に
も
考
古
学
専

攻
が
設
置
さ
れ
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
に
は
第
二
部
考
古
学
研
究
会
が
発
足
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
大
き
な
高
ま
り
を
見
せ
た
学

生
運
動
は
考
古
学
に
も
広
が
り
、
行
政
発
掘
と
文
化
財
保
護
、
歴
史
認
識
な
ど
が
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
に
着
任
し
た
小
林
達
雄
に
よ
る
考
古
学
実
習
と
し
て
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
に
は
、
新
潟
県
津
南

町
壬
遺
跡
の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
縄
文
時
代
草
創
期
の
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
得
、
翌
年
か
ら
は
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
に
着
任
し
た

吉
田
惠
二
に
よ
る
東
京
都
三
宅
島
中
郷
遺
跡
で
の
発
掘
調
査
も
始
ま
っ
た
。
以
降
、
縄
文
時
代
の
は
じ
ま
り
と
、
伊
豆
諸
島
に
お
け
る
中

世
信
仰
の
解
明
を
主
た
る
テ
ー
マ
に
毎
年
発
掘
実
習
を
行
な
い
、学
生
主
体
で
ま
と
め
た
報
告
書
を
刊
行
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
、

谷
口
康
浩
教
授
に
よ
る
群
馬
県
居
家
以
岩
陰
遺
跡
と
、
青
木
敬
・
深
澤
太
郎
准
教
授
に
よ
る
長
野
県
穂
高
古
墳
群
の
調
査
を
継
続
し
て
い

る
。
ま
た
、
時
々
の
学
生
の
関
心
な
ど
に
よ
っ
て
各
種
研
究
会
が
組
織
さ
れ
、『
う
つ
わ
』『
亜
州
学
誌
』『
古
墳
文
化
』
な
ど
の
雑
誌
を

刊
行
し
、
考
古
学
会
の
『
上
代
化
』『
若
木
考
古
』
も
復
刊
さ
れ
た
。

　

一
方
、
考
古
学
資
料
館
を
中
心
に
し
た
学
術
調
査
も
行
な
わ
れ
、
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
の
石
川
県
白
山
山
頂
遺
跡
を
皮
切
り

に
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
東
京
都
御
所
穴
洞
窟
遺
跡
・
帆
縫
原
遺
跡
や
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
、
山
形
県
河
井
山
遺
跡
、
平

成
六
（
一
九
九
四
）
年
、
北
海
道
弁
天
島
遺
跡
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年　

富
山
県
尖
山
祭
祀
遺
跡
調
査
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
、

福
井
県
雄
島
祭
祀
遺
跡
、
平
成
一
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
、
広
島
県
吉
備
津
神
社
境
内
地
（
輪
蔵
）
遺
跡
、・
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
、
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静
岡
県
伊
豆
山
経
塚
、
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年　

山
形
県
須
部
野
Ａ
遺
跡
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
、
島
根
県
琴
引
山
の
調
査

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）
年
に
採
択
さ
れ
た
日
本
文
化
研
究
所
の
文
部
省
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
事
業

で
は
、
大
場
磐
雄
・
折
口
信
夫
・
柴
田
常
恵
ら
の
遺
し
た
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
な
ど
の
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ
、
現
在
國
學
院
大
學
博
物
館

が
そ
の
業
務
を
引
き
継
ぎ
、
國
學
院
大
學
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
公
開
し
て
い
る
。

　

平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
の
本
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
英
国
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
や
東
京
で
の
展
示
会
を
開
催

し
た
ほ
か
、
モ
ン
ゴ
ル
調
査
も
行
な
わ
れ
た
。
翌
年
に
は
、
文
部
科
学
省
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
「
神
道
と
日
本
文
化
の
国

学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
が
採
択
さ
れ
、
考
古
学
も
研
究
グ
ル
ー
プ
の
一
翼
と
し
て
、
中
国
・
韓
国
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ロ
シ
ア
な
ど
世

界
の
国
々
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
。
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
か
ら
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
、
文
部

科
学
省
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
に
「
モ
ノ
と
心
に
学
ぶ
伝
統
の
知
恵
と
実
践
」
事
業
が
選
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
蓄

積
し
て
き
た
学
術
資
産
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
資
料
を
蒐
集
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
す
る
展
示
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
公
開
講
座
を

企
画
し
、
研
究
を
推
進
し
た
。
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
、
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
資
料
館
を
國
學
院
大
學
博
物
館
に
改
称
、

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
か
ら
は
、
文
化
庁
補
助
事
業
で
あ
る｢

地
域
と
共
働
し
た
美
術
館
・
歴
史
博
物
館
創
造
活
動
支
援
事
業｣

に

採
択
さ
れ
、
近
在
の
渋
谷
区
、
山
種
美
術
館
、
東
洋
文
庫
、
日
仏
会
館
、
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
岡
本
太
郎
記
念

館
な
ど
と
共
に
地
域
に
根
ざ
し
た
あ
ら
た
な
博
物
館
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成

　

國
學
院
大
學
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
考
古
資
料
に
は
、
戦
前
、
戦
後
の
本
学
の
学
術
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
整
理
後
残
さ
れ
た
も
の
が
多
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く
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
の
文
化
財
保
護
法
制
定
下
、
所
管
行
政
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
な
さ
れ
、

今
日
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
そ
の
詳
細
を
検
証
す
る
手
立
て
は
な
い
。
例
え
ば
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
て

い
る
千
葉
県
市
原
市
姉
崎
二
子
塚
古
墳
出
土
石
枕
（
五
世
紀
）
は
、
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
に
大
場
磐
雄
に
よ
っ
て
調
査
が
実
施
さ

れ
た
も
の
で
、
当
時
の
発
掘
資
料
の
多
く
が
調
査
さ
れ
た
当
時
の
ま
ま
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
処
遇
の

資
料
は
、
関
東
を
中
心
に
各
地
に
及
ん
で
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
現
在
の
所
蔵
者
は
國
學
院
大
學
博
物
館
で
あ
り
、
調
査
記
録
と
共
に
残

さ
れ
た
資
料
の
安
全
な
管
理
と
新
た
な
観
点
で
の
調
査
研
究
が
待
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
発
掘
資
料
と
共
に
館
蔵
資
料
の
多
く
は
、
樋
口
清
之
を
筆
頭
と
す
る
寄
贈
者
の
篤
志
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
開
室
か
ら

九
十
年
を
迎
え
る
今
、
寄
贈
者
の
総
数
は
三
百
人
に
迫
る
。
開
室
当
初
は
、
大
場
磐
雄
の
蒐
集
し
た
関
東
地
方
の
縄
文
土
器
片
や
石
器
、

宮
地
直
一
（
一
八
八
六
―
一
九
四
九
）
に
よ
る
信
仰
資
料
、
国
史
学
会
所
蔵
の
考
古
学
資
料
、
金
鑽
宮
守
氏
（
埼
玉
県
金
鑽
神
社
宮
司
）

寄
贈
の
埴
輪
、
上
代
文
化
研
究
会
の
関
東
地
方
各
地
の
縄
文
土
器
片
や
石
器
、
樋
口
の
竹
馬
の
友
で
あ
っ
た
古
瓦
研
究
家
、
岩
井
孝
次
氏

よ
り
大
和
出
土
の
古
瓦
等
の
寄
付
を
受
け
、
徐
々
に
資
料
を
充
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
金
鑽
宮
守
氏
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
埼
玉
県
大
里
郡

江
南
町
小
原
出
土
の
武
人
埴
輪
（
昭
和
二
二
年
国
指
定
重
要
美
術
品
）
は
、
樋
口
自
ら
が
背
負
っ
て
大
学
に
運
ん
だ
事
を
本
人
が
語
っ
て

い
る
。
ま
た
、
名
古
屋
の
院
友
山
本
直
樹
よ
り
大
型
の
須
恵
器
三
点
が
寄
贈
さ
れ
、
満
員
の
列
車
に
ゆ
ら
れ
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
な
ど
、

自
身
の
蒐
集
活
動
に
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
の
苦
労
話
が
あ
る
。
年
々
秋
に
開
催
さ
れ
る
若
木
祭
に
一
般
公
開
し
た
お
り
、
大
山

柏
が
来
室
さ
れ
、
蒐
集
の
苦
難
を
称
賛
さ
れ
た
こ
と
も
大
い
な
る
励
み
と
な
っ
た
こ
と
を
追
懐
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
寄
贈
者
の
中

で
特
筆
す
べ
き
幾
人
か
を
あ
げ
て
お
く
。

　
［ 

神
林
淳
雄
資
料 

］

　

神
林
淳
雄
氏
は
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
、
山
形
県
東
田
川
郡
羽
黒
町
に
生
ま
れ
た
。
國
學
院
大
學
国
史
学
科
で
は
鳥
居
龍
蔵
の
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薫
陶
を
受
け
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
の
卒
業
と
同
時
に
、
将
来
の
帝
国
博
物
館
を
担
う
正
職
員
と
し
て
「
古
今
ノ
技
芸
品
ニ
関
シ
学

術
的
研
究
ヲ
成
サ
シ
メ
且
技
芸
品
ノ
取
扱
実
務
ヲ
習
得
セ
シ
ム
ル
為
」
に
設
置
さ
れ
た
東
京
帝
室
博
物
館
歴
史
課
の
研
究
員
と
な
っ
た
。

当
時
、関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
本
館
の
復
興
工
事
が
進
ん
で
お
り
、昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
一
一
月
十
日
の
復
興
本
館
（
東

京
国
立
博
物
館
本
館
）
開
館
に
伴
い
、
神
林
氏
も
鑑
査
官
補
に
任
ぜ
ら
れ
、「
列
品
ノ
鑑
査
解
説
陳
列
及
保
管
ニ
関
ス
ル
事
務
」
を
取
り

扱
う
監
査
官
を
補
佐
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
判
任
官
で
あ
り
、
館
の
運
営
の
中
核
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
は
日
本
考
古
学
会
の
幹
事
と
な
っ
た
が
、
翌
一
九
（
一
九
四
四
）
年
二
月
に
召
集
を
受
け
、
出
征
前

に
各
種
雑
誌
に
発
表
し
た
論
考
を
ま
と
め
た
『
土
の
文
化（

（（
（

』
を
宝
雲
社
に
入
稿
し
、
直
ち
に
入
営
し
た
。
惜
し
む
ら
く
、
昭
和
二
二 

（
一
九
四
七
）
年
七
月
、
沖
縄
本
島
に
お
い
て
三
四
歳
で
の
戦
死
を
告
げ
る
公
報
が
家
族
の
元
に
届
け
ら
れ
た
。『
土
の
文
化
』
は
、
空
襲

で
半
焼
に
な
っ
た
遺
稿
が
遺
族
の
捜
索
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
学
友
で
あ
る
樋
口
清
之
の
協
力
を
得
て
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
、
國

學
院
大
學
考
古
学
資
料
室
か
ら
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
両
親
は
、
出
版
に
よ
せ
て
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

と
し
ま
ね
く　

待
ち
に
ま
ち
た
る　

す
り
ま
き
の　

よ
に
い
て
し
こ
そ　

う
れ
し
か
り
け
れ　

父　

勝
金

　
　

友
人
の　

あ
つ
き
な
さ
け
に　

よ
み
か
え
る　

我
子
の
い
ふ
き
に　

む
ね
は
た
か
な
る　
　
　

母　

さ
ゐ

　

神
林
氏
が
存
命
中
に
作
成
し
た
実
測
図
・
拓
本
・
写
真
等
は
、
没
後
、
樋
口
清
之
を
介
し
て
遺
族
か
ら
本
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

実
に
フ
ァ
イ
ル
三
七
冊
分
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
氏
が
蒐
集
し
た
考
古
資
料
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　
［ 

梅
本
俊
二
氏
資
料 

］

　

國
學
院
大
學
所
蔵
の
中
国
貔
子
窩
出
土
資
料（

（1
（

は
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
が
運
営
し
て
い
た
鞍
山
中
学
校
歴
史
研
究
室
旧
蔵
品
の
一
部

で
あ
る
。
同
歴
史
研
究
室
で
は
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
に
、
本
学
国
史
学
科
を
卒
業
し
た
梅
本
俊
次
教
諭
を
中
心
に
、
満
洲
の
郷

土
史
研
究
を
目
的
と
し
た
考
古
資
料
の
蒐
集
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
近
在
の
古
墳
の
考
古
学
的
な
発
掘
調
査
も
行
っ
て
お
り
、
鳥
居
龍
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蔵
博
士
と
と
も
に
実
施
し
た
鞍
山
・
遼
陽
周
辺
で
の
発
掘
調
査
報
告
が
知
ら
れ
て
い
る
。
蒐
集
資
料
の
内
容
は
、
梅
本
氏
の
編
ん
だ
『
南

満
洲
鞍
山
中
學
校
歴
史
研
究
室
蒐
集
目
録
』
に
よ
る
と
、
新
石
器
時
代
後
期
と
漢
代
の
遺
物
を
中
心
に
、
遼
代
に
至
る
資
料
で
あ
っ
た
。

現
在
、そ
の
大
部
分
は
所
在
不
明
で
あ
る
も
の
の
、ご
く
一
部
が
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
頃
に
鞍
山
中
学
を
退
職
し
た
梅
本
氏
に
よ
っ

て
参
考
資
料
と
し
て
日
本
に
運
ば
れ
、
後
に
御
遺
族
よ
り
正
式
に
本
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
［ 

野
口
義
麿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

野
口
義
麿
氏
は
、
國
學
院
大
學
五
七
期
専
門
部
、
慶
応
義
塾
大
学
を
卒
業
後
、
東
京
国
立
博
物
館
学
芸
部
考
古
課
先
史
室
長
を
歴
任
し
、

逝
去
の
後
、
遺
言
に
よ
っ
て
縄
文
時
代
を
中
心
と
し
た
膨
大
な
資
料
が
寄
贈
さ
れ
た
。
資
料
は
北
海
道
か
ら
沖
縄
県
に
至
る
も
の
で
、
縄

文
時
代
晩
期
の
青
森
県
亀
ヶ
岡
遺
跡
や
千
葉
県
銚
子
市
余
山
貝
塚
、
神
奈
川
県
川
崎
市
十
三
菩
提
貝
塚
出
土
遺
物
な
ど
学
史
的
に
名
高
い

資
料
を
含
ん
で
い
る
。
中
で
も
亀
ヶ
岡
遺
跡
出
土
漆
塗
の
壺
形
土
器
や
余
山
貝
塚
の
ま
と
ま
っ
た
土
器
群
は
特
筆
す
べ
き
貴
重
な
資
料
で

あ
る（

（1
（

。

　
［ 

小
野
良
弘
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

小
野
良
弘
氏
は
、國
學
院
大
學
法
学
部
に
学
び
、学
業
の
傍
ら
考
古
学
に
興
味
を
抱
き
、樋
口
清
之
博
士
の
門
下
と
な
っ
た
。
卒
業
後
は
、

大
手
企
業
に
お
い
て
部
長
の
要
職
を
こ
な
し
な
が
ら
、
殊
に
縄
文
時
代
の
攻
玉
遺
跡
研
究
に
邁
進
さ
れ
、
千
葉
県
の
遺
跡
踏
査
に
情
熱
を

傾
け
ら
れ
た
。
佐
倉
市
神
楽
場
遺
跡
や
印
西
市
天
神
台
遺
跡
な
ど
縄
文
時
代
中
期
か
ら
晩
期
の
攻
玉
に
か
か
る
一
括
資
料
は
、
製
作
工
程

を
明
ら
か
に
で
き
る
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
。
氏
の
篤
志
に
よ
っ
て
本
館
に
移
管
さ
れ
た
遺
物
は
、
一
三
、〇
〇
〇
点
以
上
に
も
の
ぼ
り
、

特
に
印
旛
沼
周
辺
に
お
け
る
縄
文
文
化
研
究
の
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る（

（1
（

。

　
［ 

椛
島
隆
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

椛
島
隆
氏
は
、
小
学
校
六
年
生
の
折
に
東
京
国
立
博
物
館
の
石
田
茂
作
博
士
の
知
遇
を
得
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
考
古
学
に
目
覚
め
、
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世
田
谷
中
学
で
は
恩
師
、
樋
口
清
之
の
薫
陶
を
受
け
た
。
先
輩
に
は
吉
田
格
、
後
輩
に
は
野
口
義
麿
が
い
た
。
戦
後
都
下
の
小
学
校
で
教

鞭
を
執
る
傍
ら
、
神
奈
川
県
横
浜
市
中
村
遺
跡
、
同
川
崎
市
土
橋
遺
跡
、
東
京
都
多
摩
市
連
光
寺
遺
跡
な
ど
、
東
京
近
在
の
遺
跡
を
五
十

年
に
亙
っ
て
入
念
に
踏
査
、
膨
大
な
資
料
を
蒐
集
さ
れ
た
。
中
に
は
文
化
財
保
護
法
の
網
を
か
い
く
ぐ
り
、
開
発
先
行
で
行
政
的
な
発
掘

調
査
が
充
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
遺
跡
に
赴
き
、
一
つ
一
つ
遺
物
を
拾
い
集
め
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
縄
文

か
ら
古
墳
時
代
に
到
る
完
形
土
器
二
一
点
を
含
め
、
土
器
片
は
七
〇
箱
、
石
器
類
は
四
、〇
三
七
点
を
数
え
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
の
石
器

時
代
遺
物
な
ど
海
外
の
貴
重
な
資
料
も
含
ま
れ
て
い
る（

（1
（

。

　
［ 

徳
富
蘇
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

熊
本
県
益
城
町
に
生
ま
れ
た
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
―
一
九
五
七
）
は
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
言
論
人
、
歴
史
家
、
評
論
家

で
、
日
本
で
最
初
の
総
合
雑
誌
「
国
民
之
友
」
を
創
刊
し
、
ま
た
全
百
巻
の
「
近
世
日
本
国
民
史
」
を
刊
行
し
た
こ
と
で
名
を
馳
せ
た
。

蘇
峰
自
ら
は
、
言
論
活
動
の
傍
ら
教
養
的
趣
味
の
一
つ
と
し
て
蒐
集
を
行
い
、
後
に
二
男
萬
熊
（
一
八
九
二
―
一
九
二
四
）、
四
男
武
雄 

（
一
九
〇
九
―
一
九
六
〇
）
に
よ
っ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
厚
み
を
増
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
域
的
に
は
北
海
道
か
ら
九
州
、
朝
鮮
半
島
、

中
国
に
及
ん
で
お
り
、
内
容
的
に
は
石
器
時
代
遺
物
・
古
瓦
・
板
碑
・
古
陶
磁
な
ど
極
め
て
広
範
な
も
の
が
含
ま
れ
、
な
か
で
も
板
碑
は

七
一
点
を
数
え
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
縄
文
時
代
で
は
、
東
京
都
大
田
区
下
沼
部
貝
塚
、
東
京
都
国
分
寺
市
恋
ヶ
窪
遺
跡
、

千
葉
県
市
川
市
堀
之
内
貝
塚
、
千
葉
県
船
橋
市
古
作
貝
塚
、
千
葉
県
市
川
市
姥
山
貝
塚
、
神
奈
川
県
横
浜
市
織
元
貝
塚
、
同
市
三
沢
貝
塚
、

同
市
箕
輪
貝
塚
、
茨
城
県
土
浦
市
上
高
津
貝
塚
、
同
市
小
松
貝
塚
な
ど
関
東
地
方
の
学
史
的
に
も
有
名
な
資
料
が
含
ま
れ
、
弥
生
時
代
で

は
東
京
都
大
田
区
久
ケ
原
遺
跡
な
ど
の
資
料
が
注
目
さ
れ
る
。
蘇
峰
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
東
京
人
類
学
会
に
入
会
し
て
お

り
、
人
類
学
へ
の
興
味
を
示
し
、
京
城
日
報
赴
任
時
代
（
一
九
一
〇
―
一
九
一
八
）
に
は
、
同
地
に
お
い
て
古
瓦
、
石
製
墓
誌
な
ど
の
考

古
遺
物
を
蒐
集
し
て
い
る
。
二
男
萬
熊
は
、岡
山
第
六
高
等
学
校
時
代
の
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
に
東
京
人
類
学
会
に
入
会
し
て
お
り
、
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岡
山
県
下
の
考
古
学
研
究
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
病
弱
な
彼
は
蘇
峰
邸
の
牛
後
庵
（
山
王
草
堂
）
に
常
住
起
臥
し
考
古
学
研
究
に
勤
し
ん
だ
。

一
方
、
四
男
武
雄
は
、『
考
古
學
雑
誌
』『
人
類
學
雑
誌
』
に
多
数
の
論
文
を
投
稿
す
る
な
ど
、
主
に
前
述
し
た
関
東
地
方
の
縄
文
、
弥
生

遺
跡
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
館
の
収
蔵
品
は
安
本
收
氏
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
財
団
法
人
蘇
峰
会
が
所
蔵
さ
れ
て
い

た
約
七
〇
〇
点
に
及
ぶ
資
料
を
一
括
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る（

（1
（

。

　
［ 

上
川
名
昭
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

上
川
名
昭
氏
は
、
茨
城
師
範
学
校
を
卒
業
後
、
國
學
院
大
學
文
学
部
史
学
科
に
入
学
、
博
士
課
程
を
退
学
後
、
日
本
大
学
第
三
高
等
学

校
教
諭
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
。
教
員
の
か
た
わ
ら
生
田
古
代
学
研
究
会
を
創
設
し
、
考
古
学
研
究
に
邁
進
し
、
茨
城
県
大
洗
吹
上
貝
塚
や

神
奈
川
県
上
石
田
遺
跡
他
関
東
甲
信
各
地
の
遺
跡
を
調
査
し
多
く
の
論
考
を
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年
に
逝

去
さ
れ
た
後
、
ご
遺
族
の
意
思
で
本
館
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
総
数
四
〇
〇
点
近
く
を
数
え
る（

（1
（

。

　
［ 

服
部
和
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

服
部
和
彦
氏
は
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
、
早
稲
田
大
学
を
一
九
歳
で
繰
り
上
げ
卒
業
し
、
関
東
軍
砲
兵
学
校
に
山
砲
兵
と
し
て

入
隊
、
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
に
は
陸
軍
少
尉
と
な
っ
た
。
終
戦
後
シ
ベ
リ
ア
へ
拘
留
さ
れ
、
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
に
復
員

後
、
仏
教
美
術
の
蒐
集
を
始
め
、
昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）
年
に
、
登
呂
博
物
館
の
望
月
菫
弘
氏
の
紹
介
で
、
静
岡
市
片
山
の
国
分
寺
跡

発
掘
調
査
に
参
加
し
て
い
た
仏
教
考
古
学
者
の
石
田
茂
作
博
士
と
知
遇
を
得
て
以
来
、
師
事
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
る
。
一
方
で
、
昭
和
三
三

（
一
九
五
八
）
年
に
静
岡
市
に
於
い
て
東
洋
薬
品
株
式
会
社
を
設
立
し
、
実
業
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
服
部
氏
の
蒐
集
は
静
岡
県
を
主

と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、時
に
東
京
、鎌
倉
、奈
良
、京
都
に
も
及
び
、石
田
博
士
の
も
と
を
訪
れ
る
度
に
新
た
な
蒐
集
品
を
必
ず
持
っ

て
行
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
石
田
博
士
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
度
に
、
蒐
集
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
） 

年
、
石
田
博
士
が
喜
寿
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
服
部
氏
の
蒐
集
品
の
中
か
ら
主
眼
で
あ
る
仏
教
美
術
品
お
よ
そ
三
四
〇
点
を
石
田
自
ら
が
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選
出
し
、
各
資
料
に
解
説
文
を
そ
え
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
『
和
玄
洞
古
玩
図
録
』
が
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和

五
二
（
一
九
七
七
）
年
に
は
、
そ
れ
ら
の
美
術
品
を
展
示
・
保
管
す
る
和
玄
洞
集
古
館
を
静
岡
市
に
設
立
し
た
。
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）

年
、
服
部
氏
の
篤
志
で
本
館
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
仏
像
・
密
教
法
具
・
和
鏡
・
御
正
躯
・
懸
仏
・
仏
塔
・
神
道
美
術
・
考
古
資
料
な

ど
二
〇
五
四
点
に
も
の
ぼ
る（

（1
（

。

　
［ 

吉
谷
昭
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

］

　

鳥
取
大
学
名
誉
教
授
の
吉
谷
昭
彦
氏
が
、
黒
曜
石
の
研
究
を
始
め
た
の
は
、
五
九
歳
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
重
篤
な
疾
患
を
か
け
て
の

研
究
で
あ
り
な
が
ら
全
国
四
〇
〇
ヶ
所
に
及
ぶ
黒
曜
石
原
産
地
を
踏
査
し
、
全
て
の
化
学
分
析
結
果
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
遺
跡
か
ら

発
掘
さ
れ
た
黒
曜
石
製
品
の
原
産
地
同
定
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
な｢

本
邦
産
黒
曜
石
ア
ト
ラ
ス｣

を
六
五
歳
で
完
成
さ
せ
た
。
本
館
に

は
、
そ
の
貴
重
な
黒
曜
石
の
原
石
と
共
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
全
て
が
寄
贈
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。

　
　
む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
國
學
院
大
學
の
考
古
学
研
究
の
歴
史
と
國
學
院
大
學
博
物
館
の
濫
觴
た
る
考
古
学
陳
列
室
の
開
室
か
ら
今
日
に
到
る
経
緯
を
振

り
返
っ
て
み
た
。
永
い
月
日
の
う
つ
ろ
い
の
中
で
、
様
々
な
ヒ
ト
と
モ
ノ
が
織
り
な
し
、
培
わ
れ
た
こ
の
財
産
を
更
に
未
来
に
繋
い
で
い

く
責
任
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
取
り
急
ぎ
、
九
十
年
の
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
今
後
の
課
題
を
幾
つ
か
提
示
し
て
お

か
ね
ば
な
る
ま
い
。
先
ず
は
足
元
を
固
め
る
意
味
で
館
史
の
整
理
と
館
祖
樋
口
清
之
博
士
の
顕
彰
を
行
い
、
世
に
送
っ
た
数
多
の
業
績
か

ら｢

樋
口
学｣

の
真
髄
を
確
固
た
る
形
と
し
て
後
世
に
残
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
既
に
実
施
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
九
十
年
の
永
き
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
学
術
資
料
の
中
で
、
特
に
斯
学
に
と
っ
て
必
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要
な
も
の
に
関
し
て
、
今
日
の
学
問
レ
ベ
ル
で
の
再
整
理
、
再
評
価
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
博
物
館
を
活
用
し
た
専
門

教
育
、
人
材
育
成
は
当
面
の
課
題
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
研
究
の
成
果
を
積
極
的
に
社
会
に
発
信
す
る
だ
け
で
な
く
、

来
館
者
が
折
り
に
触
れ
、
親
し
み
深
い
大
学
博
物
館
で
あ
る
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
を
熟
考
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　

註

　
（
１ 

）
明
治
五
年
三
月
十
日
、
湯
島
聖
堂
大
成
殿
を
会
場
と
し
て
文
部
省
博
物
局
に
よ
る
最
初
の
博
覧
会
。
会
期
は
二
十
日
間
で
あ
り
、

列
品
資
料
は
、
前
年
の
大
学
南
校
物
産
会
の
資
料
を
引
継
ぎ
、
さ
ら
に
翌
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
開
催
さ

れ
る
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
の
参
加
準
備
も
兼
ね
、
広
く
全
国
に
出
品
を
呼
び
か
け
資
料
を
蒐
集
し
て
い
る
。
博
覧
会
出
品
目
録

草
稿
に
よ
る
と
陳
列
品
は
、
御
物
を
は
じ
め
と
す
る
古
器
旧
物
と
剥
製
、
標
本
な
ど
の
天
産
物
を
中
心
に
六
〇
〇
点
余
り
を
数
え
、

特
に
、
大
成
殿
中
庭
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
展
示
さ
れ
た
名
古
屋
城
の
金
鯱
は
観
覧
者
の
人
気
を
博
し
、
会
期
を
四
月
末
日
ま
で
延

長
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
な
ど
で
あ
る
。
一
日
平
均
約
三
〇
〇
〇
人
の
観
覧
者
が
大
成
殿
に
足
を
運
び
総
数
十
五
万
人
が
訪
れ
た
。

　
（
２
）
齋
藤
忠　

一
九
七
九　
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
二　

明
治
時
代
１
』
一
―
三
四
頁

　
（
３ 

）
初
版
序
文
に
よ
る
と
本
書
出
版
に
は
、
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
開
催
さ
れ
る
予
定
の
パ
リ
で
の
博
覧
会
参
加
に
あ
た
り
、

自
国
の
工
芸
史
を
工
人
に
周
知
し
、
職
業
意
識
を
向
上
さ
せ
博
く
海
外
に
紹
介
す
る
意
図
を
説
い
て
い
る
。

　
（
４
）
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
史
跡
研
究
会
監
修　

一
九
九
一
『
図
説
日
本
の
史
跡
』
同
朋
社
に
よ
っ
て
集
計
。

　
（
５ 

）
西
村
公
宏
・
飯
淵
康
一
・
永
井
康
雄　

二
〇
〇
六　

｢

東
京
大
学
理
学
部
博
物
場
の
建
築
と
公
開
に
つ
い
て｣

『
日
本
建
築
学
会

系
論
文
集
』
第
（0（
号　

日
本
建
築
学
会
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（
６
）
日
本
博
物
館
協
会　

一
九
四
三　
『
博
物
館
研
究
』
第
一
六
巻
第
九
號

　
（
７
）

　
　
（
校
舎
等
施
設
）

　
　

 
第
三
十
六
条　

大
学
は
、
そ
の
組
織
及
び
規
模
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
専
用
の
施
設
を
備
え
た
校
舎
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　

一　

学
長
室
、
会
議
室
、
事
務
室

　
　
　

二　

研
究
室
、
教
室
（
講
義
室
、
演
習
室
、
実
験
・
実
習
室
等
と
す
る
）

　
　
　

三　

図
書
館
、
医
務
室
、
学
生
自
習
室
、
学
生
控
室

　
　
　

２　

研
究
室
は
、
専
任
の
教
員
に
対
し
て
は
必
ず
備
え
る
も
の
と
す
る

　
　
　

３　

教
室
は
、
学
科
又
は
課
程
に
応
じ
、
必
要
な
種
類
と
数
を
備
え
る
も
の
と
す
る

　
　
　

４　

校
舎
に
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
な
る
べ
く
情
報
処
理
及
び
語
学
の
学
習
の
た
め
の
施
設
を
備
え
る
も
の
と
す
る

　
　
　

５　

 

大
学
は
、
校
舎
の
ほ
か
、
原
則
と
し
て
体
育
館
を
備
え
る
と
と
も
に
、
な
る
べ
く
体
育
館
以
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
講
堂

並
び
に
寄
宿
舎
、
課
外
活
動
施
設
そ
の
他
の
厚
生
補
導
に
関
す
る
施
設
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

６　

 

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
（
以
下
「
夜
間
学
部
」
と
い
う
）
を
置
く
大
学
又
は
昼
夜
開
講
制
を
実
施
す
る
大
学
に
あ

つ
て
は
、研
究
室
、教
室
、図
書
館
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
、教
育
研
究
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
（ 

昭
四
八
文
令
二
九
・
一
部
改
正
、
平
三
文
令
二
四
・
旧
第
三
十
七
条
繰
上
・
一
部
改
正
、
平
一
五
文
科
令
一
五
・
平
一
九
文
科
令

二
二
・
一
部
改
正
）

　
　

 

第
三
十
九
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
部
を
置
き
、
又
は
学
科
を
設
け
る
大
学
に
は
、
そ
の
学
部
又
は
学
科
の
教
育
研
究
に
必
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要
な
施
設
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
附
属
施
設
を
置
く
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

学
部
又
は
学
科　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
属
施
設

　
　
　
　

教
員
養
成
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科　
　
　
　

附
属
学
校

　
　
　
　

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部　
　
　
　
　
　

附
属
病
院

　
　
　
　

農
学
に
関
す
る
学
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
場

　
　
　
　

林
学
に
関
す
る
学
科　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

演
習
林

　
　
　
　

獣
医
学
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科　
　
　
　
　

家
畜
病
院

　
　
　
　

畜
産
学
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科　
　
　
　
　

飼
育
場
又
は
牧
場

　
　
　
　

水
産
学
又
は
商
船
に
関
す
る
学
部　
　
　
　
　

練
習
船
（
共
同
利
用
に
よ
る
場
合
を
含
む
）

　
　
　
　

水
産
増
殖
に
関
す
る
学
科　
　
　
　
　
　
　
　

養
殖
施
設

　
　
　
　

薬
学
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科　
　
　
　
　
　

薬
用
植
物
園
（
薬
草
園
）

　
　
　
　

体
育
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科　
　
　
　
　
　

体
育
館

　
　
　
　
　

文
部
省
令
（
大
学
設
置
基
準　

昭
和
三
一
年
十
月
二
十
二
日　

文
部
省
令
第
二
八
号
（
平
成
二
六
年
十
月
七
日
施
行
））

　
（
８
）
緒
方
泉
編　

二
〇
〇
七　
『
日
本
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
総
覧
』
昭
和
堂

　
（
９ 

）
大
場
磐
雄
は
、
鳥
居
龍
蔵
・
折
口
信
夫
・
宮
地
直
一
か
ら
考
古
学
・
民
俗
学
・
神
道
史
学
を
学
び
、
柴
田
常
恵
の
仏
教
考
古
学

に
倣
っ
て
「
神
道
考
古
学
」
を
提
唱
し
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
伊
豆
下
田
に
所
在
す
る
洗
田
遺
跡
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

大
場
学
と
も
称
す
べ
き
神
道
考
古
学
は
、
折
口
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
民
俗
宗
教
考
古
学
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
椙

山
林
継
は
、比
較
民
族
宗
教
考
古
学
と
し
て
の
「
祭
祀
考
古
学
」
を
唱
え
、広
く
海
外
に
お
け
る
宗
教
考
古
学
と
の
協
同
を
促
し
た
。
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大
場
が
神
道
考
古
学
を
構
想
し
た
伊
豆
地
域
は
、
そ
の
後
も
本
学
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
り
、
吉
田
惠
二
に
よ
る
実
習
調
査
や
、

考
古
学
資
料
館
を
主
体
と
す
る
学
術
調
査
で
は
、
考
古
学
・
歴
史
学
・
民
俗
学
を
動
員
し
て
、
伊
豆
・
伊
豆
諸
島
の
祭
祀
遺
跡
を

検
討
し
て
い
る
。
現
在
、
神
道
考
古
学
の
学
統
は
、
祭
祀
考
古
学
を
導
引
す
る
本
学
の
笹
生
衛
教
授
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
（
（0 
）
樋
口
博
士
が
中
学
時
代
に
採
取
さ
れ
た
石
器
時
代
遺
物
一
一
八
点
と
そ
れ
に
付
随
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
実
測
図
「
奈
良
縣
下
弥

生
式
縄
文
式
石
器
資
料
ヲ
含
ム
」
一
三
点
が
博
物
館
に
現
存
す
る
。

　
（
（（
） 

神
林
淳
雄　

一
九
五
九　
『
土
の
文
化
』　

國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
室

　
（
（（ 

）
神
林
淳
雄
資
料
研
究
会　

二
〇
〇
五　

｢

神
林
淳
雄
資｣　
『
上
代
文
化　

國
大
考
古
学
１
０
０
年
記
念
』
第
（（
輯　

國
學
院
大
學

考
古
学
會

　
（
（（ 

）
大
日
方
一
郎
・
劉
菲
・
岩
井
優
莉
佳　

二
〇
二
三　

｢

遼
寧
省
普
蘭
店
市
貔
子
窩
出
土
資
料-

旧
鞍
山
中
学
歴
史
研
究
室
旧
蔵
資

料｣

『
國
學
院
大
學
学
術
資
料
館　

考
古
学
資
料
館
紀
要
』
第
（（
輯

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

一
九
八
三
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

故
野
口
義
麿
寄
贈
資
料
』

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

一
九
八
九
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

小
野
良
弘
旧
蔵
資
料
』

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

一
九
九
〇
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

椛
島
隆
寄
贈
資
料
』

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
一
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

徳
富
蘇
峰
旧
蔵
資
料
』

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
五
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

上
川
名
昭
旧
蔵
資
料
』

　
（
（（
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
六
『
服
部
和
彦
氏
寄
贈
資
料
図
録
Ⅰ　

和
鏡
・
柄
鏡
』

　
　
　

 

國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
八
『
服
部
和
彦
氏
寄
贈
資
料
図
録
Ⅱ　

懸
仏
』

　
　
　

 

國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
九
『
服
部
和
彦
氏
寄
贈
資
料
図
録
Ⅲ　

仏
像
・
仏
具
・
考
古
資
料
』

　
（
（0
）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
編　

二
〇
〇
七
『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
要
覧　

吉
谷
昭
彦
博
士
寄
贈
黒
曜
岩　

資
料
』
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神
道
考
古
学
か
ら
祭
祀
考
古
学
へ

　
　
　
―
最
近
の
祭
祀
遺
跡
研
究
か
ら
見
た
古
代
祭
祀
の
実
態
と
神
観
―

笹　

生　
　
　

衛　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

大
場
磐
雄
の
古
代
祭
祀
像　

神
道
考
古
学
を
提
唱
し
た
大
場
磐
雄
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
の
姿
に
つ
い
て
、
祭
祀
遺
跡
を
参
考
に
次
の

よ
う
に
考
え
た
。

　
　

�

す
な
わ
ち
当
代
人
は
一
定
の
場
所
に
斎
庭
を
選
定
し
樹
枝
（
榊
の
ご
と
き
）
に
石
製
の
剣
・
玉
・
鏡
を
吊
し
、
こ
れ
を
神ひ

も
ろ
ぎ籬

と
し
て

神
霊
を
招
き
、
そ
の
前
に
多
数
の
土
師
器
や
小
土
器
を
掘
り
据
え
置
き
並
べ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
御
酒
御
饌
を
盛
り
、
厳
か
な
祭
祀

を
執
行
し
た
。
終
了
後
祭
器
具
は
付
近
に
一
括
埋
納
し
て
、
汚
穢
に
触
れ
ぬ
措
置
を
と
っ
た
。
第
二
回
も
第
三
回
も
、
同
一
箇
所
で

執
行
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
場
所
に
埋
納
さ
れ
た
。
そ
の
都
度
新
し
い
祭
器
が
作
ら
れ
た
か
ら
、
幾
回
か
繰
返
さ
れ
た
時
は
、
多

量
の
祭
器
が
埋
納
さ
れ
た（

（
（

。
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こ
の
大
場
の
見
解
は
、
現
在
も
古
代
祭
祀
や
神
社
の
初
源
形
態
を
考
え
る
上
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
神
祭
り
で

使
う
用
具
「
祭
具
」
は
石
製
・
土
製
模
造
品
や
小
型
の
手
捏
土
器
が
中
心
で
あ
る
と
の
祭
祀
像
と
、
神
霊
は
神
籬
（
榊
な
ど
の
樹
枝
）
に

慿
来
す
る
と
い
う
神
観
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
考
古
学
の
調
査
結
果
や
宗
教
学
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
く
と
、
大
場
が
示
し
た
古
代

の
祭
祀
像
と
は
異
な
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
改
め
て
古
代
の
祭
祀
と
神
観
に
つ
い
て
、
東
ア
ジ
ア
的
な
視
点
を
含
め
た
「
祭
祀
考
古
学
」
の
立
場
か
ら
、
近
年

の
調
査
・
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
検
証
し
て
み
た
い
。

　
　
一
、
祭
祀
遺
跡
の
新
視
点

祭
祀
遺
跡
と
は

　
Ａ
．
Ｄ
．
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
、
日
本
列
島
の
各
地
域
（
東
北
地
方
か
ら
九
州
）
で
祭
祀
遺
跡
が
明
ら
か
と
な
る
。

後
に
述
べ
る
「
神
（
カ
ミ
）」
に
対
し
、
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
、
酒
食
を
供
え
生
活
・
生
産
・
交
通
の
平
安
・
安
寧
を
祈
る
。
そ
れ
が
祭

祀
で
あ
り
、
そ
の
痕
跡
が
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
。

　

祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
共
通
し
た
品
々
が
あ
る
。
カ
ミ
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
は
、
儀
礼
用
の
小
型
銅
鏡
、
滑
石
製
の

鏡
・
勾
玉
・
剣
の
模
造
品
が
あ
り
、
カ
ミ
へ
酒
食
を
供
え
る
土
器
に
は
、
須
恵
器
の
甕
や
杯
、
土
師
器
の
杯
、
そ
し
て
手
捏
土
器
と
呼
ば

れ
る
小
型
土
器
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
々
が
、
特
定
の
場
所
に
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
灌
漑
用
水
路
な
ど
へ
と
投
入
さ
れ
た
り
し
た
状
況
で

祭
祀
遺
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

初
期
の
祭
祀
遺
跡
　
そ
の
初
期
、
四
世
紀
後
半
の
遺
跡
の
一
つ
が
、
宗
像
・
沖
ノ
島
の
十
七
号
遺
跡
で
あ
る
。
十
七
号
遺
跡
か
ら
は
直
径

二
七
㎝
に
達
す
る
大
型
品
を
含
む
多
数
の
銅
鏡
の
ほ
か
、
刀
剣
類
、
石
製
腕
飾
類
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
の
品
々
は
、
沖
ノ
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島
の
神
を
象
徴
す
る
巨
岩
群
の
隙
間
へ
と
差
し
込
み
重
ね
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る（

３
（。

こ
れ
は
、
祭
祀
で
捧
げ
た
ま
ま
の
状
態
と
い
う
よ

り
は
、
祭
祀
の
後
に
捧
げ
物
を
、
神
を
象
徴
す
る
巨
岩
の
も
と
へ
と
納
め
た
形
と
考
え
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。

　

宗
像
・
沖
ノ
島
で
は
、
全
国
的
に
見
て
早
い
段
階
、
四
世
紀
後
半
に
祭
祀
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ヤ
マ
ト
（
大
和
）
と
朝
鮮

半
島
を
最
短
で
結
ぶ
航
路
上
に
位
置
す
る
と
い
う
沖
ノ
島
の
地
理
的
・
環
境
的
な
条
件
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る（

４
（。

そ
こ
に
捧
げ
た
大

型
の
銅
鏡
や
石
製
腕
飾
は
、
奈
良
県
奈
良
市
の
佐
紀
陵
山
古
墳
（
伝
日
葉
酢
媛
命
陵
）
の
よ
う
な
同
時
代
の
大
和
地
域
の
大
型
古
墳
の
副

葬
品
と
共
通
し（

５
（、

祭
祀
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
密
接
な
関
係
の
中
で
行
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ほ
ぼ
同
時
期
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
に
は
、
東
国
で
も
大
和
と
関
係
す
る
祭
祀
の
場
が
成
立
し
た
。
房
総
半
島
の
先
端
、
南

房
総
市
白
浜
町
の
小
滝
涼
源
寺
遺
跡
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
石
製
模
造
品
や
多
数
の
土
器
類
と
と
も
に
、
鉄
剣
や
小
型
鉄
鋌
、
伊
勢
湾

周
辺
（
伊
勢
・
尾
張
地
域
）
の
土
師
器
甕
が
出
土
し
て
い
る（

６
（。

こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
は
、
大
和
、
伊
勢
・
尾
張
地
域
と
東
国
と
の
関
係
性

を
示
唆
す
る
も
の
だ
。
こ
の
遺
跡
は
、
太
平
洋
を
見
晴
ら
す
場
所
に
立
地
す
る
。
房
総
半
島
先
端
の
海
域
は
、
大
和
か
ら
伊
勢
・
尾
張
地

域
を
通
り
海
路
で
東
北
地
方
へ
と
向
う
場
合
、
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
の
難
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
像
・
沖
ノ
島
と
近
い
年
代
に
、

初
期
の
祭
祀
の
場
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
海
域
の
安
全
な
航
行
を
願
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か

け
て
、
大
和
地
域
の
王
権
と
の
か
か
わ
り
で
、
日
本
列
島
の
東
西
に
祭
祀
の
場
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
た
な
祭
祀
遺
跡
　
一
方
で
、
最
近
で
は
古
墳
時
代
の
祭
祀
の
場
の
細
か
な
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
群
馬
県

渋
川
市
の
金
井
下
新
田
遺
跡
で
あ
る（

７
（。

こ
の
遺
跡
は
、
六
世
紀
初
頭
頃
、
榛
名
山
二
ツ
岳
の
噴
火
の
火
砕
流
で
埋
没
し
て
お
り
、
噴
火
直

前
の
様
子
が
生
々
し
く
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
祭
祀
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
土
器
の
集
積
遺
構
（
多
数
の
土
器
を
ま
と
め

た
場
所
）
が
複
数
残
さ
れ
、
さ
ら
に
大
規
模
な
竪
穴
建
物
と
高
床
建
物
を
区
画
・
遮
蔽
す
る
網
代
垣
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
高
床
建
物
が
発

見
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
祭
祀
の
場
は
、
大
場
が
想
像
し
た
よ
う
な
石
製
・
土
製
模
造
品
な
ど
の
祭
祀
遺
物
や
土
器
類
が
ま
と
ま
っ
て
出
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土
す
る
の
み
の
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
多
様
な
施
設
・
建
物
の
複
合
体
で
あ
っ
た
可
能
性
を
、
こ
の
遺
跡
は
示
し
て
い
る
。

　
　
二
、
祭
祀
遺
跡
の
実
態

　

次
に
、
最
近
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
復
元
で
き
る
古
代
の
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

鉄
の
捧
げ
物

　
近
年
の
祭
祀
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
最
も
大
き
な
成
果
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
と
鉄
製
品
と
の
密
接
な
関
係
が
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
だ
。
そ
の
代
表
的
な
例
に
千
葉
県
木
更
津
市
の
千
束
台
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
と
、
愛
媛
県
松
前
町
の
出
作
遺
跡
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
遺
跡
で
あ
る（

８
（。

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
五
世
紀
の
祭
祀
の
場
で
鉄
製
品
が
使
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
特
に
、
五
世
紀
代
の
千
束
台
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
は
、
六
世
紀
代
の
古
墳
の
墳
丘
で
パ
ッ
ク
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
祭
祀

の
後
に
片
付
け
ま
と
め
た
状
況
が
良
好
に
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
石
製
模
造
品
や
土
器
類
の
ほ
か
に
、
鉄
製
模
造
品
（
斧
形
な

ど
）、
鉄
製
の
武
器
（
鉄
鏃
な
ど
）、
農
具
（
曲
刃
鎌
、
Ｕ
字
形
鋤
先
、
手
鎌
）、
工
具
（
刀
子
、
鉇
な
ど
）、
鉄
素
材
（
鉄
鋌
）
が
出
土
し

て
い
る
。
出
作
遺
跡
で
も
、
類
似
し
た
鉄
製
品
が
出
土
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
宗
像
・
沖
ノ
島
の
二
一
号
遺
跡
と
共
通
し
、

東
北
か
ら
九
州
ま
で
の
五
世
紀
以
降
の
祭
祀
遺
跡
で
も
一
定
量
の
鉄
製
品
の
出
土
が
確
認
で
き
る（

９
（。

木
製
の
祭
祀
用
具

　
ま
た
、
低
湿
地
の
祭
祀
遺
跡
の
調
査
例
が
増
加
し
た
結
果
、
従
来
、
台
地
上
の
遺
跡
で
は
腐
朽
し
て
し
ま
っ
た
木
製

品
が
良
い
状
態
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
で
は
、
多
様
な
木
製
品
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
代
表
例
が
静
岡
県
浜
松
市
の
山
ノ
花
遺
跡
で
あ
る（

（1
（

。
こ
こ
で
は
、
大
規
模
な
溝
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
滑

石
製
模
造
品
や
子
持
勾
玉
な
ど
の
祭
祀
用
具
と
と
も
に
多
様
な
木
製
品
が
出
土
し
た
。
木
製
品
に
は
、
捧
げ
物
を
置
く
案あ

ん

（
机
）、
木
製

の
祭
祀
用
模
造
品
（
船
や
刀
）、
楽
器
の
琴
、
刀
の
柄
や
鞘
と
い
っ
た
刀
装
具
、
弓
、
糸
を
紡
ぐ
紡
績
具
や
布
を
織
る
機
織
り
機
、
竪
杵
・
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杵
、
杓
子
と
い
っ
た
調
理
具
ま
で
確
認
で
き
る
。
他
の
五
～
六
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
で
も
共
通
し
た
木
製
品
が
出
土
し
て
お
り
、
古
墳
時
代

の
祭
祀
で
は
、
多
く
の
木
製
品
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

沖
ノ
島
祭
祀
と
神
宮
神
宝

　
こ
れ
ら
五
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
品
々
は
、
六
・
七
世
紀
の
祭
祀
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
を
、

よ
く
示
す
の
が
、
宗
像
沖
ノ
島
の
七
号
遺
跡
と
五
号
遺
跡
で
あ
る
。
そ
の
出
土
品
は
、
神
宮
（
伊
勢
神
宮
）
の
神
宝
（
神
の
た
め
の
宝
物
）

と
一
致
す
る
。

　

七
号
遺
跡
の
年
代
は
六
世
紀
代
。
岩
陰
に
、馬
具
、刀
剣
、鏡
、鏃
、胡
籙
（
矢
の
入
れ
物
）、玉
類
、盾
形
鉄
板
、挂
甲
（
乗
馬
用
の
甲
）、

鉾
な
ど
が
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
形
で
出
土
し
た(（（

(

（
第
１
図
）。

　

刀
剣
に
は
、
鉄
芯
に
銀
を
巻
い
た
「
捩
り
環
頭
」
と
い
う
刀
の
柄
の
飾
り
と
、
水
晶
製
の
三
輪
玉
が
伴
う
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
復

元
す
る
と
、
六
世
紀
後
半
の
奈
良
県
藤
ノ
木
古
墳
か
ら
出
土
し
た
倭
系
の
飾
り
大
刀
と
類
似
す
る
刀
剣
に
な
る
。
こ
れ
は
、
神
宮
の
神
宝

「
玉
纏
太
刀
」
へ
と
系
譜
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
七
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
盾
形
鉄
板
は
、
福
岡
県
の
岩
戸
山
古
墳
の
石
盾
と
比
較
す
る
と
、
盾
の
中
央
に
取
り
付
け
た
装
飾

鉄
板
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
も
盾
は
出
土
し
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
資
料
だ
。
そ
し
て
盾
は
、
神
宮
の
神
宝
に

含
ま
れ
る
。
ま
た
、
馬
具
は
、
神
宮
に
隣
接
す
る
月
読
宮
の
神
宝
、
神
馬
の
模
造
品
（
木
彫
）
の
馬
具
と
類
似
す
る
。

　

続
く
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
遺
跡
が
、
半
岩
陰
・
半
露
天
の
祭
祀
の
五
号
遺
跡
で
あ
る（

（1
（

。
こ
こ
か
ら
は
、
金
銅
製
の
祭
祀
用
の

ミ
ニ
チ
ュ
ア
（
雛
形
）
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
雛
形
に
は
糸
を
紡
ぐ
紡
績
具
と
琴
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
や
は
り
神
宮
の
神
宝
と

一
致
す
る
。
紡
織
具
と
琴
も
、
五
世
紀
以
降
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
、
そ
の
系
譜
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
年
代
的
に

は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
神
宮
神
宝
に
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
、
さ
ら
に
列
島
内
各
地
の
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
は
、
伊
勢
神
宮
の
神
宝
と
多
く
が
共
通
す
る
。
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つ
ま
り
、
神
宮
の
神
宝
は
、
五
世
紀
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

古
墳
時
代
の
祭
祀
で
は
、
決
し
て
石
製
・
土
製
模
造
品
が
祭
祀
用
具
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
。
様
々
な
鉄
製
品
・
木
製
品
、
具
体
的
に

は
神
宮
神
宝
に
つ
な
が
る
飾
り
大
刀
、
盾
、
紡
織
具
、
琴
、
馬
具
と
い
っ
た
品
々
が
、
五
・
六
世
紀
以
来
、
捧
げ
ら
れ
使
用
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

祭
祀
の
場
と
高
床
倉

　
ま
た
、
最
近
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
は
、
祭
祀
の
場
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
五
・
六
世
紀
代
の
複

数
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
は
、
高
床
倉
の
建
築
部
材
（
扉
、
梯
子
な
ど
）
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
第
２
図
に
示
し
た
の
は
、
五
世
紀
代

の
三
ヶ
所
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
閂
穴
が
つ
い
た
扉
（
閉
ざ
し
て
閂
で
封
が
可
能
な
る
扉
）、
そ
れ
を
は
め
込
む
部

材
（
楣
）、そ
し
て
梯
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
出
土
部
材
か
ら
、五
世
紀
代
、複
数
の
祭
祀
の
場
に
は
、高
床
倉
が
建
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

扉
を
閉
ざ
し
閂
で
封
が
で
き
る
高
床
倉
な
の
で
、
祭
祀
で
捧
げ
使
う
品
々
だ
け
で
な
く
、
カ
ミ
を
象
徴
す
る
優
れ
た
鏡
や
武
器
な
ど
を

納
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
神
宮
で
皇
祖
神
を
象
徴
す
る
「
宝
鏡
」、
石
上
神
宮
に
祀
る
鋭
い
神
剣
「
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
」
に
代
表
さ
れ
る
、

神
を
象
徴
す
る
器
物
は
、
こ
の
よ
う
な
高
床
倉
構
造
の
「
正
殿
」
や
「
神
庫
」
に
奉
安
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

区
画
・
遮
蔽
施
設
と
神
籬

　
さ
ら
に
、
四
世
紀
の
奈
良
県
御
所
市
の
秋
津
遺
跡
で
は
、
建
物
と
祭
祀
の
場
を
板
塀
で
区
画
・
遮
蔽
し
て
い

た
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た（

（1
（

。
類
似
し
た
状
況
は
、
六
世
紀
初
頭
の
群
馬
県
渋
川
市
の
金
井
下
新
田
遺
跡
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の

遺
跡
は
、
榛
名
山
二
ツ
岳
の
噴
火
に
よ
る
火
砕
流
で
埋
没
し
て
お
り
、
大
型
の
竪
穴
建
物
、
掘
立
柱
の
側
柱
建
物
と
高
床
建
物
を
、
高
さ

約
三
ｍ
の
網
代
垣
が
区
画
・
遮
蔽
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
塀
や
垣
は
、
そ
こ
で
祀
る
カ
ミ
へ
穢
れ
な
ど
が
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
カ
ミ
の
強
い
霊
威
が
周
囲
に
悪
影
響
を
与
え
な
い

た
め
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
祭
祀
の
場
の
様
子
は
、
五
世
紀
初
頭
、
兵
庫
県
加
古
川
市
の
行
者
塚
古
墳
や
、
六
世
紀

前
半
、
大
阪
府
高
槻
市
の
今
城
塚
古
墳
の
埴
輪
列
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
行
者
塚
古
墳
の
造
り
出
し
に
は
円
筒
埴
輪
で
方
形
の
区
画
が
造
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第 2 図　5 世紀代の祭祀遺跡出土の高床倉部材実測図（註２文献による）
第 2 図　5 世紀代の祭祀遺跡出土の高床倉部材実測図（註２文献による）
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ら
れ
、
中
心
に
複
数
の
家
形
埴
輪
を
設
置
、
そ
こ
へ
と
食
膳
を
模
し
た
土
製
模
造
品
が
供
え
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
今
城
塚
古
墳
の
周
堤
上
に
展

開
す
る
埴
輪
列
は
、
塀
形
埴
輪
で
四
つ
の
方
形
に
区
画
を
作
り
、
そ
の
中
に
大
型
の
家
形
埴
輪
を
置
き
、
周
囲
に
は
女
性
埴
輪
等
の
人
物

埴
輪
、
盾
や
大
刀
な
ど
の
器
財
埴
輪
が
並
べ
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
い
ず
れ
も
、
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
た
空
間
と
祭
祀
・
儀
礼
と
の
密
接
な
関
係
を

物
語
る
。

　
『
日
本
書
紀
』は
、皇
祖
神
を
象
徴
す
る
宝
鏡
を
祀
っ
た
施
設
と
し
て「
神ひ

も
ろ
き籬

」の
名
称
を
使
っ
て
い
る
。「
神
宮
」の
原
形
・
起
源
で
あ
る
。

「
神
籬
」
と
は
「
神
の
籬か

き

」
の
意
味
で
あ
り
、
カ
ミ
を
象
徴
す
る
優
れ
た
銅
鏡
を
高
床
倉
に
納
め
て
周
囲
を
塀
（
籬
）
で
区
画
・
遮
蔽
し

た
施
設
が
、
そ
の
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
祭
祀
の
実
態

　
古
墳
時
代
の
五
世
紀
頃
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
推
定
で
き
る
。
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
祭
祀
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ミ
へ
供
え
る
食
膳
、
捧
げ
物
、
そ
し
て
祭
祀
で
使
用
す
る
品
々
は
、
祭
祀
の
場
の
近
く
で
製
作
・
準
備

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
列
島
各
地
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
、
石
製
模
造
品
の
未
製
品
、
鉄
を
加
工
す
る
鍛
冶
遺
構
、

紡
織
具
、
そ
し
て
食
べ
物
の
調
理
具
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ミ
へ
と
捧
げ
る
品
々
を
特
別
に
作
り
調
理
し
て
、
清
浄
さ
を
確

保
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
祭
祀
の
後
、
カ
ミ
へ
の
貴
重
な
捧
げ
物
は
高
床
倉
な
ど
へ
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
祭
祀
の
構
成
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
が
記
す
、
古
代
の
神
宮
祭
祀
の
構
成
と
一
致
す
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
酒
食
を
供
え
、
鏡
、
玉
、
武
器
、
農
工
具
な
ど
の
貴
重
品
を
捧
げ
る
形
は
、
三
世
紀
に
成
立
し
た
古
墳
の
儀
礼
と
一
致

し
、
五
世
紀
に
成
立
す
る
祭
祀
の
形
は
、
古
墳
の
儀
礼
を
基
礎
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
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三
、
古
代
日
本
に
お
け
る
神
観

坐
す
神　

で
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
で
祀
ら
れ
た
「
神
・
カ
ミ
」
と
は
、
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
祭
祀
遺

跡
や
古
代
以
来
の
神
社
の
立
地
環
境
か
ら
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
の
働
き
が
密
接
に
関
係
す
る
と
推
測
で
き
る
。

　

日
本
列
島
の
自
然
環
境
は
、
複
雑
な
地
形
と
四
季
の
変
化
に
富
む
点
に
特
徴
が
あ
り
、
多
く
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
と
反
面
、
多
く

の
災
害
を
も
た
ら
す
。
古
代
、
日
本
列
島
に
暮
ら
し
た
人
々
は
、
こ
う
し
た
自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
に
、
そ
れ
を
起
こ
し
司
る
「
行
為

者
」
を
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
人
格
化
し
て
「
カ
ミ
・
神
」
と
し
て
祀
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
脳
の
認
知
機
能
に
も
と
づ

く
と
の
指
摘
が
、
認
知
宗
教
学
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

そ
し
て
、
自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
が
現
れ
る
場
所
は
、
そ
の
行
為
者
「
カ
ミ
」
が
居
る
場
所
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
祭
祀
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
、古
代
の
祭
祀
遺
跡
は
立
地
し
、古
代
以
来
の
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
、八
世
紀
の
『
記
紀
』
や
、

十
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
た
、
特
定
の
場
所
に
「
坐ま

す
神
」
の
神
観
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
特
定
の
場
所
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場

所
な
の
か
。
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

交
通
の
要
衝
に
坐
す
カ
ミ　

古
代
の
日
本
「
倭
国
」
の
中
心
、
ヤ
マ
ト
（
大
和
）
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と
至
る
最
短
の
航
路
上
の
要
所
が
、

玄
界
灘
の
た
だ
中
で
真
水
も
湧
く
福
岡
県
宗
像
市
の
宗
像
沖
ノ
島
、
そ
の
途
中
の
大
島
、
船
の
港
湾
と
な
る
宗
像
の
釣
川
河
口
だ
。
こ
の

三
ヶ
所
に
坐ま

し
て
、
祀
ら
れ
た
の
が
宗
像
三
女
神
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
和
か
ら
東
北
地
方
へ
と
海
路
で
赴
く
の
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
所
が
、
太
平
洋
に
突
き
出
し
た
房
総
半
島
の
先
端

で
あ
る
。
そ
こ
に
面
し
て
立
地
す
る
祭
祀
遺
跡
が
千
葉
県
南
房
総
市
白
浜
町
の
小
滝
涼
源
寺
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は
安
房
神
社
が

鎮
座
す
る
。
宗
像
三
女
神
を
祀
る
宗
像
神
社
に
は
宗
像
郡
が
、
安
房
神
社
に
は
安
房
郡
が
神
郡
（
重
要
な
神
社
を
支
え
る
郡
）
と
し
て
設
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定
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
家
的
に
重
要
な
神
々
を
祭
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

さ
ら
に
、
東
北
地
方
へ
の
入
り
口
で
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
秀
麗
な
山
が
福
島
県
白
河
市
の
建
鉾
山
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
那
珂
川
の

上
流
、
那
須
方
面
か
ら
、
律
令
時
代
の
「
白
河
の
関
」
を
越
え
て
く
る
陸
路
と
、
仙
台
平
野
へ
と
通
じ
る
阿
武
隈
川
の
上
流
が
接
す
地
点

で
、
さ
ら
に
久
慈
川
の
上
流
域
と
も
接
す
る
地
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
東
北
地
方
の
玄
関
口
で
あ
り
、
水
陸
交
通
の
結
節
点
と
も
い
え
る

場
所
だ
。
阿
武
隈
川
上
流
の
社
川
に
面
し
て
建
鉾
山
は
聳
え
て
い
る
。
そ
の
麓
に
は
、
五
世
紀
前
半
、
東
北
地
方
で
最
も
古
い
段
階
の
祭

祀
遺
跡
が
残
り（

1（
（

、
延
喜
式
内
社
（
十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
載
る
神
社
）
で
あ
る
都つ

つ
こ
わ
け

々
古
別
神
社
が
鎮
座
す
る
。

水
を
恵
む
カ
ミ　
『
延
喜
式
』
の
古
代
の
祝
詞
、「
広
瀬
の
大
忌
の
祭
祝
詞
」
で
は
、
水
田
稲
作
に
不
可
欠
な
灌
漑
用
水
の
源
と
な
る
山
、

そ
の
水
が
流
れ
出
る
山
麓
「
山
口
」
は
、
水
を
供

給
す
る
カ
ミ
が
坐
す
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
場
所
、
山
か
ら
流
れ
出
る
川
跡
に
立

地
す
る
の
が
、
五
世
紀
に
始
ま
る
祭
祀
遺
跡
、
奈

良
県
奈
良
市
の
大
柳
生
宮
ノ
前
遺
跡
で
あ
る
。
そ

の
隣
接
地
に
は
延
喜
式
内
社
の
「
夜や

ぎ
ゅ
う
や
ま
ぐ
ち

伎
布
山
口
神

社
」
が
鎮
座
す
る（

11
（

。

　

ま
た
、
千
葉
県
館
山
市
の
長
須
賀
条
里
制
遺
跡

で
は
五
世
紀
の
水
田
と
灌
漑
用
水
路
の
跡
が
発
掘

調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
灌
漑
用
水
路
周

辺
か
ら
祭
祀
関
係
の
遺
物
が
集
中
し
て
出
土
し
て

第 3 図　建鉾山と阿武隈川上流域

第 4 図　広瀬神社と大和川
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お
り
、
こ
の
近
く
で
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

　
『
日
本
書
紀
』
が
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
に
始
ま
っ
た
と
す
る
「
大お

お
い
み
の
ま
つ
り

忌
祭
」
は
、
若
々
し
い
穀
物
の
女
神
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
」

を
祀
り
稲
作
の
安
寧
を
祈
る
も
の
だ
。
そ
の
祭
祀
の
場
は
、
ま
さ
に
、
大
和
盆
地
の
河
川
が
合
流
す
る
河
辺
に
鎮
座
す
る
、「
広
瀬
に
坐ま

す
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
神
社
」（
広
瀬
神
社
）
で
あ
る
。
広
瀬
神
社
が
立
地
す
る
環
境
は
、
五
世
紀
代
の
大
柳
生
宮
ノ
前
遺
跡
や
長
須
賀
条
里

制
遺
跡
の
立
地
環
境
の
系
譜
を
引
く
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

火
山
の
カ
ミ　

日
本
列
島
の
自
然
環
境
の
働
き
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
に
、
活
発
な
火
山
活
動
が
あ
る
。
こ
れ
も
カ
ミ
の
働
き
と
さ
れ

た
。
そ
の
代
表
格
が
富
士
山
の
神
で
あ
る
。

　

富
士
山
は
安
定
的
に
水
を
恵
む
巨
大
な
水
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
に
噴
火
し
大
規
模
な
災
害
を
も
た
ら
す
。
八
・
九
世
紀
、
そ
の
よ

う
な
富
士
山
の
働
き
を
起
こ
し
司
る
存
在
と
し
て
「
浅あ

さ
ま間

の
神
」
が
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
信
仰
さ
れ
た
。
浅
間
の
神
へ
の
祭
祀
は
、

神
の
働
き
が
現
れ
る
場
所
、
富
士
山
の
伏
流
水
が
豊
富
に
湧
く
場
所
や
、
噴
火
を
望
め
る
地
点
で
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
、
古
代

以
来
の
浅
間
神
社
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
・
河
口
浅
間
大
社
）
は
鎮
座
す
る
。

　

ま
た
、
天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）、
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
伊
豆
諸
島
周
辺
で
海
中
火
山
が
噴
火
し
て
島
が
出
現
、
人
々
は
神
の
働
き

と
考
え
た
、
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祭
祀
遺
跡
が
、
東
京
都
大
島
町
、
伊
豆
大
島
の
北
西

海
岸
に
あ
る
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
だ（

11
（

。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
全
国
で
も
他
に
例
を
み
な
い
金
・
銀
の
延
べ
板
、
各
二
枚
が
出
土
し
て
お
り
、

こ
こ
で
の
祭
祀
の
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。
伊
豆
諸
島
の
火
山
活
動
に
カ
ミ
・
神
を
直
観
し
祀
る
伝
統
は
、
後
に
伊
豆
の
三
島
の
神
の
信

仰
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

火
山
の
カ
ミ
の
信
仰
の
系
譜
は
、
さ
ら
に
古
墳
時
代
中
期
の
五
世
紀
ま
で
遡
る
。
五
世
紀
後
半
頃
の
榛
名
山
の
噴
火
に
対
処
し
た
と
考

え
ら
れ
る
祭
祀
遺
跡
が
、
群
馬
県
渋
川
市
の
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
で
あ
る（

11
（

。
五
世
紀
後
半
頃
、
榛
名
山
の
二
ツ
岳
は
、
火
山
活
動
を
活
発
化
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さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
を
西
に
望
む
地
点
に
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
は
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
に
は
五
世
紀
後
半
、
銅
製
儀
鏡
（
儀
礼

用
の
小
型
鏡
）
と
、
多
数
の
鉄
製
の
鏃
、
農
・
工
具
な
ど
貴
重
な
品
々
を
多
数
使
用
し
た
祭
祀
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
六

世
紀
初
頭
頃
の
榛
名
山
二
ツ
岳
の
大
噴
火
で
噴
出
し
た
火
砕
流
に
よ
り
最
終
的
に
埋
没
し
て
い
る
。
火
山
活
動
の
沈
静
化
を
願
い
、
噴
煙

が
立
ち
昇
る
二
ツ
岳
を
望
み
な
が
ら
継
続
的
に
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
た
祭
祀
は
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
祈
り
は
届
か
ず
二

ツ
岳
は
大
噴
火
、
祭
の
場
は
火
砕
流
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
火
山
災
害
の
実
態
と
祭
祀
の
関
係
を
雄
弁
に
物
語
る
。

鏡
・
武
器
と
カ
ミ　

古
代
の
日
本
列
島
で
は
、
自
然
環
境
の
働
き
だ
け
で
な
く
、
大
き
く
美
し
い
銅
鏡
、
切
れ
味
の
鋭
い
刀
剣
は
、
カ
ミ

を
象
徴
す
る
品
、
ま
た
は
カ
ミ
そ
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
皇
祖
神
「
天
照
大
神
」
の
宝
鏡
、
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
の
神
剣
は
、
そ
の
典
型

例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
を
安
置
す
る
高
床
倉
が
古
代
以
来
の
神
社
の
中
枢
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
そ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

伊
勢
神
宮
（
神
宮
）
の
正
殿
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
紀
が
記
す
石
上
神
宮
の
神
庫
な
の
だ
。

　

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は
、「
天
照
坐
皇
大
神
」
に
つ
い
て
「
御み

か
た形

鏡
に
坐
す
」
と
記
す
。
こ
れ
は
、

天
照
大
神
を
象
徴
す
る
も
の
は
「
鏡
」
で
あ
る
と
の
意
味
と
な
る
。
同
じ
正
殿
に
祀
る
手
力
雄
神
は
「
霊み

た
ま

の
御
形
、
弓
に
坐
す
」、
萬
幡

豊
秋
津
姫
命
は
「
霊
の
御
形
、
剱
に
坐
す
」
と
あ
る
。
高
床
倉
構
造
の
建
物
に
奉
安
し
た
鏡
・
剱
・
弓
を
、
神
霊
・
カ
ミ
の
象
徴
と
し
て

扱
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
表
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

国
家
領
域
「
天
下
」
と
「
神
」
の
祭
祀　

で
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
古
代
の
日
本
列
島
に
お
け
る
カ
ミ
と
、
そ
の
祭
祀
は
、
ど
の
よ
う
な

歴
史
的
な
背
景
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
た
の
か
。
改
め
て
弥
生
時
代
か
ら
経
過
を
辿
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

紀
元
前
後
の
弥
生
時
代
、
日
本
列
島
の
西
日
本
で
は
、
い
ち
早
く
水
田
稲
作
を
受
け
入
れ
た
。
一
方
、
東
日
本
で
は
縄
文
的
な
要
素
が

色
濃
く
残
り
、日
本
列
島
の
東
と
西
に
は
明
確
な
文
化
的
な
差
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、三
世
紀
に
な
る
と
、日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
、

奈
良
盆
地
（
ヤ
マ
ト
地
域
）
の
纏
向
遺
跡
に
都
市
的
な
大
集
落
が
成
立
、
隣
接
す
る
箸
墓
古
墳
で
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
古
墳
の
形
が
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確
立
す
る（

11
（

。
三
世
紀
後
半
に
は
、
こ
の
「
前
方
後
円
墳
」
を
中
心
に
古
墳
と
い
う
墓
の
形
、
特
別
な
人
物
の
葬
り
方
を
、
日
本
列
島
の
東

西
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
列
島
の
東
西
で
文
化
的
に
共
通
す
る
要
素
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
画
期
に
、
ヤ
マ

ト
地
域
の
王
権
を
中
核
と
し
て
日
本
列
島
内
に
倭
国
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

続
く
四
世
紀
、
中
国
の
統
一
王
朝
「
晋
」
は
衰
退
し
て
滅
亡
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
東
ア
ジ
ア
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
た
。

そ
の
よ
う
な
五
世
紀
、
日
本
列
島
で
は
新
た
な
動
き
が
現
れ
る
。

　

埼
玉
県
行
田
市
、
埼
玉
古
墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
の
金
象
嵌
銘
は
、「
上
祖
の
オ
ホ
ヒ
コ
」
か
ら
の
系
譜
と
と
も
に�

「
治
天
下
」「
大
王
」
の
漢
字
を
使
い
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
に
仕
え
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
冒
頭
の
「
辛
亥
年
」

の
文
字
か
ら
、
五
世
紀
後
半
の
Ａ
．Ｄ
．四
七
一
年
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
天
下
」
は
倭
国
の
国
家
領
域
の
観
念
を
示
し
、

あ
わ
せ
て
「
治
天
下
」
の
大
王
、
つ
ま
り
天
下
を
統
治
す
る
「
大
王
」
と
い
う
認
識
が
、
五
世
紀
の
日
本
列
島
で
は
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
。
当
然
、「
天
下
」
と
い
う
文
字
と
、
そ
の
考
え
方
は
、
中
国
の
漢
籍
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
天
下
」
に
「
坐
す
神
」
を
祀
る　

こ
の
大
王
が
統
治
す
る
国
家
領
域
「
天
下
」
の
環
境
の
働
き
に
カ
ミ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
が
、
特

定
の
環
境
・
場
所
に
「
坐ま

す
カ
ミ
」
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
国
家
領
域
「
天
下
」
に
坐
す
カ
ミ
を
「
大
王
」
と
各
地
の
有
力

者
が
、
貴
重
品
な
品
々
と
酒
食
を
捧
げ
て
祀
り
、
恵
み
を
願
い
災
害
を
防
ぐ
。
彼
ら
は
カ
ミ
を
祀
る
こ
と
で
「
天
下
」
と
各
地
域
の
生
産
・

生
活
の
安
寧
を
保
証
し
た
の
だ
。
そ
れ
が
現
在
に
通
じ
る
古
代
祭
祀
の
本
質
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
祭
祀
は
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
が

も
た
ら
す
恵
み
だ
け
で
な
く
災
害
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
金
象
嵌
銘
が
刻
ま
れ
た
辛
亥
年
（
四
七
一
）
か
ら
七
年
後
の
四
七
八
年
、
倭
王
武
は
、
中
国
南
朝
、
宋
の
順
帝
へ

と
上
表
文
を
送
っ
て
い
る
。『
宋
書
』
が
伝
え
た
武
の
上
表
文
に
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
礼
記
』
な
ど
漢
籍
の
用
字
が
認
め
ら
れ
る（

11
（

。

つ
ま
り
、
五
世
紀
の
日
本
列
島
に
は
一
定
の
漢
籍
の
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
『
礼
記
』
に
は
「
祖
」「
天
下
」
の
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文
字
と
と
も
に
、「
神
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
を
「
山
林
や
川
・
谷
、
丘
陵
で
雲
を
出
し
風
雨
を
起
こ
し
、
不
思
議

な
働
き
を
示
す
も
の
全
て
」
と
定
義
、
王
は
百
神
（
多
く
の
神
）
を
祭
り
、
各
地
の
諸
侯
は
、
そ
の
地
の
神
を
祭
る
と
し
て
い
る（

11
（

。「
祖
」

と
「
天
下
」
は
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
金
象
嵌
銘
に
既
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
日
本
列
島
の
「
カ
ミ
」
へ
も
漢
字
「
神
」

を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
五
世
紀
代
、
日
本
列
島
の
東
西
で
鉄
製
品
や
石
製
模
造
品
な
ど
共
通
し
た
品
々
を
使
う
祭
祀
遺
跡
が
明
確
化
し
た
。
そ
の
背
景
と

し
て
、
天
下
の
環
境
に
坐
す
「
カ
ミ
・
神
」
を
、
大
王
と
各
地
の
首
長
・
人
々
が
祀
る
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
終
わ
り
に

　

七
世
紀
、
中
国
に
強
力
な
統
一
帝
国
「
唐
」
が
成
立
し
、
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
は
再
び
大
き
く
変
化
し
た
。
唐
の
圧
力
を
受
け
て
朝
鮮
半

島
の
高
句
麗
と
百
済
は
滅
亡
し
、
東
ア
ジ
ア
に
は
唐
を
中
心
と
す
る
新
た
な
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
列
島
の
倭

国
は
、
中
国
の
律
令
制
度
を
取
り
入
れ
た
国
家
建
設
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
動
き
の
中
で
祭
祀
の
場
も
大
き
く
変
化
し
た
。
皇
祖
神
の
宝
鏡
を
高
床
建
物
に
安
置
し
、籬
で
区
画
・
遮
蔽
し
て
い
た
「
神
籬
」
は
、

七
世
紀
中
頃
、新
し
い
宮
殿
（
難
波
長
柄
豊
碕
宮
）
の
形
に
合
わ
せ
て
再
編
成
さ
れ
、「
神
宮
」
が
成
立
す
る（

11
（

。
あ
わ
せ
て
、皇
祖
神
の
ほ
か
、

香
島
（
鹿
島
）、
出
雲
を
始
め
と
し
て
「
天
下
」
の
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
場
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
「
神
郡
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　

神
郡
が
設
置
さ
れ
た
神
々
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
重
要
な
働
き
を
す
る
神
々
で
あ
る
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
神
郡
、

度
会
・
多
気
・
飯
野
の
三
箇
郡
を
初
む
る
本
記
行
事
」
は
、
孝
德
朝
に
神
宮
の
大
神
宮
司
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に
『
日

本
書
紀
』
斉
明
天
皇
紀
と
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
は
、
六
五
〇
年
代
か
ら
六
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
出
雲
と
香
島
の
神
宮
整
備
を
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記
し
て
い
る
。
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
、
こ
の
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
体
制
や
祭
祀
の
場
の
整
備
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直
後
、

七
世
紀
後
半
に
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
。『
記
紀
』
神
話
の
編
纂
は
、
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
整
備
を
受
け

て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
七
世
紀
末
期
、
天
武
・
持
統
朝
を
経
て
、「
倭
国
」
は
律
令
国
家
「
日
本
」
へ
、「
大
王
」
は
「
天
皇
」
へ
と
転
換
し
た
。
あ

わ
せ
て
、
各
地
の
主
要
な
「
祭
祀
の
場
」
は
、
律
令
国
家
の
祭
祀
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
「
神
社
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

四
季
の
変
化
が
明
確
で
自
然
の
恵
み
が
多
い
一
方
で
、
自
然
災
害
も
多
い
の
が
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
で
あ
る
。
そ
の
働
き
に
神
々

を
感
じ
、
生
活
・
生
産
の
安
寧
を
祈
っ
て
き
た
の
が
、
神
社
で
の
祭
祀
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
神
社
と
祭
祀
が
、
古
代
の
国
家
形

成
と
深
く
関
わ
り
、
長
い
歴
史
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

註

　
（
（�

）
大
場
磐
雄
「
第
一
部　

祭
祀
遺
蹟
の
研
究　

考
古
学
上
よ
り
観
た
上
代
の
祭
祀
」『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』

角
川
書
店
、
一
九
七
〇
。

　
（
（�

）
笹
生　

衛
『
日
本
古
代
の
祭
祀
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
。

　
（
3�

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
続
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
。

　
（
4�

）
白
石
太
一
郎
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
沖
ノ
島
祭
祀
」『「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺

産
群
」
世
界
遺
産
会
議
、
二
〇
一
一
。

　
（
5�

）
石
田
茂
輔
「
日
葉
酢
媛
命
御
陵
の
資
料
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
十
九
号
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
六
七
。
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�

宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
編
『
考
古
資
料
の
修
復
・
複
製
・
保
存
処
理
』
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
〇
九
。

　
（
6�
）
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会
・
白
浜
町
編
『
小
滝
涼
源
寺
―
千
葉
県
安
房
郡
白
浜
町
祭
祀
遺
跡
の
調
査
―
』
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会
・

白
浜
町
、
一
九
八
九
。

　
（
7�

）�

原　

雅
信
「
金
井
下
新
田
遺
跡
の
囲
い
状
遺
構
と
祭
祀
遺
構
に
つ
い
て
」『
平
成
二
九
年
度
遺
跡
発
表
会　

金
井
下
新
田
遺
跡

の
謎
に
い
ど
む
』
公
益
財
団
法
人
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
、
二
〇
一
七
。

　
（
８�

）
木
更
津
市
教
育
委
員
会
編
『
千
束
台
遺
跡
Ⅰ
―
祭
祀
遺
構
―
』
木
更
津
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
。

　
　
　

松
前
町
教
育
委
員
会
編
『
出
作
遺
跡
Ⅰ　

出
作
圃
場
整
備
事
業
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
松
前
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
。

　
（
９�

）
註
２
文
献
に
同
じ
。

　
（
（0�

）（
財
）浜
松
市
文
化
協
会
編
『
山
ノ
花
遺
跡　

遺
物
図
版
編
』・『
山
ノ
花
遺
跡　

木
器
編
（
図
版
）』（
財
）浜
松
市
文
化
協
会
、

一
九
九
八
。

　
（
（（�

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
。

　
（
（（�

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
宗
像
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
。

　
（
（3�

）
笹
生　

衛
「
古
代
祭
祀
の
形
成
と
系
譜
―
古
墳
時
代
か
ら
律
令
時
代
の
祭
具
と
祭
式
―
」『
古
代
文
化
』
第
六
五
巻
第
三
号
、
公

益
財
団
法
人
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
三
。

　
（
（4�

）『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
大
宮
院
」
の
部
分
の
正
殿
に
は
、「
御
橋
一
枚
」
と
「
殿
扉
金
鏁
一
具
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
御
橋
」

は
階
を
指
し
、「
扉
の
金
の
鏁
」
か
ら
は
施
錠
で
き
る
扉
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
宮
の
正
殿
は
、
階
と
施
錠
で
き
る
扉
を
備

え
た
高
床
倉
構
造
の
建
物
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

�　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
十
七
年
二
月
五
日
条
に
、
石
上
神
宮
の
神
庫
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
「
天
の
神
庫
も
樹
梯
の
随
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に
」
と
の
諺
の
由
来
を
紹
介
し
て
い
る
。「
神
庫
高
し
と
雖
も
、
我
能
く
神
庫
の
為
に
梯
を
造
て
む
」
と
も
あ
り
、
刀
剣
な
ど
武
器
・

神
宝
を
納
め
た
石
上
神
宮
の
神
庫
は
、
梯
子
が
必
要
な
高
床
倉
構
造
の
建
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
（
（5�
）
米
川
仁
一
「
奈
良
県
御
所
市
秋
津
遺
跡
の
祭
祀
関
連
遺
構
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
№
六
五
七　

特
集
祭
祀
考
古
学
の
現
状
』

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
二
〇
一
四
。

　
（
（6�

）
註
７
文
献
に
同
じ
。

　
（
（7�

）
加
古
川
市
教
育
委
員
会
編
『
行
者
塚
古
墳　

発
掘
調
査
概
報
』
加
古
川
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
。

　
（
（8
）
森
田
克
行
『
よ
み
が
え
る
大
王
墓　

今
城
塚
古
墳
』
新
泉
社
、
二
〇
一
一
。

　
（
（9
）
笹
生　

衛
『
神
と
死
者
の
考
古
学　

古
代
の
ま
つ
り
と
信
仰
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
。

　
（
（0�

）
パ
ス
カ
ル�

ボ
イ
ヤ
ー
（
鈴
木
光
太
郎
＋
中
村
潔
訳
）『
神
は
な
ぜ
い
る
の
か
？
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
。

　
　
　
　

ス
チ
ュ
ア
ー
ト�

Ｅ�

ガ
ス
リ
ー
（
藤
井
修
平
訳
）「
神
仏
は
な
ぜ
人
の
か
た
ち
を
し
て
い
る
の
か　

擬
人
観
の
認
知
科
学
」『〈
日

　
　
　

本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
』
春
秋
社
、
二
〇
一
六
。

　
（
（（�

）
亀
井
正
道
『
建
鉾
山
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
。

　
（
（（
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報　

二
〇
〇
〇
年
度
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
。

　
（
（3�
）（
財
）千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
・
北
条
条
里
制
遺
跡
』（
財
）千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
四
。

　
（
（4�

）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
学
術
調
査
団
「
伊
豆
大
島　

和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
―
第
二
次
・
三
次
調
査
の

概
要
―
」『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
紀
要
』
第
十
二
輯
、
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
、
一
九
九
六
。

　
（
（5�

）
赤
城
村
教
育
委
員
会
編
『
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
Ⅰ
・
Ⅱ　

平
成
十
三
・
十
四
年
度
緊
急
地
方
道
路
整
備
（
Ａ
）下
久
屋
渋
川
線
道
路
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改
良
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
―
榛
名
山
噴
火
軽
石
・
火
山
灰
に
埋
没
し
た
古
墳
時
代
祭
祀
遺
跡
―
』
赤
城
村
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
五
。

　
（
（6�
）
寺
澤
薫
『
日
本
の
歴
史
〇
二　

王
権
誕
生
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
。

　
（
（7�

）
田
中
史
生
「
武
の
上
表
文
―
も
う
ひ
と
つ
の
東
ア
ジ
ア
―
」『
文
字
と
古
代
日
本
２　

文
字
に
よ
る
交
流
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
。

　
（
（8�

）
竹
内
照
夫
『
新
訳
漢
文
大
系
二
八　

礼
記　

中
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
。

　
（
（9�
）
笹
生　

衛
「
神
の
籬
と
神
の
宮
―
考
古
学
か
ら
見
た
古
代
の
神
籬
の
実
態
―
」『
神
道
宗
教
』
第
二
三
八
号
、
神
道
宗
教
学
会
、

二
〇
一
五
。
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外
か
ら
見
た
〈
日
本
文
化
〉

星　

野　

靖　

二　
　
　

　
　
一
、
日
本
文
化
と
〈
日
本
文
化
〉

　

日
本
文
化
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
設
立
以
来
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
が
、

そ
の
研
究
は
そ
も
そ
も
日
本
文
化
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
い
直
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
き
た
。例
え
ば
近
年
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
、

二
〇
一
六
年
に
『〈
日
本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
か
』
と
い
う
書
籍
を
出
し
た
が（

（
（

、
そ
こ
に
は
我
々
が
無
意
識
に
想
定
し
て
い
る
日
本
文

化
の
枠
組
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
が
通
底
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
文
化
を
自
明
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
度
離
れ
て
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
〈
日
本
文
化
〉
と
し
て
検
討
す

る
た
め
に
は
、
別
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
〈
日
本
文
化
〉
の
検
討
は
、
国
際
発
信
、
比
較
、
交
流
と
い
っ
た
営
み
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―
こ
れ
も
日
本
文
化
研
究
所
が
設
立
以
来
推
進
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

―
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
日
本
国
外
か
ら
の
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心

　

逆
に
い
え
ば
、
日
本
の
外
か
ら
も
様
々
な
形
で
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
が
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
例
え

ば
現
代
英
語
に
お
い
て
、Zen

と
い
う
言
葉
は
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
余
り
に
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
簡
単
に
定

義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
のZen

は
、
そ
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
鈴
木
大
拙
ら
日
本
の
仏

教
者
た
ち
が
日
本
国
外
に
提
示
し
て
き
た
禅
な
る
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
起
源
に
遡
っ
て
真
正
の
禅
と
そ
う
で
は
な

いZen

と
い
う
枠
組
で
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
そ
の
立
場
を
推
進
し
て
い
っ
て
も
、Zen

が
実
際
に
様
々
な

形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
提
示
さ
れ
た
禅
が
、
日
本
の
仏
教
者
た
ち
の
手
を
離
れ

てZen

と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
過
程
に
文
化
の
豊
か
な
展
開
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。更
に
い
え
ば
、

（
外
国
の
・
偽
の
）Zen

と
（
日
本
の
・
真
の
）
禅
と
い
う
枠
組
自
体
が
、
相
互
の
往
還
に
よ
っ
て
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

現
代
的
な
状
況
で
あ
ろ
う（

２
（。

　

ま
た
、
日
本
国
外
で
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
日

本
的
で
あ
り
、
ま
た
日
本
的
な
価
値
観
を
体
現
し
て
い
る
が
故
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
す
る
よ
う
な
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
文
脈
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
多
様
な
背
景
が
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
（
日
本
発
で
あ
る
と
し
て
も
）

無
国
籍
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
際
的
な
若
者
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
の
で
あ
る（

３
（。 

　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
日
本
文
化
に
は
、
そ
の
出
自
や
起
源
は
そ
れ
と
し
て
、
様
々
な
〈
日
本
文
化
〉
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て

い
く
面
が
現
実
に
存
在
し
、
そ
こ
に
多
様
性
や
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
多
様
性
や
変
化
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
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上
で
ど
の
よ
う
に
情
報
を
発
信
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
日
本
へ
の
関
心

―
日
本
語
学
習
者
数

　

そ
れ
で
は
、
現
状
に
お
い
て
日
本
国
外
か
ら
日
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
指
標

と
し
て
国
際
交
流
基
金
に
よ
る
海
外
日
本
語
教
育
機
関
調
査（

４
（に

お
け
る
日
本
語
学
習
者
数
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
調
査
は
、
日
本
国
外
に

お
け
る
日
本
語
教
育
の
状
況
と
学
習
者
数
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
一
九
七
九
年
度
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
最
新
の

二
〇
一
五
年
度
調
査（

５
（に

至
る
ま
で
一
一
回
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　

二
〇
一
五
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
三
七
の
国
・
地
域
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
学
習
者

の
総
数
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
の
初
回
調
査
時
に
は
一
二
七
、一
六
七
人
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
の
後
右
肩
上
が
り
に
増
加
を
続
け
、

二
〇
一
二
年
の
調
査
に
お
い
て
過
去
最
高
と
な
る
三
、九
八
五
、六
六
九
人
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
の
調
査
で
は
、

初
め
て
減
少
に
転
じ
三
、六
五
五
、〇
二
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

学
習
者
数
の
地
域
分
布
を
二
〇
一
五
年
調
査
か
ら
見
て
み
る
と
、
東
ア
ジ
ア
が
四
八
．二
％
、
東
南
ア
ジ
ア
が
二
九
．九
％
で
合
わ
せ
て

八
割
弱
を
占
め
る
。
学
習
者
数
の
上
位
三
国
と
そ
の
割
合
は
中
国（
二
六
．一
％
）・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア（
二
〇
．四
％
）・
韓
国（
一
五
．二
％
）

と
な
り
、
合
わ
せ
て
六
割
を
超
す
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
二
〇
一
五
年
調
査
に
お
け
る
学
習
者
数
減
少
の
主
因
は
こ
れ
ら
三
国
に
お
け

る
減
少
で
あ
り
、
全
減
少
者
数
に
占
め
る
割
合
で
い
う
と
、
こ
の
三
国
を
合
わ
せ
て
九
割
を
超
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
英
語
教
育
重

視
の
傾
向
に
よ
る
影
響
、
あ
る
い
は
教
育
制
度
上
に
お
け
る
第
二
外
国
語
の
位
置
付
け
の
変
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
学
習
者
数
が
減
少
し
た
国
・
地
域
が
五
五
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
六
の
国
・
地
域
で
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
減
少
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
依
然
と
し
て
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
語
学
習
が
盛
ん
に
行
わ
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れ
て
い
る
一
方
で
、
地
域
的
な
多
様
化
も
ま
た
進
ん
で
い
る
と
い
う
傾
向
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
学
習
者
は
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
日
本
語
学
習
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
度

調
査
か
ら
日
本
語
学
習
の
目
的
と
し
て
複
数
回
答
可
で
挙
げ
ら
れ
た
上
位
五
位
を
見
て
み
る
と
、
順
に
「
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
興
味
」

（
六
二
．二
％
）、「
日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
五
五
．五
％
）、「
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
等
が
好
き
」（
五
四
．〇
％
）、

「
歴
史
・
文
学
等
へ
の
関
心
」（
四
九
．七
％
）、「
将
来
の
就
職
」（
四
二
．三
％
）
と
な
る（

６
（。

　
「
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
興
味
」
と
「
日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
回
答
に
つ
い
て
は
、
そ
の
選
択
理
由
を
そ
れ
以

上
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、こ
れ
ら
に
続
け
て
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
関
心
、歴
史
・
文
学
へ
の
関
心
、職
業
選
択
に
有
利
と
い
っ

た
、
よ
り
具
体
的
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
近
年
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
関
心
が
日
本
へ
の
関
心
を

牽
引
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
数
字
か
ら
も
確
認
で
き
る
が

―
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
が
「
日
本
的
だ
か
ら
」
好
ま
れ
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る

―
同
時
に
、
歴
史
や
文
学
に
対
す
る
関
心
も
か
な
り
高
く
、
ま
た
職
業
選

択
に
結
び
つ
く
と
い
う
理
由
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
国
・
地
域
別
や
年
代
別
に
見
て
い
く
必

要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
日
本
語
学
習
の
目
的
を
単
一
の
理
由
に
回
収
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
日
本
へ
の
関
心

―
提
示
さ
れ
る
〈
日
本
文
化
〉

　

前
節
で
取
り
上
げ
た
学
習
者
数
の
統
計
は
自
習
者
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
提
示
し
た
数
字
に
加
え
て
一
定
数
の
自
習
者
の
存
在
が
想

定
さ
れ
る
。
更
に
い
え
ば
、
あ
る
文
化
に
関
心
を
持
つ
も
の
が
、
必
ず
し
も
そ
の
文
化
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
の
習
得
を

目
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
語
学
習
者
や
自
習
者
の
周
辺
に
、
更
に
広
い
意
味
で
〈
日
本
文
化
〉
に
関

心
を
持
つ
人
々
が
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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そ
う
し
た
人
々
に
対
し
て
、
博
物
館
や
美
術
館
に
お
け
る
日
本
関
連
の
展
示
は
一
つ
の
〈
日
本
文
化
〉
の
入
り
口
に
な
る
。
例
え
ば
、

大
英
博
物
館
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
二
〇
件
以
上
の
日
本
関
連
展
示
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
二
〇
〇
九
年
の
「
土
偶
の
力 

T
he Pow

er of D
ogu: Ceram

ic figures from
 ancient Japan

」
や
二
〇
一
三
年
の
「
春
画 Shunga: sex and pleasure in 

Japanese art
」、
あ
る
い
は
二
〇
一
七
年
の
「
北
斎 H

okusai: beyond the Great W
ave

」
と
い
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
渡
る
内
容
が

含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
も
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
四
〇
件
弱
の
日
本
関
連
展
示
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　

更
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
ま
た
〈
日
本
文
化
〉
の
入
り
口
の
役
目
を
果
た
し
て
お
り
、
後
段
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
の
情
報
発

信
の
必
要
性
を
述
べ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
入
り
口
」
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
あ
る（

７
（。

こ
れ
は
主
と
し
て
欧
州
連
合
内
で
作
成
さ
れ
た
諸
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
統
合
的
・
横
断
的
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
諸
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
絵
画
、

書
籍
、
動
画
、
音
声
な
ど
多
岐
に
渡
る
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
に
二
〇
〇
万
件
程
の
デ
ー
タ
を
対
象
と
し
て
公
開
開
始

さ
れ
た
が
、
二
〇
一
七
年
に
は
五
千
万
件
超
の
デ
ー
タ
を
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
に
お
け
る
年
間
検
索
語
の
上
位
二
〇
位
が
、
二
〇
一
三
年
か
ら
公
式
の
ブ
ロ
グ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

“Japan

”
は
二
〇
一
三
年
に
四
位
、二
〇
一
四
年
に
二
〇
位
に
入
っ
て
い
る
。二
〇
一
五
年
に
は
圏
外
に
な
り
、二
〇
一
六
年
に
も
“Japan

”

は
な
い
が
、
こ
の
年
は
“Hokusai

”
が
六
位
に
入
っ
て
お
り
、
二
〇
一
七
年
に
は
“Japan

”
が
再
び
三
位
に
入
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
ど
う
い
っ
た
理
由
で
“Japan

”
を
検
索
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
少
な
く
と
も
“Japan

”
に
関
連
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
能
動
的
に
探
そ
う
と
す
る
人
が
、
一
定
以
上
の
数
、
継
続

的
に
存
在
し
て
い
る
、と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。こ
の
意
味
で
、ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
別
と
し
て
、ひ
と
ま
ず
“Japan

”

に
対
す
る
何
ら
か
の
関
心
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
同
時
に
、
検
索
さ
れ
て
い
る
語
は
“Japan

”
で
あ
っ
て
「
日
本
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
ま
ず
言
語
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、五
年
間
の
リ
ス
ト
中
、日
本
の
文
化
に
関
す
る
固
有
名
詞
と
し
て
は
“Hokusai

”
が
一
回
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
“Japan

”

を
検
索
し
た
人
び
と
の
中
に
は
、
“Japan

”
に
対
す
る
関
心
は
持
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
モ
ノ
や
人
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
程
知
識
が
な
い
と
い
う
人
び
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
こ
に
は
知
識
の
問
題
も
あ

る
こ
と
に
な
る
。
言
語
や
知
識
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
逆
に
い
う
な
ら

ば
こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
“Japan

”
に
対
す
る
関
心
も
、
ま
た
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
む
し
ろ

そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

現
状
で
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
と
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
が
六
万
件
弱
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
同
様
に
デ
ジ

タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
目
指
し
て
い
る
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」（N

D
L Search

）
で
「
日
本
」
を
検
索
し
た

場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
一
千
万
件
を
越
し
て
い
る
。
後
者
は
書
誌
情
報
な
ど
も
含
む
た
め
に
同
列
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ

で
も
後
者
の
方
が
よ
り
充
実
し
た
検
索
結
果
を
提
供
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う（

８
（。 

　

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
と
検
索
し
て
も
、
日
本
で
作
成
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
豊
富
な
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ

に
は
基
本
的
に
は
到
達
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
〈
日
本
文
化
〉
を
発
信
し
て
い
く
際
に
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ

う
に
埋
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
二
、
〈
日
本
文
化
〉
の
発
信

　

で
は
、
こ
う
し
た
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
多
様
な
興
味
関
心
に
対
し
て
、
日
本
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
発
信
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
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の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
公
開
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
の
よ
う
な
方
向
性
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
間
の
連
携
で
あ
る
。
画
像
や
動
画
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
充
実
さ
せ
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
前
提
で
あ
る
が
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
単
体
と
し
て
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
横
断
的
に
検
索
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
デ
ー
タ
を
含
む
単
一
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
連
携
さ
せ
、
統
合
的
・
横
断
的
な
検
索
を
可
能
に
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
設
け

る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
巨
大
な
デ
ー
タ
群
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
前
出
の
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
」
や
「
国
立
国
会
図

書
館
サ
ー
チ
」
は
そ
う
し
た
方
向
性
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
多
言
語
化
で
あ
る
。
理
論
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
に
は
原
則
と
し
て
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る

こ
と
に
な
る
が
、
実
践
的
に
は
言
語
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
あ
ら
ゆ
る
言
語
で
提
供
す
る
こ
と
は
、

理
想
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
現
実
的
で
は
な
い
。
可
能
な
限
り
多
言
語
化
を
推
進
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
が
検

索
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ひ
と
ま
ず
英
語
へ
の
対
応
、
少
な
く
と
も
ロ
ー
マ
字
表
記
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
に
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
の
公
開
、
端
的
に
は
無
償
で
の
公
開
、
か
つ
理
想
と
し
て
は
二
次
利
用
を
認
め
る
形
で
公
開
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
学
術
成
果
の
公
開
に
つ
い
て
は
「
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
無
償
か
つ
二
次
利
用
可
と
い

う
形
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
術
成
果
の
公
開
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
ジ
タ
ル
・

コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
や
、
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
運
営
に
つ
い
て
は
資
金
的
な
裏
付
け
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
方
で
著
作
権
の
問
題
も
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あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
の
公
開
を
進
め
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
挙
げ
た
三
点
は
、
い
ず
れ
も
利
用
者
た
ち
、
と
り
わ
け
細
か
な
知
識
や
言
語
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、

必
ず
し
も
専
門
家
で
は
な
い
利
用
者
た
ち
に
と
っ
て
の
利
便
性
と
有
用
性
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
優
れ
た
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
作
成
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
も
し

そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
単
体
で
完
結
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
た
ど
り
着
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
そ
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ

ン
テ
ン
ツ
を
使
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
認
知
度
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
別
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
認
知
度
を
高
め
る
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
選
択
し
て
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
す
る

―
そ
れ
自
体
あ
る
程
度
の
知
識
を
必
要
と
す
る
行
為
で
あ
る

―
の
で
は
な
く
、
ま
ず
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
良
い
と
い
う
状
況
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
特
に
非
専
門
家
で
あ
る
利
用
者
に
と
っ
て
益
が
大
き
い
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
そ
の
も
の
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
多
言
語
化
や
、
よ
り
開
か
れ
た

形
で
の
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
利
用
者
た
ち
の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。

　

一
つ
の
例
と
し
て
、「
浮
世
絵
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
受
け
る
形
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
た
横
断
検
索
を

提
供
し
て
い
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
が
既
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
推
進
拠
点
と
し
て
名
高
い
立
命
館
ア
ー
ト
リ

サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
（A

RC

）
は
、
自
ら
浮
世
絵
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
に
対
し
て
横
断

的
な
検
索
を
可
能
に
し
て
い
る
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
浮
世
絵
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（

９
（」 

を
運
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
名
な
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
あ

る
ジ
ョ
ン
・
レ
シ
グ
氏
が
構
築
し
た
「
浮
世
絵
検
索
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
、
合
わ
せ
る
と
デ
ー
タ
件
数
の
総
数
が
二
二
万
件
を
超

す
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
た
横
断
検
索
を
提
供
し
て
い
る（

（1
（

。 
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こ
れ
ら
の
二
つ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
は
、
重
な
り
も
あ
り
な
が
ら
、
や
や
異
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
て
お
り
、
使
い
勝
手

に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
持
つ
が
、
い
ず
れ
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
間
の
連
携
を
実
際
に
可
能
に
し
て
、
利
用
者
に
と
っ
て
有
益
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
日
本
語
と
英
語
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
日
本
語
能
力
を
持
た
な
い
か
も

し
れ
な
い
利
用
者
に
も
開
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、こ
れ
に
関
し
て
、現
状
で
は
い
ず
れ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
も
“Hokusai

”
と
「
北
斎
」
で
検
索
し
た
場
合
に
、後
者
の
ヒ
ッ

ト
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
が
同
じ
ヒ
ッ
ト
件
数
に
な
る
の
は
理
想
で
あ
る
と
し
て
も
実
際
に
は
困
難
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
両
者
の
差
を
な
る
べ
く
埋
め
る
方
向
で
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
多
言
語
化
と
の
関
連
で
求
め
ら
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
側
の
問
題
で
は
な
く
、
横
断
検
索
に
含
ま
れ
る
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
者
に
投
げ

か
け
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
検
索
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
、
ど
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
、
基
本
的
に
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は
な
く
、
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
側
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
公
開
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
節

で
検
討
す
る
。

　
　
情
報
の
公
開

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
公
開
し
て
い
く
と
い
う
潮
流
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
大
英
博
物
館
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
は
、
著
作
権
の
保
護
期
間
が
終
了
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ

ン
、
す
な
わ
ち
だ
れ
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
こ
れ
ら
を
無
償
か
つ
二
次
利
用
可
と

い
う
形
で
公
開
す
る
事
業
を
進
め
て
い
る（

（（
（

。 

日
本
の
博
物
館
で
も
、
東
京
国
立
博
物
館
は
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
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コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
下
で
無
償
利
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形
で
公
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
々
に
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
よ
り
広
く
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
考
え
方
や
、
営
利
目
的
で

は
な
い
利
用
、
と
り
わ
け
研
究
、
教
育
の
た
め
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
公
益
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
、
回
答
と
し
て
ま
ず
示
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
利
用
者
の
立
場
か
ら
考
え
て
、
仮
に
厳
格
な
手
続
き
の
下
で
利
用
が
承
認
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
、
そ
う
し
た

手
続
き
を
必
要
と
せ
ず
に
二
次
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
っ
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
が
よ
り
利
用
さ
れ
る
か

と
い
う
実
践
的
な
問
題
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
〈
日
本
文
化
〉
を
発
信
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
利
用
者
に
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
よ
り
使
い
や
す
い
形
で
公
開
し
て
い
く
こ

と
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
三
日
か
ら
一
四
日
に
か
け
て
、
國
學
院
大
學
博
物
館
は
、
平
成
二
七
年
度
文
化
庁
「
地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
支
援
事
業
」
の
一
環
と
し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
日
本
文

化
研
究
」
を
開
催
し
た（

（1
（

。
一
二
日
に
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
い
ず
れ
も
豊
富
な
日
本
関
連
資
料
を
所
蔵
し
、
高
い
研
究
レ
ベ

ル
で
知
ら
れ
て
い
る
海
外
の
博
物
館
か
ら
、
日
本
関
連
の
資
料
に
関
わ
っ
て
い
る
担
当
者
を
招
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
と
、
ま
た
日
本
側

か
ら
の
望
ま
し
い
情
報
発
信
の
あ
り
方
に
つ
い
て
発
題
し
て
も
ら
い
、
今
後
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。
当
日
は
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
、
相
互
に
関
連
す
る
論
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
博
物
館
が
積
極
的
に
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
モ
ノ
を
実
際
に
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
博
物
館
の
強
み
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
逆
に
モ
ノ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ



105 外から見た〈日本文化〉

そ
、
そ
の
モ
ノ
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
公
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
モ
ノ
が
よ
り
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
第
二
に
、
ま
ず
モ
ノ
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
博
物
館
は
確
か
に

モ
ノ
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
の
モ
ノ
を
見
に
来
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
モ
ノ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
際
の
モ
ノ
の
展
示
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
、
ま
ず
モ
ノ
の
存
在
を
広
く
知
ら
し
め
る
た

め
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
従
来
か
ら
印
刷
物
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
延
長
で
あ
る
が
、

や
は
り
こ
こ
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
し
て
見
つ
け
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
博
物
館
が
モ
ノ
を
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
モ
ノ
を
目
に
し
た
者
が
、
実
際
の
モ
ノ
を
見
る
た
め
に
博
物
館
を
訪
れ
る
と
い
う
回
路
が
開
か
れ
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
論
じ
ら
れ
た
。

　
　
現
状
で
の
課
題

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
関
連
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
よ
り
開
か
れ
た
形
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
、

多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心
に
応
え
る
一
つ
の
方
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
関
す
る
現
状
で
の
課
題
と
し
て
、
一
方
で
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
ま
だ
進
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
り
、
他
方
で
そ
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
公
開
に
つ
い
て
も
更
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
で
司
書
を
務
め
る
江
上
敏
哲
は
、
か
ね
て
よ
り
海
外
の
日
本
研
究
の
状
況
と
、
そ
の
研
究
の
た

め
の
基
盤
を
提
供
す
る
日
本
図
書
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
し
て
き
て
い
る
が
、
二
〇
一
六
年
に
日
本
か
ら
の
資
料
を
海
外
の
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日
本
図
書
館
や
そ
の
利
用
者
た
ち
に
届
け
る
際
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 
紙
媒
体
の
図
書
に
か
わ
り
容
易
か
つ
効
果
的
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ

た
資
料
・
情
報
で
す
。
し
か
し
そ
の
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
が
不
足
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
い
う
現
状
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
海
外
の
日
本
研
究
者
・
司
書
と
話
を
す
る
度
に
異
口
同
音
に
上
が
る
、
深
刻
な
問
題
で
す（

（1
（

。  

　
〈
日
本
文
化
〉
の
発
信
に
、「
海
外
の
日
本
研
究
者
・
司
書
」
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
は
「
デ
ジ
タ
ル
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た
資
料
・
情
報
」
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
日
本
側
か
ら
の
情
報
発

信
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
江
上
は
既
に
二
〇
一
二
年
に
、
そ
の
著
作
で
あ
る
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン（

（1
（

』 

に
お
い
て
こ
う
し
た
問
題
を

指
摘
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
段
階
で
も
状
況
が
改
善
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
と
関
連
し
て
、
あ
る
提
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
を

中
心
と
し
て
「
海
外
日
本
美
術
資
料
専
門
家
（
司
書
）
の
招
へ
い
・
研
修
・
交
流
事
業
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は

海
外
か
ら
の
べ
三
〇
名
程
の
日
本
美
術
資
料
の
専
門
家
を
日
本
に
呼
び
、
研
修
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
事
業
の
実
行
委
員
会
は
「
日
本
美
術
の
資
料
に
関
わ
る
情
報
発
信
力
の
向
上
の
た
め
の
課
題
解
決
に
つ
い
て
の
提
案
」
を
二
〇
一
七
年

度
末
に
公
開
し
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
提
案
は
か
な
り
直
截
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
情
報
発
信
を
行
う
側
に
い
る
人
々
が
、
海

外
に
お
い
て
日
本
美
術
や
あ
る
い
は
よ
り
広
く
日
本
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
々
を
、
情
報
発
信
の
対
象
、
あ
る
い
は
そ
の
発
信
さ

れ
た
情
報
を
利
用
す
る
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
現
状
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に
お
い
て
、
そ
う
し
た
認
識
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
提
案
の
背
景
に
は
、
そ

う
し
た
人
々
に
対
し
て
日
本
側
か
ら
十
分
に
情
報
発
信
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。
提
案

で
は
よ
り
は
っ
き
り
と
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
が
日
本
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
資
料
だ
け
で
全
て
の
研
究
が
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
さ
れ
て
い
る
〈
日
本
文
化
〉
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
、
他
の
諸
〈
文
化
〉

に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
同
一
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
認
識

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
り
容
易
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
資
料
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
〈
文
化
Ａ
〉
と
、
そ
れ
が
よ
り
困
難
で

あ
る
〈
文
化
Ｂ
〉
を
比
較
し
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
が
よ
り
多
く
の
研
究
者
や
利
用
者
を
引
き
つ
け
る
だ
ろ
う
か
。
提
案
は
「
東
ア
ジ
ア
を

は
じ
め
と
す
る
他
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
形
成
が
旺
盛
な
勢
い
で
進
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
と
合
わ
せ
て
、「
日
本
の
デ
ジ
タ
ル

リ
ソ
ー
ス
不
足
が
日
本
研
究
忌
避
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
提
案
は
、
直

接
的
に
は
日
本
美
術
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
海
外
の
日
本
研
究
一
般
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
更
に

い
え
ば
多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
三
、
ど
の
よ
う
な
発
信
が
必
要
な
の
か

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
発
信
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
々
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
、

日
本
か
ら
一
方
通
行
的
に
「
日
本
文
化
」
を
発
信
す
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
確
か
に
、
日
本
に
い
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よ
う
と
海
外
に
い
よ
う
と
専
門
家
は
日
本
語
の
資
料
で
も
読
む
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
専
門
家
が
日
本
の
こ
と

を
教
え
る
際
に
日
本
語
の
資
料
を
使
え
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
の
専
門
家
を
、
海
外
の
大
学
に
勤
め
る
教
員
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
大
学

で
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
の
授
業
を
担
当
す
る
際
に
、
ど
こ
ま
で
日
本
語
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
既
に
見
た
よ
う
に
日
本
語
学
習
者
が
一
定
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
必

ず
し
も
日
本
語
能
力
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
形
で
少
し
〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
。
そ

う
し
た
人
た
ち
に
対
し
て
、
日
本
側
か
ら
の
情
報
発
信
と
し
て
、
何
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持

つ
人
た
ち
の
母
数
を
増
や
し
て
い
く

―
少
な
く
と
も
減
ら
さ
な
い

―
た
め
に
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
海
外
の
利
用
者
の
視

点
を
取
り
入
れ
て
、
多
様
な
形
で
日
本
側
か
ら
情
報
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
を
、
自
覚
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
創
立
以
来
、
国
際
的
な
情
報
発
信
を
心
が
け
て
き
た（

11
（

。
そ
の
延
長
に
お

い
て
、
二
〇
一
七
年
に
一
〇
周
年
を
迎
え
た
研
究
開
発
推
進
機
構
も
、
一
方
で
は
研
究
成
果
の
蓄
積
に
基
づ
い
た
信
頼
性
の
高
い
情
報
を

国
際
的
に
発
信
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
て
お
り（

1（
（

、
他
方
で
海
外
の
研
究
者
・
研
究
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
研
究
交
流
を
推

進
し
て
き
た（

11
（

。
こ
れ
は
、
今
後
も
質
を
高
め
な
が
ら
継
続
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
国
際
的
な
情
報

発
信
を
特
別
な
も
の
と
し
て
切
り
分
け
て
行
う
の
で
は
な
い
0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
成
果
を
、
教
育
へ
の
活
用
を
も
含
め
て
広
く
発

信
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
研
究
へ
の
示
唆
を
得
る
と
い
う
基
本
的
な
サ
イ
ク
ル
が
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
国
際
的

な
発
信
と
そ
こ
か
ら
の
還
元
も0

組
み
込
む
こ
と
を
今
後
更
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
の
趣
旨
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
日
本
国
外
に
お
い
て
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
が
多
様
な
形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、そ
う
し
た
興
味
関
心
に
応
え
る
形
で
情
報
を
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
、

こ
れ
に
対
し
て
例
え
ば
検
索
の
便
の
向
上
や
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
な
ど
利
用
者
に
使
い
や
す
い
形
で
発
信
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
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で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
は
、
主
に
国
際
的
な
発
信
と
い
う
視
点
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
利
用
者
が

よ
り
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
情
報
発
信
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
日
本
の
利
用
者
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
を
、
最
後

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　

註

　
（
（ 

）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
、
井
上
順
孝
責
任
編
集
『〈
日
本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
か
』
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年
。
な
お
、

同
著
は
二
〇
一
五
年
に
日
本
文
化
研
究
所
の
設
立
六
〇
周
年
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
公
開
学
術
講
演
会
・
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
2 

）
そ
の
よ
う
な
往
還
の
一
局
面
に
つ
い
て
、
山
田
奨
治
『
禅
と
い
う
名
の
日
本
丸
』、
二
〇
〇
五
年
、
参
照
。

　
（
3 

）
ア
ン
・
ア
リ
ス
ン
著
、実
川
元
子
訳
『
菊
と
ポ
ケ
モ
ン
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
日
本
の
文
化
力
』
新
潮
社
、二
〇
一
〇
年
（A

nne 

A
llison, M

illennial M
onsters: Japanese Toys and the G

lobal Im
agination, U

niversity of California Press, 2006

）。

な
お
、原
著
と
訳
書
の
題
名
の
変
更
に
つ
い
て
も
、日
本
に
お
け
る「
日
本
文
化
」の
語
ら
れ
方
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
4 

）
な
お
、
こ
の
調
査
で
対
象
と
さ
れ
て
い
る
「
日
本
語
教
育
」
と
は
、
初
等
教
育
・
中
等
教
育
・
高
等
教
育
の
区
別
を
問
わ
ず
、

学
校
な
ど
の
教
育
機
関
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
日
本
語
の
正
規
教
育
を
指
し
て
お
り
、
日
本
語
の
自
習
者
の
数
な
ど
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。

　
（
5 

）https://w
w

w
.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/survey（5.htm

l

　
（
6 

）
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
編
『
海
外
の
日
本
語
教
育
の
現
状
―
―
二
〇
一
二
年
度
日
本
語
教
育
機
関
調
査
よ
り
』
く
ろ
し
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お
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

　
（
7 

）https://w
w

w
.europeana.eu/portal/

　
（
8 
）
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
を
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
五
九
、六
一
二
件
（
ア
ク
セ
ス
：20（8/（/2（

）
で
あ
る
（
な

お
、「
日
本
」
で
は
三
四
、七
〇
〇
件
ヒ
ッ
ト
す
る
）。「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」（N

D
L Search

） http://iss.ndl.go.jp/

で 
「
日
本
」
を
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
一
〇
、〇
一
七
、九
〇
三
件
（
ア
ク
セ
ス
：20（8/（/2（

）
で
あ
る
。

　
（
9 

）http://w
w

w
.dh-jac.net/db/nishikie/search_portal.php

　
（
（0 

）https://ja.ukiyo-e.org/ 

同
サ
イ
ト
は
、
二
八
の
機
関
や
組
織
（
博
物
館
・
大
学
・
図
書
館
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
・

デ
ィ
ー
ラ
ー
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
二
三
、一
二
八
件
の
浮
世
絵
を
対
象
に
横
断
検
索
を
可
能
に
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
り
、

画
像
検
索
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
（（ 

）
大
英
博
物
館
は
、
二
〇
一
三
年
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
な
っ
た
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
をFlickr

上
で
公
開
す
る
旨

告
知
し
（http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/20（3/（2/a-m

illion-first-steps.htm
l

）、
こ
れ
を
公

開
し
て
い
る
（https://w

w
w

.flickr.com
/photos/britishlibrary

）。
な
お
、
大
英
博
物
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
の
多
く
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
の
「
表
示
―
非
営
利
―
継
承
」
で
公
開
さ

れ
て
い
る
（http://w

w
w

.britishm
useum

.org/research/collection_online/search.aspx

）。

　

 　

 　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://w

w
w

.m
etm

useum
.org/art/

collection

）
で
は
、
全
デ
ー
タ
四
五
二
、〇
〇
二
件
中
、
二
一
四
、八
三
八
件
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い

る
（
ア
ク
セ
ス
：20（8/2/6

）。

　
（
（2 

）
東
京
国
立
博
物
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
利
用
に
つ
い
て
」（http://w

w
w

.tnm
.jp/m

odules/
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r_free_page/index.php?id=（84（

）
に
お
い
て
、「
非
商
業
目
的
で
下
記
の
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
無
償
利
用
条
件
」（
以
下

「
本
条
件
」
と
い
う
）
を
満
た
す
ご
利
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
無
償
で
複
製
、
加
工
、
出
版
物
や
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」（「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
無
償
利
用
条
件
」
は
省
略
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（3 

）
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
日
本
文
化
研
究
」
報
告
書
、参
照
（http://

m
useum

.kokugakuin.ac.jp/files/user/sym
posium

20（5report.pdf

）。

　
（
（4 

）「
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
海
外
で
日
本
関
連
の
資
料
を
展
示
、
研
究
し
て
い
る
博
物
館
か
ら
担
当
の
学
芸
員
を
招
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
博
物
館
の
現
状
を
報
告
し
、日
本
の
博
物
館
に
ど
の
よ
う
な
情
報
発
信
を
求
め
る
か
を
発
題
し
て
い
た
だ
く
。そ
の
上
で
、

日
本
側
の
パ
ネ
リ
ス
ト
た
ち
と
討
議
を
行
い
、
情
報
化
時
代
と
い
わ
れ
る
現
代
の
状
況
に
も
と
め
ら
れ
る
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
」
前
掲
報
告
書
、
二
頁
。
な
お
、
当
日
登
壇
し
た
の
は
マ
テ
ィ
・
フ
ォ
ラ
ー
氏
（
ラ
イ
デ
ン
国

立
民
族
学
博
物
館
、
オ
ラ
ン
ダ
）、
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
氏
（
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
芸
術
研
究
所
、
イ
ギ
リ
ス
）、
ミ
シ
ェ
ル
・

モ
キ
ュ
エ
ー
ル
氏
（
ギ
メ
美
術
館
、
フ
ラ
ン
ス
）、
ア
ン
・
ニ
シ
ム
ラ
・
モ
ー
ス
氏
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、
ア
メ
リ
カ
）、
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
・
シ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
氏
（
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
記
念　

人
類
学
・
民
族
学
博
物
館
［
ク
ン
ス
ト
カ
メ
ラ
］、ロ
シ
ア
）
で
あ
っ
た
。

　
（
（5 

）
江
上
敏
哲
「「
海
外
の
ユ
ー
ザ
に
日
本
資
料
・
情
報
を
届
け
る
」
と
い
う
こ
と
（
特
集 

海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
へ
の
支
援
と

図
書
館
）」『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』
六
六
四
／
六
六
五
、二
〇
一
六
年
八
月
、
参
照
。

　
（
（6 

）
江
上
敏
哲
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
。
な
お
、
同
書
は
江
上
氏
と
笠
間
書
院
の
協
議
を
経
て
、
全

文
が
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
さ
れ
て
い
る
（cf. http://kasam

ashoin.jp/20（2/04/post_2268.htm
l

）。

　
（
（7 

）http://w
w

w
.m

om
at.go.jp/am

/w
p-content/uploads/sites/3/20（7/04/J20（6_520.pdf

　
（
（8 

）
提
言
の
１
は
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
（.（
で
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
の
こ
と
も
対
象
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
」
が
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挙
げ
ら
れ
、例
え
ば
「
専
門
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、日
本
文
化
に
興
味
を
持
つ
一
般
の
ユ
ー
ザ
や
、日
本
が
専
門
で
は
な
い
司
書
・

資
料
専
門
家
・
研
究
者
等
も
、
日
本
美
術
資
料
の
ユ
ー
ザ
と
し
て
認
識
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
（9 
）
提
言
の
（.2
と
し
て
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
が
日
本
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
、
以
下
の
項
目
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

・
日
本
美
術
資
料
の
た
め
に
、
英
語
等
が
整
備
さ
れ
た
海
外
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
う
ユ
ー
ザ
が
多
い
。

　
　

 　

・ 

日
本
の
デ
ジ
タ
ル
リ
ソ
ー
ス
不
足
が
日
本
研
究
忌
避
を
も
た
ら
す
こ
と
、
東
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
他
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
の
形
成
が
旺
盛
な
勢
い
で
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
認
識
し
て
ほ
し
い
。

　
　

 　

・
特
に
若
い
世
代
は
デ
ジ
タ
ル
で
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
離
れ
て
し
ま
う
。

　
（
20 

）
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
本
誌
収
録
の
井
上
順
孝
「〈
日
本
文
化
〉
を
誰
に
伝
え
る
か
」
の
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
。

　
（
2（ 

）
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
國
學
院
大
學
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム http://k-am

c.kokugakuin.ac.jp/D
M

/ 

や
國

學
院
大
學
博
物
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://m

useum
.kokugakuin.ac.jp/ 

ま
た
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://

kojiki.kokugakuin.ac.jp/

な
ど
を
参
照
。

　
（
22 

）
例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
や
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
な
ど
と
研
究
協
力
関
係
を
築
い

て
き
て
い
る
。
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　〈
日
本
文
化
〉
を
誰
に
伝
え
る
か

井　

上　

順　

孝　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
創
立
以
来
、
研
究
成
果
の
国
際
発
信
を
常
に
心
掛
け
て
き
た
。
私
が
日
本
文
化
研
究
所
に
着
任
し

た
一
九
八
二
年
度
以
降
の
活
動
か
ら
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
み
る
。
國
學
院
大
學
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
一
九
八
三

年
一
月
に
日
本
文
化
研
究
所
主
催
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
民
族
文
化
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
の
講
演
や
会
議
の
内
容
は
、
同
年
日
本
語
と
と
も
に
英
文
で
も
刊
行
さ
れ
た
。Cultural Identity and M

odernization in A
sian 

Countries

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
十
三
年
後
の
一
九
九
六
年
一
月
に
、
や
は
り
日
本
文
化
研
究
所
の
主
催
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
民
族
文
化
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
の
紀
要
も
、G

lobalization and Indigenous Culture

と
し
て
翌

九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
の
英
文
刊
行
だ
け
で
な
く
、
恒
常
的
に
英
文
翻
訳
事
業
も
進
め
て
き
た
。
日
本
で
刊
行
さ
れ

た
日
本
宗
教
関
係
の
論
文
を
選
び
、
英
訳
し
て
テ
ー
マ
ご
と
に
一
冊
の
書
籍
と
し
て
刊
行
す
る
と
い
う
事
業
で
あ
る
。Contem

porary 

Papers on Japanese Religion

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
が
付
さ
れ
、
一
九
八
八
年
に
第
一
巻
のM

atsuri: Festival and R
ite in 

Japanese L
ife

が
刊
行
さ
れ
た
。
続
い
て
九
一
年
に
第
二
巻
のN

ew
 R

eligions

、
九
四
年
に
第
三
巻
のFolk Beliefs in M

odern 

Japan

、
そ
し
て
九
八
年
に
第
四
巻
のK

am
i

が
刊
行
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
二
年
に
採
択
さ
れ
、
五
年
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
國
學
院
大
學
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化
の
国
学

的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
の
第
三
グ
ル
ー
プ
で
は
、
日
本
文
化
の
国
際
発
信
に
関
わ
る
二
つ
の
大
き
な
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。
一
つ
は

二
〇
〇
二
年
三
月
か
ら
二
〇
〇
六
年
九
月
ま
で
合
計
六
回
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
英
文
神

道
事
典
Ｅ
Ｏ
Ｓ
（E

ncyclopedia of Shinto

）
の
公
開
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
文
化
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
主
に
英
語
を
用
い
て
積
極
的
に
国
際
発
信
を
行
っ
て
き
た
。
だ
が
、
情
報
化
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
日
々
進
行
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
外
国
語
に
翻
訳
し
た
研
究
成
果
を
書
籍
で
刊
行
し
た
り
、
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
す
る
と
い
う

基
本
的
作
業
に
加
え
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
方
針
の
も
と
に
行
う
か
と
い
う
理
念
の
よ
う
な
も
の
を
あ
ら
た
め
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
文
化
研
究
所
と
い
う
名
称
は
「
日
本
文
化
」
を
研
究
す
る
機
関
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し

て
い
る
が
、
で
は
そ
の
場
合
の
「
日
本
文
化
」
は
何
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
で
あ
る
。
ま
た
英
語
以
外
の
言
語
で
の
積
極
的
な
発
信
も

考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
。
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一
、
〈
日
本
文
化
〉
と
は
？
―
宗
教
文
化
を
中
心
に
考
え
て
み
る

　
　
①
起
源
か
ら
生
じ
る
謎
―
多
様
な
文
化
を
受
け
入
れ
て
で
き
た
ゆ
え
の
分
か
り
に
く
さ

　

日
本
文
化
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
を
促
す
よ
う
に
な
っ
た
最
近
の
研
究
動
向
や
社
会
状
況
の
う
ち
、
特
に
注
視
す
べ
き
も

の
に
つ
い
て
三
点
ほ
ど
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
日
本
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
を
参
照
し
た
考
古
学
、
神
話
学

な
ど
の
近
年
の
展
開
は
、
日
本
文
化
が
複
数
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
日
本
文
化
の
基
層
な
ど
と
い
う
言
葉

を
不
用
意
に
使
え
な
く
な
っ
て
き
た
状
況
が
あ
る
。

　

二
〇
一
五
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
文
化
研
究
所
主
催
の
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「「
日
本
文
化
」
研
究
の
展
望
」
に
お
い
て
、「
Ｄ
Ｎ
Ａ

で
読
む
日
本
人
の
形
成
史
」
と
題
す
る
非
常
に
興
味
深
い
発
表
が
、
国
立
科
学
博
物
館
副
館
長
で
人
類
学
者
の
篠
田
謙
一
氏
に
よ
り
な
さ

れ
た
。
篠
田
氏
は
こ
の
発
表
の
中
で
次
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
述
べ
た
。

　
「
現
在
で
は
我
々
の
ル
ー
ツ
が
ア
フ
リ
カ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
探
る
べ
き
は
我
々
日
本
人
の
起
源
地
で
は
な
く
、
成
立
の

経
緯
だ
。
日
本
人
の
起
源
を
考
え
る
際
に
問
う
べ
き
は
、ア
フ
リ
カ
を
出
発
し
た
人
類
が
、日
本
列
島
に
い
つ
ご
ろ
、ど
こ
か
ら
人
が
入
っ

て
き
て
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
集
団
の
移
動
の
中
で
、
ど
う
や
っ
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
か（

（
（

。」

　

篠
田
氏
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
際
し
て
ハ
プ
ロ
グ
ル
ー
プ
に
注
目
し
、
日
本
人
が
少
な
く
と
も
三
つ
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
や
、
現
在
の
日

本
人
が
東
ア
ジ
ア
に
住
む
人
々
の
ハ
プ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
と
ど
の
よ
う
な
類
似
性
が
あ
る
か
な
ど
を
紹
介
し
た
。

　

米
国
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
で
神
話
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
氏
は
、
二
〇
一
三
年
に
来
日
し
、
日
本
宗
教
学
会
と
日
本
文

化
研
究
所
の
共
催
に
よ
り
、
こ
の
常
磐
松
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
公
開
講
演
会
に
お
い
て
、
世
界
の
神
話
に
つ
い
て
も
非
常
に
幅
広
い
視
野

か
ら
論
じ
た
。
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
氏
は
人
類
の
先
祖
が
六
～
七
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
を
出
た
と
き
、
す
で
に
神
話
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
仮
説
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が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た（

（
（

。
こ
う
考
え
る
と
、
世
界
に
数
多
く
存
在
す
る
神
話
が
い
く
つ
か
の
類
型
に
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
似
た
よ
う
な

モ
チ
ー
フ
を
も
っ
て
い
た
り
す
る
理
由
が
納
得
し
や
す
く
な
る
。

　

こ
の
広
い
視
点
か
ら
の
神
話
研
究
は
当
然
に
日
本
神
話
の
研
究
の
あ
り
方
に
も
及
ん
で
く
る
。
記
紀
神
話
も
ル
ー
ツ
は
ま
だ
十
分
は
分

か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
複
数
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に

ア
フ
リ
カ
起
源
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
よ
う
な
発
想
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
人
類
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
な
研
究
は
、日
本
文
化
の
淵
源
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

日
本
文
化
固
有
の
と
い
っ
た
表
現
は
よ
く
使
わ
れ
る
が
、何
が
固
有
な
の
か
、ど
こ
か
ら
固
有
に
展
開
と
し
て
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
は
っ

き
り
し
て
い
る
の
は
、
日
本
周
辺
さ
ら
に
は
世
界
に
お
け
る
文
化
の
形
成
と
広
が
り
、
相
互
影
響
を
検
証
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
抜
き

に
し
て
日
本
文
化
の
起
源
を
論
じ
る
こ
と
は
無
謀
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
②
現
代
社
会
で
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
も
の
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
急
速
な
進
行
で
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
〈
日
本
文
化
〉

　

他
方
、
現
代
日
本
に
進
行
し
て
い
る
社
会
現
象
を
観
察
し
て
い
て
も
、
日
本
文
化
の
再
考
を
促
す
よ
う
な
事
態
を
多
く
目
の
あ
た
り
に

す
る
。
日
本
社
会
で
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
が
顕
著
に
な
っ
た
。
法
務
省
の
統
計
を
見
る
と
、
一
九
八
〇
年
に
入

国
し
た
外
国
人
の
総
数
は
百
万
人
台
で
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
に
は
三
百
万
人
台
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
五
百
万
人
台
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
に
は
一
千
万
人
を
超
え
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
千
万
人
を
超
え
て
い
る
。
一
九
七
七
年
以
前
は
ず
っ
と
百
万
人
以
下
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ア
ジ
ア
か
ら
の
訪
問
者
も
増
え
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は
中
国
と
韓
国
で
あ
る
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
入
国
者
が
二
一
世
紀
に

は
い
っ
て
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
文
化
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
中
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国
や
韓
国
は
大
乗
仏
教
、
儒
教
、
道
教
と
い
っ
た
宗
教
に
お
い
て
、
か
な
り
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
韓
国
・
北
朝
鮮
は
現
在
で
は

ハ
ン
グ
ル
を
用
い
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
は
長
く
漢
字
を
共
通
に
用
い
て
き
た
。
神
、
霊
、
祖
先
、
祭
祀
と
い
っ
た
宗
教
文
化
の
基
本
的

用
語
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
文
字
を
あ
て
る
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ス
ラ
ー
ム
、
上
座
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
が
広
が
る
地
域

で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
の
発
想
法
も
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
文
化
を
伝
え
る
と
い
う
場
合
に
も
、
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
も

の
と
同
様
で
い
い
か
ど
う
か
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

　

情
報
化
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
加
速
化
さ
れ
、
二
一
世
紀
に
は
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
情
報
に
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
情
報
の
や
り
と
り
の
特
徴
の
一
つ
は
ボ
ー
ダ

レ
ス
化
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
た
情
報
の
や
り
と
り
が
日
常
茶
飯
に
な
る
の
で
多
様
な
宗
教
文
化
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
格
段
に
便
利

に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
情
報
化
の
進
行
は
、
人
的
交
流
が
急
速
に
増
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
情
報
が
短
期
間
に
広
が
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
、
文
化
が
混
じ
り
合
う
ス
ピ
ー
ド
は
き
わ
め
て
速
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
文
化
の
中
核
に
あ
る
と
さ
れ
る
言
語
も
グ

ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
影
響
を
避
け
ら
れ
な
い
。

　

一
つ
分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て
み
る
。
渋
谷
駅
近
辺
で
撮
影
さ
れ
た
二
枚
の
写
真
を
比
べ
て
見
た
い
。
一
九
三
三
年
当
時
の
写
真
を

見
る
と
、
建
物
の
看
板
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
は
、
確
認
さ
れ
る
限
り
す
べ
て
漢
字
か
ひ
ら
が
な
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二
〇
一
六
年
に
渋

谷
駅
近
辺
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の
周
囲
を
撮
影
し
た
写
真
を
見
る
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
外
来
語
を
表
記
し
た
カ
タ
カ
ナ
が
圧
倒

的
に
多
く
、
漢
字
の
看
板
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。
建
物
の
看
板
は
人
間
で
い
え
ば
名
札
に
近
い
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
言
語
に
対
す
る
感
覚
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
こ
れ
は
日
本
文
化
で
は
な
い
、
日
本
語
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
東
京
の
街
か
ら
は
日
本
文
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化
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、や
は
り
こ
れ
は
日
本
文
化
の
現
代
的
表
現
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

文
字
の
事
例
は
分
か
り
や
す
い
の
で
例
示
し
た
の
だ
が
、
宗
教
文
化
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
は
起
こ
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

文
化
の
相
互
影
響
が
短
期
間
で
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
社
に
関
わ
る
こ
と
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
絵
馬
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
、
人
々

が
神
に
祈
願
す
る
ス
タ
イ
ル
と
し
て
日
本
社
会
に
馴
染
ん
で
い
る
。
古
典
的
な
絵
馬
は
絵
を
描
く
か
日
本
語
の
文
字
を
書
く
か
で
あ
る
。

　

二
一
世
紀
に
な
っ
て
急
速
に
広
が
っ
た
一
つ
に
痛
絵
馬
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ニ
メ
の
主
人
公
な
ど
を
絵
馬
に
描
い
て
奉
納
す
る
。
こ
れ

な
ど
は
、
絵
の
質
が
変
わ
っ
た
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
書
か
れ
て
い
る
文
字
に
着
目
す
る
と
、
日
本
語
で
は
な
い
文
字
で
書

か
れ
た
絵
馬
が
急
増
し
て
い
る
。
外
国
語
で
祈
願
の
文
章
が
書
か
れ
た
絵
馬
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
に
対

馬
で
神
社
調
査
を
し
た
と
き
に
は
、ハ
ン
グ
ル
で
文
章
が
書
か
れ
た
絵
馬
が
半
数
近
く
に
な
っ
て
い
る
神
社
が
あ
っ
た
。社
殿
の
壁
に
貼
っ

て
あ
っ
た
「
私
日
本
人
で
よ
か
っ
た
」
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
と
の
対
照
性
が
目
立
っ
た
。
外
国
語
で
祈
願
さ
れ
た
絵
馬
は
多
く
の
神
社
で
見

い
だ
さ
れ
る
。
と
く
に
東
京
、
奈
良
、
京
都
な
ど
観
光
客
が
多
い
神
社
で
は
、
英
語
や
中
国
語
、
そ
の
他
の
言
語
で
書
か
れ
た
絵
馬
を
数

多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｉ
Ｔ
技
術
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
は
「
楽
天
Ｅ
ｄ
ｙ
」
で
の
お
賽
銭
と
い
う
例
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
初
詣
の
際
、
都
内
の
神
社

が
日
に
ち
を
限
定
し
て
導
入
し
た
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
が
、
お
賽
銭
は
現
金
で
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
通
例
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る（

（
（

。

Ｉ
Ｔ
お
守
り
は
、
神
田
明
神
の
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
秋
葉
原
の
電
気
街
を
氏
子
区
域
に
含
む
神
田
明
神
で
は
、「
Ｉ
Ｔ
情
報
安
全
祈
願
」

等
の
お
守
り
を
販
売
し
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
昔
な
が
ら
の
お
守
り
が
守
る
と
い
う
の
は
、
安
心
と
い
う
も
の
の

特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
現
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
一
面
で
あ
る
。
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③
外
国
人
の
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心
の
多
様
化

　

日
本
に
お
け
る
変
化
と
と
も
に
、
外
国
人
の
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
認
知
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し

て
は
、
伝
統
的
と
さ
れ
て
き
た
〈
日
本
文
化
〉
だ
け
で
な
く
現
代
の
〈
日
本
文
化
〉
へ
の
関
心
が
増
加
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス

で
は
日
本
の
伝
統
的
文
化
へ
の
関
心
は
高
く
、
能
や
歌
舞
伎
な
ど
に
は
以
前
か
ら
強
い
関
心
が
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
で
は
日
本

の
漫
画
・
ア
ニ
メ
へ
の
関
心
を
強
く
抱
く
若
い
世
代
が
増
え
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
で
日
本
文
化
を
教
え
て
い
た
ビ
ュ
テ
ル
氏
に
よ
れ

ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
日
本
語
を
学
び
た
い
と
い
う
学
生
は
一
つ
の
大
学
で
毎
年
数
百
名
い
た
り
す
る
が
、
そ
の
大
半
は
日
本
の

ア
ニ
メ
や
漫
画
を
読
み
た
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
宗
教
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
宗
教
で
国
外
布
教
を
広
く
行
っ
て
い
る
の

は
、
主
に
新
宗
教
で
あ
る
。
神
社
神
道
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
仏
教
で
は
禅
仏
教
が

欧
米
を
中
心
に
人
気
が
あ
り
、
禅
セ
ン
タ
ー
が
各
地
に
で
き
て
い
る
。
だ
が
、
外

国
人
信
者
の
数
と
い
う
と
圧
倒
的
に
新
宗
教
が
多
く
を
占
め
る
。
表
１
は
、
宗
教

情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
る
教
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

基
づ
い
た
国
外
の
信
者
数
で
あ
る
。
教
団
側
の
発
表
し
た
数
字
で
あ
る
の
で
、
実

数
と
は
か
け
離
れ
た
数
値
も
あ
る
。
し
か
し
創
価
学
会
が
百
万
人
以
上
の
外
国
人

信
者
が
い
る
の
は
ほ
ぼ
確
か
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
日
系
新
宗
教
が
十
万
人

単
位
の
信
者
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
新
宗
教
研
究
者
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
に
数
千
人
か
ら
一
万
人
以
上
の
外
国
人
信
者
が
い

る
新
宗
教
教
団
は
増
加
し
て
い
る
。

表 1　国外信者数

（宗教情報リサーチセンターのデータに基づく）

霊友会 （89 万人

創価学会 （75 万人

生長の家 50 万人以上

伊勢神宮 50 万人以上

崇教真光 （0 ～ 50 万人

PL 教団 （0 ～ 50 万人

真如苑 （0 万人

天理教 5 万人

立正佼成会 （ 万 5 千人
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こ
の
こ
と
か
ら
、
外
国
人
が
日
本
宗
教
に
つ
い
て
体
験
的
に
知
る
割
合
、
つ
ま
り
近
く
に
日
本
宗
教
の
施
設
が
あ
る
と
か
、
日
本
宗
教

の
信
者
が
身
の
回
り
に
い
る
と
い
う
割
合
は
、
新
宗
教
に
よ
る
も
の
が
多
く
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。
国
外
布
教
し
て
い
る
新
宗
教
の
多
く

は
英
語
そ
の
他
の
外
国
語
で
書
か
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
て
い
る
の
で
、
ネ
ッ
ト
上
で
も
こ
う
し
た
宗
教
に
つ
い
て
の
情
報
を
得

る
外
国
人
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。
日
本
宗
教
と
い
え
ば
神
道
や
仏
教
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
二
、
誰
に
伝
え
る
の
か
？

　
　
①
研
究
開
発
推
進
機
構
に
お
け
る
英
語
中
心
か
ら
多
言
語
化
へ
の
展
開

　

何
を
〈
日
本
文
化
〉
と
す
る
か
を
考
え
る
上
で
、
現
代
は
き
わ
め
て
複
雑
さ
が
増
し
て
き
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
よ
う
な
根
本
的
な
問
い
は
、
そ
も
そ
も
答
え
る
の
が
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
そ
う
簡
単
に
議
論
の
道
筋
が
見
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
根
本
的
な
問
題
と
と
も
に
、〈
日
本
文
化
〉
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
よ
り
具
体
的
な
課
題
も
生
じ
た
。
そ
れ
は
研
究

し
て
き
た
こ
と
を
誰
に
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
て
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
、情
報
化
の
も
と
で
非
常
に
多
様
に
な
っ

て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
伝
え
よ
う
と
す
る
対
象
と
用
い
る
言
語
に
関
す
る
問
題
を
と
く
に
日
本
文
化
研
究
所
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
神
道
研
究
の
紹
介
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
述
べ
る
。

　

先
に
述
べ
た
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｏ
Ｓ
が
公
開
さ
れ
た
が
、
Ｅ
Ｏ
Ｓ
の
公
開
を
通
し
て
生
じ
た
問
題
に

つ
い
て
触
れ
る
。
Ｅ
Ｏ
Ｓ
は
も
と
も
と
日
本
語
で
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
事
典
』
の
本
文
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
神
道
事
典
』
は

次
の
九
部
か
ら
な
っ
て
い
た
。

　
「
一　

総
論
」、「
二　

神
」、「
三　

制
度
・
機
関
・
行
政
」、「
四　

神
社
」、「
五　

ま
つ
り
」、「
六　

信
仰
形
態
」、「
七　

基
本
観
念
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と
教
学
」、「
八　

流
派
・
教
団
と
人
物
」、

「
九　

神
道
文
献
」。

　

こ
れ
ら
の
各
部
に
は
総
論
が
あ
る
。
こ

の
総
論
は
英
語
の
他
、中
国
語
、ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
韓
国
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
し
た
。
ま
た
、
こ
の
う

ち
「
神
」、「
神
社
」、「
流
派
・
教
団
と
人

物
」
は
韓
国
語
に
も
訳
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
公
開
す
る
と
と
も
に
書
籍
で
も
刊
行
し

た
。
こ
の
三
つ
の
部
を
選
ん
だ
の
は
、
韓

国
で
の
研
究
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
高

い
の
で
は
と
い
う
推
測
に
基
づ
い
て
い
る（

（
（

。

　

外
国
人
か
ら
す
れ
ば
、
神
道
事
典
の
ど

の
部
分
に
関
心
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
Ｃ
Ｏ

Ｅ
で
作
成
し
た
Ｅ
Ｏ
Ｓ
に
は
、
各
項
目
に

ど
れ
く
ら
い
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
か
の

カ
ウ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
新
し

い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
の

表 2
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旧
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
も
依
然
と
し
て
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
〇
一
七
年
五
月
時
点
で
の
各
部
の
総
論
部
分
へ
の
ア
ク
セ
ス
数

を
調
べ
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ア
ク
セ
ス
が
多
い
の
は
「
神
」、
も
っ
と
も
少
な
い
の
は
「
制
度
・
機
関
・
行
政
」
で
あ
る
。

　

ど
の
テ
ー
マ
に
関
心
が
あ
る
の
か
は
、
使
う
国
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
と
言
語
の
関
係
は
ど
の
程
度
密
接
で
あ
る
か
は

言
語
に
よ
り
異
な
る
。
英
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
以
外
は
あ
る
程
度
の
相
関
性
を
想
定
で
き
る
。

　

比
較
し
て
み
る
と
、
閲
覧
で
き
る
総
論
の
言
語
別
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ほ
と
ん
ど
の
言
語
で
「
神
」
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
ロ
シ
ア
語
の
場
合
は
「
神
社
」
が
も
っ
と
も
多
い
。
中
国
語
と
韓
国
語
は
全
体
に
違
い
が
少
な
い
。
ス
ペ
イ
ン

語
で
あ
る
と
、「
制
度
・
機
関
・
行
政
」
と
「
流
派
・
教
団
と
人
物
」
へ
の
関
心
が
低
い
。
平
均
し
て
神
に
次
い
で
神
社
が
多
く
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
神
道
の
特
徴
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
比
較
的
了
解
し
や
す
い
結
果
で
あ
る
。

　

き
わ
め
て
限
定
的
な
が
ら
Ｅ
Ｏ
Ｓ
で
始
ま
っ
た
多
言
語
化
の
試
み
は
、
二
〇
〇
九
年
に
研
究
開
発
推
進
機
構
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
多

く
の
機
構
内
の
機
関
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

5
（

。
と
く
に
二
〇
一
四
年
か
ら
一
六
年
ま
で
文
化
庁
の
「
地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
支
援
事
業
」
助
成
を
得
た
事
業
で
は
、
國
學
院
大
學
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
を
英
語
だ
け
で
な
く
、

複
数
の
外
国
語
で
表
記
す
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
研
究
開
発
推
進
機
構
の
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
も
多
言
語
化

を
目
指
し
て
い
る
。
欧
米
の
言
語
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
各
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
に
よ
っ
て
発
信
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
よ

り
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

Ｅ
Ｏ
Ｓ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
結
果
か
ら
み
て
も
、
東
ア
ジ
ア
で
は
神
道
へ
の
関
心
は
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
ち

な
み
に
筆
者
の
編
著
で
あ
る
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ　

神
道
』
は
英
訳
の
他
に
韓
国
語
訳
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
『
神
社
と
神
々
』
に
は
中
国

語
訳
が
あ
る
。
前
者
は
や
や
専
門
書
的
で
あ
り
、
後
者
は
一
般
書
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
本
が
韓
国
語
や
中
国
語
に
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
、
神
道
へ
の
関
心
が
東
ア
ジ
ア
で
一
定
程
度
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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東
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
神
道
へ
の
関
心
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
中
国
や
韓
国
か
ら
は
靖
国
問
題
な
ど

に
は
厳
し
い
報
道
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
文
化
に
お
け
る
類
似
点
の
多
さ
は
、
神
道
へ
の

関
心
の
根
底
に
想
定
で
き
る
。
欧
米
の
言
語
へ
の
翻
訳
と
異
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
の
言
語
に
翻
訳
す
る
場
合
は
、
歴
史
的
出
来
事
の

解
釈
の
違
い
と
い
う
難
し
い
問
題
が
関
わ
る
場
合
が
あ
る
が
、
日
本
の
学
問
的
な
成
果
を
発
信
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
日
本
で
は
ど

の
よ
う
な
解
釈
が
主
流
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
く
の
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
②
国
外
か
ら
の
思
わ
ぬ
関
心
の
例
：
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
が
紹
介
し
た
神
道

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
時
代
に
は
、
神
道
に
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
国
々
か
ら
の
関
心
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
多
か
っ
た
欧
米
、
東
ア
ジ
ア
に
加
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
も
神
道
へ
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
に
中
東
の
放
送
局
で
あ
る
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
か
ら
神
道
に
つ
い
て
の
番
組
を
制
作
し
た
い
と
い
う
依
頼
を
、
日
本
在
住
の
シ

リ
ア
人
を
介
し
て
受
け
た（

（
（

。
真
面
目
な
企
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
た
の
で
、
筆
者
は
制
作
に
協
力
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
取
材

さ
れ
た
内
容
は
、
十
三
分
ほ
ど
の
番
組
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
で
放
映
さ
れ
た
。
放
映
さ
れ
た
ビ
デ
オ
が
後
日
送
付
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

内
容
か
ら
神
道
の
ど
の
よ
う
な
面
に
ま
ず
関
心
を
抱
く
か
が
あ
る
程
度
読
み
取
れ
た
。

　

そ
う
長
く
は
な
い
映
像
の
中
で
何
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
。
神
道
系
の
大
学
で
あ
る
國
學
院
大
學
の
様
子
が
簡
単
に
示
さ
れ
た
あ
と
、

神
道
の
歴
史
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
紹
介
部
分
は
筆
者
が
日
本
文
化
研
究
所
の
部
屋
で
行
っ
た
も
の
が
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳

さ
れ
て
い
る
。
研
究
所
が
常
磐
松
二
号
館
と
呼
ば
れ
て
い
た
古
い
建
物
の
六
階
に
置
か
れ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
次
い
で
伊
勢
神
宮
、
明
治

神
宮
、厳
島
神
社
の
空
か
ら
の
様
子
が
出
て
く
る
。
厳
島
神
社
の
鳥
居
が
説
明
さ
れ
る
が
、海
上
の
鳥
居
は
や
は
り
興
味
深
い
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
お
み
く
じ
、
神
社
建
築
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
の
参
拝
、
祭
式
教
室
で
学
生
が
祭
式
を
学
ぶ
様
子
も
映
さ
れ
て
い
る
。
後
日
、
番
組
制
作
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を
担
当
し
た
シ
リ
ア
人
か
ら
番
組
の
反
響
に
つ
い
て
の
電
話
を
も
ら
っ
た
。
非
常
に
好
評
で
多
く
の
人
か
ら
神
道
に
関
心
を
も
っ
た
と
い

う
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

7
（

。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
研
究
者
が
神
道
に
関
心
を
抱
く
こ
と
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
十
月
に
日
本
文
化
研
究
所
主
催
で

行
わ
れ
た
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
向
か
い
合
う
日
本
社
会
」
に
お
い
て
、
カ
イ
ロ
大
学
の
イ
サ
ム
・
ハ
ム
ザ
氏
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
と
神
道
の
精
神
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
旨
の
意
見
を
述
べ
た
。
ハ
ム
ザ
氏
は
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
も
聴
講
に
来
た
こ
と
が
あ
り
、
神
道
に
は
非
常
に
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

神
道
を
例
に
し
て
具
体
例
を
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
日
本
文
化
を
国
外
に
紹
介
す
る
と
い
う
課
題
を
も
っ
た
と
き
に
、

英
語
圏
へ
の
発
信
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
言
語
に
よ
っ
て
、
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
③
フ
レ
ー
ム
が
異
な
れ
ば
〈
日
本
文
化
〉
も
異
な
る

　

欧
米
の
目
か
ら
見
た
日
本
文
化
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
見
た
日
本
文
化
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
見
た
日
本
文
化
と
い
う
よ

う
な
発
想
を
日
本
人
研
究
者
も
強
く
意
識
す
べ
き
時
代
に
な
っ
た
。
神
道
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
宗
教
文
化
の
違
い
と
い
う
こ
と
を

考
慮
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
お
お
ま
か
に
で
も
あ
っ
て
も
、
世
界
の
宗
教
文
化
の
分
布
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

こ
れ
ま
で
神
道
の
研
究
者
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
は
意
識
し
て
き
た
。
こ
れ
は
英
語
で
の
発
信
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
が
意
識
さ
れ
た
と
き
は
、
神
道
は
多
神
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
少
な
く
と
も
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
大
き

な
三
つ
の
流
れ
が
あ
り
、
一
神
教
と
い
っ
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
聖
人
崇
拝
は
、
唯
一
神
へ
の
信
仰
だ
け
で
は
な
い
側
面
が
あ
る
。
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東
ア
ジ
ア
は
歴
史
的
に
中
国
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
、
大
乗
仏
教
、
儒
教
、
道
教
な
ど
は
互
い
に
習
合
し
つ
つ
、
各
国
の
宗

教
文
化
に
沁
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
の
場
合
は
、
近
代
化
の
過
程
で
日
清
戦
争
、
日
韓
併
合
、
台
湾
併
合
、
第
二
次
大
戦

中
の
中
国
本
土
へ
の
侵
略
な
ど
、
政
治
的
・
軍
事
的
関
係
が
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
日
本
宗
教
を
見
る
際
の
フ
レ
ー
ム
に
も
影
響
を

与
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
く
に
神
社
神
道
は
そ
う
し
た
過
去
の
歴
史
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
意
識
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
は
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
の
神
道
へ
の
関
心
は
、
あ
ま
り
そ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
場
合
だ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
も
、
第
二
次
大
戦
中
の
日
本
軍
の
侵
略

の
歴
史
が
あ
る
の
で
、東
ア
ジ
ア
ほ
ど
で
は
な
い
が
、近
代
史
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、タ
イ
、ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ラ
オ
ス
な
ど
上
座
仏
教
が
多
い
の
で
、
単
純
に
同
じ
仏
教
国
と
い
う
発
想
に
立
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
文
化
圏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
の
、
日
本
の
宗
教
文
化
の
発
信
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
複

雑
に
は
な
る
が
、〈
日
本
文
化
〉
の
新
し
い
側
面
を
発
見
す
る
機
会
に
も
な
り
う
る
。

　
　
む
す
び

　
〈
日
本
文
化
〉
は
時
代
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
理
解
の
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
た
姿
と
し
て
描

か
れ
る
。
中
に
は
過
度
の
美
化
が
あ
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。
あ
る
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
よ
う
な
研
究

で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
が
進
行
す
る
時
代
に
は
、
研
究
そ
の
も
の
の
信
頼
を
失
っ
て
い
く
。
自
分
た
ち
が
発
信
す
る
〈
日
本
文

化
〉
の
偏
り
の
度
合
い
を
反
省
す
る
に
は
、
そ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
を
前
提
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
は
、
外
国
人
が
突
き
つ
け
て
く
る
多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
の
フ
レ
ー
ム
を
知
る
こ
と
が
役
に
立
つ
。

　

む
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
描
か
れ
て
い
る
〈
日
本
文
化
〉
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
観
を
反
映
し
た
フ
レ
ー
ム
の

中
で
描
か
れ
る
。
神
道
の
イ
メ
ー
ジ
も
例
外
で
は
な
い
。
日
本
国
内
で
も
神
道
が
エ
コ
の
代
表
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
軍

国
主
義
の
加
担
者
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
ど
こ
に
着
眼
す
る
か
で
評
価
は
変
わ
る
が
、
ど
れ
が
正
し
い
か
と
い
う
よ
り
、
そ
の

多
様
な
評
価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
道
の
あ
る
側
面
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
国
外
か
ら
の
視
点
を
考
慮

す
る
と
い
う
と
き
に
は
、
一
つ
の
宗
教
文
化
に
も
当
然
多
様
な
解
釈
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
発
想
に
立
た
な
い
と
、
異
な
る
フ
レ
ー
ム
に

つ
い
て
知
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
る
。

　

こ
う
し
た
異
な
る
フ
レ
ー
ム
を
知
る
に
は
、
研
究
者
に
よ
る
著
作
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
の
行
動
の

観
察
も
重
要
で
あ
る
。
有
名
な
神
社
や
寺
院
に
行
く
と
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、

何
を
見
て
い
る
の
か
、
何
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
観
察
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
言
葉
は
分
か
ら
な
く
て
も
行
動
や
表
情
か
ら

理
解
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
絵
馬
の
よ
う
に
、
多
く
の
外
国
人
が
気
軽
に
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
参
拝
作
法
も
見
よ
う
見
ま
ね

で
行
う
人
も
い
る
。

　

互
い
の
文
化
が
影
響
を
与
え
合
う
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
観
察
は
、
一
段
と
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
観
察
も
、
自
画
像
の
〈
日
本
文
化
〉
と
他
者
が
描
く
〈
日
本
文
化
〉
の
ず
れ
を
見
出
す
の
に
役
立
つ
。
人
と
人
の
交
流
、
情

報
の
交
換
が
格
段
に
し
や
す
く
な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
宗
教
文
化
の
国
際
発
信
が
模
索
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。

國
學
院
大
學
の
研
究
開
発
推
進
機
構
は
そ
の
拠
点
に
な
る
上
で
利
点
が
あ
る
。多
様
な
宗
教
文
化
を
理
解
す
る
姿
勢
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、

多
く
の
神
道
研
究
者
も
い
る
。〈
日
本
文
化
〉
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
く
イ
ン
フ
ラ
が
豊
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
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註

　
（
（ 
）
篠
田
謙
一「
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
読
む
日
本
人
の
形
成
史
」（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編『〈
日
本
文
化
〉は
ど
こ
に
あ
る
か
』春
秋
社
、

二
〇
一
六
年
、
所
収
）
参
照
。

　
（
（ 

）
マ
イ
ケ
ル
・
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
「
神
話
の
『
出
ア
フ
リ
カ
』―
比
較
神
話
学
が
探
る
神
話
の
は
じ
ま
り
」（
井
上
順
孝
編
『
（（
世
紀
の

宗
教
研
究
』
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）
参
照
。

　
（
（ 

）
北
欧
な
ど
で
は
教
会
へ
の
献
金
が
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

　
（
（ 

）
韓
国
語
版
の
作
成
は
イ
・
フ
ァ
ジ
ン
（
李
和
珍
）
氏
が
研
究
員
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
の
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
（
5 

）
國
學
院
大
學
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
は
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
、
韓
国
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（ 

）
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
は
カ
タ
ー
ル
の
ド
ー
ハ
に
本
拠
を
置
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
で
世
界
に
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。

　
（
7 

）
そ
の
後
の
や
り
と
り
で
シ
リ
ア
人
の
神
道
研
究
者
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
の
間
も

な
く
の
シ
リ
ア
情
勢
が
そ
の
可
能
性
を
奪
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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資
料
か
ら
み
た
祭
り
　
―
祭
具
と
神
話
―

大　

東　

敬　

明　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

祭
り
（
祭
祀
・
祭
礼
）
及
び
そ
の
展
開
を
、
学
説
や
理
論
で
は
な
く
、
資
料
そ
の
も
の
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
神
道

史
研
究
の
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
白
杖
之
事（

（
（

」
の
思
想
的
・
儀
礼
的
背
景
や
そ
の
周
辺
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

〝
祭
具
と
神
話
〟
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る（

（
（

。『
日
本
書
紀
』
註
釈
や
中
世
神
道
説
を
含
む
神
祇
に
関
わ
る
言
説

研
究
と
祭
祀
・
祭
礼
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
前
者
は
文
学
や
思
想
史
、
後
者
は
歴
史
民
俗
学
・
民

俗
学
が
中
心
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、そ
の
両
者
を
架
橋
し
、「
神
社
で
用
い
ら
れ
る
祭
具
の
縁
起
」
と
も
い
え
る（

（
（

言
説
（〈
新
た
な
神
話
〉）

と
祭
具
・
祭
祀
・
祭
礼
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
い
。
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本
報
告
で
取
り
上
げ
る
祭
具
で
あ
る
「
白
杖
」
は
、「
ス
ハ
エ
」「
ズ
バ
エ
」
と
も
よ
ま
れ
、い
く
つ
も
の
祭
礼
・
行
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
祭
礼
は
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
春
日
若
宮
お
ん
祭
「
お
渡
り
」
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ハ
エ

に
は
、
師
子
（
獅
子
）
や
王
の
舞（

（
（

と
同
様
に
行
列
の
露
払
い
の
意
味
・
役
割
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
白
杖
之
事
」
は
、『
日
本
書
紀
』
や
春
日
社
の
祭
神
で
あ
る
天
児
屋
根
命
に
関
連
付
け
て
、
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
神
は

「
祓
」
や
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
も
関
わ
る
こ
と
か
ら
、「
白
杖
之
事
」
は
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
が
春
日
社
で
用
い
ら
れ
る
意
味
や
、
そ
の
力

を
保
証
す
る
言
説
で
あ
り
、
春
日
社
と
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
　
一
、
祭
礼
行
列
の
種
類

　

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
（
神
道
資
料
館
部
門
）
で
は
、
研
究
事
業
「
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
に
関
す
る
研

究
と
関
連
資
料
の
整
理
分
析
」（
平
成
二
十
六
年
度
〜
二
十
八
年
度
）
に
お
い
て
、
祭
祀
・
祭
礼
研
究
を
進
め
た
。
そ
の
成
果
は
『
神
輿

文
化
を
考
え
る
』
や
『
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
―
古
代
・
中
世
を
中
心
に
―（

（
（

』
と
い
っ
た
刊
行
物
、
國
學
院
大
學
博
物
館
に
お
け
る
企
画
展

「
祭
礼
行
列
―
渡
る
神
と
人
―（

（
（

」
に
お
い
て
示
し
た
。

　

柳
田
國
男
は
『
日
本
の
祭
』
に
お
い
て
「
日
本
の
祭
の
最
も
重
要
な
一
つ
の
変
り
目
は
何
だ
つ
た
か
。
一
言
で
い
ふ
と
見
物
と
称
す
る

群
の
発
生
、
即
ち
祭
の
参
加
者
の
中
に
、
信
仰
を
共
に
せ
ざ
る
人
々
、
言
は
ゞ
た
ゞ
審
美
的
の
立
場
か
ら
、
こ
の
行
事
を
観
望
す
る
者
の

現
は
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う（

（
（

。」
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
祭
り
は
、
観
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
側
面
が
あ
ら
わ
れ
、
よ
り
華
や
か
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
柳
田
は
、
こ
の
観
望
者
の
居
る
祭
り
を
「
祭
礼
」
と
呼
ん
だ
。
神
輿
や
芸
能
を
伴
っ
た
華
や
か
な
祭
礼
行
列

は
平
安
時
代
中
期
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
田
辺
三
郎
助
は
そ
の
背
景
に
、「
行
道
」「
行
像
」
と
い
っ
た
仏
教
行
事
の
影
響
を
想
定
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し
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
は
今
後
、
深
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
成
立
・
展
開
す
る
祭
礼
行
列
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
は

　
　

①
神
が
坐
す
場
（
神
社
、
御
旅
所
な
ど
）
へ
、
捧
げ
物
や
芸
能
な
ど
を
奉
納
す
る
た
め
の
行
列

　
　

②
神
の
移
動
を
伴
う
行
列

　
　

③
災
い
を
も
た
ら
す
疫
神
な
ど
を
あ
つ
め
、
地
域
外
へ
と
送
る
た
め
の
行
列

に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

①
は
行
列
の
中
に
神
は
な
く
、
人
間
を
中
心
と
す
る
。
賀
茂
祭
や
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
の
「
お
渡
り
」
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
行
列
の

中
心
は
神
へ
の
捧
げ
物
で
あ
る
幣
帛
・
神
饌
、
芸
能
者
な
ど
で
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
の
様
子
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
十
二
や
巻
十
六（

（
（

（
田
中
本
）
の
「
今
宮
祭
」「
賀
茂
祭
」
と
さ
れ
る
部
分
に
み
え
、
前
者
に
は
大
き
な
御
幣
を
担
ぐ
女
性
、
食
物
を
運
ぶ
人
々
が
見
え
る
。

　

②
は
神
輿
な
ど
、
神
の
乗
り
物
等
を
中
心
と
し
、
芸
能
や
奉
献
品
な
ど
を
伴
う
。
祇
園
祭
・
神
輿
渡
御
を
は
じ
め
、
各
社
の
神
輿
渡
御

が
こ
れ
に
当
た
る
。『
年
中
行
事
絵
巻
』（
田
中
本
）
巻
九
や
巻
十
二
に
は
祇
園
御
霊
会
や
稲
荷
祭
の
様
子
が
描
か
れ
、
師
子
、
王
の
舞
、

田
楽
な
ど
の
芸
能
が
神
輿
に
付
随
し
て
い
る
。
神
輿
は
平
安
時
代
中
期
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
七
月
に
摂
津

国
よ
り
石
清
水
八
幡
宮
ま
で
、
群
衆
に
よ
っ
て
志
多
羅
神
等
の
神
輿
が
担
が
れ
た
と
『
本
朝
世
紀
』
に
見
え
る
も
の
が
、
神
輿
に
関
わ
る

古
い
記
事
で
あ
る
。

　

③
は
疫
神
な
ど
の
象
徴
あ
る
い
は
「
依
代
」
と
さ
れ
る
傘
や
鉾
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
今
宮
神
社
の
や
す
ら
い
花
、
祇
園
祭
山
鉾

巡
行
な
ど
が
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
行
列
は
、
疫
神
を
地
域
の
外
に
追
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年�

（
九
九
四
）
六
月
二
十
七
日
条
に
見
え
る
船
岡
山
で
行
わ
れ
た
御
霊
会
に
お
い
て
は
、
木
工
寮
が
神
輿
二
基
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
神
輿

は
難
波
海
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
疫
神
が
乗
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
③
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
行
列
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で
中
心
と
な
る
神
は
、
祭
礼
が
行
わ
れ
る
神
社
の
祭
神
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

萩
原
龍
夫
は
「
祭
祀
の
場
」
を
「
神
聖
な
力
の
発
動
と
人
間
の
行
動
環
境
と
の
接
点
」
で
あ
る
と
と
ら
え
、

　

一
、
接
点
の
基
本
的
標
準
的
の
も
の
、

　

二
、
神
聖
性
に
よ
り
強
く
引
き
付
け
ら
れ
た
も
の
、

　

三
、
反
対
に
人
間
界
に
よ
り
近
く
引
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
、

に
分
類
し
た
。
こ
の
説
明
の
中
で
、
山
宮
は
神
聖
な
場
所
で
あ
っ
て
普
段
は
行
か
な
い
が
、「
ま
つ
り
の
時
に
頭
人
や
神
官
を
中
心
に
し
た

行
列
が
む
か
い
、
こ
こ
で
神
事
を
す
ま
し
て
里
へ
戻
る
。
一
種
の
神
迎
え
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
近
畿
地
方
に
多
く

見
ら
れ
る
頭
屋
神
事
の
場
合
、「
頭
屋
は
カ
ミ
ヤ
ド
で
あ
る
か
ら
、
神
霊
の
示
現
の
場
所
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
行
列
を
整
え
て

神
社
に
参
る
と
い
う
か
た
ち
は
、
正
し
く
山
宮
→
里
宮
の
み
ゆ
き
（
神
幸
）
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

」
と
す
る
。
萩
原
は
こ
れ
ら

の
行
列
を
「
神
の
移
動
」
と
捉
え
て
い
る
が
、こ
の
中
に
は
奉
献
品
を
奉
る
た
め
の
行
列
が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
例
も
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
行
列
の
中
に
は
、
神
に
捧
げ
る
た
め
の
御
幣
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
捧
げ
物
で
あ
っ
た
御
幣
が
「
神
霊
の
表
象
」
と
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と（

（（
（

、
行
列
の
意
味
も
捧
げ
物
を
持
つ
行
列
（
①
）
か
ら
神
霊
の
移
動
を
伴
う
行
列
（
②
）
へ
と
変
化
し
た
。

　
　
二
、
『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）
に
つ
い
て

　
　（
１
）
春
日
大
社
に
つ
い
て

　

春
日
大
社
（
奈
良
県
奈
良
市
）
は
、
武
甕
槌
命
（
第
一
殿
）、
経
津
主
命
（
第
二
殿
）、
天
児
屋
根
命
（
第
三
殿
）、
比
売
神
（
第
四
殿
）

の
四
柱
の
神
を
祭
神
と
す
る
。
同
社
は
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
に
藤
原
氏
の
崇
敬
神
（
武
甕
槌
命
、
経
津
主
命
）
及
び
祖
神
（
天
児
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屋
根
命
、
比
売
神
）
を
あ
わ
せ
て
祭
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
藤
原
氏
の
氏
神
と
さ
れ
た
。

　

春
日
社
に
対
す
る
信
仰
は
武
甕
槌
命
（
第
一
殿
）
へ
の
信
仰
か
ら
、
次
第
に
天
児
屋
根
命
（
第
三
殿
）
へ
の
信
仰
へ
と
推
移
す
る
。
推

移
年
代
に
は
諸
説
あ
る
が
、
中
世
を
通
じ
て
、
徐
々
に
変
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る（

（1
（

。
こ
の
背
景
に
は
二
神
約
諾
、
三
社
託
宣
や
吉
田

神
道
の
影
響
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
想
定
さ
れ
る
が
、
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
複
合
に
よ
る
変
化
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う（

（1
（

。
春
日
社
に
対
す
る
信
仰
が
天
児
屋
根
命
信
仰
へ
と
推
移
す
る
と
、
天
児
屋
根
命
に
春
日
社
で
の
祭
儀
の
起
源
を
求
め
る
〈
新
た
な

神
話
〉
も
現
れ
る
。

　
　（
２
）
『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）
の
形
成
と
、
そ
の
背
景

　

ま
ず
春
日
社
に
限
定
し
て
、
中
臣
祓
の
受
容
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

春
日
社
に
お
い
て
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
は
中
臣
祓
が
春
日
祭
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
春
日
社
司
の
祓
で
用
い
ら
れ
（『
春
日
祭
暦
年

記
』）、春
日
若
宮
お
ん
祭
り
が
始
め
ら
れ
た
の
と
同
時
期
に
、同
祭
で
用
い
ら
れ
る
仮
殿
の
清
め
に
中
臣
祓
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と（『
若

宮
祭
礼
記
』）、
十
三
〜
十
四
世
紀
に
か
け
て
は
、
清
祓
に
中
臣
祓
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）
は
、
江
戸
初
期
の
写
本
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
社
家
で
あ
る
大
東
家
に

伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
、「
中
臣
祓
」「
最
要
中
臣
祓
」「
身
曾
貴
太
祓
」
を
は
じ
め
、「
警
蹕
之
事
」
や
「
白
杖
之
事
」
等
の
言
説
、�

「
神
殿
奉
開
次
第
大
事
」、「
正
遷
宮
次
第
」、「
奉
移
神
輿
次
第
」
等
の
諸
次
第
よ
り
な
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
春
日
社
内
に
流
布
し
て�

い
た
言
説
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
全
体
を
通
し
て
思
想
や
一
定
流
派
の
作
法
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
宮
地�

直
一
が
指
摘（

（1
（

す
る
よ
う
に
大
東
家
本
は
吉
田
家
の
神
祇
故
実
や
吉
田
神
道
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
唯
一
神
道
護
神
身
法
」、�

「
最
要
中
臣
祓
」
等
が
み
え
る
こ
と
、
中
臣
祓
に
吉
田
兼
倶
自
筆
『
祓
品
々
秘
書
』
と
同
様
の
特
徴
が
あ
る
こ
と（

（1
（

、
散
米
に
つ
い
て
述
べ
る�
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中
で
中
臣
祓
の
「
祓
」
の
字
に
「
秡
」
を
用
い
る
理
由
と
共
通
す
る
言
説（

（1
（

が
み
え
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ま
ま
吉
田
神
道

を
受
容
し
た
の
で
は
な
く
、
春
日
社
に
見
合
う
形
で
改
変
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
森
本
仙
介
氏
が
指
摘
す
る
、
春
日
社
と
中
世
神
道
と
の
関
わ
り
、
と
り
わ
け
、
吉
田
神
道
の
受
容
、
吉
田
家
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
が
あ
る
だ
ろ
う（

（1
（

。
ま
た
、
吉
田
家
は
京
都
吉
田
社
の
神
職
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
同
社
は
貞
観
年
間
（
八
五
九

〜
八
七
七
）
に
藤
原
山
蔭
が
春
日
社
の
四
座
の
祭
神
を
勧
請
し
、
山
蔭
一
門
の
氏
神
と
し
て
創
建
さ
れ
た
社
で
あ
る
こ
と
も
、
吉
田
家
と

春
日
社
と
の
関
係
に
は
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
森
本
氏
は
、
北
郷
禰
宜
の
守
祐
が
『
天
照
太
神
口
決
』
や
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
を
書
写
し
、
教
円
な
る
僧
か
ら
「
臨
終
印
明
」

を
伝
授
さ
れ
、
南
郷
禰
宜
延
春
よ
り
『
神
皇
正
統
記
』
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
延
春
が
『
旧
事
本
紀
』
巻
六
、『
古
事
記
』
な

ど
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
東
家
本
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
社
家
と
禰
宜
と
の
違
い
は
あ
れ
、
吉
田
神
道
を
含
め
た
多

く
の
神
祇
書
や
神
道
説
が
春
日
社
あ
る
い
は
南
都
に
流
入
し
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
三
、
「
白
杖
之
事
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
白
杖
之
事
」
本
文
を
示
す
。

　
　

白
杖
之
事

　
　

�

神①

代
ニ
伊
弉
諾
尊
、
杖
ヲ
以
テ
、
悪
鬼
ヲ
佛

（
拂
カ
（玉

フ
、
其
御
杖
ヲ
、
岐
神
ト
申
ス
。
此②

後
ニ
、
天
児
屋
根
命
、
白
幣
ノ
、
杖
ヲ
以
テ
、

三
笠
山
ニ
顯
玉
フ
。
此③

ニ
ヨ
テ
、
春
日
社
ニ
、
専
ラ
用
来
レ
リ
。

同
条
は
、
①
で
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
（
上
）
第
五
段
一
書
（
第
六
）（
第
九
）
を
典
拠
と
し
て
杖
が
祓
の
道
具
で
あ
る
こ
と
の
由
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来
を
述
べ
、
②
で
は
杖
・
白
杖
と
春
日
社
の
祭
神
で
あ
る
天
児
屋
根
命
の
関
わ
り
を
述
べ
、
③
は
②
の
理
由
に
よ
っ
て
、
春
日
社
で
ス
ハ

エ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

同
条
と
、
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
現
在
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
が
所
蔵
す
る
『
私
用
抄
』（
吉
田
兼
敬
・
寛
文
十
三
年

〈
一
六
六
三
〉
筆
）
に
み
え
る（

（1
（

。
よ
っ
て
、
大
東
家
本
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
「
白
杖
之
事
」
は
、
寛
文
十
三
年
以
前
に
成

立
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
①「
神
代
ニ
伊
弉
諾
尊
、
杖
ヲ
以
テ
、
悪
鬼
ヲ
佛
（
拂
カ
）
玉
フ
、
其
杖
ヲ
岐
神
ト
申
ス
。」

　

ま
ず
、
①
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
五
段
一
書
（
第
六
）

　
　

�

伊
奘
諾
尊
、
乃
報
之
曰
、
愛
也
吾
妹
、
言
二
如
此
一
者
、
吾
則
当
産
二
日
将
千
五
百
頭
一。
因
曰
、
自
レ
此
莫
過
、
即
投
二
其
杖
一、
是
謂
二

岐
神
一
也
、

同　

一
書
（
第
九
）

　
　

�

故
伊
奘
諾
尊
、
隠
二
其
樹
下
一、
因
採
二
其
実
一、
以
擲
レ
雷
者
、
雷
等
皆
退
走
矣
。
此
用
レ
桃
避
レ
鬼
之
縁
也
。
時
伊
奘
諾
尊
、
乃
投
二
其

杖
一
曰
、
自
レ
此
以
還
、
雷
不
二
敢
来（

11
（

一

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
春
日
社
の
神
人
た
ち
は
、
様
々
な
神
道
書
を
受
容
し
、
ま
た
、
先
述
の
通
り
吉
田
家
の
人
々�

と
も
交
流
し
て
い
る
。
清
原
宣
賢
は
春
日
社
に
参
籠
し
、『
大
学
』
や
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
う
な
ど
し
た
。
こ
の
事
は
、『
中

臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
幣
帛
調
作
之
事
」
に
「
御
幣
ハ
、
天
地
ノ
位
ヲ
表
セ
リ
。
幣
串
ハ
、
國
常
立
尊
也
。
天
地
ノ
心
御
柱
也
。」

と
あ
り
、
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
に
は
「
幣
ヲ
手
ニ
握
ル
ホ
ト
ニ
、
ニ
ギ
テ
ト
云
。
或
魂
魄
ノ
二
ヲ
表
ス
。
柄
（
幣
串
カ
）
ハ
、
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國
常
立
尊
ヲ
表
ス（

1（
（

。」
と
あ
っ
て
解
釈
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
る
。

　
「
白
杖
之
事
」
や
「
幣
帛
調
作
之
事
」
が
春
日
社
と
吉
田
家
の
ど
ち
ら
で
成
立
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
春
日
社
と
吉
田
家
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
、
春
日
社
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
受
容
の
過
程
の
中
で
、
成
立
し
た
言
説
（〈
新

た
な
神
話
〉）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
②「
天
児
屋
根
命
、
白
幣
ノ
、
杖
ヲ
以
テ
、
三
笠
山
ニ
顯
玉
フ
。」

　

②
は
、
天
児
屋
根
命
の
降
臨
を
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
の
起
源
と
結
び
つ
け
て
説
く
も
の
で
あ
る
。

　

春
日
社
に
対
す
る
信
仰
は
武
甕
槌
命
へ
の
信
仰
か
ら
次
第
に
天
児
屋
根
命
へ
の
信
仰
へ
と
推
移
し
、『
春
夜
神
記
』（
永
享
九
年

〈
一
四
三
七
〉
以
前
成
立
）
に
は
、
同
社
御
田
植
祭
で
用
い
ら
れ
る
「
松
苗
」
の
由
来
と
天
児
屋
根
命
の
遷
祀
伝
承
と
関
わ
ら
せ
て
述
べ

て
い
る（

11
（

。
ス
ハ
エ
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
天
児
屋
根
命
が
「
白
幣
ノ
、
杖
ヲ
以
テ
」
三
笠
山
に
現
れ
た
と
説
き
、
ス
ハ
エ
の
起
源
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
ス
ハ
エ
が
清
め
に
関
わ
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、『
日
本
書
紀
』
第
一
巻
第
七
段
一
書
（
第
三
）
に
、

　
　

�

即
科
二
素
戔
嗚
尊
千
座
置
戸
之
解
除
一、
以
二
手
爪
一
為
二
吉
爪
棄
物
一、
以
二
足
爪
一
為
二
凶
爪
棄
物
一、
乃
使
下
天
児
屋
命
、
掌
二
解
除
之
太

諄
辞
一
而
宣
上
之
焉
。

と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
、『
中
臣
祓
訓
解
』
に
は
「
中
臣
祓

ハ
天
津
祝
太
祝
詞
、
伊
弉
那
諾
尊
ノ
之
宣
命
也
、

天
児
屋
命
之
諄
解
也（

11
（

」
と
み
え
、
御
巫
本
『
中
臣
祓
詞
』（
弘
治
二
年
写
本
）
に
は
、
中
臣
祓
を
「
此
祓
春
日
大
明
神
御
撰
作（

11
（

。」
と
す
る
。

吉
田
兼
倶
の
講
義
を
月
舟
寿
桂
が
記
し
た
『
中
臣
祓
抄
』
に
は
「
此
祓
ヲ
辞
ニ
ス
ナ
ワ
、
誰
ソ
ト
云
ヘ
ハ
、
春
日
大
明
神
也（

11
（

」
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、祓
を
天
児
屋
根
命
と
関
わ
ら
せ
て
説
く
言
説
が
見
て
取
れ
る
。
春
日
社
に
お
い
て
清
め
や
祓
に
用
い
ら
れ
た
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
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上
哲
次
郎
ま
で
も
が
参
加
し
て
い
た（

（1
（

。

　

ま
た
、
拡
張
委
員
会
で
は
、
第
一
期
拡
張
事
業
と
し
て
道
義
学
科
の
設
置
、
典
故
文
献
の
講
究
、
研
究
科
改
良
拡
張
な
ど
が
、
第
二
期

拡
張
事
業
と
し
て
は
国
法
科
の
設
置
が
決
定
し
た
。
第
一
義
に
掲
げ
ら
れ
た
道
義
学
科
は
「
本
大
学
設
立
の
主
旨
と
す
る
国
体
・
国
礼
の

講
明
、
国
民
道
徳
を
研
修
す
る
場
で
あ
り
、
殊
に
堅
実
な
る
思
想
家
を
養
成
す
る
施
設
」
と
し
て
の
設
置
が
決
定
さ
れ（

11
（

、
大
学
令
大
学
認

可
に
臨
ん
で
同
八
年
七
月
十
一
日
に
学
則
を
変
更
し
、
大
学
部
を
道
義
・
国
史
・
国
文
の
三
学
科
と
し
て
、
こ
こ
に
道
義
学
科
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
っ
た（

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
臨
時
教
育
会
議
に
代
表
さ
れ
る
政
策
的
議
論
や
国
民
道
徳
論
の
展
開
は
、「
国
体
ノ
本
義
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道
義
ノ
精
神

ヲ
徹
底
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
拡
張
事
業
と
内
容
的
に
も
人
的
に
も
交
錯
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
道
義

学
科
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
次
拡
張
事
業
に
お
い
て
国
法
科
の
設
置

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
道
義
学
科
設
置
を
も
っ
て
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
国
体
の
講
明
が
同
学
科
の
み
に

任
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
役
割
の
一
つ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ば
「
國
學
院
設
立
趣
意
書
」
に
示
さ
れ
た

「
国
史
・
国
文
・
国
法
」
に
「
道
義
」
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
正
確
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　

三
、
道
義
学
科
と
道
義
学
会

　

設
置
当
初
の
道
義
学
科
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
は
、
第
一
学
年
に
お
い
て
道
義
（
国
民
道
徳
、
神
道
倫
理
学
）、
国
史
（
国
史
、
神
祇
史
、

古
典
）、
国
語
・
国
文
（
講
読
、
作
文
）、
漢
文
（
講
読
）、
教
育
・
哲
学
（
哲
学
概
論
）、
法
制
・
経
済
（
憲
法
、
皇
室
典
範
）、
英
語�

（
講
読
）、
礼
典
（
礼
法
）、
第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
道
義
（
国
民
道
徳
史
、
神
道
史
、
西
洋
倫
理
学
史
）、
国
史
（
国
史
、
有
職
故
実
、�

の
由
来
を
説
く
「
白
杖
之
事
」
に
天
児
屋
根
命
が
関
わ
る
こ
と
は
、
白
杖
の
祓
の
呪
術
的
能
力
を
保
証
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
た
と
想

像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
吉
田
兼
倶
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
に
お
い
て
、
三
部
神
経
（
天
元
神
変
神
妙
経
、
地
元
神
通
神
妙
経
、
人
元
神
力
神
妙
経
）

を
天
児
屋
根
命
（
春
日
大
明
神
）
の
神
宣
で
あ
る
と
し
て
お
り
、「
唯
受
一
流
血
脈
」
も
「
天
児
屋
根
命
」
よ
り
始
ま
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
同
神
は
吉
田
家
の
祖
神
で
あ
り
、
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
本

言
説
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
背
景
に
は
、
吉
田
家
側
に
と
っ
て
も
同
神
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

　
　
四
、
ス
ハ
エ
が
用
い
ら
れ
る
事
例

　

は
じ
め
に
、
③
に
関
わ
る
ス
ハ
エ
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
南
都
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　
　（
１
）
白
杖
に
つ
い
て

　

こ
の
「
ス
ハ
エ
」「
白
杖
」
は
、
木
の
枝
や
幹
か
ら
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
若
枝
の
こ
と
で
あ
る
。
室
町
時
代
以
降
に
「
ズ
ハ
エ
」
と
濁
音

で
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ス
ハ
エ
は
、
警
護
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
呪
術
的
方
面
に
発
達
し
て
、
清

め
や
祓
に
関
わ
り
、
魔
や
邪
気
を
退
け
る
呪
具
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
折
口
信
夫
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る（

11
（

。

　
『
江
家
次
第（

11
（

』
の
「
賀
茂
詣
」（
巻
二
十
）
の
行
列
、「
圓
宗
寺
最
勝
会
」（
巻
五
）
の
項
に
記
さ
れ
た
「
法
華
会
」
の
探
題
の
行
列
に
、

ス
ハ
エ
（
白
木
杖
・
白
杖
）
を
持
つ
童
子
が
み
え
、『
年
中
行
事
絵
巻
』（
田
中
本
）
を
み
る
と
、「
賀
茂
祭
」（
巻
十
六
）・「
賀
茂
臨
時
祭
」
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（
別
本
巻
一
）
に
は
、
ス
ハ
エ
（
楉じ

ゃ
く
ぼ
く木

）
を
持
ち
、
襅
襷
を
か
け
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
行
列
の
先
を
行
き
、
邪
気
や

魔
を
退
け
る
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
第
三
十
八
「
盗
人
、
誦
法
花
四
要
品
免
難
語
」
に
は
馬
盗
人
と
共
犯
で
あ
る
と
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
捉
え

ら
れ
た
雑
色
の
前
に
童
子
が
現
れ
、
手
に
持
っ
た
「
白
キ
楚
」
を
振
る
と
縛
が
解
け
た
と
語
っ
た
と
み
え
る（

11
（

。『
続
本
朝
往
生
伝
』（
六
）

に
は
遍
照
が
天
狗
の
仕
業
で
病
と
な
っ
た
右
大
臣
に
祈
祷
に
呼
ば
れ
た
際
、
右
大
臣
邸
に
行
く
前
に
童
子
が
天
狗
を
退
治
し
た
話
が
み

え
、「
未
時
に
領
状
あ
り
。
総
角
二
人
、白
き
杖
を
捧
げ
て
、状
に
隨
ひ
て
相
副
ふ（

11
（

。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
も
童
子
が
「
白
キ
楚
」「
白
き
杖
」

を
手
に
持
っ
て
現
れ
た
例
で
あ
り
、
ス
ハ
エ
は
呪
術
的
な
力
を
発
揮
し
、
特
に
後
者
は
魔
を
退
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
初
期
の
両
部
神
道
書
で
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
に
は
現
在
み
え
る
形
と
な
っ
た
『
中
臣
祓
訓
解
』
に
は
、「
天
津
金
木
〈
現
在
云
、

人
有
二レ

ハ
犯
科
一
祓
二
楡
楉
二
枝
一、
是
一
名
号
二
白
枝
一
也
、
是
則
如
来
大
智
之
宝
威
、
悪
魔
降
伏
之
金
輪
也
、〉」
と
あ
っ
て
「
楡
楉
」
は
祓

具
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
白
枝
」
と
呼
ば
れ
る
、
と
あ
る
。

　
　（
２
）
事
例

　
　

Ａ
・
春
日
大
社
・
春
日
若
宮
お
ん
祭
り

　

春
日
大
社
で
は
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
の
お
渡
り
に
お
い
て
、「
梅
白
杖
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
赤
い
装
束
を
着
、
祝

御
幣
や
ス
ハ
エ
を
持
つ
役
が
行
列
の
先
導
を
し
て
い
る
。
お
ん
祭
り
に
お
い
て
は
、
襅
襷
を
春
日
大
社
一
の
鳥
居
で
か
け
る
。

　

同
祭
礼
は
、
お
旅
所
に
若
宮
神
を
迎
え
、
そ
の
前
で
祭
祀
・
芸
能
な
ど
行
な
わ
れ
る
祭
礼
で
あ
る
。
御
旅
所
へ
向
か
う
芸
能
集
団
を
先

導
す
る
位
置
に
ス
ハ
エ
（
梅
白
杖
）
と
御
幣
は
あ
る
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
成
立
し
た
『
春
日
若
宮
祭
礼
図
』
に
、
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
に
加
え
ら
れ
た
『
春
日
若
宮
御
祭
礼
松
下
行
列
図
』
に
は
、
興
福
寺
の
「
戸
上
」
が
「
梅
白
杖
」
を
、「
膳
手
」
が
「
祝
御
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幣
」
を
持
ち
、
両
者
と
も
赤
衣
を
着
け
て
襅
襷
を
ひ
く
様
子
が
描
か
れ
る（

1（
（

。
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
に
若
宮
社
頭
で
行
な
わ
れ
た
臨
時

祭
の
記
録
で
あ
る
『
貞
和
五
年
春
日
社
臨
時
祭
記
録
』
に
は
「
シ（

白

杖

（

ラ
ツ
エ　

左
一
殿
カ
ヽ
御
前
、
□（

ア
（カ

イ
カ（

狩

衣

（

リ
キ
ヌ
ニ
チ（

ち
は
や
（

ハ
ヤ
ヲ
カ
ケ
ラ

ル（
11
（

」
と
み
え
る
。
こ
の
、
お
ん
祭
り
に
お
い
て
、
い
つ
か
ら
ス
ハ
エ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

神
木
動
座
の
際
に
も
赤
い
狩
衣
を
着
て
、ス
ハ
エ
を
持
つ
役
が
先
導
し
て
お
り（

11
（

、『
春
日
権
現
験
記
絵（

11
（

』
巻
十
九
「
正
安
神
鏡
事
」
に
は
、

盗
ま
れ
た
神
鏡
を
春
日
社
へ
戻
す
行
列
の
先
頭
に
赤
狩
衣
を
着
、
ス
ハ
エ
を
持
っ
た
仕
丁
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
Ｂ
・
興
福
寺
維
摩
会

　

維
摩
会
は
『
維
摩
経
』
を
講
じ
る
法
会
で
あ
る
。
興
福
寺
に
お
い
て
は
十
月
十
日
よ
り
藤
原
鎌
足
の
忌
日
で
あ
る
同
十
六
日
ま
で
行
わ

れ
、
南
都
を
代
表
す
る
法
会
で
あ
っ
た
。

　

維
摩
会
に
お
け
る
最
重
要
職
の
探
題
の
職
掌
を
記
し
た
『
維
摩
会
探
題
用
意
記（

11
（

』（
大
永
二
年
〈
一
五
二
二
〉）
に
は
、「
行
列
之
事
」

と
し
て
ス
ハ
エ
を
持
つ
人
物
、
箱
（
短
尺
箱
）
を
持
つ
人
物
が
み
え
る
。
こ
の
短
尺
箱
に
神
祇
が
影
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
醍
醐
寺

新
要
録
』「
探
題
為
尊
宿
之
役
事（

11
（

」
や
松
尾
恒
一
氏
が
引
用
す
る
興
福
寺
蔵
『
伝
授
之
書
』「
維
摩
会
探
題
伝
授
覚
書
」
に
み
え
る（

11
（

。

　

慈
恩
会
は
、慈
恩
大
師
の
忌
日
に
行
わ
れ
る
論
議
会
で
あ
る
。
現
行
儀
礼
に
お
い
て
、探
題
は
同
法
会
の
最
重
要
職
で
あ
り
、ス
ハ
エ（
梅

杖
）
を
持
つ
役
、
春
日
大
明
神
が
影
向
さ
れ
て
い
る
短
尺
箱
（
探
題
箱
）
を
持
つ
役（

11
（

に
続
い
て
、
注
連
縄
の
張
ら
れ
た
影
向
戸
よ
り
法
会

の
途
中
、
神
分
・
勧
請
作
法
の
際
に
入
堂
し
て
い
る
。

　

こ
の
例
で
も
、
ス
ハ
エ
は
春
日
大
明
神
が
影
向
し
て
い
る
短
尺
箱
が
通
る
道
を
清
め
、
祓
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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Ｃ
・
東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会

　

転
害
会
は
東
大
寺
の
鎮
守
社
で
あ
る
東
大
寺
八
幡
宮
の
祭
礼
で
あ
り
、
南
都
を
代
表
す
る
祭
礼
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
八
幡
神
が
宇
佐

よ
り
影
向
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
転
害
会
で
は
東
大
寺
転
害
門
ま
で
の
神
幸
の
の
ち
に
八
幡
宮
へ
戻
り
、
細
男
や
田
楽
等

が
行
な
わ
れ
た（

11
（

。

　

薬
師
院
文
書
「
手
掻
會
行
烈
次
第（

11
（

」（
長
禄
元
年
〈
一
四
五
七
〉）
か
ら
は
、
行
列
の
中
に
ス
ハ
エ
（
白
杖
）
を
持
つ
人
物
が
加
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
「
八
幡
宮
七
僧
法
会
御
祭
式（

1（
（

」
は
中
世
初
期
の
転
害
会
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
資

料
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
行
列
の
先
頭
に
ス
ハ
エ
を
持
っ
た
「
公
人
」
が
み
え
る
。
こ
の
行
列
の
次
第
は
「
手
掻
會
行
烈
次
第
」
に
記
さ
れ

る
八
幡
宮
よ
り
転
害
門
へ
向
か
う
行
列
の
次
第
と
一
致
す
る
。

　

東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会
に
お
い
て
も
、
ス
ハ
エ
は
渡
御
の
道
を
清
め
、
祓
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
　
Ｄ
・
そ
の
他

　

こ
の
ほ
か
、
談
山
神
社
・
嘉
吉
祭
や
、
四
天
王
寺
聖
霊
会
に
お
い
て
も
ス
ハ
エ
は
み
え
る
。

　

前
者
で
は
、
神
前
に
「
百
味
の
御
食
」
と
呼
ば
れ
る
神
饌
が
そ
な
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
供
の
は
じ
め
に
、「
無
垢
人
」
と
称
さ
れ
る
人

形
が
奉
ら
れ
る
。
こ
の
人
形
は
細
長
い
ス
ハ
エ
と
も
解
釈
で
き
る
棒
を
持
つ
。
こ
の
人
形
が
「
無
垢
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
饌

が
通
る
道
を
清
め
る
役
割
を
人
形
が
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
後
者
に
お
い
て
は
法
会
の
場
に
安
置
さ
れ
る
「
仏
舎
利
」「
聖
徳
太
子
像
」

を
遷
す
際
に
、
両
者
の
直
前
に
ス
ハ
エ
（「
梅

ノ
樹ズ

ル
ワ
イ抄

」（
11
（

）
を
持
つ
「
公
人
」
が
進
む
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
も
、
行
列
の
露
払
い
を
す

る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
出
雲
国
の
赤
穴
八
幡
宮
所
蔵
『
赤
穴
八
幡
宮
祭
礼
役
指
帳
』（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
））
に
は
「
一
壱
御
輿　

梅
ノ
ス
ル
ワ
イ（

11
（

」�
と
あ
り
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
山
宮
御
神
幸
に
お
い
て
も
白
杖
（
梅
の
楉（

11
（

）
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
白
杖
・
ス
ハ
エ
な
ど
は
、
行
列
の
先
頭
や
、
神
聖
な
も
の
の
前
に
位
置
し
て
お
り
、
行
列
の
道
行
き
を

清
め
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
ま
と
め

　

祭
具
の
意
味
は
、
神
観
念
や
神
道
思
想
、
古
典
註
釈
の
変
化
に
伴
っ
て
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
。

　

吉
永
博
彰
氏
が
、
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
の
研
究
事
業
の
成
果
と
し
て
執
筆
し
た
「
祭
具
と
し
て
の
神
籬
―
古
典
解
釈
に
み
た
そ
の
用

例
―（
（4
（

」
は
、「
神
籬
」
に
注
目
し
、
古
典
解
釈
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
そ
の
意
味
が
変
化
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、「
白

杖
之
事
」
を
通
し
て
、
祭
具
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
背
景
や
神
話
（
中
世
に
成
立
す
る
神
祇
に
関
わ
る
言
説
）
と
祭
具
と
の
関
係
を
垣

間
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ス
ハ
エ
（
白
杖
）
は
、
魔
や
邪
気
を
退
け
、
清
め
、
祓
う
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
祭
礼
や
仏
事
の
行
列
に
お
い
て
は
、
そ
の

先
頭
を
行
き
、
後
に
続
く
社
参
の
行
列
、
神
輿
の
通
る
道
を
祓
い
清
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
、
南
都
ほ
か
の
事
例
か
ら
も
再
確
認
し
た
。

　

学
問
的
背
景
か
ら
み
れ
ば
、「
白
杖
之
事
」
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
一
第
五
段
一
書
（
第
六
・
第
九
）
を
典
拠
の
一
つ
と
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
児
屋
根
命
は
春
日
社
の
祭
神
の
一
柱
、
祓
と
も
関
わ
る
神
で
あ
り
、
吉
田
家
に
と
っ
て
も
祖
と
位
置
づ
け
る
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神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
白
杖
は
春
日
社
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
祭
具
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
説
が
春
日
社
と
吉
田
家
（
あ
る
い
は
そ
の
周

辺
）
の
ど
ち
ら
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
相
互
の
交
流
の
中
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
春
日
社
に
お
い
て
、
吉
田
家
と
の
交
流
、
吉
田
神
道
を
受
容
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
言
説
「
白
杖
之
事
」
は
、
祭
具

を
意
味
づ
け
、
祭
神
・
天
児
屋
根
命
の
降
臨
伝
承
と
祭
具
を
結
び
つ
け
る
〈
新
た
な
神
話
〉（
祭
具
の
縁
起
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
意
味
は
同
神
が
祓
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
の
呪
術
的
な
力
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
想
像
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
社
だ
け
で
な
く
、
祭
具
に
も
様
々
な
縁
起
や
言
説
が
作
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
祭
具
が
新
た
に
意
味
づ
け
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
モ
ノ
と
し
て
の
変
化
を
追
い
、
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
言
説
（
心
、
精
神
的
側

面
）
の
変
化
も
追
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

註

　
（
（�

）
宮
地
直
一
・
山
本
信
哉
・
河
野
省
三
編
『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』（
上
）（
内
外
書
籍
、一
九
四
一
年
）
所
収
。
本
報
告
で
は
復
刻
版
（
名

著
出
版
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
た
。

　
（
（�

）
本
報
告
は
、
平
成
二
十
一
年
度
、
國
學
院
大
學
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
寺
院
儀
礼
に
お
け
る
中
臣
祓
―
東
大
寺
修
二
会
の
神

道
史
学
的
研
究
―
」
の
第
四
章
「
春
日
社
に
お
け
る
祭
具
と
神
祇
言
説
―『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
白
杖
之
事
」
を
通

路
と
し
て
―
」
を
再
考
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
（�

）
新
井
大
祐
氏
は
「「
言
説
の
神
社
信
仰
史
」
研
究
の
試
み
」（
新
井
大
祐
・
大
東
敬
明
・
森
悟
朗
『
言
説
・
儀
礼
・
参
詣�〈
場
〉
と
〈
い

と
な
み
〉
の
神
道
研
究
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
自
身
の
論
じ
る
「
言
説
の
神
社
信
仰
史
」
を
「「
縁
起
」
と
い
う
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〈
言
説
〉
が
ど
れ
ほ
ど
実
際
の
〈
場
〉
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
探
る
試
み
」
と
し
て
お
り
、
本
報
告
で
も
「
縁
起
」
と
祭

具
の
関
係
を
考
察
す
る
中
で
参
考
に
し
た
。

　
（
（�
）
田
辺
三
郎
助
「
神
事
に
お
け
る
行
道
面
」「
先
導
者
の
系
譜
」（
田
辺
三
郎
助
編
『
日
本
の
美
術　

一
八
五　

行
道
面
と
獅
子
頭
』

至
文
堂
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

　
（
5�

）『
神
輿
文
化
を
考
え
る
』（
國
學
院
大
學
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
七
年
）、『
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
―
古
代
・

中
世
を
中
心
に
―
』（
國
學
院
大
學
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
七
年
）。

　
（
6�

）
國
學
院
大
學
博
物
館
・
企
画
展
「
祭
礼
行
列
―
渡
る
神
と
人
―
」（
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
〜
十
二
月
四
日
）。

　
（
（�

）
柳
田
國
男
『
日
本
の
祭
』（『
柳
田
國
男
全
集
』
一
三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

　
（
（�

）
田
辺
三
郎
助
「
序
説
」（
田
辺
三
郎
助
編
『
日
本
の
美
術　

一
八
五　

行
道
面
と
獅
子
頭
』）。

　
（
（�

）『
年
中
行
事
絵
巻
』（『
日
本
絵
巻
物
大
成
八　

年
中
行
事
絵
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）。

　
（
（0�

）
萩
原
龍
夫
「
祭
り
の
見
か
た
・
理
解
の
し
か
た
」（『
祭
り
風
土
記
』（
上
）
社
会
思
想
社
、
一
九
三
五
年
）。

　
（
（（�

）
御
幣
に
つ
い
て
は
吉
永
博
彰
「
建
築
儀
礼
に
於
け
る
御
幣
―
近
世
の
儀
礼
次
第
を
用
い
て
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進

機
構
紀
要
』
八
、
二
〇
一
六
年
）。

　
（
（（�

）『
神
道
集
』「
鹿
嶋
大
明
神
事
」「
春
日
大
明
神
事
」
に
は
鹿
嶋
大
明
神
を
「
天
児
屋
根
尊
」「
天
津
児
屋
根
尊
」
で
あ
る
と
す
る

（『
神
道
大
系　

文
学
編
一　

神
道
集
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
年
、
六
十
、
一
三
四
頁
）。
こ
れ
は
、
春
日
大
明
神
は
鹿
嶋

大
明
神（
武
甕
槌
命
）で
あ
る
と
す
る
説
と
天
児
屋
根
命
で
あ
る
と
す
る
説
が
並
行
す
る
と
こ
ろ
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
か
。
こ
の『
神

道
集
』
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
と
し
て
、有
賀
夏
紀
「『
神
道
集
』
に
お
け
る
春
日
本
地
説
の
形
成
」（『
伝
承
文
学
研
究
』

五
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
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（
（（�

）
永
島
福
太
郎
「
春
日
大
社
の
確
立
と
繁
栄
」・
大
東
延
和
「
春
日
史
点
描
」（
と
も
に
『
秘
儀
開
封　

春
日
大
社　

生
き
て
い
る

正
倉
院
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
大
東
延
和
『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』
本
社
篇
・
Ⅳ
春
日
信
仰
の
広
が
り
（
私
家

版
、
一
九
九
五
年
）。

　
（
（（�
）
松
村
和
歌
子
「［
資
料
紹
介
］
平
安
、鎌
倉
期
春
日
社
の
清
祓
史
料
『
永
仁
四
年
中
臣
祐
春
記
』「
廻
廊
諸
門
清
祓
勘
例
」を
中
心
に
」

（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
二
集
、
二
〇
〇
八
年
）。

　
（
（5�

）
宮
地
直
一
「
中
臣
祓
春
日
社
家
大
東
家
本　

解
題
」（
前
掲
『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』（
上
）
所
収
）。

　
（
（6�

）『
祓
品
々
秘
書
』（
岡
田
莊
司
校
注
『
神
道
大
系　

古
典
註
釈
編
八　

中
臣
祓
註
釈
』
神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
五
年
）。「
咎
祟
」

が
み
え
る
の
は
、
吉
田
流
の
特
徴
で
あ
る
。

　
（
（（�

）『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
散
米
之
事
」
と
『
中
臣
祓
抄
（
月
舟
寿
桂
聞
書
）』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）

に
み
え
る
そ
の
理
由
は
共
通
し
て
い
る
。

　
（
（（�

）
森
本
仙
介
「『
元
要
記
』
の
成
立
と
そ
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
―
一
七
世
紀
、
春
日
禰
宜
に
よ
る
神
書
制
作
の
一
端
―
」（『
神
道
宗

教
』
一
七
五
号
、
一
九
九
九
年
）。
吉
田
家
と
春
日
社
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
に
多
く
の
部
分
を
依
拠
し
た
。

　
（
（（�

）
國
學
院
大
學
図
書
館
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
影
写
本
を
参
照
。
同
資
料
は
宮
地
直
一
が
、
戦
前
に
吉
田
家
に
お
い
て
写
し

た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

　
（
（0�

）『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）。

　
（
（（�

）『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（
秋
山
一
実
校
注
『
神
道
大
系　

古
典
註
釈
編
四　

日
本
書
紀
註
釈
』
下
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
八
年
）。

　
（
（（�

）『
春
夜
神
記
』（
永
島
福
太
郎
校
注
『
神
道
大
系　

神
社
編　

春
日
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
）。�
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（
（（�

）『
中
臣
祓
訓
解
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）。

　
（
（（�
）
御
巫
本
『
中
臣
祓
詞
』（
前
掲
、『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』
上
）。

　
（
（5�
）『
中
臣
祓
抄
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）。

　
（
（6�

）『
吉
田
叢
書　

第
二
編　

唯
一
神
道
名
法
要
集
』（
吉
田
神
社
編
、
内
外
書
籍
、
一
九
四
二
年
）。

　
（
（（�

）
折
口
信
夫
「
春
日
若
宮
御
祭
の
研
究
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
二
一
巻　

中
央
公
論
社　

一
九
九
六
年
〈
初
出
・
一
九
四
〇
〉）、

小
山
聡
子
『
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
』
第
一
章
「
童
子
信
仰
の
形
成
」（
自
照
社
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
等
を
参
照
し
た
。

　
（
（（�

）『
江
家
次
第
』（
渡
辺
直
彦
校
注
『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編　

四　

江
家
次
第
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
（（�

）『
今
昔
物
語
集
』（
池
上
洵
一
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
五　

今
昔
物
語
集　

三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

　
（
（0�

）『
続
本
朝
往
生
伝
』（『
日
本
思
想
大
系
七　

往
生
伝　

法
華
験
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）。

　
（
（（�

）『
春
日
若
宮
祭
礼
図
』（
前
掲
、『
神
道
大
系　

春
日
』）。

　
（
（（�

）『
貞
和
五
年
臨
時
祭
記
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

春
日
』）。

　
（
（（�

）「
中
臣
祐
定
記
」
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
二
月
二
十
一
日
条
（『
春
日
社
記
録
』
一
、
春
日
大
社
、
一
九
五
五
年
）。

　
（
（（�

）
神
戸
説
話
研
究
会
『
春
日
権
現
験
記
絵
注
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

　
（
（5�

）『
維
摩
会
探
題
用
意
記
』（『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
一
七
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）。

　
（
（6�

）『
醍
醐
寺
新
要
録
』
上
（
法
藏
館
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
（（�

）
松
尾
恒
一
「
御
幣
に
み
る
南
都
の
神
仏
習
合
世
界
」（『
儀
礼
か
ら
芸
能
へ　

狂
騒
・
憑
依
・
道
化
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
一
年
所
収
、
初
出
・
二
〇
〇
〇
年
）。

　
（
（（�

）
松
尾
恒
一
「
南
都
慈
恩
会
に
お
け
る
夢
見
の
儀
―
伝
承
と
形
成
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
五
号
、説
話
・
伝
承
学
会
、一
九
九
七
年
）、
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同
「
御
幣
に
み
る
南
都
の
神
仏
習
合
世
界
」、
高
山
由
紀
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
第
三
部
第
一
章
「
諸
寺
に
お
け
る
探
題

の
性
格
」（
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

　
（
（（�
）
転
害
会
に
つ
い
て
は
、和
田
義
昭「
東
大
寺
鎮
守
八
幡
宮
手
掻
会
に
つ
い
て
」（
日
本
史
研
究
史
料
部
会
編『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』

創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）、
畠
山
聡
「〈
史
料
紹
介
〉
転
害
会
関
連
史
料
（
（
）」（『
寺
院
史
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
等
を

参
照
し
た
。

　
（
（0�

）「
手
掻
會
行
烈
次
第
」（
畠
山
聡
「〈
史
料
紹
介
〉
転
害
会
関
連
史
料
（
（
）」）。

　
（
（（�

）
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
「
八
幡
宮
七
僧
法
会
御
祭
日
式
」（『【
大
系
】　

日
本
歴
史
と
芸
能　

第
四
巻　

中
世
の
祭
礼　

中
央
か
ら

地
方
へ
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
（（�

）『
四
天
王
寺
三
大
会
手
文
』（『
四
天
王
寺
史
料
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

　
（
（（�

）『
赤
穴
八
幡
宮
祭
礼
役
指
帳
』（
石
塚
尊
俊
校
注
『
神
道
大
系　

神
社
編
三
十
六　

出
雲
・
石
見
。
隠
岐
国
』
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
三
年
）。
福
原
敏
男
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

　
（
（（�

）
官
幣
大
社
浅
間
神
社
編
『
富
士
の
研
究
（　

浅
間
神
社
の
歴
史
』（
宮
地
直
一
・
廣
野
三
郎
執
筆
、
古
今
書
院
、
一
九
二
九
年
）。

　
（
（5�

）
吉
永
博
彰
「
祭
具
と
し
て
の
神
籬
―
古
典
解
釈
に
み
た
そ
の
用
例
―
」（『
神
道
宗
教
』
二
三
八
号
、
二
〇
一
五
年
四
月
）。
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一
宮
の
祭
祀
？
　
―
神
事
か
ら
一
宮
の
実
態
を
考
え
る
―加　

瀬　

直　

弥　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

神
社
の
重
要
性
を
推
し
量
る
材
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
社
格
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
前
近
代
の
場
合
、
何
を
も
っ
て
社
格
と

す
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
一
応
社
格
と
見
な
せ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
神
事（

（
（

と
連
動
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
式
内
社
と
は
、

朝
廷
の
神
事
の
対
象
と
し
て
『
延
喜
式
』
の
神
名
式
に
載
録
さ
れ
た
神
社
の
こ
と
を
指
す
。

　

今
回
と
り
あ
げ
る
一
宮
も
社
格
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
も
の
だ
が
、他
の
社
格
と
同
じ
だ
ろ
う
か
。
神
道
の
基
本
事
項
を
解
説
す
る『
神

道
事
典
』
は
、
一
宮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る（

（
（

。

　
　

�

平
安
時
代
後
半
か
ら
み
ら
れ
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
諸
国
の
神
社
の
中
心
的
地
位
を
占
め
た
。
平
安
時
代
に
お
い
て
は
国
司
は
任
国

の
国
内
の
主
要
神
社
に
神
拝
す
る
の
が
例
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
諸
国
国
内
の
神
社
の
管
理
・
祭
祀
は
国
司
の
任
務
で
あ
り
必
要
に
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応
じ
奉
幣
な
ど
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
神
拝
や
任
務
の
執
行
に
あ
た
っ
て
、
便
宜
上
行
わ
れ
た
国
内
神
社
の
序

列
化
が
、
一
宮
の
起
源
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

文
中
で
は
、
国
司
神
拝
と
国
司
の
奉
幣
と
い
う
、
二
種
の
神
事
に
伴
う
神
社
の
序
列
化
が
、
一
宮
選
定
の
決
め
手
だ
と
推
測
す
る
。
と
な

る
と
、
一
宮
で
国
司
に
よ
る
こ
れ
ら
神
事
が
重
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
国
司
の
神
事
の
対
象
と
な
っ
た
神
社
が
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。
だ
が
、
全
て
の
一
宮
で
、
国

司
神
拝
と
国
司
に
よ
る
奉
幣
が
選
定
の
決
め
手
と
な
っ
た
か
と
問
わ
れ
る
と
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
宮
と
さ
れ
る
ど
の
神

社
で
も
、
こ
れ
ら
神
事
が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
国
司
が
関
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

　
　
国
司
の
神
事
と
一
宮

　
　
国
司
神
拝
の
実
情

　

具
体
例
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
国
司
神
拝
か
ら
で
あ
る
。
最
も
具
体
的
な
状
況
を
把
握
で
き
る
の
は
因
幡
国
で
あ
る
。
承
徳

三
年
（
康
和
元
年
・
一
〇
九
九
）
二
月
に
任
国
に
赴
い
た
因
幡
守
平
時
範
の
神
拝
は
、
そ
の
日
記
『
時
範
記
』
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
国
府
に
到
着
し
て
九
日
後
の
同
月
二
十
六
日
、
一
日
で
国
府
外
の
神
社
七
社
を
巡
拝
し
た（

（
（

。
国
庁
内
と
見
ら
れ
る
幣
殿
、
お

そ
ら
く
は
惣
社
の
幣
殿
で
の
神
事
の
後
、
最
初
に
参
る
の
が
、
後
に
一
宮
と
さ
れ
る
宇
倍
社
で
あ
っ
た
。
因
幡
国
庁
と
宇
倍
社
は
近
い
の

だ
が
、
神
拝
の
順
序
が
、
神
社
の
重
要
度
で
決
ま
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
一
宮
を
確
定
さ
せ
る
神
社
の
序
列
が
、
国
司
神
拝
に

反
映
さ
れ
て
い
た
と
見
て
も
問
題
な
か
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
時
範
は
在
国
中
、
宇
倍
社
で
の
百
座
仁
王
会
や
臨
時
祭
な
ど
の
神
仏
事
に
も
関
わ
っ
て
い
る（

（
（

。
時
範
が
任
国
に
い
た
の
は
二
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か
月
足
ら
ず
。
専
ら
神
事
な
ど
の
儀
式
の
た
め
に
赴
い
て
い
た
。
遙
任
で
あ
る
受
領
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
限
ら
れ
た
現
地
で
の
務
め
と
し

て
、
神
拝
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
実
態
が
う
か
が
え
る
。

　

水
谷
類
氏
が
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
通
り
、
国
司
神
拝
は
十
世
紀
以
降
そ
の
実
例
が
確
か
め
ら
れ
る（

（
（

。
だ
が
、
同
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
十
二
世
紀
に
な
る
と
神
拝
を
遂
げ
る
上
で
の
環
境
の
変
化
が
起
き
て
い
る
。
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）、
同
じ
く
因
幡
国
守
の
藤
原

宗
成
が
、
一
宮
で
臨
時
祭
を
行
う
た
め
に
任
国
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
国
人
」
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

だ
が
、
宗
成
の
父
宗
忠
は
、
神
拝
を
す
で
に
目
代
が
し
て
い
た
点
に
留
意
し
て
い
た（

（
（

。
こ
れ
だ
け
の
事
例
で
確
言
す
る
の
は
難
し
い
が
、

神
拝
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
義
が
見
失
わ
れ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
神
拝
自
体
が
行
え
な
か
っ
た
国
も
あ
る
。
興
福
寺
が
一
国
支
配
を
進
め
て
い
た
大
和
国
で
あ
る
。
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）、�

国
司
源
重
時
が
神
拝
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
山
階
寺
、
つ
ま
り
興
福
寺
の
大
衆
が
濫
行
し
よ
う
と
し
た（

（
（

。
そ
こ
で
は
「
大
和
国
司
全
不
二�

神
拝
一
」
と
あ
っ
た
。
神
拝
を
口
実
に
、
支
配
の
実
情
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
結
果
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
表
現
は
、
保
延
元

年
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
大
和
国
で
は
全
く
神
拝
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
国
の
特
殊
な
事

情
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
神
拝
実
現
の
た
め
の
環
境
は
、
国
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

水
谷
氏
は
、
巡
拝
形
態
の
国
司
神
拝
の
重
要
性
が
十
二
世
紀
前
半
頃
に
低
下
し
、
国
司
の
礼
拝
は
一
宮
が
一
身
に
集
め
る
と
し
て
い

る（
（
（

。
特
定
の
神
社
を
一
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
十
二
世
紀
前
半
頃
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
国
司
神
拝
が
一
宮
の

神
事
の
核
た
り
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
一
宮
選
定
の
鍵
を
握
る
神
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
律
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。
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朔
幣
の
実
情

　

次
に
、
奉
幣
に
話
題
を
移
し
た
い
。
奉
幣
と
な
る
と
恒
例
、
臨
時
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
多
く
の
神
社
で
月
初

に
行
わ
れ
た
朔
幣
に
注
目
す
る
。
国
司
に
よ
る
朔
幣
が
平
安
時
代
中
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
の
平
惟

叙
の
説
話
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
朔
幣
の
際
の
国
司
と
の
関
わ
り
合
い
が
、
中
世
一
宮
一
律
に
密
接
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

朔
幣
の
具
体
的
な
内
容
を
詳
細
に
示
す
も
の
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
乾
元
二
年
（
嘉
元
元
年
・
一
三
〇
三
）
に
成
立
し
た
、

若
狭
国
一
宮
の
祝
詞
『
若
狭
彦
大
明
神
詔
戸
次
第
』
で
あ
る（

（1
（

。
次
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
、
朔
幣
に
用
い
ら
れ
る
祝
詞
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

当
国

ニ
ハ

大
介
、
目
、
在
庁
官
人
、
郡
郷
官
掩
、
万
民
百
姓
等
心
中
所
願
、
悉
令
二
円
満
一
給

ヘ
、

そ
の
前
後
を
含
め
る
と
、
天
皇
か
ら
百
姓
、
さ
ら
に
は
社
家
ま
で
、
求
め
る
神
威
発
揮
の
対
象
範
囲
は
広
い
が
、
上
に
あ
る
よ
う
に
、
在

庁
官
人
が
具
体
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
朔
幣
が
国
衙
と
の
関
係
性
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
朔
幣
は
国
衙
と
の
関
連
性
を
必
須
の
条
件
と
は
し
て
い
な
い
。
紀
伊
国
一
宮
の
日
前
宮
の
年
中
行
事
を
書
き
上
げ
た
『
神
事

記
』（
日
前
宮
神
事
記
・
暦
応
四
年
〈
一
三
四
一
〉
八
月
書
写
奥
書
）
に
は
、
朔
幣
に
つ
い
て
の
儀
式
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ

こ
に
は
、「
国
十
烈
官
幣
儀
式
、
近
来
无
之
」
と
あ
る（

（（
（

。
本
来
朔
幣
は
国
衙
の
関
与
が
あ
っ
た
が
、
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、

そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
で
も
、
神
社
独
自
の
神
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

同
宮
を
奉
斎
し
て
い
た
の
は
紀
伊
国
造（

（1
（

を
中
心
に
、
そ
も
そ
も
国
司
が
あ
ま
り
介
入
せ
ず
に
経
営
さ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が（

（1
（

、
国
司
の

関
与
が
朔
幣
執
行
の
絶
対
条
件
で
は
な
か
っ
た
点
は
、
一
宮
で
の
朔
幣
を
考
え
る
上
で
は
見
過
ご
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、『
神
道
事
典
』
で
一
宮
の
前
提
だ
と
さ
れ
た
神
事
は
、
実
際
に
は
一
宮
と
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
く
も
の
だ
と

は
い
い
難
い
。
一
宮
の
神
事
は
、
個
々
の
地
域
の
特
色
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
多
様
な
も
の
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。



151 一宮の祭祀？

　
　
一
宮
共
通
の
神
事
の
有
無

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、一
宮
に
対
す
る
一
律
の
神
事
を
行
う
動
き
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
。
主
体
は
鎌
倉
幕
府
、時
期
は
元
寇
の
後
で
あ
っ

た
。
紀
伊
国
の
天
野
社
と
日
前
・
国
懸
宮
、
薩
摩
国
の
八
幡
新
田
宮
と
枚
聞
社
の
間
に
も
見
ら
れ
る（

（1
（

。
薩
摩
国
の
場
合
は
一
宮
へ
の
神
宝

奉
献
、
紀
伊
国
の
場
合
は
そ
の
前
提
と
な
る
問
訊
に
端
を
発
し
て
お
り
、
と
も
に
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
も
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

だ
が
、
一
宮
争
い
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
、
同
様
の
神
事
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
存
在
し
て

い
れ
ば
、
一
宮
が
ど
こ
で
あ
る
か
が
確
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
宮
を
面
で
捉
え
て
、
神
事
を
行
お
う
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
動
き
は
、
極

め
て
特
異
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
動
き
も
、
そ
の
原
因
が
特
殊
な
事
情
で
あ
り
、
か
つ
、
主
体
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
が
五
十
年
経
た

ず
に
滅
亡
し
た
た
め
か
、
後
の
時
代
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
他
に
も
、
国
衙
主
体
で
行
う
神
事
の
中
に
は
、
多
く
の
国
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
一
国
平
均
役
の
伴
う
社

殿
造
営
、神
事
で
い
え
ば
遷
宮
も
そ
の
範
疇
に
は
入
る
。
だ
が
そ
の
対
象
に
、ど
の
国
で
も
必
ず
一
宮
が
選
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
共
通
の
神
事
な
し
に
、
一
宮
は
諸
国
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
平
安
時
代
後
期
一
宮
選
定
の
周
辺

　
　
一
宮
と
朝
廷
中
枢
と
の
関
係

　

一
宮
が
神
事
を
軸
と
し
た
ま
と
ま
り
で
な
い
以
上
、
一
宮
は
何
を
基
準
と
し
て
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
掛
か
り
は
あ
る
。

肥
前
国
一
宮
と
さ
れ
る
千
栗
宮
の
宮
寺
神
官
所
司
の
、「
依
二
勅
定
一
為
二
肥
前
国
第
一
之
崇
社
一
」
と
い
う
主
張
で
あ
る（

（1
（

。

　

彼
ら
は
「
一
宮
」
と
い
う
文
言
は
使
用
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
場
合
、「
第
一
之
崇
社
」
に
同
じ
意
味
を
籠
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
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の
決
定
を
「
勅
定
」、
つ
ま
り
朝
廷
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
点
は
、
一
宮
に
つ
い
て
も
、
在
地
だ
け
で
称
せ
な
か
っ
た
実
情
を
反
映
し

た
結
果
と
見
ら
れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
一
宮
の
決
定
に
際
し
て
、
朝
廷
と
の
関
わ
り
合
い
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
で
き
る
。
実
際
、
国

司
神
拝
の
軸
で
あ
り
、
一
宮
と
さ
れ
た
宇
倍
社
も
ま
た
、
朝
廷
か
ら
格
別
の
意
識
を
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　

平
安
時
代
前
期
の
嘉
祥
元
年
（
八
四
七
）
に
同
社
は
官
社
に
列
す
る
が
、
そ
の
時
の
理
由
は
、
国
府
庁
舎
の
炎
上
を
阻
ん
だ
こ
と
に

よ
る（

（1
（

。
官
社
は
朝
廷
祭
祀
の
対
象
と
な
る
神
社
を
指
し
、
そ
の
実
施
は
国
司
で
あ
っ
た
が
、
決
定
は
朝
廷
の
中
枢
が
行
っ
て
い
た
。
中
世

に
な
っ
て
突
然
宇
倍
社
と
朝
廷
と
の
関
係
が
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
平
安
時
代
前
期
の
朝
廷
中
枢
か
ら
見
て
、
宇
倍
社
は
相
当
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
官
社
に
な
っ
て
ほ
ど
な
い
貞
観

十
六
年
（
八
七
四
）
に
は
、
当
時
と
し
て
も
ま
れ
な
従
三
位
の
神
階
を
奉
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
三
位
以
上
の
神
階
を
当
時
の
朝
廷
中
枢
が
特
別

視
し
て
い
た
点
を
踏
ま
え
る
と（

（1
（

、
同
社
は
全
国
的
に
見
て
も
朝
廷
と
の
関
連
性
が
密
だ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
朝
廷
の
組
織
内
で
、
管

内
の
神
社
の
ま
つ
り
を
行
う
任
務
の
あ
っ
た
国
司
か
ら
す
れ
ば（

11
（

、
在
地
で
緊
張
関
係
を
持
た
な
い
限
り
は
、
そ
の
ま
ま
宇
倍
社
を
重
視
す

る
方
向
性
が
あ
っ
て
当
然
と
い
え
る
。
一
宮
選
定
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
司
だ
け
で
な
く
、
朝
廷
中
枢
の
動
向
を
注
視
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
神
祇
官
と
神
社

　

続
い
て
、
平
安
時
代
後
期
の
朝
廷
中
枢
と
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
踏
み
込
む
た
め
、
長
門
国
一
宮
を
と
り
上
げ
、
話
の
き
っ
か
け
と

し
た
い
。
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）、
同
所
の
「
神
宮
司
別
当
」
の
補
任
に
当
た
り
神
祇
官
移
を
用
い
た
た
め
に
、
結
政
で
問
題
視
さ

れ
た（

1（
（

。
神
祇
官
移
は
神
社
神
職
を
国
司
に
連
絡
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
り
、
発
給
者
の
神
祇
官
が
、
人
事
に
関
す
る
権
益
を
行
使
す
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る
た
め
の
対
処
で
あ
る
。
神
祇
官
が
神
職
補
任
に
関
与
で
き
る
権
限
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
初
期
か
ら
あ
っ
た
が（

11
（

、
無
制
限
に
認
め
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
先
例
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
祇
官
移
は
違
例
の
産
物
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
お
そ
ら
く
神
祇
官
は
同
国
一
宮
の
別
の
職
の
人
事
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
の
側
か
ら
し
て
も
、
職
の
権
威
を
高

め
、
そ
の
地
位
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
神
祇
官
か
ら
の
補
任
も
有
効
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
神
祇
官
移
を
用
い
る
動

き
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
後
期
で
も
神
社
と
神
祇
官
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』

　

平
安
時
代
末
期
の
神
社
と
神
祇
官
と
の
関
係
を
一
層
具
体
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
の
が
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
あ
る（

11
（

。
題
名

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
文
書
は
、
神
祇
官
に
年
貢
を
納
め
る
神
社
と
、
そ
の
種
類
・
数
量
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
末
尾
に
は
永
万
元

年
六
月
日
と
あ
り
、
同
年
（
一
一
六
五
）
の
段
階
で
の
、
神
祇
官
、
よ
り
厳
密
に
は
、
こ
の
こ
ろ
神
祇
伯
を
家
職
化
し
た
白
川
家
の
、
諸

国
神
社
に
対
す
る
影
響
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
文
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
、【
表
一
】
に
示
し
た
通
り
、
年
貢
を
納
め
る
神
社
と
し
て
、
六
か
国
の
一
宮
の
名
が
登
場
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
（
尾
張
・
佐
渡
・
伯
耆
・
長
門
・
淡
路
・
讃
岐
）。
永
万
元
年
よ
り
前
に
一
宮
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
神
社
は
八
社
だ
が
、

こ
の
文
書
に
は
、
そ
う
し
た
神
社
、
あ
る
い
は
、「
二
宮
」
の
存
在
か
ら
一
宮
の
存
在
が
分
か
る
神
社
の
う
ち
実
に
三
社
（
尾
張
・
伯
耆
・

長
門
）
が
こ
の
文
書
に
載
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
従
来
一
宮
が
存
在
し
て
い
た
因
幡
・
周
防
・
伊
予
の
諸
国
に
つ
い
て
も
、
一
宮
と
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
宮
（
宇
倍
社
）・
玉
祖
社
・
三
島
社
の
名
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
宮
と
さ
れ
、
他
に
候
補
と
な
る
論
社
も

な
い
。
要
す
る
に
、
神
祇
官
は
、
当
時
一
宮
と
名
の
っ
て
い
た
ほ
と
ん
ど
の
神
社
か
ら
年
貢
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
、
こ
の
文

書
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
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こ
れ
だ
け
の
一
宮
が
名
を
連
ね
て
い
る
と
な
る
と
、
あ
る
推
測
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
年
貢
を
納
め
る
の
と
引
き
換
え
に
、
神
社
の
た

め
の
何
ら
か
の
特
典
を
神
祇
官
か
ら
付
与
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
中
に
は
、
神
主
の
任
用
に
関
与
し
て
い
る
旨
の
付
記

の
あ
る
神
社
が
あ
る
。
神
職
任
用
に
神
祇
官
が
一
定
の
権
限
を
持
ち
得
た
点
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
一
宮
も
同
様
に
、
年
貢
と
引
き

換
え
に
権
威
付
与
の
一
環
と
し
て
、
お
墨
付
き
を
与
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

【
表
一
】
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）『
神
祇
官
諸
社
御
年
貢
進
事
』
に
記
さ
れ
た
一
宮
（
他
文
献
で
一
宮
と
確
認
で
き
る
神
社
を
含
む
）

国

社
名

比
定
神
社

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階
最
高
位

（　

）
は
高
位
な
い
し
同
位

大
神
宝

奉
献
対
象

初
出
文
献
成
立
年

尾
張

一
宮

真
清
田

○

×
（
熱
田
）

＊
康
治
二
（
一
一
四
三
）

佐
渡

一
宮

度
津

×

本
文
書

因
幡

上
宮

宇
倍

◎

○
（
天
穂
日
命
）

元
永
二
（
一
一
一
九
）

伯
耆

一
宮

倭
文

×
（
波
々
伎
な
ど
）

康
和
五
（
一
一
〇
三
）

周
防

玉
祖
社

玉
祖

○
（
三
坂
）

一
一
三
〇
年
代

長
門

一
宮

住
吉

◎

◎

嘉
承
二
（
一
一
〇
七
）

淡
路

一
宮

伊
弉
諾

○

◎

本
文
書

讃
岐

一
宮

田
村

○

◎

本
文
書

伊
予

三
島
社

大
山
祇

○

◎

○

一
一
二
〇
年
代

　
◎
…
国
内
唯
一
の
大
社
、
も
し
く
は
神
階
単
独
最
高
位　

×
…
他
に
神
階
最
高
位
神
あ
り　

＊
…
二
宮
の
初
出
。
一
宮
の
初
出
は
本
文
書
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一
宮
を
求
め
た
神
社

　
『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
一
宮
と
称
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
廷
と
の
関

係
か
ら
い
く
と
、
そ
れ
ま
で
国
内
で
絶
対
的
優
位
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
【
表
一
】
で
整
理
し
た
が
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
指
標
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
律
令
規
定
の
祭
祀

対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
、
二
つ
目
は
高
位
の
神
階
を
奉
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
三
つ
目
は
天
皇
一
代
一
度
の
大
神
宝
奉
献
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
お
お
よ
そ
穏
当
で
、多
く
の
一
宮
が
国
内
で
最
も
重
く
遇
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、国
内
唯
一
と
い
う
位
置
付
け
に
ま
で
に
な
っ

て
い
た
の
は
、
因
幡
・
長
門
・
淡
路
の
諸
国
に
限
ら
れ
る
。
他
の
国
は
同
格
の
神
社
が
別
に
あ
っ
た
。

　

二
つ
目
の
神
階
は
、
宇
倍
社
で
説
明
し
た
が
、
平
安
時
代
前
期
に
多
く
の
神
社
の
祭
神
に
奉
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
九
階
あ
る
神
階

の
中
で
、
国
内
最
高
の
位
を
奉
ら
れ
た
神
は
、
後
に
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
に
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
そ
れ
は
中
世
全
体
を
俯
瞰

し
た
際
の
話
で
あ
り
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
平
安
時
代
末
期
で
あ
る
と
、
国
内
随
一
の
高
位
に
叙
さ
れ
な
か
っ
た
神
の
神
社
が
一
定

数
あ
る
。

　

そ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
宇
倍
社
の
鎮
座
す
る
因
幡
国
で
も
同
様
で
あ
る
。
同
国
の
天
穂
日
命
神
は
、
宇
倍
神
よ
り
も
高
い
位
を
奉
ら
れ

て
い
た
時
期
が
あ
っ
た（

11
（

。
一
宮
な
い
し
一
宮
と
目
さ
れ
る
神
社
の
神
が
、
国
内
最
高
の
神
階
を
単
独
で
奉
ら
れ
て
い
た
例
は
、
長
門
・
伊

予
・
淡
路
・
讃
岐
と
少
な
く
は
な
い
も
の
の
、
別
に
神
階
の
高
い
神
が
存
在
す
る
国
も
、
伯
耆
・
尾
張
の
二
か
国
存
在
す
る
。
一
宮
が
な

べ
て
朝
廷
か
ら
重
視
さ
れ
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

三
つ
目
は
大
神
宝
で
あ
る
。
記
録
に
残
る
、
後
一
条
天
皇
即
位
に
伴
う
、
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
奉
献
時
の
対
象
神
社
数
は
五
十
社

あ
ま
り
で（

11
（

、
一
国
一
社
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
選
ば
れ
た
神
社
は
、
時
の
朝
廷
が
特
に
重
視
し
て
い
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
の
だ
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が
、
対
象
と
し
た
神
社
の
中
で
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
伊
予
国
の
三
島
社
に
過
ぎ
な
い
。

　

以
上
の
点
を
ま
と
め
る
と
、
三
つ
の
観
点
か
ら
見
て
、
他
社
よ
り
も
明
ら
か
に
卓
越
し
て
い
る
一
宮
は
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』

成
立
以
前
に
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、朝
廷
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
神
社
が
あ
ま
り
一
宮
を
称
し
て
い
な
い
点
も
特
筆
さ
れ
る
。
確
か
に
、

朝
廷
と
の
関
係
で
国
内
第
一
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
一
宮
を
名
の
る
必
要
も
な
い
。
初
期
の
段
階
か
ら
一
宮
を
称
す
る
神
社
は
、
従
来
の
朝

廷
と
の
関
わ
り
合
い
で
横
並
び
、
あ
る
い
は
よ
り
密
な
神
社
を
凌
駕
す
る
た
め
に
腐
心
し
て
い
た
姿
が
想
像
で
き
る
。
そ
う
し
た
神
社
に

神
祇
官
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
点
は
、
一
宮
と
い
う
名
称
を
広
め
る
鍵
を
、
こ
の
官
が
握
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
に
見
る
一
宮

　
　
記
載
さ
れ
た
一
宮
の
特
色

　

次
の
問
題
は
、こ
の
時
期
に
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
が
、そ
の
後
も
位
置
付
け
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
一
宮
を
め
ぐ
っ

て
の
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
紀
伊
・
薩
摩
両
国
の
話
題
で
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
の
書

写
奥
書
の
あ
る
『
白
山
之
記
』
に
、「
但
越
中
ニ
新
気
多
ヲ
奉
レ
祝
、
二
神
諍
二
一
宮
一、
二
神
ハ
無
力
之
間
、
新
気
多
成
二
一
宮
一
云
々
」
と

あ
る
。
つ
ま
り
、
越
中
国
に
お
い
て
は
、
一
宮
を
気
多
社
と
二
上
社
と
で
争
い
、
結
果
気
多
社
が
一
宮
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
争
い
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
、
一
宮
で
あ
る
こ
と
を
在
地
主
導
で
主
張
可
能
な
状
況
と
、
神
祇
官
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷

中
枢
の
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
同
様
で
あ
っ
た
。
朝
廷
中
枢
側
の
一
方
的
な
押
し
付
け
で
あ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
一
宮
と
い
う
神
事
と
関
係
の
な
い
称
号
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
一
宮
は
、
在
地
と
神
祇
官
を
中
心
と
す
る
朝
廷
と
の
利
害
の

産
物
と
い
え
る
。
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そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
鎌
倉
時
代
末
期
ご
ろ
か
ら
、
国
ご
と
の
一
宮
を
総
覧
で
き
る
文
献
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
早
い
例
だ
と

『
類
聚
既
験
抄
』
だ
が
、
単
体
で
は
、
南
北
朝
時
代
成
立
と
さ
れ
る
『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
が
あ
げ
ら
れ
る（

11
（

。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
【
表

二
】
で
整
理
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
宮
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
一
点
目
だ
が
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
一
宮
と
さ
れ
た
国
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
一
宮
争
い
が
確
認
で

き
な
い
。
平
安
時
代
末
期
の
神
祇
官
が
認
め
た
一
宮
は
、
時
代
が
下
っ
て
も
そ
の
位
置
付
け
を
守
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

　

次
に
、
先
に
掲
げ
た
朝
廷
の
神
事
に
基
づ
く
三
つ
の
観
点
を
持
ち
だ
す
が
、
全
体
的
に
見
る
と
、
む
し
ろ
国
内
唯
一
の
大
社
、
神
階
が

国
内
単
独
最
高
位
の
神
の
神
社
、
さ
ら
に
は
天
皇
一
代
一
度
の
大
神
宝
奉
献
の
対
象
と
な
っ
た
神
社
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
平

安
時
代
末
期
と
顕
著
な
違
い
と
い
え
よ
う
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
か
え
っ
て
古
い
時
代
に
朝
廷
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
神
社
が
一
宮
に
選
ば
れ

て
い
る
状
況
は
、
伝
統
的
な
権
威
の
あ
る
神
社
を
一
宮
と
す
る
方
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
今
ま
で
説
明
し
た
、
い
ず
れ
の
条
件
も
当
て
は
ま
ら
な
い
国
が
あ
る
。
誤
記
で
真
清
田
神
社
と
あ
る
志
摩
国
を
除
く
と
、
四

か
国
（
伊
勢
・
遠
江
・
豊
後
・
肥
前
）
が
該
当
す
る
。
う
ち
遠
江
国
を
除
く
三
か
国
は
、
国
府
の
所
在
す
る
郡
の
神
社
で
あ
る
。
数
の
上

で
は
わ
ず
か
だ
が
、
国
司
と
の
関
係
性
が
一
宮
選
定
に
反
映
し
て
い
る
国
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
と
分
か
る
。
な
お
、
遠
江
国
の
事
任
神
は
、

「
こ
と
の
ま
ま
の
明
神
」と『
枕
草
子
』で
と
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、中
央
で
の
認
知
度
が
従
来
あ
る
程
度
あ
っ
た
結
果
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
四
か
国
の
全
て
で
、
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
権
威
の
あ
る
こ
と
が
、
一
宮
の

地
位
を
安
定
化
さ
せ
る
要
素
だ
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
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【
表
二
】
『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
所
載
神
社

五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

畿
内

山
城

賀
茂

○

○

○

二
十
二
社

大
和

三
輪

大
神

○

○

○

○

二
十
二
社

河
内

平
岡

○

○

◎

○

和
泉

大
鳥

○

◎

◎

摂
津

住
吉

○

○

◎

○

二
十
二
社

東
海
道

伊
賀

南
宮

敢
国

○

◎

◎

伊
勢

椿

×

×

▼

志
摩

真
清
田

×

誤
記
か

尾
張

真
清
田

●

○

×

▼

三
河

砥
鹿

○

遠
江

事
任

己
等
乃
麻
知

×

×

○

駿
河

浅
間

◎

◎

○

伊
豆

三
島

○

◎

○

甲
斐

浅
間

◎

×

相
模

八
幡

寒
川

◎

◎

相
模

八
幡

寒
川

◎

◎

武
蔵

氷
川

○

◎

○

安
房

洲
崎

天
比
理
乃
咩

○

○

▼

上
総

玉
前

○

◎

◎
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

東
海
道

下
総

香
取

◎

◎

○

常
陸

鹿
島

○

◎

○

東
山
道

近
江

建
部

○

○

×

美
濃

南
宮

仲
山
金
山
彦

○

◎

◎

○

飛
騨

水
無

○

◎

信
濃

諏
方

南
方
刀
美

○

○

◎

○

上
野

抜
鉾

貫
前

○

◎

○

下
野

二
荒
山

○

◎

◎

○

神
祇
官
年
貢
対
象
は
宇
都
宮

▽

陸
奥

塩
竈

×

×

○

祭
祀
に
官
稲
拠
出

▼

出
羽

大
物
忌

◎

◎

○

北
陸
道

若
狭

上
下

若
狭
彦

○

◎

○

越
前

気
比

○

○

◎

○

加
賀

白
山

◎

○

○

能
登

気
多

○

◎

◎

○

越
中

高
瀬

×

○

○

越
後

宣
現

伊
夜
比
古

◎

○

▼

佐
渡

渡
津

度
津

●

×

山
陰
道

丹
波

出
雲

○

○

◎

丹
後

籠

○

○

◎

但
馬

出
石

○

○

○

▼
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

山
陰
道

因
幡

宇
倍

○

◎

○

伯
耆

倭
文

●

×

出
雲

杵
築

○

○

○

○

石
見

物
部

◎

隠
岐

由
良
比
女

○

×

▼

山
陽
道

播
磨

伊
和

○

○

◎

○

美
作

中
山

○

◎

◎

○

備
前

吉
備
津

○

×

×

備
中

○

◎

◎

○

備
後

○

×

安
芸

厳
島

○

○

○

周
防

玉
祖

○

○

長
門

住
吉

●

◎

◎

南
海
道

紀
伊

日
前
・
国
懸

○

○

×

○

○

淡
路

伊
佐
奈
伎

●

○

◎

阿
波

大
麻
比
古

○

○

×

○

讃
岐

田
村

●

○

◎

伊
予

三
島

大
山
祇

○

○

◎

○

土
佐

高
賀
茂

都
佐

◎

×
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

西
海
道

筑
前

筥
崎

○

×

○

筑
後

高
良

◎

◎

○

豊
前

宇
佐

◎

◎

○

豊
後

柞
原

×

×

▼

肥
前

河
上

与
止
日
女

×

×

○

肥
後

健
磐
龍
命

◎

◎

○

日
向

都
農

○

大
隅

正
八
幡

鹿
児
島

◎

薩
摩

和
多
都
美

枚
聞

◎

○

壱
岐

天
手
長
男

○

×

対
馬

八
幡

和
多
都
美

○

×

▽

　
凡
例　
　

●
…「
一
宮
」
と
明
記

　
　
　
　
　

◎
…
国
内
唯
一
の
大
社
、
あ
る
い
は
神
階
単
独
最
高
位
（
複
数
祭
神
・
神
社
で
も
同
一
視
で
き
る
も
の
は
印
を
付
け
て
い
る
）

　
　
　
　
　

×
…
他
に
大
社
、
あ
る
い
は
神
階
最
高
位
の
神
が
存
在
す
る

　
　
　
　
　

▼
…
鎌
倉
時
代
よ
り
後
の
史
料
で
論
社
の
存
在
を
確
認
可
能

　
　
　
　
　

▽
…
社
名
と
し
て
は
一
社
だ
が
、
比
定
さ
れ
る
神
社
が
複
数
あ
る

　
　
在
地
の
認
識
と
の
ず
れ

　

こ
こ
ま
で
、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
か
ら
、
一
宮
の
記
載
状
況
を
確
か
め
た
。
全
体
の
割
合
か
ら
い
け
ば
、
朝
廷
の
神
事
と
の
関
係
性

の
深
い
神
社
が
多
い
。
朝
廷
の
立
場
に
立
っ
て
一
宮
が
ど
こ
か
を
絞
り
込
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
示
し
た
一
宮
争
い
の
あ
っ
た
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国
で
は
、
い
ず
れ
も
古
代
以
来
の
朝
廷
祭
祀
の
面
で
重
い
位
置
付
け
に
あ
っ
た
方
が
選
ば
れ
て
い
る
。
薩
摩
国
は
一
宮
争
い
の
後
、
実
質

的
に
八
幡
新
田
宮
が
一
宮
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が（

11
（

、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
で
は
一
方
の
枚
聞
神
社
が
選
ば
れ
て
い
る
。
越
中
国
に
至
っ

て
は
、『
白
山
之
記
』
で
争
っ
て
い
た
と
さ
れ
た
気
多
神
社
で
も
二
上
神
社
で
も
な
く
、
二
上
神
と
並
ん
で
神
階
最
高
位
の
祭
神
を
ま
つ

る
高
瀬
神
社
が
一
宮
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
は
、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
に
反
映
さ
れ
た
一
宮
の
理
解
が
公
家
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
同
書

の
成
立
に
は
、
南
北
朝
時
代
に
活
躍
し
た
神
祇
大
副
卜
部
兼
煕
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
神
祇
官
を
維
持
す
る
卜
部
氏
が
、
朝
廷
の
神
事

と
、
神
祇
官
で
構
築
し
て
い
た
従
来
の
関
係
性
に
留
意
し
な
が
ら
、
一
宮
の
選
定
を
し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

神
事
を
中
心
と
し
た
、
一
宮
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
主
と
し
て
一
宮
の
、
中
世
社
会
に
お
け
る
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
、

近
年
の
研
究
で
多
く
の
点
が
解
明
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
宮
が
単
体
で
は
重
要
な
役
割
を
、
さ
ほ
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
浮
き

彫
り
に
な
っ
た（

11
（

。
実
際
、
神
事
に
関
し
て
も
統
一
性
に
乏
し
い
し
、
朝
廷
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
宮
を
一
律
に
取
り
扱
う
よ
う
な
制
度
は

神
社
修
造
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
、そ
れ
す
ら
も
一
宮
に
限
定
し
て
い
な
か
っ
た（

1（
（

。
鎌
倉
幕
府
は
神
事
の
面
で
一
律
に
一
宮
を
対
象
と
し
、

そ
れ
が
一
宮
争
い
に
結
び
つ
い
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
単
発
的
な
対
応
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

一
宮
を
単
体
で
見
て
、
ど
う
い
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
特
に
中
世
の
政
治
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
上
は
、
さ
ほ

ど
の
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
一
宮
の
存
在
そ
の
も
の
を
、
改
め
て
多
角
的
に
見
直
す
余
地

も
生
み
出
し
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
考
え
る
上
で
の
問
題
整
理
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
よ
り
精
度
の
高
い
検
討
は
、
機
会
を
見
て
試
み
た
い
。
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註

　
（
（
）
本
稿
で
は
参
拝
も
含
め
て
ま
つ
り
を
捉
え
る
。

　
（
（
）『
縮
刷
版　

神
道
事
典
』
弘
文
堂
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
一
宮
・
総
社
（
並
木
和
子
執
筆
）。

　
（
（
）『
時
範
記
』
承
徳
三
年
二
月
二
十
六
日
条
。

　
（
（
）『
時
範
記
』
承
徳
三
年
三
月
六
日
条
、
十
五
日
条
。

　
（
（
）
水
谷
類
「
国
司
神
拝
の
歴
史
的
意
義
」『
日
本
歴
史
』
四
二
七
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）。

　
（
（
）『
中
右
記
』
元
永
二
年
七
月
三
日
条
。

　
（
（
）『
中
右
記
』
元
永
二
年
七
月
十
四
日
条
。

　
（
（
）『
中
右
記
』
保
延
元
年
五
月
六
日
条
。

　
（
（
）
水
谷
前
掲
（
（
）。

　
（
（0
）
神
道
大
系
神
社
編
三
十
三
所
収
。
引
用
で
は
振
り
仮
名
を
割
愛
し
た
。

　
（
（（
）
東
京
大
学
本
居
文
庫
七
八
―
一
四
二
三
。
内
容
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
基
づ
く
。

　
（
（（
）『
北
山
抄
』
巻
七
都
省
雑
例
、
補
諸
社
禰
宜
祝
事
の
中
に
、
紀
伊
国
造
の
名
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
（（
）
国
司
が
人
事
に
介
在
で
き
な
い
状
況
が
、平
安
時
代
前
期
に
は
生
ま
れ
て
い
た
。『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
閏
十
二
月
庚
午
条
。

　
（
（（�
）
紀
伊
国
は
高
野
山
宝
寿
院
文
書
、
弘
安
八
年
九
月
日
高
野
山
検
校
注
進
状
写
、
海
津
一
朗
「
異
国
調
伏
祈
禱
体
制
と
諸
国
一
宮

興
行
」『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

下
』
岩
田
書
院
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
所
収
。
薩
摩
国
は
神
代
三
陵
志
所
収
、

弘
安
十
年
三
月
薩
摩
新
田
宮
所
司
神
官
等
解
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
二
二
八
。
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（
（（�
）
争
い
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
紀
伊
国
は
海
津
前
掲
（
（（
）、
薩
摩
国
は
日
隈
正
守
「
薩
摩
国
に
お
け
る
国
一
宮
の
形
成
過
程
」『
中

世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

上
』
岩
田
書
院
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）。

　
（
（（
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
八
幡
宮
関
係
文
書
二
十
七
、
建
暦
二
年
四
月
日
大
宰
府
在
庁
官
人
解
。『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
二
七
。

　
（
（（�
）『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年
七
月
甲
申
条
。
た
だ
し
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
貞
観
六
年
に
官
社
に
列
し
た
と
あ
り
（
貞
観
六

年
三
月
朔
日
条
）、
六
国
史
上
で
記
録
は
重
複
す
る
。

　
（
（（�
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
三
月
十
四
日
条
。
さ
ら
に
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
は
正
三
位
に
昇
階
し
て
い
る
（
同
元
慶
二

年
十
一
月
十
三
日
条
）。

　
（
（（
）
加
瀬
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）。

　
（
（0
）
養
老
職
員
令
大
国
条
。

　
（
（（
）『
永
昌
記
』
嘉
承
二
年
四
月
二
十
八
日
条
。

　
（
（（�
）
例
え
ば
神
宮
司
の
場
合
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
六
月
丙
辰
条
に
、
神
祇
官
が
旧
記
を
調
べ
て
人
選
す
る
よ
う
定
め
ら
れ

た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
神
職
に
つ
い
て
も
、
任
用
手
続
き
に
関
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

　
（
（（
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。『
平
安
遺
文
』
三
三
五
一
の
神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
と
同
内
容
。

　
（
（（�
）『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
以
前
か
ら
一
宮
を
名
乗
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
文
書
に
名
が
な
い
神
社
に
つ
い
て
は
三
社

あ
る
が
（
安
芸
国
厳
島
社
・
紀
伊
国
伊
太
祁
曽
社
・
阿
波
国
一
宮
）、
い
ず
れ
も
社
家
が
一
宮
と
自
称
し
た
状
況
の
み
が
確
認
で
き

る
。
国
衙
レ
ベ
ル
が
認
め
て
い
た
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
在
地
主
導
の
主
張
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
（
（（�
）
天
穂
日
命
神
は
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
に
正
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
五
月
二
十
一
日
条
）、

（
（（
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
宇
倍
神
の
正
三
位
叙
位
は
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
（（
）『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
十
月
二
日
条
。

　
（
（（�
）
続
神
道
大
系
神
社
編
総
記
一
（
大
塚
統
子
校
注
）
所
収
。
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
蔵
梵
舜
筆
の
一
本
を
も
と
と
し
た
。『
諸

国
一
宮
神
名
帳
』
の
成
立
や
類
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
続
神
道
大
系
の
解
題
に
し
た
が
っ
た
。

　
（
（（
）
日
隈
前
掲
（
（（
）。

　
（
（（
）
前
掲
（
（（
）
解
題
。

　
（
（0�
）
例
を
あ
げ
る
と
、
中
世
社
会
全
体
を
覆
う
神
社
制
度
の
核
が
、
一
宮
的
役
割
を
持
つ
神
社
も
包
含
す
る
諸
国
一
宮
制
に
あ
る
と

し
た
井
上
寛
司
『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一
宮
制
』
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）、
逆
に
中
央
の
二
十
二
社
制
と
の

断
絶
を
指
摘
し
た
岡
田
莊
司
「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」（
前
掲
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

下
』
所
収
）、
他
の

国
内
寺
社
と
統
合
さ
れ
た
総
合
的
な
国
衙
の
儀
礼
制
度
の
存
在
を
指
摘
し
た
井
原
今
朝
男
「
中
世
の
国
衙
寺
社
体
制
と
民
衆
統
合

儀
礼
」（
同
書
所
収
）
が
あ
る
。

　
（
（（�
）
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
は
じ
ま
る
戦
乱
終
結
後
の
建
久
二
年
（
一
一
九
〇
）
の
新
制
の
際
、
神
社
修
造
を
行
う
こ
と
に�

な
っ
た
。
そ
の
際
の
対
象
と
し
て
、「
一
、
二
宮
及
為
レ
宗
霊
社
」
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
三
代
制
符
所
収
、
建
久
二
年
三
月

二
十
二
日
宣
旨
、『
鎌
倉
遺
文
』
五
二
三
。
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I would like to thank Kokugakuin University not only for the 
invitation to participate in today’s symposium, but also for its warm 
support of the cooperative relationship between Kokugakuin University 
and the Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard 
University. This relationship was established in 2000 at the initiative 
of past Kokugakuin University President Abe Yoshiya, and began with 
Professor Miyake Hitoshi as the inaugural visiting scholar to Harvard. 
Since then, the two universities have maintained close ties, which 
have been invaluable in promoting the study of Japanese religions, 
especially Shinto. Over the years, we have hosted Professor Suga Kōji, 
Mr. Nishitakatsuji Nobuhiro, Professors Hoshino Seiji, Daitō Takaaki, 
Kaminishi Wataru, and most recently Takeda Sachiya. Each of them has 
worked tirelessly to deepen the relationship between our two universities 
and help Harvard students in myriad ways. I would like to thank each of 
them and single out Professor Hoshino for his kindness in arranging my 
visit today and in mentoring Harvard graduate students, including Dana 
Mirsalis, who is studying at Kokugakuin this year.

I am especially honored to speak at this symposium honoring Professor 
Inoue Nobutaka on the occasion of his retirement from Kokugakuin 
University. The list of his publications includes many works that swiftly 
became essential for researchers worldwide, including the comprehensive 
dictionaries of new religious movements and a separate dictionary of 
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Shinto, which are now the most authoritative in those fields.（1） Added to 
them are his early work on Japanese religions overseas, his many essays 
presenting statistical studies of religious belief among Japanese youth, and 
a unique study of the conditions of the Shinto priesthood. His powerful 
monograph, The Formation of Sect Shinto in Modernizing Japan is the 
first comprehensive examination of this type of Shinto organization.（2） I 
especially appreciate Professor Inoue’s works in English, far too numerous 
to list here today, which have provided immense stimulation to the study 
of Shinto outside Japan. The English-language Encyclopedia of Shinto 
and its Chronological Supplement, as well as his most recent work to be 
translated, Japanese New Religions in the Age of Mass Media, have all 
helped to introduce non-Japanese students and researchers of Japanese 
religions to the highest standards of academic achievement.（3）

I first met Professor Inoue forty years ago, when he was the joshu 
at the Department of Religious Studies at Tokyo University. Professors 
Shimazono Susumu and Hayashi Makoto were also graduate students in 
the department at that time, and I was a visiting graduate student from 
the University of Chicago. Professor Inoue became a friend and mentor, 
and in the 1980s I had a chance to spend an academic year at Kokugakuin 
while on sabbattical leave, with Professor Inoue as mentor. Over the years 
we have invited each other to conferences and other events and kept in 
touch about many issues of mutual interest. He has tirelessly advised my 
students and encouraged them in their research. Most recently, he was 
kind enough to check several chapters of a book I published on the history 
of Shinto, and I am deeply grateful to him for all his kindnesses to me 
and my students over the years. While we are celebrating his retirement 
today, it is unimaginable that he means to stop research, and I am sure 
that in the coming years he will exceed even his own enviable record 
of productive research and guidance to many projects, colleagues, and 
students.
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In Kokugakuin’s 21st Century Center of Excellence Program, a project 
that began in 2002, “Establishment of a National Learning Institute for 
the Dissemination of Research on Shinto and Japanese Culture,” Professor 
Inoue and his colleagues held several symposia that brought together 
numerous non-Japanese researchers to Kokugakuin to network with 
Japanese colleagues and each other. The discussions stemming from these 
meetings have done a great deal to lay the groundwork for sophisticated 
studies of Shinto outside Japan, and to identify issues for future research. 
For example, the second symposium, held in 2003, highlighted the many 
problems of translation that arise in writing about Shinto in any other 
language than Japanese. The third symposium highlighted problems in 
conceptualizing continuity in the history of Shinto. These issues must 
continually be addressed as research on Shinto in other languages 
becomes more common. Professor Inoue’s ongoing work with the online 
Encyclopedia of Shinto is a highly effective vehicle for alerting scholars to 
the importance of these issues.

My assignment today is to address the question of researching 
Shinto as a foreign scholar. In fact, the symposia mentioned above have 
already described the present the state of Shinto studies outside Japan. 
Perhaps I can introduce a different perspective by discussing points 
specifically relevant to pursuing research on Shinto in an English-
language environment. I would also like to discuss a new opportunity for 
all researchers, of whatever nationality, to promote the study of Shinto.

Researching Shinto Outside Japan

We may divide the field of research on Japanese religious history 
within English-language scholarship into five main categories: Shinto, 
Buddhism, Christianity, new religious movements, and folk religion. If we 
compare the history of research in English on these categories, we find 
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that research on Japanese Buddhism is by far the most voluminous, has 
a longer history, and is better supported by the kind of inter-university 
ties that enable students working in English to study with specialists in 
Japan. 

Research on Japanese Buddhism in the United States has been 
promoted since the early twentieth century by significant scholars located 
at major universities. Many male students have had the experience of 
living in Buddhist temples, and more than a few have become ordained. 
Moreover, popular interest in such Buddhist practices as meditation, 
as well as the arts of Buddhism, has a long and rich history. Japanese 
scholars such as Suzuki Daisetsu, Abe Masao, Tamamuro Fumio, and 
others have spent prolonged periods teaching abroad and have also 
published their research in English. Informal ties have led many students 
to study at Japanese universities such as Meiji, Tōdai, Kyōdai, Taishō, 
Risshō, Ryūkoku, and Komazawa.

One of the most influential initiatives to promote the study of 
Buddhism outside Japan is the Bukkyō Dendō Kyōkai, founded by 
Numata Yehan. Numata programs exist at fifteen universities in the US, 
the UK, Holland, Austria, and Germany. They bring prominent Buddhist 
scholars to those countries’ universities to teach, fund lecture programs, 
and support many other activities that promote the study of Japanese 
Buddhism. The BDK English Tripitika Project to translate the entirety 
of the Taishō Shinshū Daizōkyō was established in 1986 at the University 
of California, Berkeley, and has published translations of many important 
Buddhist texts.（4） All these factors have worked to produce channels 
facilitating the improvement of teaching and research on Japanese 
Buddhism in the US. This means that the libraries of our major research 
universities have significant holdings regarding Japanese Buddhism, 
from primary sources and reference works, to monographs, journals, and 
databases.
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By contrast, the creation of a corresponding framework to encourage 
research on Shinto is just beginning. As far as I know, the exchange 
relation between Kokugakuin and the Reischauer Institiute may be the 
first ongoing relationship linking an American university to a Japanese 
university where Shinto is a specialty. While this exchange relation 
has been immensely beneficial, it will take more such ties and a longer 
time before the level of research on Shinto increases to that of Japanese 
Buddhism.

Even now, students around the US may find it difficult to find a 
course on Shinto, or to locate recent English-language books on Shinto 
accessible to non-specialists. If they only have access to works written 
before and shortly after the Second World War, they may be “turned 
off” either by an ahistorical, essentializing tone, or a lack of theoretical 
grounding, or a politically polemical tone that does not match the level 
of religious studies research in other fields. If even secondary sources 
are difficult to acquire, advanced students may find it difficult to acquire 
primary sources, training to read such sources confidently, or access to 
archival collections in Japan.

Recently I informally surveyed the course catalogs of major US 
research universities and colleges that are known for strong departments 
of religious studies. There are many places that offer courses on Japanese 
religions, in which Shinto may be treated, but I found only six universities 
that offer courses specifically on Shinto. Only two of them （the University 
of California at Santa Barbara and Harvard） offer more than one course 
on Shinto. As this scarcity of course offerings suggests, it is rare for 
American undergraduates to have an opportunity to prepare for graduate 
study of Shinto.

Also, with the exception of those who were born or raised in Japan, 
few of us grow up with any experience of shrines, the Shinto-derived 
new religious movements, or folk-religious observances stemming from 
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Shinto. Here again the comparison with Buddhism is relevant, since many 
cities and towns outside Japan have a Buddhist temple, an informal house-
temple, or meditation groups in which one can acquire some limited 
experience of Buddhist practice. By contrast, it is believed that there are 
only ten shrines in the United States, eight of them in Hawaii.（5）

A final factor that I can mention is the fact that English-language 
scholarship lacks a comprehensive reappraisal of the works of Kuroda 
Toshio. He was a friend and mentor to me, and I have not come here 
to criticize his work, but I believe that even he would say that the 
acceptance of his theories in English-language scholarship has not been 
sufficiently balanced, especially where Shinto is concerned. When his 
work first began to appear, special issues of English-language journals 
were devoted to translating his most important essays, but now that some 
decades have passed, it is perhaps time for another look. We have learned 
a great deal from him, but nowadays we find exaggerated positions 
asserted as established knowledge that should not be questioned, for 
example, the idea that there is no such thing as Shinto before the Meiji 
Restoration, or that before Yoshida Kanetomo, Shinto was merely one facet 
of Buddhism. With these ideas now expressed as if they were articles of 
faith, research on Shinto faces a high hurdle.

In the United States today, a growing number of students come from 
China and Korea. Up until about a decade ago, some of them were very 
resistant to learning anything positive about Japan or Japanese religions. 
They would sometimes enter a class on Japanese religions and say on the 
first day that they were determined to write about the Yasukuni Shrine. 
Students expressed anger about the Yasukuni issue, based on the critical 
perspective of textbooks and newspapers in their home countries. After 
dealing with a number of students like this, I realized that it is quite 
possible to help them gain a more balanced understanding of the Yasukuni 
issue by raising questions about their home countries. For example, we 
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can ask why it was that China first expressed strong criticism of the 
shrine only after Prime Minister Nakasone’s visit in 1985, even though 
previous prime ministers had regularly visited the shrine, and even 
though those visits had been widely reported. Once students understand 
that all countries involved in the Yasukuni debate, including but not only 
Japan, make use of it for their own domestic political purposes, students 
become much more able to put their emotions aside and conduct research 
in more sophisticated ways.

More recently, however, many Asian students studying in the US are 
very open to the study of Japanese religions, including Shinto. Like young 
people in the United States, it is often the case that their first introduction 
to Japan came in the form of anime, and they are often very attracted to 
Japan, wish to go to Japan, and are open to learning more. They may start 
with some very naive ideas, believing, for example, that Mononoke Hime 
and the other anime of Miyazaki Hayao are “Shinto films.” Nevertheless, 
their interest in the religions of Japan is genuine.

But some Chinese students are critical of Japanese popular culture, 
even as they find it attractive. I would like to relate an incident that 
happened in one of my classes in November 2017, to provide a sense of the 
ideas that young Chinese students bring to the study of Japanese religious 
materials, including but not limited to Shinto. At Harvard we occasionally 
are asked to allow visiting groups to sit in on our classes, and in this case 
it was a group of Chinese high-school students. They visited a course of 
mine called “Animated Spirituality.” It is not one of the my courses on 
Shinto, but it does involve an introduction to Shinto and discussion of 
Shinto-derived elements appearing in contemporary popular culture. This 
introductory level course examines religious ideas, images, and themes 
seen in Japanese popular culture, especially anime, live-action films, and on 
the day in question, video games. On this particular day, I was lecturing 
on the topic of “Depictions of Kami and Yōkai in Video Games.” I was 
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intending to make the point that popular culture productions involving 
religious elements are not necessarily communicating a religious message, 
but instead using them in a kind of shūkyō asobi, a starting point in 
creating a fantasy experience for the game player.

I was discussing some well-known works like Shin Megami Tensei, 
Ōkami, Fatal Frame, Hakurei Reimu, and a recent controversy about a 
game called Yashiro ni hoheto. I pointed out that as in anime, a plot may 
be set at a shrine, or a miko may be shown to have magical powers. In 
Yashiro ni hoheto a miko character defeats enemies by using an ōnusa 
as a weapon, a technique we can see also in the video game Hakurei 
Reimu and numerous anime. None of the productions I discussed involves 
pornography or extreme violence.

After this lecture, one of the visitors from China came up to the 
lectern and wanted to discuss the lecture further. He spoke in perfect 
English and was very articulate in his questions. He could not understand, 
he said, why the Japanese government allows the production of such 
works as the games I had discussed. Does the Japanese government not 
see, he asked, that material like this is damaging to society? Doesn’t the 
Japanese government care that youth will be corrupted by such games? 
His questions seemed utterly sincere, and it seemed to me that he was 
genuinely bewildered to learn that such things as these video games 
could be openly sold in Japan. To him these things are definitely harmful 
to society. When I suggested to him that it may not be the case that 
young people are harmed by playing these games, that the government 
would need proof of such a causal relationship before it could suppress 
production of a game, the idea was incomprehensible to the young man, 
though he clearly understood what I was saying. He asked again why 
there are not laws in Japan preventing the sale of video games like these. 
I suggested to him that their creation comes under the constitutionally 
protected freedom of expression, and that in a democratic society this 
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right is seen as requiring the highest protection, and likewise the idea of 
artistic freedom. We spoke for some time, but I do not think I got through 
to this young man, though I could tell that he was highly intelligent and 
talented. My teaching assistant was also listening to the conversation, 
and later he and I shared our amazement at this encounter. It seems to 
indicate that while Japanese popular culture is a bridge for some Asian 
students to a broader appreciation of Japanese religions and culture, for 
some elite Chinese youth its meanings are very different. This incident 
caused me some trepidation in thinking about how best to interact 
with talented young students from China, and to understand that their 
assumptions about Japan are very different from those of other students.

Anti-Japanese attitudes in China increased markedly after the 
beginning of patriotic education in the 1990s. The Patriotic Education 
Campaign was announced in 1991 in the aftermath of the Tiananmen 
Movement and aims to counter the decline of Communist ideology as 
a focus of national unity. In 2004 the standard history textbook was 
completely revised, to emphasize China’s humiliation under Japan’s brutal 
treatment of the Chinese people, and the role of the Chinese Communist 
Party in defeating Japan. This textbook helps keep alive the assocation 
between Japan and war, and the suffering of the Chinese people. The 
revision reflected China’s rection to heightened political patronage of the 
Yasukuni Shrine during the Koizumi administration, among other things. 
The revised textbook forms part of the material for university entrace 
examinations and therefore can be expected to exert a strong influence 
among the rising generation of Chinese leaders.（6）

For most undergraduates today, however, with the exception of 
the Chinese students I mentioned above, the older association between 
Shinto and World War II is mostly absent now. As is well known, earlier 
generations of scholarship on Shinto, especially that associated with 
Daniel Holtom, drew a strong connection between Shinto and militarism. 
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One reason why this association is disappearing is its replacement by 
the positive associations of Japanese popular culture, and another is the 
fading memory of events like the attack on Pearl Harbor. While I was 
growing up, every December 7 brought front-page newspaper articles on 
Pearl Harbor. But checking The New York Times front page over the last 
twenty-five years, 2011 was the last year that any Pearl Harbor article 
appeared on the front page on December 7. It was a small article at the 
bottom of the page titled, “A Final Hawaii Reunion for Pearl Harbor 
Survivors.” Prior to that, 2006 was the most recent year for such a Pearl 
Harbor article. As the veterans dwindle in number, the issue has receded 
from public consciousness, and I believe that this is one reason why the 
association between Shinto and war has faded to the vanishing point for 
youth in the United States.（7）

There are also advantages in researching Shinto outside the 
Japanese scholarly world. For scholars working on the modern period, 
it is important to have full access to English and European-language 
archives on the history of foreign perceptions of Shinto. For those working 
on the Occupation period, it is of course important to have access to 
US government sources or the private papers of such figures as Daniel 
Holtom or William P. Woodward. Access to such sources is simple to 
arrange, and grants are available to help with the costs.

There is one factor that might be seen as facilitating research on Shinto 
from outside Japan, though I hesitate to mention it for fear of possibly 
giving offense, but I believe that the absence of informal taboos may also be 
relevant. Because none of the scholars working on Shinto outside Japan are 
members of the priesthood, they need not take into account the social and 
political positions adopted by the priesthood’s association and hence may be 
able to express their views frankly. Likewise, those who are not Japanese are 
not expected to refrain from research on the monarchy or politically charged 
issues.
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A final consideration concerns fieldwork. Field research in religious 
studies in Japan is frequently based on collaborating teams of researchers 
who devise a plan for collecting data in a relatively short time. This kind 
of research makes it possible to bring in many different perspectives 
to a topic and to gain a great deal of information in a short period. 
Unfortunately, religious studies in the US lacks this tradition or the 
institutional arrangments to support it. I think it would be very beneficial 
for non-Japanese researchers on Shinto to have opportunities to join such 
research teams, especially at an early stage of their careers.

I notice that when Japanese scholars conduct fieldwork, the research 
is usually limited to short periods, and it is difficult for them to be away 
from their home universities for as long as a year, though researchers may 
have valuable personal experience of shrine life that may compensate for 
limited time in the field. By contrast, there is a widespread understanding 
in English-language scholarship that one year is a suitable period of 
time for a comprehensive study based on fieldwork, and there are 
examples of studies of Shinto-related topics that are based on that long 
a time or longer. There are also grant-giving agencies that recognize 
this convention, and in the course of graduate training, it is typical for 
students to spend at least one year in the field, if not more.

Having reviewed some of the circumstances particular to researching 
Shinto outside Japan, I would like to consider prospects for the future.

The Daijōsai as an Opportunity to Promote the Study of Shinto

The symposia organized by Professor Inoue and his colleagues 
identified many challenges to promoting the study of Shinto outside 
Japan. While those challenges will remain as central problems, a new 
opportunity is emerging. The Daijōsai is due to take place in 2019. I would 
like to suggest that the Daijōsai presents an unparalleled opportunity for 
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researchers both inside Japan and in foreign countries to work together to 
promote the study of Shinto.

I feel sure that popular coverage of the Daijōsai will address the 
characteristics of this remarkable ritual complex which are “uniquely 
Japanese,” and this kind of treatment can be an important stimulus to a 
general interest in Shinto. Events that spotlight the aesthetic and cultural 
achievements of Japan place the country in a very positive light and, 
of course, are a welcome relief from the usual focus on politics and the 
economy. From the standpoint of religious studies, however, it is more 
important to highlight those aspects of the observance that connect it with 
religious phenomena in history and other societies. Foreign scholars have 
an opportunity to call attention to a spectacular ceremony and to raise 
questions about the ways it can be interpreted. Within religious studies, 
I believe that the Daijōsai could be an important stimulus to renewed 
research on religion and kingship.

The Daijōsai may be the oldest extant example of coronation ritual 
in the world. It would be desirable to determine whether that is the case, 
and what other countries maintain coronation ritual whose form was 
standardized over a millennium ago, as the Daijōsai was in Jōgan Gishiki

『貞観儀式』（872-877） and Engi Shiki『延喜式』（927）. To explicate the form 
and performance of the entire ceremony （as far as possible, given that 
some aspects of it are secret） will clarify a prominent and distinctive 
ritual complex belonging to Shinto. That task would be most suitable for 
a team of researchers that would include foreign and Japanese members 
working collaboratively. Undoubtedly many problems of translation would 
need to be tackled, to say nothing of problems gaining sufficient access 
to as much ceremonial as possible. The first obligation of scholars will 
be to observe, record, interpret, and preserve as much as possible about 
the Daijōsai, beginning with a thorough review of the relevant primary 
texts and prior scholarship. Beyond those essential steps, however, what 
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must we do now, to ensure that the most complete record of the upcoming 
Daijōsai can be created and preserved for future researchers?

On the occasion of the most recent Vicennial Renewal of the Ise 
Grand Shrines （shikinen sengū） in 2013, the re-creation of many shrine 
buildings facilitated the transmission and perpetuation of traditional 
shrine carpentry techniques. The creation of new vestments likewise 
helped to transmit ancient techniques of spinning, dyeing, and weaving 
to a new generation of artisans. The production of shrine treasures in like 
manner required craftsmen and artists to create new swords, sculptures, 
metal-work, ceramics, and many other decorative art forms, introducing a 
new generation of artists to ancient techniques. The performance of a host 
of ceremonies and rituals also continued ancient tradition and undoubtedly 
initiated many younger shrine priests into Ise traditions. In 2013, some 
14,200,000 people visited the Ise Shrines for the Vicennial Renewal, over 
10 percent of the national population, the largest number ever to visit 
any shrine in a single year in recorded history.（8） Likewise, the Daijōsai 
will certainly perform the function of transmitting artistic forms and 
techniques, in addition to perpetuating an ancient form of ritual, and 
stimulating interest in the monarchy.

Following the Daijōsai for the current emperor, significant works of 
scholarship were created.（9） Since the coming Daijōsai will undoubtedly 
take a slightly different form because it will be held in the wake of 
an abdication rather than than a death, the occasion presents an ideal 
opportunity to document the ceremonies and analyze the ways in which 
they innovate upon precedent.

Religion and kingship, or the study of sacred or divine kingship, has 
been a major topic in the history of the study of religion. At first it was 
closely associated with the work of Sir James George Frazer, particularly 
his 12-volume study, The Golden Bough. He regarded such elements as the 
king as “dying god,” sacred marriage between a deity and the monarch, 
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and the scapegoat function of divine kings as universally valid. While his 
theories were subsequently critiqued extensively, his work established 
divine kingship as an enduring area of research. Subsequent works by A. M. 
Hocart, Henri Frankfort, Georges Dumézil, and others likewise came to be 
regarded as classic works in the history of the study of religion.

More recent, comparative work focuses on the issue of the divinity of 
kings, differences in the character of kingship owing to different regions 
and historical eras, and the connection between divine kings and the 
appearance of empire.（10） I believe that the Daijōsai presents an important 
opportunity to connect the study of Shinto to such international trends in 
religious studies scholarship. To demonstrate the analytical and theoretical 
interest of the Daijōsai is a primary task for all researchers of Shinto, 
of whatever nationality, but since much analytical and theoretical work 
in religious studies tends to appear first in Western-language journals, 
foreign researchers are well placed to contribute.

The work of Sinologist Michael Puett provides a recent example of 
a new trajectory of research on sacred kingship. Puett points out that the 
deification of Chinese rulers emerged alongside the creation of empire. 
Prior to the Qin 秦 dynasty （221-206 BC）, Chinese rulers were not deified, 
and their rituals of sacrifice to Heaven, ancestors, and lesser spirits 
unambiguously defined the ruler as human. Prior to the Qin, rulership 
alternated among prominent lineages, but as the Zhou 周 dynasty declined, 
no other lineage was strong enough to overthrow it, precipitating a 
period of Warring States 戰國 / 战国 （476-221 BC）. In that era, we find the 
emergence of theories of centralized statecraft, and eventually the Qin 
conquered the others. The Qin emperor styled himself the “August God” 

（C: Huangdi 皇帝）, a new title, asserting that he was the first August God
秦始皇帝, and that his successor would be the second August God, and so 
forth.

The first Qin emperor moved to undermine the rival lineages, forcing 
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them to move to his capital, thus removing them from their power bases. 
His goal was to guarantee enduring Qin rule, no longer alternating among 
multiple lineages. The Qin ruler altered the sacrificial system as well, 
personally offering sacrifices to the local shrines previously controlled by 
the various lineages. In Puett’s words, “The ruler becomes the father and 
mother of the people, as well as the central sacrificer to the ancestors. . . . 

［T］he ruler himself becomes a god, . . . with direct control over （ideally） 
everything.” The Book of Rites （『礼記』） was composed in opposition to 
this Qin vision of centralized rule under a divine monarch, and in 206 BC 
the Qin system was overthown. The Book of Rites gained influence and 
came to be regarded as definitive for court ritual. In later ages, figures 
enacting “extreme forms of divine rulership,” such as Mao Tse-tung, also 
claimed to initiate a new form of rulership that would last for eternity, 
like the first Qin emperor, but generally these political systems fell apart 
soon after the rulers’ deaths.（11）

The study of divine kingship generally presupposes that enthronement 
ritual will occur after the death of the preceding monarch, but since this is 
not the case with the upcoming Daijōsai, the ceremony may offer elements 
that challenge prevailing understandings of kingship. The reigning 
emperor is the 125th, if we include mythical rulers whose historicity 
has not been established. Of the total, 59 emperors （47.6 percent） have 
abdicated. Seen historically, therefore, the present emperor’s decision to 
step down is not unusual.

I should also point out the need for scholarly discussion on the 
correct translation in English of the term tai-i （退位）. The word abdication 
suggests related but different practices in Western monarchies, and in 
Western-language scholarship on Japanese history, the word abdication 
inevitably creates associations with the cloistered emperors of the 
medieval period. Those associations are clearly out of place in this case; 
hence it would be highly desirable to consider alternative translations. 
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Since those consultations have not yet taken place, however, I hope you 
will permit me to use the term on this occasion as a kind of shorthand.

The case of Japan is unusual in one important respect, however, 
because of the Shōwa emperor’s famous renunciation of the idea that he 
was divine, stating in a New Year’s address on January 1, 1946, “The ties 
between Us and Our people have always stood upon mutual trust and 
affection. They do not depend upon mere legends and myths. They are not 
predicated on the false conception that the Emperor is divine, and that the 
Japanese people are superior to other races and fated to rule the world.”（12）  
Moreover, the emperor’s position in the constitution is “the symbol of the 
State and of the unity of the people” （article 1）.

The first to serve as a “symbol emperor” was the Shōwa emperor 
（r. 1926-1989）, who was originally enthroned under the Meiji constitution, 
in which he was the head of state and supreme military commander. The 
constitution characterized the emperor as “sacred and inviolable,” which in 
legal terms meant that he could not be charged with criminal actions. While 
the Shōwa emperor was technically the first symbol emperor, the current 
emperor is the first to have been enthroned under the postwar constitution, 
following the renunciation of imperial divinity. He has positively embraced 
the role of symbol emperor and made it his own. In 1959 while still Crown 
Prince, he greatly endeared the imperial institution to the public by 
marrying Shōda Michiko, who was a commoner, in other words not from the 
aristocracy that had traditionally provided imperial brides. Their wedding 
was the first to be televised, and the public poured out expressions of loving 
hopes for the beautiful young couple. The imperial wedding’s visibility via 
broadcast media was a watershed for the symbol monarchy. Twenty years 
into his tenure, an NHK survey found the great majority of the Japanese 
people approving of the emperor’s performance of the job, and more recent 
surveys show that there is widespread support for his wish to step down 
in favor of the Crown Prince.（13） As of May, 2017, polls show that the 
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emperor’s abdication is accepted by 80 to 90 percent of the population.（14）

In the process leading up to the abdication law, Prime Minister Abe 
Shinzō convened a cabinet committee to make recommendations.（15） The 
group consisted of 4 men and 2 women with an average age of 68. These 
stellar individuals are each highly respected, representing the pinnacle 
of achievement in business, law, and scholarship. As with many such 
committees, the group was expected to endorse a foregone conclusion, 
since it is unthinkable that the Liberal Democratic Party would 
contravene imperial will. Sixteen “experts,” 15 men and 1 woman, with 
an average age of 74, chosen by the government, presented testimony 
before the committee. After these “hearings,” the committee endorsed 
abdication for the reigning emperor only, and that led to passage of the 
law permitting the abdication （passed May 19, 2017）.（16）

While the reigning emperor’s decision to step down was not widely 
contested, however, critical voices emerged in the testimony by some of the 
sixteen “expert witnesses.” Ten of the sixteeen endorsed abdication （62.5 
percent）. Of this majority, only two referred to the emperor’s performance 
of ritual. Emeritus Professor of law at Kyoto Sangyō University, Tokoro 
Isao （所功 , b. 1941） presented ritual as equally important as the emperor’s 
other functions, but said that if rituals exact too heavy a toll, different ways 
should be found to delegate them.（17）  Journalist Iwai Katsumi （岩井克己 , b. 
1947） asserted that to emphasize ritual tends to deny the symbol emperor 
idea and revert toward a concept of a divine monarch.（18）

By contrast, a minority of 6 out of 16 （37.5 percent） either did not 
advocate abdication or opposed it, asserting that ritual is the emperor’s primary 
duty, compared to which all other activities are secondary in importance. 
For example, Tokyo University Emeritus Professor of comparative culture, 
Hirakawa Sukehiro （平川祐弘, b. 1931） favors appointing a regent and opposes 
abdication, saying that it borders on a violation of the constitution. If the 
emperor is tired from his extra activities, he can cease them and concentrate 
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on his basic duty, which is to pray on behalf of the nation. As he is Shinto’s  
principal “successor” （kōkeisha）, his role in praying for the country has 
higher priority than any other activities he may choose to undertake.（19） 
Emeritus Professor of English at Jōchi Univesity, Watanabe Shōichi, （渡部
昇一 , 1930-2017）, now deceased, expressed similar views.

Article 7 of the constitution states that performance of ceremonial 
functions （儀式を行う） is among the matters of state （国事） carried out 
by the emperor for the people. This suggests that imperial ceremonial 
would be publicly funded, similar to hosting a state banquet, but the 
constitution does not specify what ceremonial the emperor shall perform. 
The Imperial Household Code （皇室典範） specifies accession rites as well 
as funerals, but nothing beyond that. Neither document even mentions the 
enthronement ceremonies.

Prior to the Meiji Restoration, palace ritual （宮中祭祀） derived from 
precedents in the Taihō Code 大宝令 （645）, Jōgan Gishiki （872-877）, and 
the Engi Shiki （927）. It was codified in the prewar Imperial Household 
Code （Kōshitsu tenpan）, which was revised after the war to remove 
religious elements. Even today, however, the Tokyo palace contains a set 
of three shrines staffed by a corps of male and female ritualists, where 
daily, calendrical, and ancestral rites are performed throughout the year.（20）  
These rituals are supported through the private funds of the imperial 
house, though the Home Page of the Imperial Household Agency appears 
to rank them among the emperor’s public duties （公務）, but without legal 
codification of that interpretation.（21） In other words, the status of imperial 
ritual remains unresolved, though based on more than a millennium of 
documented precedent, spoken of as public, yet funded privately. Because 
enthronement ritual falls into this ambiguous category, the ceremonies 
marking Crown Prince Naruhito’s succession will, as in the case of the 
last Daijōsai, probably be contested if public funds are used, because of 
the conflict with the constitutionally stipulated separation of religion from 
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state （articles 20 and 89）.
Several of the six persons expressing reservations about the emperor’s 

wish to step down referred specifically to the need to clarify the status of 
imperial ritual, saying that it should be publically funded. For example, Shinto 
specialist Professor Ōhara Yasuo （大原康男 , b. 1942）, formerly of Kokugakuin 
University, stressed the urgent need to overcome the mistaken view that 
palace ritual is a private matter and does not belong to the emperor’s official 
public duties （kōmu）.（22） Likewise, journalist Sakurai Yoshiko （櫻井よしこ , b. 
1945） stressed the primacy of palace rites above any other imperial activity, 
speaking of the emperor as the country’s “center” and its “great ritual 
master” （Nihon no chūshin ni dai saishu 日本の中心に大祭主）. So long as he 
acts as “ritual master,” there is no reason for the emperor to do anything 
else. Furthermore, the constitution and the Imperial Household Code must 
be revised, in her view, to make clear that ritual is the highest duty of the 
emperor, coming before anything else.（23）

Needless to say, it would not have been appropriate for the emperor 
to communicate his reaction publicly. Nevertheless, he is said to have 
expressed shock and surprise, according to several press reports.（24） If 
we stand back from the particulars of these proceedings surrounding 
the abdication and consider the origins of such disparate views, we can 
perhaps identify some unresolved questions.

The continuing ambiguity in the legal status of imperial ritual is 
one obvious source of contention. Another may be found in the Shōwa 
emperor’s declaration of humanity, which did not refer to the foregoing 
idea of his divine descent from the Kami. That is, while the declaration 
denied the idea that the emperor is a divine being, it did not deny the 
idea that the imperial line is divinely descended from the Kami. Perhaps 
some critics of the symbol monarchy interpret the statement as leaving 
open the possibility of asserting that the emperor’s significance lies 
chiefly in the performance of ritual. Moreover, the logic of the Daijōsai 
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may be undermined, because a prevailing interpretation of enthronement 
ceremonies is the idea that the emperor shares a meal with his ancestral 
Kami in the ceremonies. One line within prior research on the Daijōsai 
questions the identity of the Kami to whom the Daijōsai is directed, but 
in the absence of some connection between the emperor and the Kami,（25） 
it would be difficult to establish a coherent rationale for these ceremonies. 
Clarification of these questions would be a primary task for religious 
studies research on the Daijōsai, and it would be an important contribution 
to ongoing religious studies research on divine kingship.

Besides the Daijōsai itself, the ceremonies present opportunities for 
expanded studies of shrine life. When the Crown Prince is enthroned, 
it seems highly likely that prominent shrines around the nation will 
celebrate the enthronement. No doubt they will compose norito, perform 
ritual, and use the occasion to unite their communities in a celebration. 
Moreover, it seems very probable that the Shinto-derived new religious 
movements will also join in ritual and celebration to commemorate the 
coming enthronement ceremonies. We should not neglect to study these 
observances in order to understand how shrines around the country will 
coordinate their activities with the palace. No doubt they will sponsor 
performances of the arts traditionally associated with shrines, such as 
shrine dance （kagura）, archery on horseback （yabusame）, and Noh drama. 
They may also commission the creation of mirrors, commemorative 
paintings, screens, drums, shishi gashira, vestments, and other things. We 
should be making plans now for how to observe, document, preserve, and 
study these activities.

No doubt celebrations will be held outside shrines as well. What will 
cities and towns do? What issues will civic administrations face if they 
join with shrines to observe the event? Are the prefectural governors and 
local mayors already planning how to commemorate the enthronement? 
It is not too early to establish connections with city offices and local 
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journalists to help us understand the nature and extent of national 
celebrations.

How will the media cover the coronation? Will the coverage this time 
differ from the last Daijōsai, given that the upcoming ceremonies will not 
take place after the death of the preceding emperor? The attitudes that 
print and broadcast media adopt will be very influential in society as a 
whole, especially for youth, who may never have given serious thought to 
the existence of the monarchy, the meaning of “constitutional monarchy,” 
or the “symbol emperor.” How can researchers document and preserve 
this media coverage? The last Daijōsai was the first to be televised, but 
that fact does not seem to have stimulated significant research. At the 
time of the last Daijōsai, the internet and social media had not yet been 
widely diffused. Will these media play a role in the upcoming Daijōsai, and 
whom can we contact now to promote documentation and preservation of 
media roles?

From the standpoint of religious studies, the phenomenon of the 
Daijōsai is inseparable from the participation and reaction of Japanese 
society as a whole. The media coverage it generates will shape how Japan 
understands the monarchy for the next generation. We can anticipate an 
event of “saturation coverage,” viewed by millions of people around the 
world. What links need to be created now in foreign countries between 
researchers and the journalists who will write for influential newspapers 
or film for international broadcasts? Researchers have a responsibility 
to think through these issues and help journalists not to fall back on 
outmoded ideas about Shinto.

If the Daijōsai is inseparable from Japanese society, then we must also 
recognize that it is inseparable from its critics. As was the case when the 
current emperor was enthroned, it seems highly likely that some citizens 
will view these ceremonies as a violation of the principle of separation 
of religion from state. Most likely, citizen’s groups will raise lawsuits as 
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was the case previously. Foreign researchers should investigate who the 
critics are, their motivations, how they fund their operations, and what 
they hope to achieve. We also need to understand the legal issues as fully 
as possible, not only the constitution and the Imperial Household Code, 
but the ambiguity around the status of palace ritual （宮中祭祀）. Foreign 
researchers should not take sides on such issues but realize that our job is 
to clarify the issues, identify the personnel, and preserve the data.

Lawsuits targeting the separation of religion from state in Japan are 
particularly difficult for foreign researchers to study, because most if not 
all lack formal legal training. Nevertheless, if we are to fulfill the mission 
of accurately observing, recording, and preserving society’s perspectives 
on the Daijōsai, it is essential to try to understand these cases.

The most significant lawsuits concerning the last Daijōsai came from 
Osaka, Ōita, and Kagoshima prefectures. All of them were defeated, but 
the case from Osaka left room for continued argument. The Osaka case 
was presented as a “taxpayers’ lawsuit” （納税者訴訟） in late 1992 by a 
group of around 1,700 people, including 200 attorneys. It was originally 
conceived by a group calling itself the National Association for Lawsuits 
on Separation of Religion from State （政教分離訴訟全国交流集会）. They 
charged that the use of public funds for the Daijōsai violated the separation 
principle. The first judgment （November 24, 1992） resulted in their defeat, 
as did an appeal judgment of March 9, 1995.

No doubt the complainants took heart from an obiter dictum （傍論）, 
a judge’s opinion issued “in passing,” which is not legally binding, stating 
that there is some doubt about the constitutionality of the Daijōsai. The 
obiter dictum held that “the Daijōsai is clearly a Shinto ritual” （大嘗祭が
神道儀式としての性格を有することは明白であり） and a public observance 
of the imperial house supported by palace funds （公的の皇室行事として
宮廷費を持って執行した）. At the very least, the judge said, it encouraged 
and promoted State Shinto 国 家 神 道 , and there is a doubt that it may 
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violate the separation of religion from state （少なくとも国家神道に対する
助長, 促進になるような行為として, 政教分離規定に違反するのではないか
との疑義は一概には否定できない）.（26） Rather than risk losing this point in 
continued appeals, the complainants decided not to appeal further.（27）

The defeated complainants did not disband, however, but instead, 
veterans of this campaign decided to form an association called the 
Network of 1700 Opposed to the Emperor System （ 反 天 皇 制 市 民 1700
ネットワーク）. The group was originally assembled by lawyers, and the 
participants came from Christian denominations, Jōdo Shinshū from both 
East and West Honganji, the Wadatsumi-kai, teachers opposed to the flag 
and the anthem in schools, postal workers, and regional civil servants, 
with a distribution covering the entire country.（28） Thus, the Osaka case 
opened up a possible avenue for future lawsuits to question whether the 
Daijōsai is in compliance with the constitution, though to argue from dicta 

（ 傍 論 ） rather than the judgement’s main text （ 主 文 ） is a questionable 
strategy. Nevertheless, this case resulted in the formation of a group that 
managed to attract people from multiple religious affiliations and many 
different professions from across the country to challenge the ongoing 
existence of the monarchy.（29）

Concluding Remarks

The upcoming Daijōsai represents an unparalled opportunity to 
advance the study of Shinto as an aspect of Japanese religion, culture, 
and society, and I hope we can act effectively to seize this moment. 
While arrangements are still being worked out, there is a plan for a small 
exhibition at Harvard about the Daijōsai, but things like this should be 
planned for many locations and used to stimulate the study of Shinto 
around the world.

There is little doubt that the enthusiasm we see among researchers 
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outside Japan for study of Shinto owes a great deal to Professor Inoue 
Nobutaka. He has tirelessly brought us together with Japanese colleagues 
to discuss the field’s challenges and future posibilities. Although the study 
of Shinto outside Japan continues to face high hurdles such as I have 
mentioned, we also have exciting possibilities before us. I am certain that 
we will continue to benefit immensely from Professor Inoue’s guidance, 
and I want to close by offering him hearty congratulations on opening the 
next chapter of his work.

Thank you for your kind attention.
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